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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

独立行政法人通則法（平成11年法律第

103号）第29条第1項の規定に基づき、独

立行政法人国立がん研究センターが達成

すべき業務運営に関する目標（以下「中期

目標」という。）を次のように定める。 

 

平成２２年４月１日 

 

厚生労働大臣 長妻 昭 

 

 

 

 

 

独立行政法人通則法（平成11年法律第

103号。以下「通則法」という。）第29条第1

項の規定に基づき平成22年4月1日付けを

もって厚生労働大臣から指示のあった独

立行政法人国立がん研究センター中期目

標を達成するため、同法第30条の定めると

ころにより、次のとおり独立行政法人国立

がん研究センター中期計画を定める。 

 

平成２２年４月１日 

 

独立行政法人国立がん研究センター 

理事長  嘉山 孝正 

平成22年度の業務運営について、独立

行政法人通則法（平成11年法律第103号）

第31条第1項の規定に基づき、独立行政

法人がん研究センターの年度計画を次の

とおり定める。 

 

平成２２年６月１４日 

 

独立行政法人国立がん研究センター 

理事長  嘉山 孝正 

 

 

前文 前文   

我が国においては、急速な尐子高齢

化の進展や、疾病構造の変化、医療技

術等の高度化等により医療を取り巻く環

境が大きく変化するとともに、国民の医

療に対するニーズも変化しており、この

ような変化に対応した国民本位の総合

的かつ戦略的な医療政策の展開が求め

られている。 

こうした中、国が医療政策を効果的、

効率的に推進するため、国立高度専門

医療研究センターには、疫学研究等に

よる日本人のエビデンスの収集や高度

独立行政法人国立がん研究センター

（以下「センター」という。）は、その前身

となる国立がんセンターが昭和37年に

我が国最初のナショナルセンターとして

設立されて以来、日本のみならず、世界

的ながん対策の中核施設として、高度

先駆的医療、研究、国内外の医師・研

究者等に対する研修及び情報発信等の

分野で先導的・中心的な役割を果たす

とともに、「第３次対がん10か年総合戦

略」をはじめとする国の施策において我

が国の中核機関としての重要な役割を
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

先駆的医療の開発及びその普及等、我

が国の研究、医療水準を向上させ、もっ

て公衆衛生の向上に寄与することによ

り、医療政策を牽引していく拠点となるこ

とが求められている。 

このため、国立高度専門医療研究セ

ンターは、国内外の関係機関と連携し、

資源の選択と集中を図り、国の医療政

策と一体となって、研究・開発及び人材

育成に関し、国際水準の成果を継続し

て生み出し、世界をリードしていくことが

期待される。 

独立行政法人国立がん研究センター

（以下「センター」という。）は、昭和37年

に我が国のがん対策の要として設立さ

れた国立がんセンターを前身とする。 

センターは、がん対策基本法（平成18

年法律第98号）及び「がん対策推進基

本計画」（平成19年6月15日閣議決定）

に基づき、センターが有する医療、研

究、人材育成及び情報発信等の機能を

相互に連携させ、その能力を効果的に

発揮するとともに、独立行政法人制度の

メリットを最大限活用し、我が国のがん対

策の中核機関として日本のみならず世

界への貢献を図り、世界をリードしていく

責務がある。 

具体的には、センターが果たすべき

担ってきた。 

また、平成19年4月1日に施行された

がん対策基本法（平成18年法律第98

号。以下「がん対策基本法」という。）に

基づき作成された「がん対策推進基本

計画」（平成19年6月15日閣議決定。以

下「がん対策推進基本計画」という。）に

おいて、センターは、がん対策の中核的

機関として、がん医療の標準化・均てん

化に関して中心的な役割を担い、我が

国全体のがん医療の向上を牽引してい

くとともに、様々ながん対策に関連する

情報の収集・分析・発信等に不可欠な

組織として情報提供体制を整備していく

ことが求められている。 

センターは、事業体として、業務運営

の効率化に取り組むとともに、がんの死

亡・罹患などの実態把握と原因及び本

態の解明に基づく予防法の研究開発、

がん検診に係わる研究開発、高度先駆

的及び標準化に資する診断、治療技術

の開発と普及、がん研究・がん医療等を

推進する人材育成、がん医療等に係わ

る情報提供、がん対策に係わる政策提

言等を使命として掲げ、本使命を達成で

きるよう、センターが有する医療、研究、

人材育成及び情報発信等の機能が相

互に連携することによりその能力を効果
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使命を達成するため、がん克服に資す

る研究成果を継続的に生み出し、がん

の原因及び本態解明を一層進めるとと

もに、日本人のエビデンスの収集を行

い、予防法、革新的がん医療及び標準

医療を開発するための研究に取り組む

ことが求められている。 

さらに、良質で安心な医療を提供し、

人材育成及び情報発信等を担い、我が

国のあるべきがん医療の政策を提言し

ていくことが求められている。 

 

的に発揮し、がんに関する医療政策に

対する課題を着実に解決していくこと

で、がん対策推進基本計画に基づくが

ん対策の推進に貢献する。 

第１ 中期目標の期間    

センターの中期目標の期間は、平成

22年4月から平成27年3月までの5年間と

する。 

こうした観点を踏まえつつ、厚生労働

大臣から指示を受けた平成22年4月1日

から平成27年3月31日までの期間にお

けるセンターが達成すべき業務運営に

関する目標（以下「中期目標」という。）を

達成するための計画を以下のとおり定め

る。 

  

    

 

 

 

第２ 国民に対して提供するサービス

その他の業務の質の向上に関する事

項 

 

 

 

第１ 国民に対して提供するサービス

その他の業務の質の向上に関する目

標を達成するために取るべき措置 

 

 

 

第１ 国民に対して提供するサービス

その他の業務の質の向上に関する目

標を達成するために取るべき措置 

■評価項目１■ 

研究・開発に関する事項 

(1)臨床を志向した研究・開発の推進 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

１．研究・開発に関する事項 １．研究・開発に関する事項 １．研究・開発に関する事項  

 がんによる死亡者（がんの年齢調

整死亡率（75 歳未満））の減尐、すべ

てのがん患者及びその家族の苦痛の

軽減並びに療養生活の質の維持向

上を実現するため患者アンケート等に

より実態を把握するとともにがん対策

に資する研究に取り組み、研究成果

の社会への還元を促進する。 

未だ解明されていない難治がん等

の原因究明やがんの発生・進展・転

移の機構解明を推進し、先進医療と

して認められるような高度先駆的な予

防・診断・治療技術を開発するととも

に、国内及び国際的な標準医療の確

立と改善に貢献するのみならず先駆

的な医療を世界に情報発信していく。 

これらの研究等について世界をリ

ードする水準で実施していくための体

制を充実する。特に、病院において

は、最新の知見に基づいた標準的治

療の開発のみならず高度先駆的なが

んの診断・治療などの新しい医療技

術の臨床開発に取り組むための体制

を整備する。 

また、センターは、がん分野の基礎

研究、公衆衛生研究及び臨床研究
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

（治験を含む。）推進のために、研究

の統括や調整を行う。そのための研

究基盤を構築・提供し、研究評価とと

もに研究資源の適切な活用を図って

いく。 

（１）臨床を志向した研究・開発の

推進 

（１）臨床を志向した研究・開発の

推進 

（１）臨床を志向した研究・開発の

推進 

 

高度先駆的医療の開発及び標

準医療の確立のため、臨床を指向

した研究を推進し、優れた研究・開

発成果を継続的に生み出していく

ことが必要である。このため、センタ

ーにおいて以下の研究基盤強化

に努めること。 

   

① 研究所と病院等、センター

内の連携強化 

① 研究所と病院等、センター

内の連携強化 

研究の成果を臨床の実用化

やがん対策につなげるために、

研究所、がん予防・検診研究セ

ンター、がん対策情報センター、

病院が高度専門性を有した上

で、トランスレーショナルリサーチ

の推進のために相互の機能の強

化と連携を図り、『先端医療開発

推進会議』等を定期的に開催

し、世界的レベルでの革新的医

療・予防法の開発や標準医療の

① 研究所と病院等、センター

内の連携強化 

研究の成果を臨床の実用化

やがん対策につなげるために、

研究所、がん予防・検診研究セ

ンター、がん対策情報センター、

病院が高度専門性を有した上

で、トランスレーショナルリサーチ

の推進のために相互の機能の強

化と連携を図り、基礎研究部門と

臨床研究部門間での共同研究

（年間 20 件以上）や若手研究者

を中心とした人事交流を推進す

○ 研究所と病院等が高度専門性を有し

た上で、トランスレーショナルリサーチの

推進のために相互の機能の強化と連携

を図るとともに、世界的レベルでの革新

的医療・予防法の開発や標準医療の確

立に資する成果の継続的な作出を目指

しているか。 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

確立に資する成果の継続的な作

出を目指す。 

る。「先端医療開発推進会議」を

設置し革新的医療・予防法の開

発や標準医療の確立に資する成

果の継続的な作出を目指す。 

 

 ② 研究基盤の整備 

センターが取り組むべき分野

の研究基盤を整備していくため

に、臨床試料及び情報を研究に

活用するための体制等を構築し

ていく。 

② 研究基盤の整備 

臨床試料及び情報を研究に

活用するため手術検体を中心に

センター内バイオバンクを整備

し、手術検体の新規保存件数を

1,300件以上とする。 

 

○ センターが取り組むべき分野の研究基

盤を整備していくために、臨床試料及び

情報を研究に活用するための体制等を

構築しているか。 

 ③ 臨床研究の推進のための中

核機能の強化 

また、臨床研究の推進のため

に、センターで行う臨床研究を支

援する体制及び多施設共同臨

床研究の中核機能を担うための

データセンター等の整備を行う。 

中期目標の期間中に、センタ

ーが直接的又は間接的に支援し

た臨床試験について、学会等が

作成する診療ガイドラインに 5 件

以上採用されることを目指す。 

平成 21 年度末現在、通算で

肺癌 2 件、胃癌 6 件、食道 7

件、婦人科腫瘍 2 件、乳癌 2 件

③ 臨床研究の推進のための中

核機能の強化 

臨床研究の推進のために、セ

ンターで行う臨床研究を支援す

る体制及び多施設共同臨床研

究の中核機能を担うためのデー

タセンター等を設置する。  

センターが直接的又は間接的

に支援した臨床試験について、

学会等が作成する診療ガイドライ

ンに１件以上採用されることを目

指す。 

平成 21 年度末現在、臓器領

域毎の偏りがあるが、今後、大

腸、肝胆膵、泌尿器、脳腫瘍、血

○ センターで行う臨床研究を支援する体

制及び多施設共同臨床研究の中核機

能を担うためのデータセンター等の整備

を行っているか。 

 

【数値目標】 

○ 中期目標の期間中に、センターが直

接的又は間接的に支援した臨床試験に

ついて、学会等が作成する診療ガイドラ

インに 5件以上採用 

 

○ センターが、直接的または間接的に実

施する臨床研究実施機関の訪問監査

（科学性・倫理性の確認調査）につい

て、都道府県がん診療連携拠点病院の
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と臓器領域毎の偏りがあるが、今

後、大腸、肝胆膵、泌尿器、脳腫

瘍、血液腫瘍等の領域の強化を

目指す。また、中期目標の期間

中に、センターが、直接的又は

間接的に実施する臨床研究実

施機関の訪問監査（科学性・倫

理性の確認調査）について、都

道府県がん診療連携拠点病院

の 20%、地域がん診療連携拠点

病院の 10%以上の実施を目指

す。 

 

液腫瘍等の領域の強化を目指

す。 また、センターが、直接的ま

たは間接的に実施する臨床研究

実施機関の訪問監査（科学性・

倫理性の確認調査）について、

がん診療連携拠点病院を中心

に、年間 10 医療機関以上の施

設訪問監査を行う。 

20%、地域がん診療連携拠点病院の

10%以上の実施 

 

② 「革新的医薬品・医療機器

創出のための５か年戦略」（平

成 19 年 4 月 26 日内閣府・文

部科学省・厚生労働省・経済

産業省）に基づく、産官学が

密接に連携して臨床研究・実

用化研究を進める「医療クラ

スター」の形成等、国内外の

産業界、研究機関及び治験実

施医療機関等との連携 

④ 産官学等との連携強化 

「革新的医薬品・医療機器創

出のための 5 か年戦略」等を踏

まえ、国内外の大手・ベンチャー

企業等の産業界、先端研究施

設、主要がんセンター等と「医療

クラスター」を形成して先端的な

臨床研究を推進するために、産

官学連携を支援する産官学連携

オフィス等の整備を行う。また、ク

ラスター内での積極的な共同研

究推進のための協議の場の設定

及び早期臨床開発試験をつかさ

どるデータセンターを整備する。 

④ 産官学等との連携強化 

「革新的医薬品・医療機器創

出のための 5 か年戦略」等を踏

まえ、国内外の大手・ベンチャー

企業等の産業界、先端研究施

設、主要がんセンター等と「医療

クラスター」等を形成して先端的

な臨床研究を推進するために、

産官学連携を支援する産官学連

携オフィス等の整備を行う。ま

た、クラスター内での積極的な共

同研究推進のための協議の場の

設定及び早期臨床開発試験を

つかさどるデータセンターを整備

○ 「医療クラスター」を形成して先端的な

臨床研究を推進するために、産官学連

携を支援する産官学連携オフィス等の

整備を行うとともに、クラスター内での積

極的な共同研究推進のための協議の場

の設定及び早期臨床開発試験をつかさ

どるデータセンターの整備を行っている

か。 

 

【数値目標】 

○ 平成 21 年度に比し、中期目標の期間

中に、共同研究件数、治験実施件数及

び国際共同治験実施数について各々

5％以上の増加 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

これにより、平成 21 年度に比

し、中期目標の期間中に、共同

研究件数、治験実施件数及び国

際共同治験実施数について

各々5％以上の増加を目指す。 

する。  

受託契約の複数年化、治験経

費の出来高算定を実現し、国際

共同治験を含む治験を委託され

やすい体制の整備を行う。  

これにより、平成 21 年度に比

し、共同研究件数、治験実施件

数及び国際共同治験実施数に

ついて各々1％以上増やす。 

 

③ 研究・開発に係る企画及び

評価体制の整備 

⑤ 研究・開発の企画及び評価

体制の整備 

がん医療研究開発費による研

究をはじめ、我が国のがん対策

の中核機関としての使命を果た

すための研究を企画し、評価し

ていく体制の強化を図るととも

に、研究を支援していくための体

制も充実させる。 

⑤ 研究・開発の企画及び評価

体制の整備 

「先端医療開発推進会議」を

設置し、がん医療研究開発費に

よる研究をはじめ、我が国のがん

対策の中核機関としての使命を

果たすための研究を企画すると

ともに、外部委員から成る評価委

員会を設置し、研究に対する評

価を行う。 

 

○ がん対策の中核機関としての使命を果

たすための研究を企画し、評価していく

体制の強化を図るとともに、研究を支援

していくための体制も充実させている

か。 

④ 効果的な知的財産の管理、

活用の推進 

⑥ 知的財産の管理強化及び活

用推進 

研究開発システムの改革の推

進等による研究開発能力の強化

及び研究開発等の効率的推進

等に関する法律（平成 20 年法

⑥ 知的財産の管理強化及び活

用推進 

研究開発システムの改革の推

進等による研究開発能力の強化

及び研究開発等の効率的推進

等に関する法律（平成 20 年法

○ 知的財産管理部門を設置し、マテリア

ル・リサーチツールの管理・提供体制の

整備、所有知的財産権の実施状況の追

跡・管理、知的財産関係書類等の管理

強化、研究者に対する知財教育の実

施、及び、上記研究を推進するため、知
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

律第 63 号）及び「知的財産推進

計画」を踏まえつつ、共同研究

や受託研究等を推進するため知

的財産管理部門を設置し、マテ

リアル・リサーチツールの管理・

提供体制の整備、所有知的財産

権の実施状況の追跡・管理、知

的財産関係書類等の管理強化、

研究者に対する知財教育の実

施、及び、上記研究を推進する

ため、知的財産管理や契約行為

等に関する管理機能や研究者に

対する相談支援機能の充実を図

る。 

また、中期目標の期間中に、

特許出願件数とその内容が適切

かどうかについて吟味し、活用推

進に至るシステムを作る。 

 

律第 63 号）及び「知的財産推進

計画」を踏まえつつ、共同研究

や受託研究等を推進するため知

的財産管理部門を設置する。同

部門においては、知的財産管理

等に関し、外部の専門家の活用

や職員の専門性の向上を図りな

がらマテリアル・リサーチツール

の管理・提供体制の整備、所有

知的財産権の実施状況の追跡・

管理、知的財産関係書類等の管

理強化、研究者に対する知財教

育の実施、知的財産管理や契約

行為等に関する管理機能や研

究者に対する相談支援機能の充

実を図る。 

的財産管理や契約行為等に関する管

理機能や研究者に対する相談支援機

能の充実を図っているか。 

 

○ 中期目標の期間中に、特許出願件数

とその内容が適切かどうかについて吟味

し、活用推進に至るシステムを作成して

いるか。 

 

○ 特許権等の知的財産について、法人

における保有の必要性の検討状況につ

いての評価が行われているか。（政・独

委評価の視点） 

 

○ 検討の結果、知的財産の整理等を行う

ことになった場合は、その法人の取組状

況や進捗状況等についての評価が行わ

れているか。（政・独委評価の視点） 

 

○ 特許権等の知的財産について、特許

出願や知的財産活用に関する方針の策

定状況や体制の整備状況についての評

価が行われているか。（政・独委評価の

視点） 

 

○ 実施許諾等に至っていない知的財産

の活用を推進するための取組について

の評価が行われているか。（政・独委評
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

価の視点） 

    

 

 

 

（２）病院における研究・開発の推

進 

 

 

 

（２）病院における研究・開発の推

進 

 

 

 

（２）病院における研究・開発の推

進 

■評価項目２■ 

研究・開発に関する事項 

(2)病院における研究・開発の推進 

治験等の臨床研究を病院内で

高い倫理性、透明性をもって円滑

に実施するための基盤の整備に努

めること。 

① 臨床研究機能の強化 

病院は臨床開発の様々な段

階に対応するため、橋渡し研究

を含む臨床研究を行うための診

療体制等の整備を進める。 

センターで実施される臨床試

験の支援部門の整備・強化を行

うとともに、治験関連の体制の充

実を図る。 

また、その推進のために、積極

的に独立行政法人医薬品医療

機器総合機構等との人事交流を

行って確保された薬事・規制要

件の専門家を含めた支援体制の

基盤整備を行い円滑な試験実

施を進めるとともに、支援体制の

モデル化により国内他施設への

普及を図る。 

また、治験申請から症例登録

（First patient in）までの期間を

① 臨床研究機能の強化 

病院は臨床開発の様々な段

階に対応するため、橋渡し研究

を含む臨床研究を行うための診

療体制等の整備を進める。 

センターで実施される臨床試

験の支援部門の整備・強化を行

うとともに、治験関連の体制の充

実を図る。 

薬事・規制要件に関する専門

家育成のため、独立行政法人医

薬品医療機器総合機構等との人

事交流を実施する。 

 治験申請から症例登録（First 

patient in）までの期間を平均

150日以内とする。 

 

○ 実施される臨床試験の支援部門の整

備・強化を行うとともに、治験関連の体制

の充実を図り、橋渡し研究を含む臨床

研究を行うための診療体制等の整備を

進めているか。 

 

○ 臨床試験の支援部門の整備・強化を

行うとともに、治験関連の体制の充実を

図っているか。 

 

○ 薬事・規制要件の専門家を含めた支

援体制の基盤整備を行い円滑な臨床試

験実施を進めるとともに、支援体制のモ

デル化により国内他施設への普及を図

っているか。 

 

【数値目標】 

○ 治験申請から症例登録（First patient 

in）までの期間を平均 130日以内 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

平均 130日以内とする。 

 

 ② 倫理性・透明性の確保 

高度な倫理性・透明性が確保

された臨床研究等の実施を図る

ため、倫理審査委員会等の機能

を強化するとともに、主要な倫理

指針等について職員教育の充

実を図る。 

また、センターで実施している

治験等臨床研究について適切

に情報開示するとともに、センタ

ーを受診する患者への研究に関

する説明を組織的かつ効率的に

行う体制や、患者・家族への研

究に関する情報開示及び問い合

わせへの対応の体制等を整備

する。 

② 倫理性・透明性の確保 

高度な倫理性・透明性が確保

された臨床研究等の実施を図る

ため、倫理審査委員会等の機能

を強化するとともに、主要な倫理

指針等について職員教育の充

実を図る。  

臨床研究の情報公開に向け

て、研究管理データベースを整

備するとともに、患者・家族への

研究に関する情報公開及び問い

合わせ対応の体制を整備する。  

○ 倫理審査委員会等の機能を強化する

とともに、倫理指針等について職員教育

の充実を図っているか。 

 

○ センターで実施している治験等臨床研

究について適切に情報開示するととも

に、センターを受診する患者への研究

に関する説明を行う体制や、患者・家族

への研究に関する情報開示及び問い合

わせへの対応の体制等の整備を行って

いるか。 

    

 

 

 

 

 

（３）担当領域の特性を踏まえた戦

略的かつ重点的な研究・開発の

推進 

 

 

 

 

 

（３）担当領域の特性を踏まえた戦

略的かつ重点的な研究・開発の

推進 

 

 

 

 

 

（３）担当領域の特性を踏まえた戦

略的かつ重点的な研究・開発の

推進 

■評価項目３■ 

研究・開発に関する事項 

（３）担当領域の特性を踏まえた戦

略的かつ重点的な研究・開発の

推進 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

これら研究基盤の強化により、詳

細を別紙に示した研究・開発を着

実に推進すること。 

がん対策基本法とがん対策推進

基本計画を踏まえ、がんによる死亡

者の減尐、すべてのがん患者及び

その家族の苦痛の軽減並びに療

養生活の質の維持向上を実現する

ためのがん対策に資する研究に積

極的に取り組む。 

具体的な方針については別紙１

のとおり。 

がん対策基本法とがん対策推進

基本計画を踏まえ、がんによる死亡

者の減尐、すべてのがん患者及び

その家族の苦痛の軽減並びに療

養生活の質の維持向上を実現する

ためのがん対策に資する研究に積

極的に取り組む。未だ解明されて

いない難治がん等の原因の究明や

本態解明に繋がる研究を推進し、

高度先駆的な予防・診断・治療技

術の開発に資する成果を創出す

る。  

具体的な方針については別紙１

のとおり。 

 

 

担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ

重点的な研究・開発の推進(別紙) 

担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ 

重点的な研究・開発の推進(別紙１) 

担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ

重点的な研究・開発の推進(別紙１) 

 

１．重点的な研究・開発戦略の考え方 １．重点的な研究・開発戦略の考え方 １．重点的な研究・開発戦略の考え方  

がんは単一の疾患ではなく、その

原因、宿主背景因子、本態となる遺

伝子異常、病態、病期及び治療応答

性等において極めて多様な様相を呈

することが明らかにされている。その

罹患率及び死亡率を抑制するために

は、基礎研究、公衆衛生研究及び臨

床研究の各分野において高度先駆

的な研究・開発を展開するとともに、こ

がん対策基本法とがん対策推進基

本計画を踏まえ、がん対策に資する

研究に積極的に取り組み、世界をリー

ドする研究成果を継続的に創出する

とともに、その成果の社会への還元を

促進する。 

その実現に向け、病院と研究所の

連携をより強化し、企業や国内外の大

学、学会等のアカデミア機関との産官

 ○ 研究・開発を推進するため、企

業、大学、学会等との連携を図って

いるか。 

 

○ 当該研究センターの研究者がコレ

スポンディング・オ－サーである論

文の被引用総数がどのように推移し

ているか。 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

れら３大分野の有機的な連携に基づ

く、我が国における総合的研究戦略と

して推進することが極めて重要であ

る。 

このため、がんの原因・本態解明、

予防・診断・治療法の基盤となる技術

の開発等基礎研究の成果を、公衆衛

生研究及び臨床研究に応用し、より

優れた予防・診断・治療法の開発に

結びつけるとともに、公衆衛生研究及

び臨床研究において見出された疑

問、仮説を基礎研究の課題として積

極的に取り上げる等、双方向性の橋

渡し研究を進めていく必要がある。 

また、これら研究の方向性及びそ

の成果を的確に評価するためにはま

ず、がんの実態を把握し、分析する研

究が欠かせない。ついで、発生したが

んに対する高度先駆的診療技術の開

発、日本人のがん罹患率を低減させ

うる一次予防法の開発、検診等早期

発見による二次予防法の科学的評価

と開発が求められる。さらに、このよう

にして開発されたがんの予防・検診・

診断・治療法の均てん化を図るため

の研究及び対策を展開する必要があ

る。 

センターにおいては、これらの研究

学連携の一層の推進を図りつつ、が

んの原因・本態解明の基礎研究から

予防及び診断・治療技術の革新的開

発を目指した橋渡し研究や早期臨床

開発試験を積極的に推進する。さら

にセンターが中心的に支援・コントロ

ールし、がん診療拠点病院等を中心

とした多施設共同臨床試験を展開し、

新しい標準治療の開発と国内への普

及を積極的に推進する。早期の開発

から標準化を目指した基礎・臨床研

究をセンターが主体的に展開し、世

界のがん医療に大きく貢献する成果

をあげるよう、総合的に研究を推進す

る。また、疫学研究等による日本人の

エビデンスの収集や、がん医療の質

的向上に資する研究、情報発信手法

の開発に関する研究等に取り組み、

その成果を活用していくことにより、が

ん医療の均てん化に寄与する。 

具体的には、中期目標の期間中

に、センター全体として、10 件以上の

がん対策の推進に大きく貢献する顕

著な成果をあげることを目指す。 

【数値目標】 

○ 中期目標の期間中に、センター全体と

して、10 件以上のがん対策の推進に大

きく貢献する顕著な成果をあげる 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

課題について、センター内各部門の

連携はもとより、国内外の医療機関、

研究機関、学会等との一層の連携を

図り、総合的な取り組みを進めていく

こと。 

 

２．具体的方針 ２．具体的方針 ２．具体的方針  

（１）疾病に着目した研究 （１）疾病に着目した研究 （１）疾病に着目した研究  

① がんの原因、発生・進展の

メカニズムの解明 

科学技術のイノベーションを常に取

り入れ、分子・細胞から個体に至るも

のまでを研究対象にすることにより、

がんの原因、発生・進展のメカニズム

を解明し、予防・診断・治療への応用

の糸口となる研究を行う。 

① がんの原因、発生・進展の

メカニズムの解明 

ア がんの原因解明に資する研

究の推進 

がん発生の要因に関して、

ゲノム・エピゲノム解析、様々

なゲノム修飾に関する網羅的

解析、発がん動物モデルを用

いた研究成果をもとに、外的な

環境要因（食事、喫煙、ウィル

ス・細菌感染、職業環境等）、

生活習慣病や炎症などの内的

環境要因及び遺伝的な発が

ん要因の解明に取り組む。 

生活習慣病や炎症等に起

因するがんの発生・成立に関

して主導的な役割を果たして

いる分子機構の解明に取り組

む。 

① がんの原因、発生・進展の

メカニズムの解明 

ア がんの発症リスクに関する研

究の推進 

がん発生のリスク要因に関

して、ゲノム・エピゲノム解析、

発がん動物モデルを用いた研

究成果をもとに、外的な環境

要因（食事、喫煙、ウィルス・細

菌感染等）、生活習慣病や炎

症などの内的環境要因及び遺

伝的な発がん要因の解明に取

り組む。  

生活習慣病や炎症等に起

因するがんの発生・成立に関

して主導的な役割を果たして

いる要因とその分子機構の解

明に取り組む。 

発がんの感受性・易罹患性

 

 

○ がんの原因解明に資する研究の推進

に取り組んでいるか。 

 

資料１－２－② 
国立がん研究センター 



国立がん研究センター 評価の視点（案） 

がん－15 

 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

発がん感受性の分子機構を 

解明し、その知見に基づく新し 

い予防法の開発を目指す。 

に関わる遺伝子を複数同定

し、その分子機構の解明を進

める。 

 イ がんの発生・進展のメカニズ

ムに関する研究の推進 

がんが多様性を獲得し進

展・浸潤・転移する過程、及

び、治療抵抗性を獲得する分

子機構を、がん細胞側と宿主

側の両方の観点から統合的に

解明することを目指す。 

 

イ がんの発生・進展のメカニズ

ムに関する研究の推進 

がんが進展・浸潤・転移する

過程、及び、治療抵抗性の獲

得に関与するがん細胞側、或

いは宿主側の因子について、

次世代シークエンス技術等の

最新ゲノム解析技術や網羅的

エピゲノム解析を用いて同定

し、その分子機構の解明を目

指す。 

○ がんの発生・進展のメカニズムに関す

る研究の推進に取り組んでいるか。 

 ウ がんの本態解明の研究の推

進 

がん本態の特性を様々な検

討により解明し、有効な治療

標的の同定につなげる。 

分子病理学的解析を基盤と

したがんの病理学的診断・分

類等に関する研究を進めると

ともに、がんにおけるゲノム・エ

ピゲノム異常並びに不安定

性、RNA 及び蛋白質発現の

変化と、治療応答性等との関

係の解明に取り組む。高精度

ウ がんの本態解明の研究の推

進 

膵・肝・大腸がん等における

ゲノム・エピゲノム異常並びに

不安定性、RNA 及び蛋白質

発現の変化を明らかにし、転

移・浸潤能の獲得や治療応答

性等との関係の解明に取り組

む。高精度診断マーカー開発

のためのゲノム・プロテオミクス

等の新たな診断技術の開発に

取り組む。多層的オミックス解

析によるがん・白血病の創薬

○ がんの本態解明の研究の推進に取り

組んでいるか。 

資料１－２－② 
国立がん研究センター 



国立がん研究センター 評価の視点（案） 

がん－16 

 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

診断マーカー開発のためのゲ

ノム・プロテオミクス等の新たな

診断技術の開発に取り組む。

各種がんに特徴的な細胞周

期・信号伝達系・分化・細胞死

プログラムの制御異常の解

明、がん組織及び担がん個体

における代謝系・内分泌系の

異常の解明、がんにおける幹

細胞、転移・浸潤を規定する

がん細胞側・宿主側の要因と

それらの相互作用の解明、が

んにおける間質及び脈管系の

役割の解明に取り組む。 

また、がん及びがん治療に

おける腫瘍免疫の特性の解明

に関する基礎研究を積極的に

推進し、診療標的としての可

能性を検討する。その他、生

命科学の新しい進展に伴い、

高度先駆的がん診療開発に

資する基礎的研究の積極的な

展開に取り組む。 

 

標的探索を行うためのゲノム

等解析拠点機能を担い、共同

研究体の運営・データベース

構築を進める。さらに、各種が

んの特性に関わる分子機構の

解明を推進し、がんの特性を

規定するがん細胞側・宿主側

の要因を複数個同定する。 

原因不明がんの易転移性獲

得要因の解明とそれに基づく

新規治療薬の開発を推進す

る。  

また、腫瘍免疫に関する基

礎研究を積極的に推進し、臨

床応用のためのプロトコール

作成を行う。 

② がんの実態把握 

各種がん登録による我が国の

がんの罹患、転帰その他の状況

② がんの実態把握 

ア がん登録の推進によるがん

の実態把握 

② がんの実態把握 

ア がん登録の推進によるがん

の実態把握 

 

○ がん登録の推進によるがんの実態把 

握に取り組んでいるか。 

資料１－２－② 
国立がん研究センター 



国立がん研究センター 評価の視点（案） 

がん－17 

 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

等の実態及びその推移の把握、

疫学研究によるがんのリスク・予

防要因の究明等、がんの実態把

握に資する研究を推進する。 

がん登録を推進し、がんの

罹患、転帰などの実態とその

推移を把握するために、登録

対象の範囲や予後調査の方

法等を含めた実施体制の標準

化と連携体制について検討を

行う。さらに、正確ながん統計

情報の整備に向けたがん登録

の課題を検討する。 

また、がん登録から収集さ

れたデータを用いて、がん医

療の地域間格差の把握と分析

に関する研究等の解析を行

う。 

がん診療連携拠点病院等

において実施される院内がん

登録及び都道府県において

実施される地域がん登録等よ

り、がん対策情報センターに

収集されたデ－タを用いて、

全国的な傾向や課題などを分

析・評価する。また、国と県の

がん対策計画の企画・評価に

おけるがん統計の適切な利用

を支援する。 

がん登録を推進し、がんの

罹患、転帰などの実態とその

推移を把握するために、登録

対象の範囲や予後調査の方

法等を含めた実施体制の標準

化と連携体制について検討を

行う。さらに、正確ながん統計

情報の整備に向けたがん登録

の課題を検討する。 

また、がん登録から収集さ

れたデータを用いて、がん医

療の地域間格差の把握と分析

に関する研究等の解析を行

う。  

がん診療連携拠点病院等

において実施される院内がん

登録及び都道府県において

実施される地域がん登録等よ

り、がん対策情報センターに

収集されたデ－タを用いて、

全国的な傾向や課題などを分

析・評価する。また、国と県の

がん対策計画の企画・評価に

おけるがん統計の適切な利用

を支援する。 

 イ がんの原因究明に基づく予

防法の研究開発 

イ がんの原因究明に基づく予

防法の研究開発 

○ がんの原因究明に基づく予防法の研

究開発に取り組んでいるか。 

資料１－２－② 
国立がん研究センター 



国立がん研究センター 評価の視点（案） 

がん－18 

 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

動物実験や大規模コホート

研究等の疫学研究を実施する

ことにより、がんの発生に関わ

る環境・生活習慣等外的要

因、加齢・遺伝素因等内的要

因、及びそれらの相互作用を

解明するなどに取り組み、がん

のリスク・予防要因究明のため

の基礎的研究を推進する。 

基礎的研究及び疫学研究

などの知見に基づき有効なが

ん予防法の開発を行う。 

 

動物実験や大規模コホート

研究等の疫学研究を実施する

ことにより、がんの発生に関わ

る環境要因、高脂血症や糖尿

病等の生活習慣関連の外的

要因、加齢・遺伝素因等の内

的要因を複数同定し、及びそ

れらの相互作用を解明に取り

組み、がんのリスク・予防要因

究明のための基礎的研究を推

進する。 

③ がんの本態解明に基づく高

度先駆的医療、標準医療の向

上に資する診断・治療技術及

び有効ながん予防・検診法の

開発の推進 

がんに対する高度先駆的な予

防法、検診を含む早期診断法及

び治療法の開発に資する研究を

推進する。 

また、既存の予防、診断、治療

法に対する多施設共同研究等に

よる有効性の比較等、標準的診

断及び治療法の確立に資する研

究並びに有効ながん検診法の開

③ がんの本態解明に基づく高

度先駆的医療の開発、標準医

療の向上に資する診断・治療

技術の開発及び有効ながん予

防・検診法の開発 

ア 有効ながん予防法の研究開

発 

科学的根拠に基づき、発が

ん性やがん予防の有効性の

評価を行うとともに、基礎的研

究の知見に基づく新しい予防

法の開発を行う。 

介入研究等により、予防法

の有効性に関する検証を行

③ がんの本態解明に基づく高

度先駆的医療の開発、標準医

療の向上に資する診断・治療

技術・診療機器の開発及び有

効ながん予防・検診法の開発 

ア 有効ながん予防法の研究開

発 

科学的根拠に基づき、発が

ん性やがん予防の有効性の

評価を行うとともに、基礎的研

究の知見に基づく新しい予防

法の開発を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 有効ながん予防法の研究開発に取り

組んでいるか。 

 

 

 

 

 

 

 

資料１－２－② 
国立がん研究センター 



国立がん研究センター 評価の視点（案） 

がん－19 

 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

発に資する研究を推進する。 

がん患者に対する緩和医療の

提供に関する研究及び地域医

療等との連携による療養生活の

質の向上と普及に関する研究を

行うとともに、地域ぐるみの在宅

医療を含めた医療システムのモ

デル開発を行う。 

また、高度先駆的な予防・診

断・治療法の開発の基盤となる、

バイオリソースや臨床情報の収

集及びその解析を推進する。 

う。 

イ 最先端技術等を応用した革

新的な検診手法の研究開発 

画像技術等医用工学の現

場への導入を目指す。 

生活習慣、家族歴・既往

歴、健康の状態や新規バイオ

マーカー等の情報に基づき、

重点的に検診受検勧奨すべ

き対象者を同定する方法の検

討を行う。 

 

 

 

イ 最先端技術等を応用した革

新的な検診手法の研究開発 

ＣＴ－colonography をがん

予防・検診研究センターにお

けるがん検診に導入する。 

生活習慣、家族歴・既往

歴、健康の状態や新規バイオ

マーカー等の情報に基づき、

重点的に検診受検勧奨すべ

き対象者を同定する方法の検

討を行う。対象者を絞り込む

ために、がん予防・検診研究

センターでの検診発見がんの

データ収集・解析・検診法に

関するアニュアルレポートを作

成する。 

 

○ 最先端技術等を応用した革新的な検

診手法の研究開発に取り組んでいる

か。 

 ウ 本態解明に基づく高度先駆

的ながんの診断・治療法の基

礎技術の開発研究 

産官学連携体制を積極的

に構築し、臨床医学と基礎研

究を直接結びつける橋渡し研

究の推進を行う。 

特に至適な臨床導入を目

指した新規分子標的治療薬な

どの抗がん剤や免疫・細胞・遺

ウ 本態解明に基づく高度先駆

的ながんの診断・治療法の基

礎技術の開発研究 

産官学連携体制を積極的

に構築し、臨床医学と基礎研

究を直接結びつける橋渡し研

究を推進し新たな診断法・診

断機器等の開発を目指す。  

特に至適な臨床導入を目

指した新規分子標的治療薬な

○ 本態解明に基づく高度先駆的ながん

の診断・治療法の基礎技術の開発研究

に取り組んでいるか。 

資料１－２－② 
国立がん研究センター 



国立がん研究センター 評価の視点（案） 

がん－20 

 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

伝子療法などの基礎的研究、

ドラッグ・デリバリーシステム

（DDS）や遺伝子・核酸医薬の

ベクター・デリバリーシステムに

関する基礎的研究、薬物療法

の個別化に資する基礎的研

究、がん診療に有用な再生医

学の基礎的検討、放射線診

断・治療の基礎となる放射線

生物学的研究、生体イメージ

ングを含めた新しい放射線診

断・治療の基礎的研究、緩和

医療の技術開発・至適化や精

神腫瘍学の科学的基盤の構

築に資する基礎的研究などを

積極的に展開する。 

どの抗がん剤や免疫・細胞・遺

伝子療法などの基礎的研究、

ドラッグ・デリバリーシステム

（DDS）や遺伝子・核酸医薬の

ベクター・デリバリーシステムに

関する基礎的研究、薬物療法

の個別化に資する基礎的研

究、がん診療に有用な再生医

学の基礎的検討、放射線診

断・治療の基礎となる放射線

生物学的研究、生体イメージ

ングを含めた新しい放射線診

断・治療の基礎的研究、緩和

医療の技術開発・至適化や精

神腫瘍学の科学的基盤の構

築に資する基礎的研究などを

積極的に展開する。 

多層的オミックス解析による

個別化医療を推進し、原発不

明がんの原発臓器の特定によ

り適切な治療を提供できるよう

にする。 独自に作成した白

血病マウスモデルに、製薬企

業から提供されるチロシンキナ

ーゼ阻害剤を投与して、白血

病の新たな分子標的薬の開

発を推進する。 

資料１－２－② 
国立がん研究センター 



国立がん研究センター 評価の視点（案） 

がん－21 

 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

 エ わが国における臨床試験の

推進に資する研究の実施 

化学療法、放射線療法、手

術及びそれらを組み合わせる

集学的治療の新たなよりよい

標準治療及び標準診断法を

開発する多施設共同臨床試

験（主として第Ⅱ相試験～第

Ⅲ相試験：後期治療開発）に

おける中央支援機構を担うこと

を通じて、各種がんの標準治

療の進歩に貢献する。 

多施設共同臨床試験等の

支援を通じて、規制要件、研

究倫理、臨床研究方法論の教

育と普及、治療効果や毒性の

共通判定規準の作成と普及、

有害事象報告システムや施設

訪問監査による臨床試験の科

学性と倫理性を担保する体制

構築の支援と普及、及びその

ための方法論の研究を行う。 

エ わが国における臨床試験の

推進に資する研究の実施 

化学療法、放射線療法、手

術及びそれらを組み合わせる

集学的治療の新たなよりよい

標準治療及び標準診断法を

開発する多施設共同臨床試

験（主として第Ⅱ相試験～第

Ⅲ相試験：後期治療開発）に

おける中央支援機構を担うこと

を通じて、各種がんの標準治

療の進歩に貢献する。 

多施設共同臨床試験等の

支援を通じて、規制要件、研

究倫理、臨床研究方法論の教

育と普及、治療効果や毒性の

共通判定規準の作成と普及、

有害事象報告システムや施設

訪問監査による臨床試験の科

学性と倫理性を担保する体制

構築の支援と普及、及びその

ための方法論の研究を行う。 

○ わが国における臨床試験の推進に資

する研究の実施に取り組んでいるか。 

 オ 有効ながん検診法の研究開

発 

有効な検診を高い質で行え

るよう、有効性評価及び精度

管理に関する研究を推進する

オ 有効ながん検診法の研究開

発 

有効な検診を高い質で行え

るよう、有効性評価及び精度

管理に関する研究を推進する

○ 有効ながん検診法の研究開発に取り 

組んでいるか。 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

とともに、死亡率減尐が実現で

きる検診システムを開発する。 

とともに、死亡率減尐が実現で

きる検診システムを開発する。 

 カ がん患者の療養生活の質を

尊重するがん医療の提供体制

の整備に資する研究開発の推

進 

外来通院治療などの安全で

かつ効率的・効果的な実践と

普及のための研究開発を行

う。 

苦痛のないがん治療のた

め、早期からの緩和ケアの導

入による副作用の対策や症状

緩和の臨床研究を推進すると

ともに、がん患者の QOL の向

上に資する緩和ケアや精神心

理的ケアを、切れ目なく効果

的に提供するため、入院から

在宅療養への移行を見据えた

緩和ケアの提供体制を開発す

る。 

さらに、地域医療（在宅医療

など）・福祉との連携によるが

ん患者・家族支援のモデルの

開発を行うことにより、通院治

療から在宅ケアに至る切れ目

のない効果的な治療体制とそ

カ がん患者の療養生活の質を

尊重するがん医療の提供体制

の整備に資する研究開発の推

進 

外来通院治療などの安全で

かつ効率的・効果的な実践と

普及のための研究開発を行

う。 

苦痛のないがん治療のた

め、早期からの緩和ケアの導

入による副作用の対策や症状

緩和の臨床研究を推進すると

ともに、がん患者の QOL の向

上に資する緩和ケアや精神心

理的ケアを、切れ目なく効果

的に提供するため、入院から

在宅療養への移行を見据えた

緩和ケアの提供体制を開発す

る。  

さらに、地域医療（在宅医療

など）・福祉との連携によるが

ん患者・家族支援のモデルの

開発を行うことにより、通院治

療から在宅ケアに至る切れ目

のない効果的な治療体制とそ

○ がん患者の療養生活の質を尊重する

がん医療の提供体制の整備に資する研

究開発の推進に取り組んでいるか。 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

の支援体制を構築する。 の支援体制を構築する。 

 キ がんの原因・本態解明研究

の基盤整備・構築と活用 

病院の診療や臨床試験から

生み出される診療情報並びに

臨床試料をデータベース及び

バイオリソースバンクとして整

備し、他施設との共同研究へ

の供与も含め、広くがん対策

に資する研究に活用する。 

キ がんの原因・本態解明研究

の基盤整備・構築と活用 

病院の診療や臨床試験から

生み出される診療情報並びに

臨床試料をデータベース及び

バイオリソースバンクとして整

備し、他施設との共同研究へ

の供与も含め、広くがん対策

に資する研究に活用する。 

そのうち、病理検体につい

ては年間 5,200 バイアル程度

の新規試料の受け入れを目指

すとともに、必要なバイアルの

払い出しを行い、トランスレー

ショナルリサーチに貢献する。 

 

○ がんの原因・本態解明研究の基盤整 

備・構築と活用に取り組んでいるか。 

④ 医薬品及び医療機器の開発

の推進 

「新成長戦略（基本方針）」（平

成 21 年 12 月 30 日閣議決定）

においては、ライフ・イノベーショ

ンによる健康大国戦略として、革

新的な医薬品、医療・介護技術

の研究開発・実用化の促進が求

められている。 

この趣旨を踏まえ、がんに関

④ 医薬品及び医療機器の開発

の推進 

ア 高度先駆的ながんの診断・

治療など臨床開発の推進 

基礎的研究成果や最先端

技術を応用した新しい医療技

術（診断・治療・緩和）の早期

臨床開発を行う。 

具体的には、ゲノムやプロ

テオミクスを応用した高精度診

④ 医薬品及び医療機器の開発

の推進 

ア 高度先駆的ながんの診断･

治療など臨床開発の推進 

基礎的研究成果や最先端

技術を応用した新しい医療技

術（診断・治療・緩和）の早期

臨床開発を行う。 

具体的には、ゲノムやプロ

テオミクスを応用した高精度診

 

 

○ 高度先駆的ながんの診断・治療など 

臨床開発の推進に取り組んでいるか。 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

する研究成果等を安全かつ速や

かに臨床現場へ応用するため

に、医薬品及び医療機器の治験

（適応拡大を含む。）、特に高度

に専門的な知識や経験が要求さ

れる等実施に困難を伴う治験、

臨床研究の実現を目指した研究

を推進する。 

また、海外では有効性と安全

性が検証されているが、国内で

は未承認の医薬品、医療機器に

ついて、治験等臨床研究を推進

する。 

これらにより平成 21 年度に比

し、中期目標の期間中に、臨床

研究実施件数（倫理委員会にて

承認された研究をいう。）及び治

験（製造販売後臨床試験も含

む。）の実施件数の合計数の

5％以上の増加を図ること。 

 

断マーカー、最先端イメージン

グ技術やナノテクノロジーを応

用した新しい画像診断技術な

ど診断技術及びがんの本態解

明に基づいた分子標的治療

薬など新規薬物療法、遺伝

子・細胞・免疫治療、新たな放

射線治療法、機能温存手術や

再生医療技術などを用いた新

しい外科手術手技の開発、新

しい緩和医療技術や精神腫

瘍学的介入法などの臨床開発

を産官学連携のもとセンター

全体で積極的に推進し、世界

の臨床開発拠点の一翼を担

う。 

断マーカー、最先端イメージン

グ技術やナノテクノロジーを応

用した新しい画像診断技術な

ど診断技術及びがんの本態解

明に基づいた分子標的治療

薬など新規薬物療法、遺伝

子・細胞・免疫治療、新たな放

射線治療法、機能温存手術や

再生医療技術などを用いた新

しい外科手術手技の開発、新

しい緩和医療技術や精神腫

瘍学的介入法などの臨床開発

を産官学連携のもとセンター

全体で積極的に推進する。 

病院の臨床研究と連携した

薬理ゲノム研究を推進し、オ

ーダーメイド診療による薬剤副

作用を回避する仕組みを構築

する。 光干渉断層画像を用

いた新たな内視鏡診断機器、

より安全性を高めた内視鏡治

療機器、ペプチドワクチンなど

の早期開発臨床試験の実施

による臨床開発を産官学連携

のもとセンター全体で積極的

に推進する。 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

 イ 国内未承認の医薬品・医療

機器治験等臨床研究の推進 

がんの診断・治療などの臨

床開発を行う上で必須である

早期開発治験や国際共同治

験、医師主導治験などを積極

的に実施し、世界のがん医療

の開発拠点の一翼を担う。 

これらにより、平成 21 年度

に比し、中期目標の期間中

に、臨床研究実施件数（倫理

委員会にて承認された研究を

いう。）及び治験（製造販売後

臨床試験も含む。）の実施件

数の合計数の 5％以上の増加

を目指す。 

 

イ 国内未承認の医薬品・医療

機器治験等臨床研究の推進 

がんの診断･治療などの臨

床開発を行う上で必須である

早期開発治験や国際共同治

験、医師主導治験などを積極

的に実施する。 

これらにより、平成 21 年度

に比し、臨床研究実施件数

（倫理委員会にて承認された

研究をいう。）及び治験（製造

販売後臨床試験も含む。）の

実施件数の合計数の 1％以上

の増加を目指す。 

○ 国内未承認の医薬品・医療機器治験 

等臨床研究の推進に取り組んでいる

か。 

 

【数値目標】 

○ 平成 21年度比し、中期目標の期間 

中に、臨床研究実施件数（倫理委員会 

にて承認された研究をいう。）及び治験 

（製造販売後臨床試験も含む。）の実 

施件数の合計数の 5％以上の増加 

 

（２）均てん化に着目した研究 （２）均てん化に着目した研究 （２）均てん化に着目した研究  

① 医療の均てん化手法の開発

の推進 

関係学会等との連携を図り、

臨床評価指標の開発並びに診

断・治療ガイドライン等の作成及

び普及に寄与する研究を推進す

る。 

がんに対する医療を担う高度

かつ専門的な技術を持つ人材

① がん医療の質的向上・均て

ん化のための研究開発の推進 

ア がん医療の質の管理の推進

に資する研究の実施 

がん医療の質を評価する信

頼性・妥当性のある指標の開

発を行う。 

がん医療の均てん化に資す

るがん医療の提供体制や全国

① 医療の均てん化手法の開発

の推進 

ア がん医療の質の管理の推進

に資する研究の実施 

がん医療の質を評価する信

頼性・妥当性のある指標の開

発を行う。 

がん医療の質を管理する方

策として、画像レファレンスデ

 

 

○ がん医療の質の管理の推進に資する 

研究の実施に取り組んでいるか。 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

育成を図るため、系統だった教

育・研修方法の開発を推進す

る。 

 

レベルでの医療機関の連携体

制のあり方について検討する

とともに、がん医療の質を管理

する方策として、効果的な画

像診断支援、病理診断支援、

放射線品質管理、画像レファ

レンスデータベースの構築等

に関する研究・開発を行う。 

関係学会等と連携し、ＥＢＭ

を踏まえた診断・治療ガイドラ

イン等の作成に寄与する。 

ータベースの構築等に関する

研究を行う。 

 イ 人材育成に関する研究の推

進 

全国のがん医療の均てん化

の推進に資するよう、専門的

にがん医療に従事する者を育

成するための研修プログラム

や、各地域でがん医療につい

て指導的な役割を担う者を育

成していくための研修の方法

について検討する。 

イ 人材育成に関する研究の推

進 

全国のがん医療の均てん化

の推進に資するよう、専門的

にがん医療に従事する者をよ

り効果的に育成していく研修

のあり方について検討を行う。 

○ 人材育成に関する研究の推進に取り 

組んでいるか。 

② 情報発信手法の開発 

がんに対する正しい理解を促

進し、患者・家族に対する支援の

質を向上させるため、医療従事

者及び患者・国民への啓発手法

の研究を推進する。 

② 情報発信手法の開発 

ア がん医療の均てん化に資す

る医療者向け情報の提供方法

等の開発 

医療者向け情報について、

コンテンツの効率的な収集・維

② 情報発信手法の開発 

ア がん医療の均てん化に資す

る医療者向け情報の提供方法

等の開発 

医療者向け情報について、

コンテンツの効率的な収集・維

 

○ がん医療の均てん化に資する医療者 

向け情報の提供方法等の開発に取り組 

んでいるか。 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

持体制や提供方法に関する

研究を行う。 

イ 患者・国民等へのがん医療・

がん研究に対する理解を支援

する方法の開発 

患者・家族・国民等に対し

て、がんの予防、早期発見、

診断、治療、がん研究に関す

る知識や情報を集積してわか

りやすく提供することに関する

研究に取り組む。 

ウ がん予防及びがん検診の普

及等に関する研究の推進 

科学的根拠に基づいたがん

予防の推進に資する研究を行

う。 

科学的根拠に基づいたがん

検診の普及の方法について検

討するとともに、評価を行う。 

 

エ 科学的根拠に基づく政策提

言の実施に資する研究の推進 

科学的根拠に基づく政策提

言の在り方、手法について検

討する。 

持体制や提供方法に関する

研究を行う。 

イ 患者・国民等へのがん医療・

がん研究に対する理解を支援

する方法の開発 

患者・家族・国民等に対し

て、がんの予防、早期発見、

診断、治療、がん研究に関す

る知識や情報を集積してわか

りやすく提供することに関する

研究に取り組む。 

ウ がん予防及びがん検診の普

及等に関する研究の推進 

科学的根拠に基づいたが

ん予防の推進に資する研究を

行う。  

科学的根拠に基づいたが

ん検診の普及の方法について

検討するとともに、評価を行

う。 

エ 科学的根拠に基づく政策提

言の実施に資する研究の推進 

科学的根拠に基づく政策提

言の在り方、手法について検

討する。 

 

 

 

○ 患者・国民等へのがん医療・がん研究

に対する理解を支援する方法の開発に

取り組んでいるか。 

 

 

 

 

 

 

○ がん予防及びがん検診の普及等に関

する研究の推進に取り組んでいるか。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 学的根拠に基づく政策提言の実施に 

資する研究の推進に取り組んでいる

か。 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

 

 

 

 

２．医療の提供に関する事項 

 

 

 

 

２．医療の提供に関する事項 

 

 

 

 

２．医療の提供に関する事項 

■評価項目４■ 

医療の提供に関する事項 

（１）高度先駆的な医療、標準化に

資する医療の提供 

我が国におけるがんに対する中核

的な医療機関として、がん対策推進

基本計画に掲げられた、「がんによる

死亡者の減尐」及び「すべてのがん患

者及びその家族の苦痛の軽減並び

に療養生活の質の維持向上」という目

標を達成するため、国内外の知見を

集約し、高度先駆的医療の提供を行

うこと。 

また、がんに対する医療の標準化

を推進するため、最新の科学的根拠

に基づいた医療の提供を行うこと。 

患者・家族に必要な説明を行い、情

報の共有化に努めることにより、患者

との信頼関係を構築し、また、患者・

家族が治療の選択、決定を医療者と

ともに主体的に行うことができるよう支

援することに加え、チーム医療の推

進、入院時から地域ケアを見通した医

療の提供、医療安全管理体制の充

実、客観的指標等を用いた医療の質

の評価等により、患者の視点に立った

がん征圧のための中核機関として、

科学と信頼に基づいた最良のがん医

療を推進していくことにより、がん対策

基本法の基本理念として掲げられた

「科学的知見に基づく適切ながんに

係る医療の提供」及び「がん患者本人

の意向を十分尊重してがんの治療方

法等が選択される体制整備」の実現

を図るとともに、がん対策推進基本計

画の全体目標として定められた「がん

による死亡者の減尐」及び「すべての

がん患者及びその家族の苦痛の軽減

並びに療養生活の質の維持向上」の

達成に貢献する。 

臨床研究による研究開発に取り組

む上でも、患者の安全を最優先にし

た医療の提供を行う。医療の提供に

当たっては、最新の知見に基づいた

標準的がん医療を実践するとともに、

がん医療を行う医療機関等と連携し、

がん患者の意向及び利便性に配慮し

た適切かつ良質な医療が提供できる
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

良質かつ安心な医療の提供を行うこ

と。 

緩和医療については、がん患者と

その家族が質の高い療養生活を送る

ことができるよう、治療の初期段階から

緩和ケアを提供できる体制を整備す

ること。 

 

体制を構築する。 

また、人材の育成と情報の発信にも

資する開発的な医療と最新の標準的

な医療を提供できる診療体制を整え

る。 

 

 （１）高度先駆的な医療、標準化に

資する医療の提供 

（１）高度先駆的な医療、標準化に

資する医療の提供 

 

 ① 高度先駆的医療の提供 

開発的な医療を安定した状態

で提供するための診療体制を整

備する。 

病院と研究所の連携により、腫

瘍組織や非がん部組織、体液等

のゲノム・プロテオーム等の解析

による治療の個別化を図り、最適

な医療を提供する。具体的には

『HER2 陽性胃癌に対する高度

医療評価制度を用いた術後補

助化学療法の臨床試験』の実施

などによる個別化治療の開発・

普及を行う。 

数年後を目途に、基本的に手

術例のがん関連遺伝子の塩基

配列決定を「先進医療コンソーシ

① 高度先駆的医療の提供 

開発的な医療を安定した状態

で提供するための診療体制を整

備する。 

病院と研究所の連携により、腫

瘍組織や非がん部組織、体液等

のゲノム・プロテオーム等の解析

による治療の個別化を図り、最適

な医療を提供する。 

『HER2 陽性胃癌に対する高

度医療評価制度を用いた術後

補助化学療法の臨床試験』の実

施体制構築に向けた規制当局

及び研究者間の調整、プロトコ

ールの作成を行った上で、高度

医療評価制度などへの申請を行

う。  

○ 開発的な医療を安定した状態で提供

するための診療体制を整備しているか。 

 

○ 病院と研究所の連携により、ゲノム・プ

ロテオーム等の解析による治療の個別

化を図るとともに、最適な医療を提供し

ているか。 

 

○ 基本的に手術例のがん関連遺伝子の

塩基配列決定を「先進医療コンソーシア

ム（仮称）」を組織することにより行い、将

来のゲノム解析に基づくがん医療の実

現の基盤を創っているか。 

 

○ 新規医薬品・医療機器の医師主導治

験及び高度医療評価制度での臨床試

験を展開し、最先端の医療を提供して
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

アム（仮称）」を組織することによ

り行い、将来のゲノム解析に基づ

くがん医療の実現の基盤を創

る。 

また、国内主要研究施設と連

携し、新規医薬品・医療機器の

医師主導治験及び高度医療評

価制度での臨床試験を展開し、

最先端の医療を提供する。 

また、肺癌の EGFR 遺伝子変

異の有無とその他の遺伝子変異

と発癌及び抗がん剤感受性相関

を明らかにする目的で、約 100

例について癌及び非癌組織から

遺伝子を抽出し、全エクソン配列

を解析の研究などを通じ、将来

のゲノム解析に基づくがん医療

の実現の技術的、体制的整備を

図る。  

また、国内主要研究施設と連

携し、新規医薬品・医療機器の

医師主導治験及び高度医療評

価制度での臨床試験を展開し、

最先端の医療を提供する。 

 

いるか。 

 

 ② 医療の標準化を推進するた

めの、最新の科学的根拠に基

づいた医療の提供 

最新の科学的根拠に基づい

た医療を安定した状態で提供す

るための診療体制を整え、稀尐

がん及び難治がんを含めた各種

がんの標準的治療の実践に取り

組む。 

② 医療の標準化を推進するた

めの、最新の科学的根拠に基

づいた医療の提供 

疾患毎の標準的な診療方針

を成文化し、定期的な見直しを

行って最新の科学的根拠を反映

させることにより、稀尐がん及び

難治がんを含めた各種がんの標

準的治療の実践に取り組む。 

 

○ 最新の科学的根拠に基づいた医療を

安定した状態で提供するための診療体

制を整え、各種がんの標準的治療の実

践に取り組んでいるか。 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

  

 

 

 

（２）患者の視点に立った良質かつ

安心な医療の提供 

 

 

 

 

（２）患者の視点に立った良質かつ

安心できる医療の提供 

■評価項目５■ 

医療の提供に関する事項 

（２）患者の視点に立った良質かつ

安心な医療の提供 

 ① 適切な治療選択の支援 

患者・家族が適切な治療を医

療者とともに主体的に選択、決

定できるよう、病態に応じた説明

文書の提供など正確でわかりや

すい診療情報の提供に努める。 

また、患者自身のセカンドオピ

ニオン外来受診や家族による医

療相談を円滑に進めるために、

支援体制を整備する。 

① 適切な治療選択の支援 

患者・家族が適切な治療を医

療者とともに主体的に選択、決

定できるよう、病態に応じた説明

文書の提供など正確でわかりや

すい診療情報の提供に努めると

ともに、病院における診療実績の

情報開示を進める。  

また、患者自身のセカンドオピ

ニオン外来受診や家族による医

療相談を円滑に進めるため、一

般外来の中に「セカンドオピニオ

ン枠」を設けて対応するとともに、

臓器別に対応できるセカンドオピ

ニオン専門外来の設置を目指

す。 

 

○ 患者・家族が適切な治療を医療者とと

もに主体的に選択、決定できるよう、正

確でわかりやすい診療情報の提供に努

めているか。 

 

○ セカンドオピニオン外来受診や家族に

よる医療相談を円滑に進めるために、支

援体制を整備しているか。 

 ② 患者参加型医療の推進 

患者からの生の声・意見をプラ

イバシーに配慮しつつ、院内に

掲示する。また、定期的な患者

② 患者参加型医療の推進 

患者からの生の声・意見をプラ

イバシーに配慮しつつ、院内に

掲示する。また、定期的な患者

○ 患者からの生の声・意見を院内に掲示

するとともに、患者満足度調査や日常的

な患者・家族の意見収集を行い、診療

内容や業務の改善に活用しているか。 

資料１－２－② 
国立がん研究センター 



国立がん研究センター 評価の視点（案） 

がん－32 

 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

満足度調査や日常的な患者・家

族の意見収集を行い、診療内容

や業務の改善に活用する。 

満足度調査や日常的な患者・家

族の意見収集を行い、診療内容

や業務の改善に活用する。 

 

 ③ チーム医療の推進 

緩和ケア・栄養サポート・感染

対策・外来化学療法・褥瘡対策

など専門的知識・技術を身につ

けた多職種からなる医療チーム

による医療の支援活動を充実さ

せる。他分野のチーム設置（周

術期管理）も検討する。 

また、疾患毎に診断医・外科

医・内科医を中心として行ってい

る診療方針の検討会（キャンサ

ー・トリートメント・ボード）につい

ては放射線治療医や薬剤師・看

護師など参加者の拡充を図り、

質の向上に努める。 

③ チーム医療の推進 

緩和ケア・栄養サポート・感染

対策・外来化学療法・褥瘡対策

など専門的知識・技術を身につ

けた多職種からなる医療チーム

による医療の支援活動を充実さ

せる。他分野のチーム設置（周

術期管理）も検討する。 

また、疾患毎に診断医・外科

医・内科医を中心として行ってい

る診療方針の検討会（キャンサ

ー・トリートメント・ボード）につい

ては放射線治療医や薬剤師・看

護師など参加者の拡充を図り、

質の向上に努める。 

 

○ 専門的知識・技術を身につけた多職

種からなる医療チームによる医療の支

援活動を充実させるとともに、他分野の

チーム設置（周術期管理）も検討してい

るか。 

 

○ 疾患毎に診断医・外科医・内科医を中

心として行っている診療方針の検討会

（キャンサー・トリートメント・ボード）につ

いては放射線治療医や薬剤師・看護師

など参加者の拡充を図り、質の向上に

努めているか。 

 ④ 入院時から緩和ケアを見通

した医療の提供 

患者のＱＯＬ向上を図るため、

入院診療から外来診療への移行

を進めるとともに、切れ目なく適

切な医療を提供できるよう、入院

診療と外来診療を統合的に管理

④ 入院時から緩和ケアを見通

した医療の提供 

患者のＱＯＬ向上を図るため、

入院診療から外来診療への移行

を進めるとともに、切れ目なく適

切な医療を提供できるよう、入院

診療と外来診療を統合的に管理

○ 患者のＱＯＬ向上を図るため、切れ目

なく適切な医療を提供できるよう、入院

診療と外来診療を統合的に管理できる

診療体制を構築しているか。 

 

○ がん医療を行う医療機関等との連携促

進を図り、良好な継続医療の提供に努
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

できる診療体制を構築する。 

がん医療を行う医療機関等と

の連携促進を図り、良好な継続

医療の提供に努める。 

具体的には、中期目標の期間

中に、外来化学療法実施数につ

いて年間 38,000 件以上（延べ

数）に増加することを目指す。 

また、院外を含めてより多くの

相談支援を行うために、「がん患

者・家族総合支援センター」を本

来業務と位置づけ強化するととも

に、今後一層重要となる患者会・

遺族ケアに関する取組を一層強

化する。 

 

できる診療体制を構築する。  

地域緩和ケア連携のための定

期的カンファレンスを開催するな

ど、がん医療を行う医療機関等と

の連携促進を図り、良好な継続

医療の提供に努める。  

具体的には、外来化学療法実

施目標数を 37，000 件（延べ数）

以上とする。  

また、院外を含めてより多くの

相談支援を行うために、「がん患

者・家族総合支援センター」の位

置づけを検討するとともに、今後

一層重要となる患者会・遺族ケア

に関する取組を一層強化する。 

めているか。 

 

○ より多くの相談支援を行うために、「が

ん患者・家族総合支援センター」を本来

業務と位置づけ強化するとともに、患者

会・遺族ケアに関する取組を強化してい

るか。 

 

【数値目標】 

○ 中期目標の期間中に、外来化学療法

実施数について年間 38,000 件以上（延

べ数）に増加 

 ⑤ 安全管理体制の充実 

医療安全管理を統括、監督す

る体制を構築し、医療事故の報

告の有無に関わらず、定期的に

病院の各部門に対し安全管理に

必要な事項を調査するとともに対

策を立案し、各部門に対して助

言、勧告、指導を行う。 

医療安全管理担当は、関係法

令、指針等に則って、各部門に

おける医療安全に関わる管理体

⑤ 安全管理体制の充実 

医療安全管理を統括、監督す

る体制を構築し、医療事故の報

告の有無に関わらず、定期的に

病院の各部門に対し安全管理に

必要な事項を調査するとともに対

策を立案し、各部門に対して助

言、勧告、指導を行う。  

医療安全管理担当は、関係法

令、指針等に則って、各部門に

おける医療安全に関わる管理体

○ 医療安全管理を統括、監督する体制

を構築し、病院の各部門に対し安全管

理に必要な事項を調査するとともに対策

を立案し、各部門に対して助言、勧告、

指導を行っているか。 

 

○ 医療安全管理担当は、関係法令、指

針等に則って、各部門における医療安

全に関わる管理体制の編成、管理業

務、医療事故等の発生時における初動

対応と危機管理等を統括しているか。 
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制の編成、日常的な医療安全の

管理業務、医療事故等の発生時

における初動対応と危機管理等

を統括する。 

制の編成、日常的な医療安全の

管理業務、医療事故等の発生時

における初動対応と危機管理等

を統括する。 

 

 ⑥ 客観的指標等を用いた医療

の質の評価 

患者の視点に立った良質かつ

安心な医療の提供を行うため、

センターで提供する医療につい

て、客観的指標等を用いた質の

評価を行う。 

⑥ 客観的指標等を用いた医療の

質の評価 

患者の視点に立った良質かつ

安心な医療の提供を行うため、

センターで提供する医療につい

て、客観的指標等を用いた質の

評価を行う。 

○ 患者の視点に立った良質かつ安心な

医療の提供を行うため、センターで提供

する医療について、客観的指標等を用

いた質の評価を行っているか。 

    

  

 

 

 

 

（３）その他医療政策の一環とし

て、センターで実施すべき医療

の提供 

 

 

 

 

 

（３）その他医療政策の一環とし

て、センターで実施すべき医療

の提供 

■評価項目６■ 

医療の提供に関する事項 

（３）その他医療政策の一環とし

て、センターで実施すべき医療

の提供 

 ① がん患者に対する緩和医療

の提供と療養生活の質の向上 

がん患者とその家族が質の高

い療養生活を送ることができるよ

う、がん患者が必要とする緩和医

療や精神心理的ケアを幅広く提

① がん患者に対する緩和医療

の提供と療養生活の質の向上 

がん患者とその家族が質の高

い療養生活を送ることができるよ

う、がん患者が必要とする緩和医

療や精神心理的ケアを幅広く提

○ がん患者が必要とする緩和医療や精

神心理的ケアを幅広く提供できるよう治

療初期からの介入を目指すとともに、こ

れを実践するために、多職種による緩和

ケアチームを強化しているか。 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

供できるよう治療初期からの介入

を目指す。これを実践するため

に、多職種による緩和ケアチー

ムを強化し、中期目標の期間中

に、緩和ケアチームの関わる症

例数について年間 1,500 件以上

に増加することを目指す。 

また、外部の医療機関などと

の共同診療体制の構築に努める

とともに、相談支援センターの充

実を図る。 

供できるよう治療初期からの介入

を目指す。これを実践するため

に、多職種による緩和ケアチー

ムを強化し、緩和ケアチーム全

体での目標症例数を 1,000 件以

上とする。  

また、外部の医療機関のがん

診療体制に関する情報を収集し

てデータベース化し、外部医療

機関との共同診療を円滑に進め

られるようにする。 

相談支援センターについて

は、相談マニュアルの策定、ボラ

ンティアに対する研修の実施な

ど業務内容の充実を図る。 

○ 外部の医療機関などとの共同診療体

制の構築に努めるとともに、相談支援セ

ンターの充実を図っているか。 

 

【数値目標】 

○ 中期目標の期間中に、緩和ケアチー

ムの関わる症例数について年間 1,500

件以上に増加 

    

 

 

３．人材育成に関する事項 

 

 

３．人材育成に関する事項 

 

 

３．人材育成に関する事項 

■評価項目７■ 

人材育成に関する事項 

人材育成は、センターが医療政策

を牽引する上で特に重要なものであ

ることから、センターが国内外の有為

な人材の育成拠点となるよう、がんに

対する医療及び研究を推進するにあ

たりリーダーとして活躍できる人材の

育成を行うとともに、モデル的な研修

及び講習の実施及び普及に努めるこ

（１）リーダーとして活躍できる人

材の育成 

がん領域の医療や研究における

リーダーとして国内外を問わず活

躍できる人材を育成するために、レ

ジデント制度・がん専門修練医制

度をはじめとする専門教育制度の

充実を図る。 

（１）リーダーとして活躍できる人

材の育成 

がん領域の医療や研究における

リーダーとして国内外を問わず活

躍できる人材を育成するために、レ

ジデント制度・がん専門修練医制

度をはじめとする専門教育制度の

充実を図る。 

○ がん領域の医療や研究におけるリーダ

ーとして活躍できる人材を育成するため

に、専門教育制度の充実を図っている

か。 

 

○ チーム医療を構成する人材を養成す

るため医師以外の職種にも対応した制

度として発展させるとともに、専門家教
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

と。 チーム医療を構成する人材を養

成するため医師以外の職種にも対

応した制度として発展させる。また、

こうした専門家教育にかかわる部門

の充実を図る。 

 

チーム医療を構成する人材を養

成するため、専門家教育にかかわ

る部門の充実を図る。 

育にかかわる部門の充実を図っている

か。 

 （２）モデル的研修・講習の実施 

がん対策推進基本計画に基づ

き、がん医療の均てん化を推進す

ることを目的として、地域で中核的

にがん医療に携わっているがん診

療連携拠点病院の医療従事者等

を対象に専門的な技能向上のため

の研修を企画・調整し実施する。 

具体的には、医師（身体担当及

び精神担当）・薬剤師・看護師を対

象にした緩和ケア、化学療法等の

チーム研修や相談支援センター相

談員、院内がん登録実務者研修

等、センター外の医療従事者等を

対象とした研修プログラムの種類を

毎年 16 種類以上提供し、中期目

標の期間中に、同研修プログラム

の延べ受講者数について、平成 18

年度からの累計で 4,500 人以上に

増加することを目指す。 

（２）モデル的研修・講習の実施 

がん対策推進基本計画に基づ

き、がん医療の均てん化を推進す

ることを目的として、地域で中核的

にがん医療に携わっているがん診

療連携拠点病院の医療従事者等

を対象に専門的な技能向上のため

の研修を企画・調整し実施する。  

具体的には、医師（身体担当及

び精神担当）・薬剤師・看護師を対

象にした緩和ケア、化学療法等の

チーム研修や相談支援センター相

談員、院内がん登録実務者研修

等、センター外の医療従事者等を

対象とした研修プログラムの種類を

17 種類以上提供し、同研修プログ

ラムの延べ受講者数について、平

成 18 年度からの累計で 2,200 人

以上とする。 

○ 地域で中核的にがん医療に携わって

いるがん診療連携拠点病院の医療従事

者等を対象に専門的な技能向上のため

の研修を企画・調整し実施しているか。 

 

【数値目標】 

○ 研修プログラムの種類を毎年 16 種類

以上提供 

 

○ センター外の医療従事者等を対象とし

た研修プログラムの種類を毎年 16 種類

以上提供し、中期目標の期間中に、研

修プログラムの延べ受講者数について、

平成 18 年度からの累計で 4,500 人以

上に増加 
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４．医療の均てん化並びに情報の収

集及び発信に関する事項 

 

 

 

４．医療の均てん化と情報の収集・

発信に関する事項 

 

 

 

４．医療の均てん化と情報の収集・

発信に関する事項 

■評価項目８■ 

医療の均てん化と情報の収集・発信に 

関する事項 

センター及び都道府県がん診療連

携拠点病院等間のネットワークを構築

し、高度先駆的医療の普及及び医療

の標準化に努めること。 

情報発信にあたっては、医療従事

者や患者・家族ががんに関して信頼

のおける情報を分かりやすく入手でき

るよう、国内外のがんに関する知見を

収集、整理及び評価し、科学的根拠

に基づく診断及び治療法等につい

て、国民向け及び医療機関向けの情

報提供を行うこと。 

（１）ネットワーク構築の推進 

都道府県がん診療連携拠点病

院連絡協議会を毎年開催し、全国

の都道府県がん診療連携拠点病

院等と、がん医療、相談支援・情報

提供、院内がん登録等について、

意見交換や情報共有を行う。 

がん診療連携拠点病院等に対

し、画像診断コンサルテーション、

病理診断コンサルテーション、放射

線治療品質管理・安全管理体制確

立の支援及び放射線治療スタッフ

への技術指導等を実施するととも

に、中期目標の期間中に、病理診

断コンサルテーションの件数につ

いて年間 250 件以上に増加するこ

とを目指す。 

 

（１）ネットワークの構築の推進 

都道府県がん診療連携拠点病

院連絡協議会を毎年開催し、全国

の都道府県がん診療連携拠点病

院等と、がん医療、相談支援・情報

提供、院内がん登録等について、

意見交換や情報共有を行う。 

がん診療連携拠点病院等に対

し、画像診断コンサルテーション、

病理診断コンサルテーション、放射

線治療品質管理・安全管理体制確

立の支援及び放射線治療スタッフ

への技術指導等を実施するととも

に、病理診断コンサルテーションの

目標件数を年間 250 件以上とす

る。 

○ 都道府県がん診療連携拠点病院連絡

協議会を毎年開催し、がん医療、相談

支援・情報提供、院内がん登録等につ

いて、意見交換や情報共有を行ってい

るか。 

 

○ がん診療連携拠点病院等に対し、画

像診断コンサルテーション、病理診断コ

ンサルテーション、放射線治療品質管

理・安全管理体制確立の支援及び放射

線治療スタッフへの技術指導等を実施

しているか。 

 

【数値目標】 

○ 中期目標の期間中に、病理診断コン

サルテーションの件数について年間 250

件以上に増加 

 （２）情報の収集・発信 

全国において適切ながん対策が

実施されるよう、がんに関連する情

報を収集、整理及び評価し、発信

（２）情報の収集・発信 

全国において適切ながん対策が

実施されるよう、がんに関連する情

報を収集、整理及び評価し、発信

○ 全国において適切ながん対策が実施

されるよう、がんに関連する情報を収

集、整理及び評価し、発信するとともに、

そのために必要な体制を整備している
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する。また、そのために必要な体制

を整備する。 

患者・家族・国民に対し、がんの

予防、早期発見、診断、治療及び

療養に関する科学的根拠のあるが

ん関連情報やがん診療連携拠点

病院の診療実績情報等を、ホーム

ページ「がん情報サービス（一般の

方へ）」、冊子、患者必携、講演会

等を通して、発信する。発信情報の

作成に当たっては、がん対策情報

センター「患者・市民パネル」の協

力を得て行い、また患者の視点に

立った情報提供を進める。 

医療者に対して、診療ガイドライ

ン、がんの臨床試験情報 がん診

療画像レファレンスデータベース、

パスデータベース、がん研究情報

データベース等の情報を「がん情

報サービス（医療関係者の方へ）、

（がん診療連携拠点病院の方へ）」

より発信する。 

がん情報サービス利用者の背

景、満足度等を確認する仕組みを

導入し、利用状況を確認する。有

識者、医療関係者、がん患者、家

族の代表で構成される「がん対策

情報センター運営評議会」の意見

する。また、そのために必要な体制

を整備する。  

患者・家族・国民に対し、がんの

予防、早期発見、診断、治療及び

療養に関する科学的根拠のあるが

ん関連情報等を、ホームページ「が

ん情報サービス（一般の方へ）」、冊

子、患者必携（完成版）、講演会等

を通して、発信する。 

特に、がんに罹った患者にとって

必要な情報をとりまとめた患者必携

については、問い合わせ対応、普

及展開の管理を行う患者必携サポ

ートセンターを立ち上げるとともに、

携帯電話向けのホームページを公

開し、より多くの方が利用できるよう

にする。 

また、がん診療連携拠点病院の

診療実績情報等について、現況報

告書の情報を公開する。 

発信情報の作成に当たっては、

がん対策情報センター「患者・市民

パネル」の協力を得て行い、また患

者の視点に立った情報提供を進め

る。 

医療者に対して、診療ガイドライ

ン、がんの臨床試験情報、がん診

療画像レファレンスデータベース、

か。 

 

○ がんの予防、早期発見、診断、治療及

び療養に関する科学的根拠のあるがん

関連情報やがん診療連携拠点病院の

診療実績情報等を、ホームページ等を

通して、発信しているか。 

 

○ 発信情報の作成に当たっては、がん

対策情報センター「患者・市民パネル」

の協力を得て行うとともに、患者の視点

に立った情報提供を進めているか。 

 

○ 医療者に対して、診療ガイドライン、が

んの臨床試験情報 がん診療画像レフ

ァレンスデータベース、パスデータベー

ス、がん研究情報データベース等の情

報を「がん情報サービス（医療関係者の

方へ）、（がん診療連携拠点病院の方

へ）」より発信しているか。 

 

○ がん情報サービス利用者の背景、満

足度等を確認する仕組みを導入し、利

用状況を確認するとともに、有識者、医

療関係者、がん患者、家族の代表で構

成される「がん対策情報センター運営評

議会」の意見に基づきサービスの改善を

行っているか。 
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に基づきサービスの改善を行って

いく。 

がん診療連携拠点病院等にお

いて実施される院内がん登録及び

都道府県において実施される地域

がん登録等の実施状況を把握し、

がん対策情報センターにデ－タを

収集し、集計・発信を行うとともに、

予後調査などの転帰情報の収集を

支援する。 

地域がん登録、院内がん登録の

登録項目の標準化を促進する。ま

た、地域がん登録実施県を増加さ

せるために、地域がん登録の標準

方式の設定、標準方式に準拠した

システム開発・配布、登録実務担当

者の教育研修などを通じて、未実

施県での導入に際して技術的支援

を行う。 

このため、中期目標の期間中

に、院内がん登録実地調査につい

て、合計 130 施設以上、全ての都

道府県での実施を目指す。また、

中期目標の期間中に、地域がん登

録訪問調査について、全ての都道

府県に訪問調査を実施することを

目指す。 

パスデータベース等の情報を「がん

情報サービス（医療関係者の方

へ）、（がん診療連携拠点病院の方

へ）」より発信し、コンテンツを増や

すなど公開情報の充実を図る。 

ホームページ「がん情報サービス

（一般の方へ）」にアンケートページ

を設け、がん情報サービス利用者

の背景、満足度利用状況を確認す

る。有識者、医療関係者、がん患

者、家族の代表で構成される「がん

対策情報センター外部意見交換

会」の意見に基づきサービスの改

善を図る。 

がん診療連携拠点病院等にお

いて実施される院内がん登録及び

都道府県において実施される地域

がん登録等の実施状況を把握し、

がん対策情報センターにデ－タを

収集し、集計・発信を行う。 

地域がん登録、院内がん登録の

登録項目の標準化を促進する。ま

た、地域がん登録実施県を増加さ

せるために、地域がん登録の標準

方式の設定、標準方式に準拠した

システム開発・配布、登録実務担当

者の教育研修などを通じて、未実

施県での導入に際して技術的支援

○ 院内がん登録及び地域がん登録等の

実施状況を把握し、がん対策情報セン

ターにデ－タを収集し、集計・発信を行

うとともに、予後調査などの転帰情報の

収集を支援しているか。 

 

○ 地域がん登録、院内がん登録の登録

項目の標準化を促進するとともに、地域

がん登録実施県を増加させるために、

地域がん登録の標準方式の設定、標準

方式に準拠したシステム開発・配布、登

録実務担当者の教育研修などを通じ

て、未実施県での導入に際して技術的

支援を行っているか。 

 

【数値目標】 

○ 中期目標の期間中に、院内がん登録

実地調査について、合計 130 施設以

上、全ての都道府県での実施 

 

○ 中期目標の期間中に、地域がん登録

訪問調査について、全ての都道府県に

訪問調査を実施 
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を行う。  

このため、院内がん登録実地調

査について、9県 25施設以上で実

施するとともに、地域がん登録訪問

調査を 15県以上で実施する。 

    

 

 

 

 

５．国への政策提言に関する事項 

 

 

 

 

５．国への政策提言に関する事項 

 

 

 

 

５．国への政策提言に関する事項 

■評価項目９■ 

国への政策提言に関する事項 

その他我が国の医療政策の推進等に関 

する事項 

医療政策をより強固な科学的根拠

に基づき、かつ、医療現場の実態に

即したものにするため、科学的見地か

ら専門的提言を行うこと。 

我が国のがん対策が、より強固な

科学的根拠を持ち、かつ、がん患者

を含めた国民の視点に立った実情に

即したものになるよう、世界の科学技

術の動向、研究成果やその有効性、

社会情勢、社会的要請等を踏まえ、

科学的根拠に基づいた専門的な政

策提言を行う。 

また、科学的根拠に基づいた政策

提言機能を実施するための組織を構

築する。 

 

我が国のがん対策が、より強固な

科学的根拠を持ち、かつ、がん患者

を含めた国民の視点に立った実情に

即したものになるよう、世界の科学技

術の動向、研究成果やその有効性、

社会情勢、社会的要請等を踏まえ、

科学的根拠に基づいた専門的な政

策提言を行う。  

また、政策提案を恒常的に実施し

ていくために必要な組織を構築する。 

○ 世界の科学技術の動向、研究成果や

その有効性、社会情勢、社会的要請等

を踏まえ、科学的根拠に基づいた専門

的な政策提言を行っているか。 

 

○ 科学的根拠に基づいた政策提言機能

を実施するための組織を構築している

か。 

６．その他我が国の医療政策の推進

等に関する事項 

６．その他我が国の医療政策の推進

等に関する事項 

６．その他我が国の医療政策の推進

等に関する事項 

 

（１）公衆衛生上の重大な危害への 

対応 

（１）公衆衛生上の重大な危害への 

対応 

（１）公衆衛生上の重大な危害への 

対応 

○ 国の要請に対して、積極的な対応を行

うとともに、災害や公衆衛生上重大な危

資料１－２－② 
国立がん研究センター 



国立がん研究センター 評価の視点（案） 

がん－41 

 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

公衆衛生上重大な危害が発生し

又は発生しようとしている場合に

は、国の要請に応じ、迅速かつ適

切な対応を行うこと。 

国の要請に対しては積極的な対

応を行う。また、災害や公衆衛生上

重大な危機が発生し又は発生しよ

うとしている場合には、がん医療に

関する範囲内にて、可能な限り適

切な対応を行う。 

国の要請に対しては積極的な対

応を行う。また、災害や公衆衛生上

重大な危機が発生し又は発生しよ

うとしている場合には、がん医療に

関する範囲内にて、可能な限り適

切な対応を行う。 

 

機が発生し又は発生しようとしている場

合には、がん医療に関する範囲内に

て、可能な限り適切な対応を行っている

か。 

（２）国際貢献 

我が国におけるがんに対する中

核的機関として、その特性に応じた

国際貢献を行うこと。 

（２）国際貢献 

わが国のがん対策の中核機関と

して、知的支援体制を整え積極的

に国際貢献を図っていく。そのた

め、がんの研究・医療・政策に係る

国際的団体への貢献をはじめとし

て、研究開発や政策形成等におけ

る国際連携に積極的に参加・参画

するとともに、二国間等での研究等

協力を推進していく。 

（２）国際貢献 

わが国のがん対策の中核機関と

して、知的支援体制を整え積極的

に国際貢献を図っていく。そのた

め、がんの研究・医療・政策に係る

国際的団体への貢献をはじめとし

て、研究開発や政策形成等におけ

る国際連携に積極的に参加・参画

するとともに、二国間等での研究等

協力を推進していく。 

○ わが国のがん対策の中核機関として、

知的支援体制を整え積極的に国際貢献

を図っていくため、研究開発や政策形

成等における国際連携に積極的に参

加・参画するとともに、二国間等での研

究等協力を推進しているか。 

    

 

 

 

第３ 業務運営の効率化に関する事項 

 

 

 

第２ 業務運営の効率化に関する目標

を達成するために取るべき措置 

 

 

 

第２ 業務運営の効率化に関する目標

を達成するために取るべき措置 

■評価項目１０■ 

効率的な業務運営に関する事項 

（１）効率的な業務運営体制 

１．効率的な業務運営に関する事項 １．効率的な業務運営に関する事項 １．効率的な業務運営に関する事項  

業務の質の向上及びガバナンスの

強化を目指し、かつ、効率的な業務

運営体制とするため、定期的に事務

（１）効率的な業務運営体制 

センターとしての使命を果たすこ

とができるよう組織内の企画立案、

（１）効率的な業務運営体制 

センターとしての使命を果たすこ

とができるよう組織内の企画立案、

○ センターとしての使命を果たすことがで

きるよう組織内の企画立案、調整、分析

機能を高めるとともに、人的・物的資源
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

及び事業の評価を行い、役割分担の

明確化及び職員の適正配置等を通

じ、弾力的な組織の再編及び構築を

行うこと。 

総人件費については、センターの

果たすべき役割の重要性を踏まえつ

つ、簡素で効率的な政府を実現する

ための行政改革の推進に関する法律

（平成 18 年法律第 47 号）や「経済財

政運営と構造改革に関する基本方針

2006」（平成 18 年 7 月 7 日閣議決

定）に基づいて人件費改革に取り組

むとともに、給与水準に関して国民の

理解が十分得られるよう必要な説明

や評価を受けるものとすること。 

その際、併せて、医療法（昭和 23

年法律第 205 号）及び診療報酬上の

人員基準に沿った対応を行うことはも

とより、国の制度の創設や改正に伴う

人材確保も含め高度先駆的医療の推

進のための対応や医療安全を確保す

るための適切な取組を行うこと。 

また、独立行政法人に関する制度

の見直しの状況を踏まえ適切な取組

を行うこと。 

調整、分析機能を高めるとともに、

人的・物的資源を有効に活用し、ガ

バナンスの強化を目指した体制を

構築する。 

さらにセンターの使命に応じて、

より効率的に成果を生み出せるよ

う、各部門の再編を行う。 

総人件費については、センター

の果たすべき役割の重要性を踏ま

えつつ、簡素で効率的な政府を実

現するための行政改革の推進に関

する法律（平成 18 年法律第 47

号）に基づき平成 22 年度において

１％以上を基本とする削減に取り組

み、「経済財政運営と構造改革に

関する基本方針 2006」（平成 18 年

7月 7日閣議決定）に基づき、人件

費改革の取組を平成 23 年度まで

継続するとともに、給与水準に関し

て国民の理解が十分得られるよう

必要な説明や評価を受けるものと

する。 

その際、併せて、医療法（昭和

23 年法律第 205 号）及び診療報

酬上の人員基準に沿った対応を行

うことはもとより、国の制度の創設や

改正に伴う人材確保も含め高度先

駆的医療の推進のための対応や

調整、分析機能を高めるとともに、

人的・物的資源を有効に活用し、ガ

バナンスの強化を目指した体制の

構築に向けて、以下の取り組みを

行う。 

を有効に活用し、ガバナンスの強化を目

指した体制を構築しているか。 

 

○ センターの使命に応じて、より効率的

に成果を生み出せるよう、各部門の再編

を行っているか。 

 

○ 総人件費改革取組開始からの経過年

数に応じ取組が順調であるかどうかにつ

いて、法人の取組の適切性について検

証が行われているか。また、今後、削減

目標の達成に向け法人の取組を促すも

のとなっているか。（政・独委評価の視

点） 

 

○ 総人件費改革は進んでいるか。（厚労

省評価委評価の視点） 

 

○ 国の制度の創設や改正に伴う人材確

保も含め高度先駆的医療の推進のため

の対応や医療安全を確保するための適

切な取組を行っているか。 

 

○ 独立行政法人に関する制度の見直し

の状況を踏まえ適切な取組を行ってい

るか。 

 

○ 国家公務員の再就職者のポストの見
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

医療安全を確保するための適切な

取組を行う。 

また、独立行政法人に関する制

度の見直しの状況を踏まえ適切な

取組を行う。 

直しを図っているか。（厚労省評価委評

価の視点） 

 

○ 独立行政法人職員の再就職者の非人

件費ポストの見直しを図っているか。（厚

労省評価委評価の視点） 

 

 ① 副院長複数制の導入 

特命事項を担う副院長の設置

を可能とするとともに、副院長の

役割と院内での位置付けを明確

化する 

 

① 副院長複数制の導入 

特命事項を担う副院長の設置

を可能とするとともに、副院長の

役割と院内での位置付けを明確

化する。 

○ 特命事項を担う副院長の設置を可能と

するとともに、副院長の役割と院内での

位置付けを明確化しているか。 

 

② 事務部門の改革 

事務部門については、配置を

見直し、効率的・効果的な運営

体制とする。 

② 事務部門の改革 

事務部門については、配置を

見直し、効率的・効果的な運営

体制とするとともに、センターの

使命に即した業務改善に積極的

に取り組む人材を育成するた

め、事務職員を対象に問題把握

や企画能力の向上に資する研修

を実施する。 

○ 事務部門については、配置を見直し、

効率的・効果的な運営体制となっている

か。 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

■評価項目１１■ 

効率的な業務運営に関する事項 

（２）効率化による収支改善 

電子化の推進 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

センターの効率的な運営を図るた

め、以下の取組を進めること。 

（２）効率化による収支改善 

センターとしての使命を果たすた

めの経営戦略や毎年の事業計画

を通じた経営管理により収支相償

の経営を目指すこととし、５年間を

累計した損益計算において、経常

収支率が 100％以上となるよう経営

改善に取り組む。 

（２）効率化による収支改善 

センターとしての使命を果たすた

めの経営戦略や事業計画を通じた

経営管理により平成 22 年度の損

益計算において経常収支率が

100％以上となるよう以下の経営改

善に取り組む。 

○ 当期総利益（又は当期総損失）の発生

要因が明らかにされているか。また、当

期総利益（又は当期総損失）の発生要

因の分析を行った上で、当該要因が法

人の業務運営に問題等があることによる

ものかを検証し、業務運営に問題等が

あることが判明した場合には当該問題等

を踏まえた評価が行われているか。（政・

独委評価の視点） 

 

○ 繰越欠損金が計上されている場

合、その解消計画どおり進んでいる

か（政・独委評価の視点） 

 

○ 当該年度に交付された運営費交付金

の当該年度における未執行率が高い場

合において、運営費交付金が未執行と

なっている理由が明らかにされている

か。（政・独委評価の視点） 

 

○ 法人の福利厚生費について、法人の

事務・事業の公共性、業務運営の効率

性及び国民の信頼性確保の観点から、

必要な見直しが行われているか。（政・

独委評価の視点） 

 

○ 法定外福利費の支出は、適切である

か。（厚労省評価委評価の視点） 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

○ 事業費における冗費を点検し、その削

減を図っているか。（厚労省評価委評価

の視点） 

 

【数値目標】 

○ ５年間を累計した損益計算において、

経常収支率が 100％以上 

 

① 給与水準について、センター

が担う役割に留意しつつ、適切

な給与体系となるよう見直し 

① 給与制度の適正化 

給与水準等については、社会

一般の情勢に適合するよう、民

間の従業員の給与等を踏まえ、

業務の内容・実績に応じたものと

なるよう見直す。 

① 給与制度の適正化 

給与水準等については、社会

一般の情勢に適合するよう、民

間の従業員の給与等を踏まえ、

業務の内容・実績に応じたものと

なるよう見直す。 

○ 給与水準等については、民間の従業

員の給与等を踏まえ、業務の内容・実績

に応じたものとなるよう見直しを行ってい

るか。 

 

○ 国家公務員と比べて給与水準の高い

法人について、以下のような観点から厳

格なチェックが行われているか。 

・ 給与水準の高い理由及び講ずる措

置（法人の設定する目標水準を含む）に

ついての法人の説明が、国民に対して

納得の得られるものとなっているか。 

・法人の給与水準自体が社会的な理解

の得られる水準となっているか。（政・独

委評価の視点） 

 

○ 給与水準が適正に設定されているか

（特に、給与水準が対国家公務員指数

100を上回る場合にはその適切性を厳
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

格に検証し、給与水準を設定している

か）。（厚労省評価委評価の視点） 

 

○ 国と異なる、又は法人独自の諸手当

は、適切であるか。（厚労省評価委評価

の視点） 

 

② 共同購入等による医薬品医療

材料等購入費用の適正化 

② 材料費の節減 

医薬品、医療材料等の購入方

法、契約単価の見直しにより、材

料費率の抑制に努める。 

② 材料費の節減 

材料費率の抑制を図るため、

医薬品及び医療材料等の購入

方法や契約単価の見直しを実施

する。 

 

○ 医薬品、医療材料等の購入方法、契

約単価の見直しにより、材料費率の抑

制に努めているか。 

③ 一般管理費（退職手当を除

く。）について、平成 21 年度に

比し、中期目標期間の最終年度

において 15％以上の削減 

 

③ 一般管理費の節減 

平成 21 年度に比し、中期目

標の期間の最終年度において、

一般管理費（退職手当を除く。）

について、15％以上節減を図

る。 

③ 一般管理費の節減 

一般管理費（退職手当を除

く。）については、経費節減を徹

底する。 

○ 一般管理費（退職手当を除く。）につ

いて、中期計画に掲げている目標の達

成に向けて取り組み、着実に進展してい

るか。 

 

【数値目標】 

○ 中期目標期間最終年度において一般

管理費を平成 21年度比 15％以上節減 

 

 ④ 建築コストの適正化 

建築単価の見直し等を進める

とともに、コスト削減を図り、投資

の効率化を図る。 

 

④ 建築コストの適正化 

建築単価の見直し等、建築コ

ストの削減に取り組む。 

○ 建築単価の見直し等を進め、コスト削

減を図り、投資の効率化を図っている

か。 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

④ 医業未収金の発生防止及び徴

収の改善並びに診療報酬請求業

務の改善等収入の確保 

⑤ 収入の確保 

医業未収金については、新規

発生の防止に取り組むとともに、

定期的な支払案内等の督促業

務を行うなど回収に努めることや

クレジットカード払いの導入等に

より、平成 21 年度に比して（※）

医業未収金比率の縮減に取り組

む。 

また、診療報酬請求業務につ

いては、院内のレセプト点検体

制の確立等により適正な診療報

酬請求事務の推進に努める。 

※ 平成 21 年度（平成 20 年 4 月

～平成 22 年 1 月末時点）医業

未収金比率 0.12％  

⑤ 収入の確保 

医業未収金については、クレ

ジットカード払いを導入する等、

新規発生の防止に取り組むとと

もに、定期的な支払案内等の督

促業務を行うなど回収に努める。 

また、診療報酬請求業務につ

いては、院内のレセプト点検体

制の確立等により適正な診療報

酬請求事務の推進に努める。 

東病院については、従前より

診療報酬の出来高算定を行って

いるところであるが、DPC 算定へ

の移行準備を行う。 

○ 医業未収金の新規発生の防止に取り

組むとともに、定期的な督促業務を行う

など、中期計画に掲げる目標の達成に

向けて取り組み、また、院内のレセプト

点検体制の確立等により適正な診療報

酬請求事務の推進に努めているか。 

 

○ 貸付金、未収金等の債権について、

回収計画が策定されているか。回収計

画が策定されていない場合、その理由

の妥当性についての検証が行われてい

るか。（政・独委評価の視点） 

 

○ 回収計画の実施状況についての評価

が行われているか。評価に際し、ⅰ）貸

倒懸念債権・破産更生債権等の金額や

その貸付金等残高に占める割合が増加

している場合、ⅱ）計画と実績に差があ

る場合の要因分析を行っているか。

（政・独委評価の視点） 

 

○ 回収状況等を踏まえ回収計画の見直

しの必要性等の検討が行われている

か。（政・独委評価の視点） 

 

【数値目標】 

○ 平成 21年度に比した医業未収金比

率の縮減 

資料１－２－② 
国立がん研究センター 



国立がん研究センター 評価の視点（案） 

がん－48 

 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

２．電子化の推進 ２．電子化の推進 ２．電子化の推進  

業務の効率化及び質の向上を目

的とした電子化を費用対効果を勘案

しつつ推進し、情報を経営分析等に

活用すること。 

推進にあたっては職員の利便性に

配慮しつつ、情報セキュリティの向上

に努めること。 

（１）電子化の推進による業務の効

率化 

業務の効率化を図るために職員

に対する通報等の文書の電子化

を、費用対効果を勘案しつつ取り

組むよう努めるとともに、情報セキュ

リティの向上を図る。 

（１）電子化の推進による業務の効

率化 

業務の効率化を図るために職員

に対する通報等の文書の電子化

を、費用対効果を勘案しつつ取り

組むよう努めるとともに、情報セキュ

リティの向上を図る。 

 

○ 文書の電子化を、費用対効果を勘案

しつつ取り組むよう努めるとともに、情報

セキュリティの向上を図っているか。 

 

 （２）財務会計システム導入による

月次決算の実施 

企業会計原則に基づく独立行政

法人会計基準への移行に伴い財

務会計システムを導入し、月次決

算を行い、財務状況を把握するとと

もに経営改善に努める。 

（２）財務会計システム導入による

月次決算の実施 

企業会計原則に基づく独立行政

法人会計基準への移行に伴い財

務会計システムを導入し、月次決

算を行い、財務状況を把握するとと

もに経営改善に努める。 

○ 財務会計システムを導入し、月次決算

を行い、財務状況を把握するとともに経

営改善に努めているか。 

 

    

 

 

３．法令遵守等内部統制の適切な構

築 

 

 

３．法令遵守等内部統制の適切な構

築 

 

 

３．法令遵守等内部統制の適切な構

築 

■評価項目１２■ 

法令遵守等内部統制の適切な構築 

法令遵守（コンプライアンス）等内

部統制を適切に構築すること。 

特に契約については、原則として

一般競争入札等によるものとし、競争

性及び透明性が十分確保される方法

により実施するとともに、随意契約の

法令遵守（コンプライアンス）等の内

部統制のため、内部監査等の組織を

構築する。 

契約業務については、原則として

一般競争入札等によるものとし、競争

性、公正性、透明性を確保し、適正に

法令遵守（コンプライアンス）等の内

部統制のため、監査室を設置して内

部監査等の組織を構築する。 

契約業務については、原則として

一般競争入札等によるものとし、競争

性、公正性、透明性を確保し、適正に

○ 内部統制（業務の有効性、効率性、法

令等の遵守、資産の保全、財務報告等

の信頼性）に係る取組についての評価

が行われているか。（政・独委評価の視

点） 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

適正化を図ること。 契約業務を遂行するとともに、随意契

約については、従前の「随意契約見

直し計画」を踏まえた適正化を図り、

その取組状況を公表する。 

契約業務を遂行するとともに、随意契

約については、従前の「随意契約見

直し計画」を踏まえた適正化を図り、

その取組状況を公表する。 

○ 関連公益法人との関係について、透

明性確保に向けた見直しを図っている

か。（厚労省評価委評価の視点） 

※ 独立行政法人会計基準上の関連

公益法人に限らず、すでに批判をされ

ていたり、国民から疑念を抱かれる可能

性のある業務委託等について、①当該

業務委託等の必要性、②独立行政法人

自ら行わず他者に行わせる必要性、③

①及び②の必要があるとして、他者との

契約についてその競争性を高める方策

等を検討し、見直しを図っているか等 

 

○ 契約業務については、原則として一般

競争入札等によるものとし、適正に契約

業務を遂行するとともに、随意契約につ

いては、従前の「随意契約見直し計画」

を踏まえた適正化を図り、その取組状況

を公表しているか。 

 

○ 契約方式等、契約に係る規程類につ

いて、整備内容や運用の適切性等、必

要な評価が行われているか。（政・独委

評価の視点） 

 

○ 契約事務手続に係る執行体制や審査

体制について、整備・執行等の適切性

等、必要な評価が行われているか。
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

（政・独委評価の視点） 

 

○ 個々の契約について、競争性・透明性

の確保の観点から、必要な検証・評価が

行われているか。（政・独委評価の視点） 

 

○ 「随意契約等見直し計画」の実施・進

捗状況や目標達成に向けた具体的取

組状況について、必要な評価が行われ

ているか。（政・独委評価の視点） 

 

○ 契約の締結に当たって、透明性・競争

性等が確保されているか。（厚労省評価

委評価の視点） 

 

○ 契約監視委員会での見直し･点検は

適切に行われたか（その後のフォローア

ップを含む。）。（厚労省評価委評価の

視点） 

    

 

 

 

 

 

 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

 

 

 

 

 

 

第３ 予算、収支計画及び資金計画 

 

 

 

 

 

 

第３ 予算、収支計画及び資金計画 

■評価項目１３■ 

予算、収支計画及び資金計画 

短期借入金の限度額 

重要な財産を処分し、又は担保に供し 

ようとする時はその計画 

剰余金の使途 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

「第３ 業務運営の効率化に関する事

項」で定めた事項に配慮した中期計画

の予算を作成し、当該予算による運営を

実施することにより、中期目標の期間に

おける期首に対する期末の財務内容の

改善を図ること。 

 

「第２ 業務の効率化に関する目標を

達成するために取るべき措置」で定めた

計画を確実に実施し、財務内容の改善

を図る。 

  

１．自己収入の増加に関する事項 １．自己収入の増加に関する事項 １．自己収入の増加に関する事項  

がんに対する医療政策を牽引して

いく拠点としての役割を果たすため、

運営費交付金以外の外部資金の積

極的な導入に努めること。 

 

民間企業等からの資金の受け入れ

体制を構築し、寄附や受託研究の受

け入れ等、外部資金の獲得を行う。 

民間企業等からの資金の受け入れ

体制を構築し、寄附や受託研究の受

け入れ等、外部資金の獲得を行う。 

○ 民間企業等からの資金の受け入れ体

制を構築し、寄付や受託研究の受け入

れ等、外部資金の獲得を行っているか。 

２．資産及び負債の管理に関する事

項 

２．資産及び負債の管理に関する事

項 

２．資産および負債の管理に関する

事項 

 

センターの機能の維持、向上を図り

つつ、投資を計画的に行い、固定負

債（長期借入金の残高）を償還確実

性が確保できる範囲とし、運営上、

中・長期的に適正なものとなるよう努

めること。 

 

 

 

センターの機能の維持・向上を図り

つつ、投資を計画的に行い、中・長期

的な固定負債（長期借入金の残高）

を償還確実性が確保できる範囲とし、

運営上適切なものとなるよう努める。 

そのため、大型医療機器等の投資

に当たっては、原則、償還確実性を

確保する。 

（１）予  算 別紙２ 

（２）収支計画 別紙３ 

（３）資金計画 別紙４ 

センターの機能の維持・向上を図り

つつ、投資を計画的に行い、平成 22

年度の長期借入金の予定枠を 28 億

円とする。 

（１）予  算 別紙２ 

（２）収支計画 別紙３ 

（３）資金計画 別紙４ 

○  センターの機能の維持・向上を図りつ

つ、投資を計画的に行い、固定負債（長

期借入金の残高）を償還確実性が確保

できる範囲とし、運営上適切なものとなる

よう努めているか。 

 

○ 大型医療機器等の投資に当たって

は、原則、償還確実性を確保している

か。 

 

○ 資金の運用であって、時価又は為替

相場の変動等の影響を受ける可能性が
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

あるものについて、次の事項が明らかに

されているか。（ⅱについては、事前に

明らかにされているか。） 

 ⅰ 資金運用の実績 

 ⅱ 資金運用の基本的方針（具体的な投 

資行動の意志決定主体、運用に係る主

務大臣、法人、運用委託間の責任分担

の考え方等）、資産構成、運用実績を評

価するための基準（以下「運用方針等」

という。）（政・独委評価の視点） 

 

○ 資金の性格、運用方針等の設定主体

及び規程内容を踏まえて、法人の責任

について十分に分析しているか。（政・

独委評価の視点） 

 

第４ 短期借入金の限度額 第４ 短期借入金の限度額  

１．限度額 ３，４００百万円 

２．想定される理由 

（１）運営費交付金の受入遅延等による

資金不足への対応 

（２）業績手当（ボーナス）の支給等、資

金繰り資金の出費への対応 

（３）予定外の退職者の発生に伴う退職

手当の支給等、偶発的な出費増へ

の対応 

１．限度額 ３，４００百万円 

２．想定される理由 

（１）運営費交付金の受入遅延等による

資金不足への対応 

（２）業績手当（ボーナス）の支給等、資

金繰り資金の出費への対応 

（３）予定外の退職者の発生に伴う退職

手当の支給等、偶発的な出費増への

対応 

 

○ 短期借入金について、借入理由や

借入額等の状況は適切なものと認め

られるか。 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

第５ 重要な財産を処分し、又は担保

に供しようとする時はその計画 

第５ 重要な財産を処分し、又は担保

に供しようとする時はその計画 

 

なし なし ○ 固定資産等の活用状況等について

評価が行われているか。活用状況等

が不十分な場合は、その原因の妥当

性や有効活用又は処分等の法人の取

組についての評価が行われているか。

（政・独委評価の視点） 

 

第６ 剰余金の使途 第６ 剰余金の使途  

決算において剰余を生じた場合は、

将来の投資（建物等の整備・修繕、医療

機器等の購入等）及び借入金の償還に

充てる。 

決算において剰余を生じた場合は、

将来の投資（建物等の整備・修繕、医療

機器等の購入等）及び借入金の償還に

充てる。 

○ 利益剰余金が計上されている 場合、

国民生活及び社会経済の安定等の公

共上の見地から実施 されることが必要

な業務を遂行するという法人の性格に

照らし過大な利益となっていないかにつ

いて評価が行われているか。（政・独委

評価の視点） 

    

 

 

 

 

第５ その他業務運営に関する重要事

項 

 

 

 

 

第７ その他主務省令で定める業務運

営に関する事項 

 

 

 

 

第７ その他主務省令で定める業務運

営に関する事項 

■評価項目１４■ 

人事システムの最適化 

人事に関する方針 

その他の事項 

１．施設・設備整備に関する事項 １．施設・設備整備に関する計画 １．施設･設備整備に関する計画  

施設・設備整備については、センタ 中期目標の期間中に整備する施 長期借入金等を活用して、経営状 ○ 中期計画に掲げる施設・設備整備に
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

ーの機能の維持、向上の他、費用対

効果及び財務状況を総合的に勘案し

て計画的な整備に努めること。 

 

設・設備整備については、別紙５のと

おりとする。 

況を勘案しつつ必要な整備を行う。 ついて、計画的に進展しているか。 

２．人事の最適化に関する事項 ２．人事システムの最適化 ２．人事システムの最適化  

センターの専門的機能の向上を図

るため、職員の意欲向上及び能力開

発に努めるとともに、人事評価を適切

に行うシステムを構築すること。 

また、年功序列を排し、能力・実績

本位の人材登用などの確立に努め、

さらに、優秀な人材を持続的に確保

するため、女性の働きやすい環境の

整備及び非公務員型独立行政法人

の特性を活かした人材交流の促進等

を推進すること。 

職員が業務で発揮した能力、適

性、実績等を評価し、職員の給与に

反映させるとともに、業務遂行意欲の

向上を図る業績評価制度を導入す

る。当該制度の適切な運用を行うこと

により優秀な人材の定着を図り、人事

制度へ活用することにより、センター

全体の能率的運営につなげる。 

非公務員型組織の特性を活かした

人材交流の促進など、優秀な人材を

持続的に確保する観点から人材の適

切な流動性を有した組織を構築する

ため、国、国立病院機構等独立行政

法人、国立大学法人、民間等と円滑

な人事交流を行う体制を構築する。 

女性の働きやすい環境を整備する

とともに、医師の本来の役割が発揮で

きるよう、医師とその他医療従事者と

の役割分担を見直し、職員にとって魅

力的で働きやすい職場環境の整備に

努める。 

 

職員が業務で発揮した能力、適

性、実績等を評価し、職員の給与に

反映させるとともに、業務遂行意欲の

向上を図る業績評価制度を導入す

る。 

非公務員型組織の特性を活かした

人材交流の促進など、優秀な人材を

持続的に確保する観点から人材の適

切な流動性を有した組織を構築する

ため、在籍出向制度の導入等により、

国、独立行政法人、国立大学法人、

民間等と円滑な人事交流を行う体制

を構築するとともに、国立大学法人と

の人事交流を実施する。 

院内保育所の保育時間の延長等

により、女性の働きやすい環境を整備

するとともに、医師とその他医療従事

者との役割分担を見直し、職員にとっ

て魅力的で働きやすい職場環境の整

備に努める。 

 

○ 職員が業務で発揮した能力、適性、実

績等を評価し、職員の給与に反映させ

るとともに、業務遂行意欲の向上を図る

業績評価制度を導入するとともに、適切

な運用を行うことにより優秀な人材の定

着を図り、人事制度へ活用することによ

り、センター全体の能率的運営につなげ

ているか。 

  

○ 人材の適切な流動性を有した組織を

構築するため、国、国立病院機構等独

立行政法人、国立大学法人、民間等と

円滑な人事交流を行う体制を構築して

いるか。 

 

○ 女性の働きやすい環境を整備するとと

もに、医師の本来の役割が発揮できるよ

う、医師とその他医療従事者との役割分

担を見直し、職員にとって魅力的で働き

やすい職場環境の整備に努めている

か。 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

 ３．人事に関する方針 ３．人事に関する方針  

 （１）方針 （１）方針  

 良質な医療を効率的に提供して

いくため、医師、看護師等の医療

従事者については、医療を取り巻く

状況の変化に応じて柔軟に対応す

るとともに、経営に十分配慮する。 

特に、医師・看護師不足に対す

る確保対策を引き続き推進するとと

もに離職防止や復職支援の対策を

講じる。 

また、幹部職員など専門的な技

術を有する者については、公募を

基本とし、優秀な人材の確保に努

める。 

良質な医療を効率的に提供して

いくため、医師、看護師等の医療

従事者については、医療を取り巻く

状況の変化に応じて柔軟に対応す

るとともに、経営に十分配慮する。 

特に、医師・看護師不足に対す

る確保対策を引き続き推進するとと

もに離職防止や復職支援の対策に

取り組む。 

また、幹部職員など専門的な技

術を有する者については、公募を

基本とし、優秀な人材の確保に努

める。 

 

○ 医師、看護師等の医療従事者につい

ては、医療を取り巻く状況の変化に応じ

て柔軟に対応し、経営に十分配慮して

いるか。 

 

○ 幹部職員など専門的な技術を有する

者については、公募を基本とし、優秀な

人材の確保に努めているか。 

（２）指標 （２）指標  

センターの平成 22 年度期首に

おける職員数を 1,342 人とするもの

の、医師、看護師等の医療従事者

は、医療ニーズに適切に対応する

ために、変動が見込まれるものであ

り、中期目標の期間においては、安

全で良質な医療の提供に支障が生

じないよう適正な人員配置に努め

る。 

特に、技能職については、外部

医師、看護師等の医療従事者に

ついては、安全で良質な医療の提

供に支障が生じないよう適正な人

員配置に努める。 

特に、技能職については、外部

委託の推進に努める。 

○ 医療ニーズに適切に対応するために、

安全で良質な医療の提供に支障が生じ

ないよう適正な人員配置に努めている

か。 

 

○ 技能職については、外部委託の推進

に努めているか。 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

委託の推進に努める。 

（参考）中期目標の期間中の人件費

総額見込み 

５３，６９７百万円 

 

３．その他の事項 ４．その他の事項 ４．その他の事項  

中期目標に基づきセンターのミッシ

ョンを理解し、ミッションを実現するた

めに必要なアクションプランとして中

期計画を立て、具体的な行動に移す

ことができるように努めること。また、ア

クションプランやセンターの成果につ

いて、一般の国民が理解しやすい方

法、内容で情報開示を行うように努め

ること。 

ミッションの確認、現状の把握、問

題点の洗い出し、改善策の立案、翌

年度の年度計画の作成等に資するた

め、定期的に職員の意見を聞くよう、

努めること。 

センターのミッションを理解し、ミッ

ションを実現するために必要なアクシ

ョンプランを立て、具体的な行動に移

すことができるように努める。 

また、アクションプランやセンターの

成果について、一般の国民が理解し

やすい方法、内容で情報開示をホー

ムページ等で行うように努める。 

ミッションの確認や現状の把握、問

題点の洗い出し、改善策の立案、翌

年度の年度計画の作成等に資するよ

う、職員の意見をセンター内メール・

システム等にて聴取を行うよう努める。 

センターのミッションを理解し、ミッ

ションを実現するために必要なアクシ

ョンプランを作成する。 

アクションプランやセンターの成果

については、一般の国民が理解しや

すい方法、内容で情報開示をホーム

ページ等で行う。 

ミッションの確認や現状の把握、問

題点の洗出し、改善策の立案、翌年

度の年度計画の作成等に資するよ

う、職員の意見をセンター内メール・

システム等にて聴取する。 

○ センターのミッションを理解し、ミッショ

ンを実現するために必要なアクションプ

ランを立て、具体的な行動に移すことが

できるように努めているか。 

 

○ アクションプランやセンターの成果につ

いて、国民が理解しやすい方法、内容で

情報開示を行うよう努めているか。 

 

○ ミッションの確認や現状の把握、問題

点の洗い出し、改善策の立案、翌年度

の年度計画の作成等に資するよう、職員

の意見を聴取するよう努めているか。 

 

○ 法人の業務改善のための具体的なイ

ニシアティブを把握・分析し、評価してい

るか。（政・独委評価の視点） 

 

○ 業務改善の取組を適切に講じている

か。（業務改善の取組：国民からの苦情・

指摘についての分析・対応、国民が疑
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

念を抱くことのない開かれた法人運営、

目安箱等職員からの提案を受け付ける

ための仕組みの構築、改善に取り組む

職員を人事上評価しているか等）（厚労

省評価委評価の視点） 

 

○ 国民のニーズとずれている事務・事業

や、費用に対する効果が小さく継続する

必要性の乏しい事務・事業がないか等

の検証を行い、その結果に基づき、見直

しを図っているか。（厚労省評価委評価

の視点） 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

独立行政法人通則法（平成11年法律

第103号）第29条第1項の規定に基づき、

独立行政法人国立循環器病研究センタ

ーが達成すべき業務運営に関する目標

（以下「中期目標」という。）を次のように定

める。 

 

平成２２年４月１日 

 

厚生労働大臣 長妻 昭 

独立行政法人通則法（平成11年法律

第103号。以下「通則法」という。）第29条

第1項の規定に基づき平成22年4月1日付

けをもって厚生労働大臣から指示のあっ

た独立行政法人国立循環器病研究セン

ター中期目標を達成するため、同法第30

条の定めるところにより、次のとおり独立行

政法人国立循環器病研究センター中期

計画を定める。 

 

平成２２年４月１日 

 

独立行政法人国立循環器病研

究センター 

理事長  橋本 信夫 

 

平成22年度の業務運営について、独立

行政法人通則法（平成11年法律第103

号）第31条第1項の規定に基づき、独立行

政法人国立循環器病研究センターの年

度計画を次のとおり定める。 

 

平成２２年７月５日 

 

独立行政法人国立循環器病研

究センター 

理事長  橋本 信夫 

 

 

前文 前文   

我が国においては、急速な尐子高齢

化の進展や、疾病構造の変化、医療技

術等の高度化等により医療を取り巻く

環境が大きく変化するとともに、国民の

医療に対するニーズも変化しており、こ

のような変化に対応した国民本位の総

合的かつ戦略的な医療政策の展開が

求められている。 

こうした中、国が医療政策を効果的、

効率的に推進するため、国立高度専門

独立行政法人国立循環器病研究セ

ンター（以下「センター」という。）は、昭

和52年にがんに次ぐ死因の循環器病

の克服を目的に設置された国立循環器

病センターを前身とし、広く循環器病疾

患の調査、研究を推進し、先進的な医

療を目標に、循環器病の撲滅を目指し

て行く。 

そのため、センターは、高度先駆的

医療・研究開発の中で、新たなエビデ
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

医療研究センターには、疫学研究等に

よる日本人のエビデンスの収集や高度

先駆的医療の開発及びその普及等、

我が国の研究、医療水準を向上させ、

もって公衆衛生の向上に寄与すること

により、医療政策を牽引していく拠点と

なることが求められている。 

このため、国立高度専門医療研究セ

ンターは、国内外の関係機関と連携し、

資源の選択と集中を図り、国の医療政

策と一体となって、研究・開発及び人材

育成に関し、国際水準の成果を継続し

て生み出し、世界をリードしていくことが

期待される。 

独立行政法人国立循環器病研究セ

ンター（以下「センター」という。）は、昭

和52年に国立高度専門医療センターと

して設置された国立循環器病センター

を前身とし、以来、循環器病の克服を

目標に、研究、医療、人材育成等を推

進してきた。 

循環器病は三大死因のうちの二つを

占めるに至っており、その克服のための

研究・開発と臨床応用は、国民の生命

予後の飛躍的な改善に資するものとい

える。このため、国家戦略として、健康

増進法（平成14年法律第103号）、「21

世紀における国民健康づくり運動（健

ンスに基づくガイドラインを提案するな

ど、循環器病診療の均てん化を推進す

る。また、循環器病研究開発における

国内外の、人材育成等を推進し、セン

ターを核とした循環器病研究開発に関

するネットワークを構築し、情報発信を

積極的に行っていく。 

また、事業体として、業務運営の効率

化に取り組み、国際的な臨床研究セン

ターの基盤を築いていく。 

センターは、前身の国立循環器病セ

ンターの成果を礎として、国民から信頼

の得られる研究・医療を確実に提供し、

その成果として得られた研究知見を臨

床へ応用していく。 

センターの病院と研究所は一体とな

って、引き続き政策医療の着実な実施

とともに、高度な専門医療研究開発の

担い手として、先駆的研究開発、及び

先進医療の進展に貢献していくこととす

る。 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

康日本21）」及び「新健康フロンティア

戦略」等に基づき、 循環器病の克服に

向けた取組が推進されている。 

センターにおいても、循環器医療の

提供に必要な人材をはじめとするさまざ

まな資源が集積されており、近隣地域

のみならず国内外の患者の生命を救っ

てきた。 

こうした中、センターは、日本人のエ

ビデンスの収集や循環器病における死

に直結する疾病の治療法の開発、これ

らの疾病をもたらす生活習慣病等に伴

う心血管病変等の予防並びに胎児期・

小児期における循環器病の診断及び

治療等、循環器病学の基礎的及び臨

床的研究を推進し、その成果を高度か

つ先駆的な医療の提供及び優れた人

材の育成に活かすことにより、循環器病

の克服に貢献していくことが求められて

いる。 

 

第１ 中期目標の期間 

   

センターの中期目標の期間は、平成

22年4月から平成27年3月までの5年間

とする。 

こうした観点を踏まえつつ、厚生労働

大臣から指示を受けた平成22年4月1日

から平成27年3月31日までの期間にお

けるセンターが達成すべき業務運営に

関する目標（以下「中期目標」という。）
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

を達成するための計画を以下のとおり

定める。 

    

 

 

 

第２ 国民に対して提供するサービス

その他の業務の質の向上に関する

事項 

 

 

 

第１ 国民に対して提供するサービス

その他の業務の質の向上に関する

目標を達成するために取るべき措

置 

 

 

 

第１ 国民に対して提供するサービス

その他の業務の質の向上に関する

目標を達成するために取るべき措

置 

■評価項目１■ 

研究・開発に関する事項 

(１)臨床を志向した研究・開発の推進 

１．研究・開発に関する事項 １．研究・開発に関する事項 １．研究・開発に関する事項  

 センターが国際水準の研究を展開

しつつ、我が国の治験を含む臨床研

究を推進するため、以下に掲げる中

核機能を強化する。 

これにより、高度先駆的医療の開

発及び標準医療の確立のための臨

床を指向した研究を推進し、その成

果を継続的に生み出していく。 

センターが国際水準の研究を展開

しつつ、我が国の治験を含む臨床研

究を推進するため、以下に掲げる中

核機能を強化する。 

これにより、高度先駆的医療の開

発及び標準医療の確立のための臨

床を指向した研究を推進し、その成

果を継続的に生み出していく。 

 

（１）臨床を志向した研究・開発の

推進 

（１）臨床を志向した研究・開発の

推進 

（１）臨床を志向した研究・開発の

推進 

 

高度先駆的医療の開発及び標

準医療の確立のため、臨床を指向

した研究を推進し、優れた研究・開

発成果を継続的に生み出していく

ことが必要である。このため、セン

ターにおいて以下の研究基盤強
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化に努めること。 

① 研究所と病院等、センター

内の連携強化 

① 研究所と病院等、センター

内の連携強化 

高度先駆的医療の開発及び

標準医療の確立のための臨床

を指向した基礎研究を円滑に実

施し、また、基礎研究の成果を

臨床現場へ継続的につなげら

れるよう、研究所と病院が高度

の専門性を有した上で、その連

携を強化する。 

具体的には、研究所、病院の

会議でそれぞれの問題意識を

共有するとともに、臨床研究等を

共同実施し、相互の交流を図

り、研究所と病院との共同での

研究を中期目標の期間中に、平

成 21 年度に比べ 50％以上増

加させる。 

 

① 研究所と病院等、センター

内の連携強化 

高度先駆的医療の開発及び

標準医療の確立のための臨床

を指向した基礎研究を円滑に実

施し、また、基礎研究の成果を

臨床現場へ継続的につなげら

れるよう、研究所と病院が高度

の専門性を有した上で、その連

携を強化するため、TR（橋渡し

研究）を推進するための体制を

整備する。 

 

○ 高度先駆的医療の開発及び標準医

療の確立のための臨床を指向した基礎

研究を円滑に実施し、また、基礎研究

の成果を臨床現場へ継続的につなげら

れるよう、研究所と病院が高度の専門

性を有した上で、その連携を強化して

いるか。 

 

【数値目標】 

○ 研究所と病院との共同での研究を中

期目標の期間中に平成 21年度比 50%

以上増加 

 

② 「革新的医薬品・医療機器

創出のための５か年戦略」

（平成 19 年 4 月 26 日内閣

府・文部科学省・厚生労働

省・経済産業省）に基づく、

産官学が密接に連携して臨床

研究・実用化研究を進める

② 産官学等との連携強化 

国内外の産業界、大学等の

研究機関、大規模治験実施医

療機関等との自発的・戦略的な

連携がなされるよう、「医療クラス

ター」の形成等、他機関との共

同研究を推進する体制を整え

② 産官学等との連携強化 

国内外の産業界、大学等の

研究機関、大規模治験実施医

療機関等との自発的・戦略的な

連携がなされるよう、「医療クラス

ター」の形成等、他機関との共

同研究を推進する体制を整える

○ 「医療クラスター」の形成等、他機関と

の共同研究を推進する体制を整えてい

るか。 

 

【数値目標】 

○ 企業との共同研究について、中期目

標の期間中に、平成 21 年度比 30％以
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資料１－２－② 
国立循環器病研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

「医療クラスター」の形成

等、国内外の産業界、研究機

関及び治験実施医療機関等と

の連携 

る。 

特に、企業との共同研究につ

いて、中期目標の期間中に、平

成 21 年度に比べ 30％以上増

加させる。 

 

ため、研究開発基盤センター知

的資産部産学官連携室を設置

し、効果的な運用を図る。 

 

上増加 

③ 研究・開発に係る企画及び

評価体制の整備 

③ 研究・開発の企画及び評価

体制の整備 

センターの使命を果たすため

の研究（研究開発費を含む。）を

企画し、評価していく体制を整

備するとともに、研究を支援して

いく体制も充実させる。 

 

③ 研究・開発の企画及び評価

体制の整備 

センターの使命を果たすため

の研究（研究開発費を含む。）を

企画し、評価していく体制を整

備するとともに、研究を支援して

いく体制も充実させる。 

○ センターの使命を果たすための研究

（研究開発費を含む。）を企画し、評価

していく体制を整備するとともに、研究

を支援していく体制も充実させている

か。 

④ 効果的な知的財産の管理、

活用の推進 

④ 知的財産の管理強化及び活

用推進 

知的財産管理に当たっては、

「研究開発システムの改革の推

進等による研究開発能力の強

化及び研究開発等の効率的推

進等に関する法律（平成 20 年

法律第 63 号）」及び「知的財産

推進計画」を踏まえ、研究成果

の権利化と企業への技術移転

等を推進するための部署を設置

する。 

また、知的財産の管理及び活

④ 効果的な知的財産の管理、

活用の推進 

知的財産管理、活用の推進

に当たっては、研究成果の権利

化と企業への技術移転等を推

進するため研究開発基盤センタ

ーに知的資産部を設置し、知的

財産関連の法律及び運営に関

して専門知識や経験を有する者

から支援を得ることで、知的財産

の専門知識に基づく合理的な

運用を図る。 

ア 知的財産の管理及び活用

○ 研究成果の権利化と企業への技術移

転等を推進するための部署を設置して

いるか。 

 

○ 知的財産の管理及び活用の推進に

関する指針を「知的財産ポリシー」とし

て策定し、センター内の職員に知的財

産の活用への意識を高めつつ、外部の

機関へも公表しているか。 

 

○ 特許権等の知的財産について、法人

における保有の必要性の検討状況に

ついての評価が行われているか。（政・
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

用の推進に関する指針を「知的

財産ポリシー」として策定し、セ

ンター内の職員に知的財産の

活用への意識を高めつつ、外部

の機関へも公表する。 

ア 特許等の評価制度の確立 

効果的な知的財産の管理

については、事業化・ライセン

ス化を考慮した特許等の評価

制度を確立し、職務発明委員

会においては中期目標期間

内に 180 件以上を審査し、特

許出願に適切な研究成果を

選定する。 

イ 知的財産の活用の促進 

知的財産の活用について

は、これらに係る手続き・文書

管理等の有効な運用と企業と

連携した事業化戦略によっ

て，技術移転等の橋渡しを促

す。さらに、海外展開をも視野

に入れた事業化支援システム

の構築を目指し、契約・交渉

等に伴うマネジメント機能の充

実を図る。 

の推進に関する指針を「知的

財産ポリシー」として策定する 

イ 特許等の知的財産を効率的

に管理のため、これらに係る

制度を整備する 

ウ 事業化・ライセンス化を考慮

した特許等の評価制度を確

立するため、これらを評価す

る体制を整備する。 

 

独委評価の視点） 

 

○ 検討の結果、知的財産の整理等を行

うことになった場合は、その法人の取組

状況や進捗状況等についての評価が

行われているか。（政・独委評価の視

点） 

 

○ 特許権等の知的財産について、特許

出願や知的財産活用に関する方針の

策定状況や体制の整備状況について

の評価が行われているか。（政・独委評

価の視点） 

 

○ 実施許諾等に至っていない知的財産

の活用を推進するための取組について

の評価が行われているか。（政・独委評

価の視点） 

 

【数値目標】 

○ 職務発明委員会において中期目標

期間内に 180件以上を審査 
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国立循環器病研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

 

 

 

（２）病院における研究・開発の推進 

 

 

 

（２）病院における研究・開発の推進 

 

 

 

（２）病院における研究・開発の推進 

■評価項目２■ 

研究・開発に関する事項 

（２）病院における研究・開発の推進 

治験等の臨床研究を病院内で

高い倫理性、透明性をもって円滑

に実施するための基盤の整備に

努めること。 

① 臨床研究機能の強化 

センターにおいては、最新の

知見に基づき、治療成績及び患

者 QOL の向上につながる臨床

研究（治験を含む。）を推進す

る。そのため、センターで実施さ

れる臨床試験に対する薬事・規

制要件の専門家を含めた支援

部門の整備を行う等臨床研究を

病院内で円滑に実施するため

の基盤の整備を図り、治験依頼

から契約締結までの期間を平均

50日以内とする。 

① 臨床研究機能の強化 

センターにおいては、最新の

知見に基づき、治療成績及び

患者 QOL の向上につながる

臨床研究（治験を含む。）を推

進する。 

臨床研究については、研究計

画書作成から倫理審査委員会

への申請、臨床試験の登録、

研究の実施から終了までの相

談および実施を支援する機能

を充実させる。 

治験については、企業治験を

依頼から契約までの過程を迅

速に進めるとともに、契約形態

を複数年度契約、実績払いに

移行する。また、治験中核病院

として、国内における循環器に

関する医師主導治験の実施を

支援し、促進に努める。 

 

○ 臨床試験に対する薬事・規制要件の

専門家を含めた支援部門の整備を行う

等臨床研究を病院内で円滑に実施す

るための基盤の整備を図っているか。 

 

【数値目標】 

○ 治験依頼から契約締結までの期間を

平均 50日以内 

② 倫理性・透明性の確保 

倫理性・透明性確保のため、

② 倫理性・透明性の確保 

倫理性・透明性確保のため、

○ 臨床研究等に携わる職員に対する継

続的な倫理教育の機会を確保し、職員
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資料１－２－② 
国立循環器病研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

臨床研究等に携わる職員に対

する継続的な倫理教育の機会

を確保し、センター職員の臨床

研究倫理に関する知識と意識を

高める。 

また、臨床研究に参加する患

者・家族に対する説明書・同意

書の内容について、倫理委員会

等において重点的な審査を行

い、臨床研究の趣旨やリスクに

関する適切な説明と情報開示に

つなげる。 

これらの取り組みと併せ、セン

ターで実施している治験等臨床

研究について適切に情報開示

することにより、臨床研究を病院

内で高い倫理性、透明性をもっ

て円滑に実施するための基盤の

整備に努める。 

臨床研究等に携わる職員に対し

て、今年度中に 2 回の倫理教

育の機会を確保し、センター職

員の臨床研究倫理に関する知

識と意識を高める。 

また、治験、自主臨床研究の

それぞれに関して、その歴史と

意義、関連法制度関連、被験者

の権利、適切な実施体制のあり

方、および研究センターとして実

施している治験等臨床研究につ

いて一般市民にわかりやすく伝

えるための取り組みを行う。 

 

の臨床研究倫理に関する知識と意識を

高めるとともに、センターで実施してい

る治験等臨床研究について適切に情

報開示することにより、臨床研究を病院

内で高い倫理性、透明性をもって円滑

に実施するための基盤の整備に努めて

いるか。 

    

 

 

 

 

（３）担当領域の特性を踏まえた戦 

略的かつ重点的な研究・開発の推進 

 

 

 

 

（３）担当領域の特性を踏まえた戦 

略的かつ重点的な研究・開発の推進 

 

 

 

 

（３）担当領域の特性を踏まえた戦 

略的かつ重点的な研究・開発の推進 

■評価項目３■ 

研究・開発に関する事項 

（３）担当領域の特性を踏まえた戦 

略的かつ重点的な研究・開発の推進 

これら研究基盤の強化により、 これらの研究基盤の強化によ これらの研究基盤の強化によ  
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

詳細を別紙に示した研究・開発を

着実に推進すること。 

り、高度先駆的医療の開発やその

普及に資する研究・開発を着実に

推進する。 

具体的な計画については別紙１

のとおり。 

 

り、高度先駆的医療の開発やその

普及に資する研究・開発を着実に

推進する。 

具体的な計画については別紙１

のとおり。 

担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ

重点的な研究・開発の推進（別紙） 

担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ

重点的な研究・開発の推進（別紙１） 

担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ

重点的な研究・開発の推進（別紙１） 

 

１．重点的な研究・開発戦略の考え

方 

１．重点的な研究・開発戦略の考え

方 

１．重点的な研究・開発戦略の考え

方 

 

循環器病は我が国の三大死因の

うちの二つを占めるに至っており、ま

た、健康で元気に暮らせる期間（健

康寿命）の延伸に大きな障害になっ

ているのが、循環器病である。 

こうした中、センターは、循環器病

の克服を目指した疫学研究等による

日本人のエビデンスの収集や、高度

先駆的な医療の研究・開発を行い、

我が国の医療水準全体を向上させる

役割を期待されている。 

このため、センターは、研究組織の

更なる改善及び企業、大学、学会等

との連携体制をより充実させるととも

に、基礎研究から橋渡し研究さらに

臨床応用までを包括的かつ統合的

に推進していくことで、循環器病の克

循環器病は我が国の三大死因の

うちの二つを占めるに至っており、健

康寿命の延伸を大きく阻害している。 

その克服のための研究・開発とそ

の臨床応用・情報発信は、国民の生

命予後の飛躍的改善に資するもので

あり、優れた創薬・医療技術の国内

外への展開を図るものである。 

このため、研究組織形態の柔軟

化、企業や大学、学会等との連携の

一層の推進を図りつつ、循環器病発

症機序の解明につながる基礎的研

究や疫学研究等による日本人のエビ

デンスの収集の推進から、予防医学

技術の開発、基礎医学の成果を活用

した橋渡し研究、臨床に直結した研

究・開発等、総合的に研究を進めて

循環器病は我が国の三大死因の

うちの二つを占めるに至っており、健

康寿命の延伸を大きく阻害している。 

その克服のための研究・開発とそ

の臨床応用・情報発信は、国民の生

命予後の飛躍的改善に資するもので

あり、優れた創薬・医療技術の国内

外への展開を図るものである。 

このため、研究組織形態の柔軟

化、企業や大学、学会等との連携の

一層の推進を図りつつ、循環器病発

症機序の解明につながる基礎的研

究や疫学研究等による日本人のエビ

デンスの収集の推進から、予防医学

技術の開発、基礎医学の成果を活用

した橋渡し研究、臨床に直結した研

究・開発等、総合的に研究を進めて

○ 研究・開発を推進するため、企

業、大学、学会等との連携を図って

いるか。 

 

○ 当該研究センターの研究者がコレ

スポンディング・オ－サーである論

文の被引用総数がどのように推移し

ているか。 

 

【数値目標】 

○ 循環器疾患の解明と医療推進に大き

く貢献する成果について、年 5件以上 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

服に資する新たな予防・診断・治療

技術の開発を進めていくこと。 

その実施にあたっては、中期計画

において、主な研究成果に係る数値

目標を設定するなど、センターが達

成すべき研究成果の内容とその水準

を明確化及び具体化すること。 

いく。 

具体的には、循環器疾患の解明と

医療推進に大きく貢献する成果につ

いて、年 5件以上とする。 

かかる成果には、1）循環器疾患に

係る重要な物質や遺伝子及びその

異常などの発見、2）医療機器や再生

医療における革新的基盤技術の創

生数や革新的な発明件数、３）医薬

品、医療機器、診断・予防法などの

TR 実施件数・製品化数などが含ま

れる。 

 

いく。 

具体的には、循環器疾患の解明と

医療推進に大きく貢献する成果につ

いて、年 5件以上とする。 

かかる成果には、1）循環器疾患に

係る重要な物質や遺伝子及びその

異常などの発見、2）医療機器や再生

医療における革新的基盤技術の創

生数や革新的な発明件数、３）医薬

品、医療機器、診断・予防法などの

TR 実施件数・製品化数などが含ま

れる。 

２．具体的方針 ２．具体的方針 ２．具体的方針  

（１）疾病に着目した研究 （１）疾病に着目した研究 （１）疾病に着目した研究  

① 循環器病の本態解明 

科学技術のイノベーションを

常に取り入れ、分子・細胞から

個体に至るものまでを研究対象

にすることにより、循環器病の疾

病メカニズムを解明し、予防・診

断・治療への応用の糸口となる

研究を推進する。 

① 循環器病の本態解明 

循環器制御に関与する多彩

な生体内の生理活性ペプチド

やタンパク質等について、新規

物質の同定、生理作用や作用

機序、病態生理機能の解明等

に向け、生化学、分子生物学、

薬理学、ペプチド化学、細胞生

物学、タンパク質工学、発生工

学等の手法を用いた研究を推

進する。 

先天性のみならず、循環器病

① 循環器病の本態解明 

循環器制御に関与する多彩

な生体内の生理活性ペプチド

やタンパク質等について、新規

物質の同定、生理作用や作用

機序、病態生理機能の解明等

に向け、生化学、分子生物学、

薬理学、ペプチド化学、細胞生

物学、タンパク質工学、発生工

学等の手法を用いた研究を推

進する。 

先天性のみならず、循環器病

○ 循環器制御に関与する多彩な生体内

の生理活性ペプチドやタンパク質等に

ついて、新規物質の同定、生理作用や

作用機序、病態生理機能の解明等に

向け、生化学、分子生物学、薬理学、

ペプチド化学、細胞生物学、タンパク質

工学、発生工学等の手法を用いた研究

を推進しているか。 

 

○ 循環器を構成する組織・細胞等の病

態解析を遺伝子・ゲノムの側面からも行

い、新しい診断法、治療法につながる
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資料１－２－② 
国立循環器病研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

の発症には、患者個人の遺伝

子変異・遺伝子多型が広く関与

することから、循環器を構成する

組織・細胞等の病態解析を遺伝

子・ゲノムの側面からも行い、新

しい診断法、治療法につながる

病因遺伝子、疾患感受性遺伝

子の探索のための研究を推進

する。 

の発症には、患者個人の遺伝

子変異・遺伝子多型が広く関与

することから、循環器を構成する

組織・細胞等の病態解析を遺伝

子・ゲノムの側面からも行い、新

しい診断法、治療法につながる

病因遺伝子、疾患感受性遺伝

子の探索のための研究を推進

する。 

 

病因遺伝子、疾患感受性遺伝子の探

索のための研究を推進しているか。 

② 循環器病の実態把握 

我が国の循環器病の罹患、

転帰その他の状況等の実態及

びその推移の把握、疫学研究

による循環器病のリスク・予防要

因の究明等、循環器病の実態

把握に資する研究を推進する。 

② 循環器病の実態把握 

ア 実態把握のための社会的基

盤の整備 

循環器病の登録を進める

ために必要な社会的基盤の

整備に必要な要件を解明す

る。 

そのために疫学研究を通じ

て、循環器疾患の登録を行

い、循環器疾患の罹患、転帰

などの実態とその推移を把握

するために必要な実施体制と

連携体制について検討を行

う。また循環器医療の地域間

格差の把握と分析に関する研

究等の解析を行う。 

イ 循環器病の原因究明に基づ

② 循環器病の実態把握 

ア 実態把握のための社会的基

盤の整備 

多施設共同研究による症

例登録により、DPC データと

専門医による臨床診断データ

を突合し、循環器病の罹患を

DPC データ等から推計する

方法の検討を開始する。 

当センターの院内症例登

録システムを構築し、多施設

共同研究の成果と合わせて

循環器疾患の転帰を規定す

る要因の解析を開始する。 

 

 

イ 循環器病の原因究明に基づ

 

○ 実態把握のための社会的基盤の整備

に取り組んでいるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 循環器病の原因究明に基づく予防法
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資料１－２－② 
国立循環器病研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

く予防法の研究開発 

大規模コホート研究等の疫

学研究を実施することにより、

循環器病の発生に関わる生

活習慣等外的要因、加齢・遺

伝素因等内的要因、及びそ

れらの相互作用を解明するな

どに取り組み、循環器病のリ

スク・予防要因究明のための

基礎的研究を推進する。 

基礎的研究及び疫学研究

などの知見に基づき有効な循

環器病予防法の開発を行う。 

く予防法の研究開発 

地域密着型の大規模コホ

ート研究を長期的に継続でき

る体制を整備する。 

コホート研究の成果に基づ

き循環器病の危険因子の重

み付け、優先順位の選定を行

い、予防手法の方向性を提示

する。 

基礎研究と疫学研究による

循環器病の新たな危険因子

の探索的検討を開始する。 

 

 

の研究開発に取り組んでいるか。 

  ③ 妊産婦死亡の調査と評価 

わが国の妊産婦死亡の原

因を調査・分析し、周産期医

療システムの再評価、改善及

び国民からの信頼獲得を目

的とした「わが国の妊産婦死

亡の調査と評価に関するモデ

ル事業」を日本産婦人科医会

の協力のもと開始する。 

 

 

③ 高度先駆的及び標準的予

防、診断、治療法の開発の推

進 

③ 高度先駆的及び標準的予

防、診断、治療法の開発の推

進 

④ 高度先駆的及び標準的な予

防、診断、治療法の開発の推

進 

○ 循環器病に起因する高度な機能障害

を伴った臓器・組織の機能回復を目指

した最新の知見に基づく再生医療技術
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資料１－２－② 
国立循環器病研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

循環器病に対する高度先駆

的な予防、診断、治療法の開発

に資する研究を推進する。 

また、既存の予防、診断、治

療法に対する有効性の比較等、

標準的予防、診断、治療法の確

立に資する研究を推進する。 

また、高度先駆的な予防・診

断・治療法の開発の基盤とな

る、バイオリソースや臨床情報の

収集及びその解析を推進する。 

病院と研究所の連携、医工連

携、及び企業・大学を含めた産

学官連携体制のもとで、トランス

レーショナルリサーチ、臨床応

用、製品化による普及を最終的

な目標として、循環器病に起因

する高度な機能障害を伴った臓

器・組織の機能回復を目指した

最新の知見に基づく再生医療

技術に関する研究開発、最先端

の医療機器を活用した診断及

び治療法に関する研究開発を

行う。 

循環器病において、その予後

を最も左右する因子である高血

圧・糖尿病・脂質異常症等が引

き起こす心血管微小病変等の

予防、さらに動脈硬化に起因す

る心疾患・脳血管疾患・腎疾患

等の予防に資する研究、並びに

これらの循環器有病者の最適な

日常生活管理の提案・ＱＯＬ向

上に資する研究を推進する。 

また、既存の予防手法につい

て、有効性と安全性を検証する

ための研究を推進する。 

高度先駆的な診断・治療法の

開発の基盤となる、循環器病の

病院と研究所の連携、医工連

携、及び企業・大学を含めた産

学官連携体制のもとで、トランス

レーショナルリサーチ、臨床応

用、製品化による普及を最終的

な目標として、循環器病に起因

する高度な機能障害を伴った臓

器・組織の機能回復を目指した

最新の知見に基づく再生医療

技術に関する研究開発、最先端

の医療機器を活用した診断及

び治療法に関する研究開発を

行う。 

循環器病において、その予後

を最も左右する因子である高血

圧・糖尿病・脂質異常症等が引

き起こす心血管微小病変等の

予防、さらに動脈硬化に起因す

る心疾患・脳血管疾患・腎疾患

等の予防に資する研究、並びに

これらの循環器有病者の最適な

日常生活管理の提案・ＱＯＬ向

上に資する研究を推進する。 

また、既存の予防手法につい

て、有効性と安全性を検証する

ための研究を推進する。 

高度先駆的な診断・治療法の

開発の基盤となる、循環器病の

に関する研究開発、最先端の医療機器

を活用した診断及び治療法に関する研

究開発を行っているか。 

 

○ 高血圧・糖尿病・脂質異常症等が引き

起こす心血管微小病変等の予防、さら

に動脈硬化に起因する心疾患・脳血管

疾患・腎疾患等の予防に資する研究、

並びにこれらの循環器有病者の最適な

日常生活管理の提案・ＱＯＬ向上に資

する研究を推進しているか。 

 

○ 既存の予防手法について、有効性と

安全性を検証するための研究を推進し

ているか。 

 

○ 循環器病の発症メカニズム及び循環

器病の特性を解明するため、バイオリソ

ースや臨床情報の収集とその解析を推

進しているか。 

 



国立循環器病研究センター 評価の視点（案） 

循環器病－15 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

発症メカニズム及び循環器病の

特性を解明するため、バイオリソ

ースや臨床情報の収集とその解

析を推進する。 

発症メカニズム及び循環器病の

特性を解明するため、バイオリソ

ースや臨床情報の収集とその解

析を推進する。 

今年度は、胎児を含めてこれ

まで蓄積してきた 400 例以上の

先天性心疾患（心奇形）の剖検

例のデータベース化に着手す

る。 

 

④ 医薬品及び医療機器の開発

の推進 

「新成長戦略（基本方針）」

（平成 21 年 12 月 30 日閣議決

定）においては、ライフ・イノベー

ションによる健康大国戦略とし

て、革新的な医薬品、医療・介

護技術の研究開発・実用化の促

進が求められている。 

この趣旨を踏まえ、循環器病

に関する研究成果等を安全か

つ速やかに臨床現場へ応用す

るために、医薬品及び医療機器

の治験（適応拡大を含む。）、特

に高度に専門的な知識や経験

が要求される等実施に困難を伴

う治験・臨床研究の実現を目指

④ 医薬品及び医療機器の開発

の推進 

循環器病に関する画期的な

医薬品、先進的医療機器に関

する研究開発を推進する。 

具体的には、循環器病の診

断、治療、創薬の標的となるタン

パク質、ペプチド等、及び医薬

品候補となるペプチド、化合物

等を探索・同定するとともに、そ

の意義や有効性を検証する。 

また、循環器病の機能代替医

療、再生医療、イメージング等を

可能とするための基盤研究及び

基盤技術の開発を行うとともに、

実際の診断・治療の技術及び機

器の開発に取り組む。 

⑤ 医薬品及び医療機器の開発

の推進 

循環器病に関する画期的な

医薬品、先進的医療機器に関

する研究開発を推進する。 

具体的には、循環器病の診

断、治療、創薬の標的となるタン

パク質、ペプチド等、及び医薬

品候補となるペプチド、化合物

等を探索・同定するとともに、そ

の意義や有効性を検証する。 

また、循環器病の機能代替医

療、再生医療、イメージング等を

可能とするための基盤研究及び

基盤技術の開発を行うとともに、

実際の診断・治療の技術及び機

器の開発に取り組む。 

○ 循環器病に関する画期的な医薬品、

先進的医療機器に関する研究開発を

推進しているか。 

 

○ 循環器病の機能代替医療、再生医

療、イメージング等を可能とするための

基盤研究及び基盤技術の開発を行うと

ともに、実際の診断・治療の技術及び

機器の開発に取り組んでいるか。 

 

○ 医薬品及び医療機器の治験（適応拡

大を含む。）の実現を目指した研究を推

進しているか。 

 

○ 国内未承認の医薬品、医療機器につ

いて、治験等自主臨床研究を推進する

とともに、臨床試験の安全性有効性の
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

した研究を推進する。 

また、海外では有効性と安全

性が検証されているが、国内で

は未承認の医薬品、医療機器

について、治験等臨床研究を推

進する。 

これらにより平成 21 年度に比

し、中期目標の期間中に、臨床

研究実施件数（倫理委員会にて

承認された研究をいう。）及び治

験（製造販売後臨床試験も含

む。）の実施件数の合計数の

5％以上の増加を図ること。 

これらの研究成果等を安全か

つ速やかに臨床現場へ応用す

るために、医薬品及び医療機器

の治験（適応拡大を含む。）の実

現を目指した研究を推進し、特

に、開発リスクが高い分野につ

いては、より積極的に実施する。

また、臨床試験の安全性有効性

の評価、臨床試験の方法などの

開発に関する研究も実施する。 

また、海外では有効性と安全

性が検証されているが、国内未

承認の医薬品、医療機器につ

いて、治験等自主臨床研究を推

進する。 

これらにより、平成 21 年度に

比し、中期目標の期間中に、臨

床研究実施件数（倫理委員会

にて承認された研究をいう。）及

び治験（製造販売後臨床試験も

含む。）の実施件数の合計数の

5％以上の増加を目指す。 

 

これらの研究成果等を安全か

つ速やかに臨床現場へ応用す

るために、医薬品及び医療機器

の治験（適応拡大を含む。）の実

現を目指した研究を推進し、特

に、開発リスクが高い分野につ

いては、より積極的に実施する。

また、臨床試験の安全性有効性

の評価、臨床試験の方法などの

開発に関する研究も実施する。 

また、海外では有効性と安全

性が検証されているが、国内未

承認の医薬品、医療機器につ

いて、治験等自主臨床研究を推

進する。 

 

評価、臨床試験の方法などの開発に関

する研究を実施しているか。 

 

【数値目標】 

○ 平成 21年度に比し、中期目標の期

間中に、臨床研究実施件数（倫理委員

会にて承認された研究をいう。）及び治

験（製造販売後臨床試験も含む。）の実

施件数の合計数の 5％以上の増加 

（２）均てん化に着目した研究 （２）均てん化に着目した研究 （２）均てん化に着目した研究  

① 医療の均てん化手法の開発

の推進 

関係学会等との連携を図り、

① 医療の均てん化手法の開発

の推進 

ア インディケーターの開発 

① 医療の均てん化手法の開発

の推進 

ア インディケーターの開発 

 

 

○ インディケーターの開発に取り組んで
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資料１－２－② 
国立循環器病研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

臨床評価指標の開発並びに診

断・治療ガイドライン等の作成及

び普及に寄与する研究を推進

する。 

循環器病に対する医療を担う

高度かつ専門的な技術を持つ

人材育成を図るため、系統だっ

た教育・研修方法の開発を推進

する。 

医療機関において広く使

用される診断・治療ガイドライ

ン等の作成に寄与するため、

救急医療、急性期治療から回

復期リハビリテーションに至る

まで、地域医療の質を全体と

して、かつ客観的に評価する

体制を整備する。 

イ 人材育成に関する研究の推

進 

高度かつ専門的な技術を

持つ人材育成を図るため、循

環器医療の均てん化に資す

る系統だった教育・研修シス

テムの開発、人材育成ツール

の開発を推進する。 

医療機関において広く使

用される診断・治療ガイドライ

ン等の作成に寄与するため、

救急医療、急性期治療から回

復期リハビリテーションに至る

まで、地域医療の質を全体と

して、かつ客観的に評価する

体制を整備する。 

イ 人材育成に関する研究の推

進 

高度かつ専門的な技術を

持つ人材育成を図るため、循

環器医療の均てん化に資す

る系統だった教育・研修シス

テムの開発、人材育成ツール

の開発を推進する。 

 

いるか。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 人材育成に関する研究の推進に取り

組んでいるか。 

② 情報発信手法の開発 

循環器病に対する正しい理

解を促進し、患者・家族に対す

る支援の質を向上させるため、

医療従事者及び患者・国民へ

の啓発手法の研究を推進する。 

② 情報発信手法の開発 

ア 国民、患者向け情報の提供 

循環器病に関する理解を

深め、日常の健康管理を啓発

するために、複雑な循環器疾

患の成因、病態、進行などに

関して分かりやすく説明する

手法を開発し、教科書的な知

識、センターでの研究成果に

基づく知見を WEB 等で提供

② 情報発信手法の開発 

ア 国民、患者向け情報の提供 

循環器病に関する理解を

深め、日常の健康管理を啓発

するために、複雑な循環器疾

患の成因、病態、進行などに

関して分かりやすく説明する

手法を開発し、教科書的な知

識、センターでの研究成果に

基づく知見を WEB 等で提供

 

○ 国民、患者向け情報の啓発手法を開

発し、研究成果に基づく知見を WEB

等で提供しているか。 
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資料１－２－② 
国立循環器病研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

する。 

イ 医療従事者向け情報の提供 

ａ．主要な循環器疾患につい

て 

学会等との連携、センタ

ーの研究成果に基づき、主

要な循環器疾患の標準的

な診療技術に関する情報

を集積、提供する。 

ｂ．希尐な循環器疾患につい

て 

センターの症例経験に

基づき、希尐な循環器疾患

の病態や診療技術につい

て解説する。 

ウ．科学的根拠に基づく政策提

言の実施に資する研究の推

進 

科学的根拠に基づく政策

提言の在り方、手法について

検討するための体制を整備

する。 

する。 

イ 医療従事者向け情報の提供 

ａ．主要な循環器疾患につい

て 

学会等との連携、センタ

ーの研究成果に基づき、主

要な循環器疾患の標準的

な診療技術に関する情報

を集積、提供する。 

ｂ．希尐な循環器疾患につい

て 

センターの症例経験に

基づき、希尐な循環器疾患

の病態や診療技術につい

て解説する。 

ウ．科学的根拠に基づく政策提

言の実施に資する研究の推

進 

科学的根拠に基づく政策

提言の在り方、手法について

検討するための体制を整備

する。 

 

○ 医療従事者向け情報の提供に取り組

んでいるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 科学的根拠に基づく政策提言の実施

に資する研究の推進に取り組んでいる

か。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■評価項目４■ 

医療の提供に関する事項 

（１）高度先駆的な医療、標準化に

資する医療の提供 
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資料１－２－② 
国立循環器病研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

２．医療の提供に関する事項 ２．医療の提供に関する事項 ２．医療の提供に関する事項 

我が国における循環器病に対する

中核的な医療機関として、国内外の

知見を集約し、高度先駆的医療の提

供を行うこと。 

また、循環器病に対する医療の標

準化を推進するため、最新の科学的

根拠に基づいた医療の提供を行うこ

と。 

患者・家族に必要な説明を行い、情

報の共有化に努めることにより、患者

との信頼関係を構築し、また、患者・

家族が治療の選択、決定を医療者と

ともに主体的に行うことができるよう支

援することに加え、チーム医療の推

進、入院時から地域ケアを見通した

医療の提供、医療安全管理体制の

充実、客観的指標等を用いた医療の

質の評価等により、患者の視点に立

った良質かつ安心な医療の提供を行

うこと。 

 臓器移植ネットワークにおける移

植実施施設として臓器移植法に基づ

く移植医療を適切に行うこと。 

 

医療の提供に当たっては、循環

器病の緊急性・専門性を踏まえ、

高度医療提供体制のさらなる整備

はもとより、移植医学、人工臓器医

学、遺伝子治療、本人の細胞から

組織・臓器を作る再生医学等につ

いて、新しい治療法の創出及び積

極的な臨床応用を推進すること

で、我が国の循環器医療をリード

していく機能を果たすこととする。 

医療の提供に当たっては、循環器

病の緊急性・専門性を踏まえ、高度

医療提供体制のさらなる整備はもとよ

り、移植医学、人工臓器医学、遺伝

子治療、本人の細胞から組織・臓器

を作る再生医学等について、新しい

治療法の創出及び積極的な臨床応

用を推進することで、我が国の循環

器医療をリードしていく機能を果たす

こととする。 

 

（１）高度先駆的な医療、標準化に

資する医療の提供 

① 高度先駆的な医療の提供 

研究部門と連携し、その研究

成果を活用し、かつ、国内外の

研究施設及び医療機関等の知

見を集約して、高度先駆的な医

療の提供を行うことにより、先進

医療に取り組む。 

（１）高度先駆的な医療、標準化に

資する医療の提供 

① 高度先駆的な医療の提供 

研究部門と連携し、その研究

成果を活用し、かつ、国内外の

研究施設及び医療機関等の知

見を集約して、高度先駆的な医

療の提供を行うことにより、先進

医療に取り組む。 

 

 

○ 研究部門と連携し、その研究成果を 

活用し、かつ、国内外の知見を集約し

て、高度先駆的な医療の提供を行うこと

により、先進医療に取り組む高度先駆

的な医療の提供を行うことにより、先進

医療に取り組んでいるか。 

 ② 医療の標準化を推進するた

めの、最新の科学的根拠に基

② 医療の標準化を推進するた

めの、最新の科学的根拠に基

○ 最新の知見に基づく標準的医療を安

定した状態で提供する体制を整え、循
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資料１－２－② 
国立循環器病研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

づいた医療の提供 

最新の知見に基づく標準的

医療を安定した状態で提供する

体制を整え、循環器病の医療の

標準化のための実践に取り組

む。 

づいた医療の提供 

最新の知見に基づく標準的

医療を安定した状態で提供する

体制を整え、循環器病の医療の

標準化のための実践に取り組

む。 

 

環器病の医療の標準化のための実践

に取り組んでいるか。 

  

 

 

 

（２）患者の視点に立った良質かつ

安心できる医療の提供 

 

 

 

 

（２）患者の視点に立った良質かつ

安心できる医療の提供 

■評価項目５■ 

医療の提供に関する事項 

（２）患者の視点に立った良質かつ

安心な医療の提供 

 

 ① 患者の自己決定への支援 

患者との信頼関係を構築し、

患者・家族が治療の選択、決定

を医療者とともに主体的に行う

ために必要な説明や情報開示

等を適宜行い、患者・家族との

情報の共有化に努める。 

 

① 患者の自己決定への支援 

患者との信頼関係を構築し、

患者・家族が治療の選択、決定

を医療者とともに主体的に行う

ために必要な説明や情報開示

等を適宜行い、患者・家族との

情報の共有化に努める。 

 

○ 患者・家族が治療の選択、決定を医

療者とともに主体的に行うために必要な

説明や情報開示等を適宜行い、患者・

家族との情報の共有化に努めている

か。 

 ② 患者等参加型医療の推進 

患者満足度調査の実施等、

患者等参加型医療についての

調査を行うとともに、病態や治療

に係る様々な問題に関して患者

の医療に対する理解を深めるた

② 患者等参加型医療の推進 

患者満足度調査の実施等、

患者等参加型医療についての

調査を行うとともに、病態や治療

に係る様々な問題に関して患者

の医療に対する理解を深めるた

○ 患者満足度調査の実施等、患者等参

加型医療についての調査を行うととも

に、病態や治療に係る様々な問題に関

して患者の医療に対する理解を深める

ための支援活動を推進しているか。 
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国立循環器病研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

めの支援活動を推進する。 めの支援活動を推進する。 

 

 ③ チーム医療の推進 

医師及びその他医療従事者

等、それぞれの特性を生かし

た、多職種連携かつ診療科横

断によるチーム医療を推進し、

特定の職種への過度な負担を

軽減するとともに、質の高い医

療の提供を行う。 

具体的には、診療科横断的

分野において、多職種から構成

される院内診療チームによる回

診を年に 380回以上実施する。 

 

③ チーム医療の推進 

医師及びその他医療従事者

等、それぞれの特性を生かし

た、多職種連携かつ診療科横

断によるチーム医療を推進し、

特定の職種への過度な負担を

軽減するとともに、質の高い医

療の提供を行う。 

具体的には、診療科横断的

分野において、多職種から構成

される院内診療チームによる回

診を年に 380回以上実施する。 

○ 多職種連携かつ診療科横断によるチ

ーム医療を推進するとともに、質の高い

医療の提供を行っているか。 

 

【数値目標】 

○ 診療科横断的分野において、多職種

から構成される院内診療チームによる

回診を年 380回以上実施 

 ④ 入院時から地域ケアを見通

した医療の提供 

患者に対して、急性期から回

復期、維持期、再発防止まで、

切れ目なく適切な医療を提供で

きるよう、連携登録医療機関数

を 5 年後には、平成 21 年度比

20％増を図るなど、入院から地

域ケアまで一貫した支援を実施

する。 

 

 

④ 入院時から地域ケアを見通

した医療の提供 

患者に対して、急性期から回

復期、維持期、再発防止まで、

切れ目なく適切な医療を提供で

きるよう、入院から地域ケアまで

一貫した支援を実施する。 

○ 患者に対して、切れ目なく適切な医療

を提供できるよう、入院から地域ケアま

で一環した支援を実施しているか。 

 

【数値目標】 

○ 連携登録医療機関数を中期目標期

間終了後には、平成 21年度比 20％増 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

 ⑤ 医療安全管理体制の充実 

医療安全管理の体制を整備

し、全職員を対象とした医療安

全や感染対策のための研修会

を年 4 回以上開催するなど、医

療事故防止、感染管理及び医

療機器等の安全管理に努める。 

 

⑤ 医療安全管理体制の充実 

医療安全管理の体制を整備

し、全職員を対象とした医療安

全や感染対策のための研修会

を年 4 回以上開催するなど、医

療事故防止、感染管理及び医

療機器等の安全管理に努める。 

 

○ 医療安全管理の体制を整備し、医療

事故防止、感染管理及び医療機器等

の安全管理に努めているか。 

 

【数値目標】 

○ 全職員を対象とした医療安全や感染

対策のための研修会を年 4 回以上開

催 

 

 ⑥ 客観的指標等を用いた医療

の質の評価 

良質かつ適切な医療を効率

的に患者に提供するため、救急

医療、急性期治療から回復期リ

ハビリテーションに至るまで、地

域医療の質を全体として、かつ

客観的に評価する体制を整備

する。 

⑥ 客観的指標等を用いた医療

の質の評価 

良質かつ適切な医療を効率

的に患者に提供するため、救急

医療、急性期治療から回復期リ

ハビリテーションに至るまで、地

域医療の質を全体として、かつ

客観的に評価する体制を整備

する。 

○ 良質かつ適切な医療を効率的に患者

に提供するため、救急医療、急性期治

療から回復期リハビリテーションに至る

まで、地域医療の質を全体として、かつ

客観的に評価する体制を整備している

か。 

    

  

 

 

 

 

（３）その他医療政策の一環とし

て、センターで実施すべき医療

の提供 

 

 

 

 

 

（３）その他医療政策の一環とし

て、センターで実施すべき医療

の提供 

■評価項目６■ 

医療の提供に関する事項 

（３）その他医療政策の一環とし

て、センターで実施すべき医療

の提供 
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 臓器移植法に基づき、成人例の

みならず小児例における心臓移植

を臓器移植ネットワークにおける基

幹心臓移植施設として実施する。

体外設置型及び植込み型の補助

人工心臓を症例に応じて適用し、

在宅療法を含め QOL の高い補助

人工心臓治療を実施する。 

また、適応症例に対するホモグ

ラフトを用いた組織移植を円滑に

実施する。 

臓器移植法に基づき、成人例の

みならず小児例における心臓移植

を臓器移植ネットワークにおける基

幹心臓移植施設として実施するた

めの体制整備を行う。体外設置型

補助人工心臓の管理について、他

施設のスタッフに対する教育・研修

の機会を設ける。 

また、適応症例に対するホモグ

ラフトを用いた組織移植を円滑に

実施する。 

○ 臓器移植法に基づき、成人例のみな

らず小児例における心臓移植を臓器移

植ネットワークにおける基幹心臓移植

施設として実施しているか。 

 

○ 体外設置型及び植込み型の補助人

工心臓を症例に応じて適用し、QOL の

高い補助人工心臓治療を実施している

か。 

 

○ 適応症例に対するホモグラフトを用い

た組織移植を円滑に実施しているか。 

    

 

 

３．人材育成に関する事項 

 

 

３．人材育成に関する事項 

 

 

３．人材育成に関する事項 

■評価項目７■ 

人材育成に関する事項 

 （１）リーダーとして活躍できる人

材の育成 

（１）リーダーとして活躍できる人

材の育成 

 

人材育成は、センターが医療政策

を牽引する上で特に重要なものであ

ることから、センターが国内外の有為

な人材の育成拠点となるよう、循環器

病に対する医療及び研究を推進する

にあたりリーダーとして活躍できる人

材の育成を行うとともに、モデル的な

研修及び講習の実施及び普及に努

めること。 

循環器病領域の研究・医療にお

けるリーダーとして活躍できる人材

を育成するため、教育・臨床プログ

ラム数について、中期目標の期間

中に平成 21 年度比 1.5 倍とする

など、医師、看護師、薬剤師、検査

技師、リハビリテーション技師、研

究者等の育成を積極的に行う。 

 

循環器病領域の研究・医療にお

けるリーダーとして活躍できる人材

を育成するため、医師、看護師、

薬剤師、検査技師、リハビリテーシ

ョン技師、研究者等の育成を積極

的に行う。 

 

○ 循環器病領域の研究・医療におけるリ

ーダーとして活躍できる人材を育成す

るため、医師、看護師、薬剤師、検査技

師、リハビリテーション技師、研究者等

の育成を積極的に行っているか。 

 

【数値目標】 

○ 教育・臨床プログラム数について、中

期目標の期間中に平成 21 年度比 1.5
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倍 

 

 （２）モデル的研修・講習の実施 （２）モデル的研修・講習の実施  

 循環器医療の均てん化推進を

目的として、センター外の医療従

事者等に対する職種ごとの各種研

修を年 4回以上企画・実施する。 

循環器医療の均てん化推進を

目的として、センター外の医療従

事者等に対する職種ごとの各種研

修を年 4回以上企画・実施する。 

○ センター外の医療従事者等に対する

職種ごとの各種研修を企画・実施して

いるか。 

 

【数値目標】 

○ センター外の医療従事者等に対する

職種ごとの各種研修を年 4回以上企

画・実施 

    

 

 

 

４．医療の均てん化並びに情報の収

集及び発信に関する事項 

 

 

 

４．医療の均てん化と情報の収集・

発信に関する事項 

 

 

 

４．医療の均てん化と情報の収集・

発信に関する事項 

■評価項目８■ 

医療の均てん化と情報の収集・発信に 

関する事項 

 （１）ネットワーク構築の推進 （１）ネットワークの構築の推進  

センター及び都道府県における中

核的な医療機関間のネットワークを

構築し、高度先駆的医療の普及及び

医療の標準化に努めること。 

情報発信にあたっては、医療従事

者や患者・家族が循環器病に関して

信頼のおける情報を分かりやすく入

手できるよう、国内外の循環器病に

関する知見を収集、整理及び評価

循環器病について、センターと

都道府県における中核的な医療

機関等とのネットワークを構築し、

相互の交流を通じて、高度先駆的

医療及び標準的医療等の普及を

図る。 

 

（２）情報の収集・発信 

医療従事者や患者・家族が循

循環器病について、センターと

都道府県における中核的な医療

機関等とのネットワークを構築し、

相互の交流を通じて、高度先駆的

医療及び標準的医療等の普及を

図る。 

 

（２）情報の収集・発信 

医療従事者や患者・家族が循

○ センターと都道府県における中核的

な医療機関等とのネットワークを構築

し、高度先駆的医療及び標準的医療

等の普及を図っているか。 

 

 

 

 

○ 広く国内外の知見を収集、整理及び
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し、科学的根拠に基づく診断及び治

療法等について、国民向け及び医療

機関向けの情報提供を行うこと。 

環器病に関して信頼のおける情報

を分かりやすく入手できるよう、広く

国内外の知見を収集、整理及び

評価し、ホームページ等を通じて、

国民向け・医療機関向けに、科学

的根拠に基づく最新の診断・治療

情報等の提供を行うとともに、医療

に関する技術援助、技術指導の要

請に対応する。 

環器病に関して信頼のおける情報

を分かりやすく入手できるよう、広く

国内外の知見を収集、整理及び

評価し、ホームページ等を通じて、

国民向け・医療機関向けに、科学

的根拠に基づく最新の診断・治療

情報等の提供を行うとともに、医療

に関する技術援助、技術指導の要

請に対応する。 

評価し、ホームページ等を通じて、国民

向け・医療機関向けに、科学的根拠に

基づく最新の診断・治療情報等の提供

を行うとともに、医療に関する技術援

助、技術指導の要請に対応している

か。 

 

    

 

 

 

 

５．国への政策提言に関する事項 

 

 

 

 

５．国への政策提言に関する事項 

 

 

 

 

５．国への政策提言に関する事項 

■評価項目９■ 

国への政策提言に関する事項 

その他我が国の医療政策の推進等に関 

する事項 

医療政策をより強固な科学的根拠

に基づき、かつ、医療現場の実態に

即したものにするため、科学的見地

から専門的提言を行うこと。 

循環器病に関する研究・開発を推

進する中で明らかとなった課題の解

決策等について、科学的見地から専

門的提言を行う。 

循環器病に関する研究・開発を推

進する中で明らかとなった課題の解

決策等について、科学的見地から専

門的提言を行う。 

 

○ 循環器病に関する研究・開発を推進

する中で明らかとなった課題の解決策

等について、科学的見地から専門的提

言を行っているか。 

６．その他我が国の医療政策の推進

等に関する事項 

６．その他我が国の医療政策の推進

等に関する事項 

６．その他我が国の医療政策の推進

等に関する事項 

 

（１）公衆衛生上の重大な危害への

対応 

（１）公衆衛生上の重大な危害への

対応 

（１）公衆衛生上の重大な危害への

対応 

 

公衆衛生上重大な危害が発生

し又は発生しようとしている場合に

は、国の要請に応じ、迅速かつ適

国の要請に応じて、国内外の公

衆衛生上重大な危害が発生し又

は発生しようとしている場合には、

国の要請に応じて、国内外の公衆

衛生上重大な危害が発生し又は発

生しようとしている場合には、循環器

○ 国の要請に応じて、国内外の公衆衛

生上重大な危害が発生し又は発生しよ

うとしている場合には、循環器病に関す
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切な対応を行うこと。 循環器病に関する範囲内にて、可

能な限り適切な対応を行う。 

 

病に関する範囲内にて、可能な限り

適切な対応を行う。 

る範囲内にて、可能な限り適切な対応

を行っているか。 

（２）国際貢献 （２）国際貢献 （２）国際貢献  

我が国における循環器病に対

する中核的機関として、その特性

に応じた国際貢献を行うこと。 

国際学会への招聘や、海外から

の研修の受け入れ等、循環器疾

患の分野で大きく国際貢献する人

数を中期目標の期間中で 200 人

以上とするなど、我が国の中核的

機関として求められる国際貢献を

行う。 

国際学会への招聘や、海外からの

研修の受け入れ等、循環器疾患の

分野で大きく国際貢献する人数を年

40 人以上とするなど、我が国の中核

的機関として求められる国際貢献を

行う。 

○ 我が国における循環器に対する中核

的機関として求められる国際貢献を行

っているか。 

 

【数値目標】 

○ 循環器疾患の分野で大きく国際貢献

する人数を中期目標の期間中で 200

人以上 

    

 

 

 

第３ 業務運営の効率化に関する事項 

 

 

 

第２ 業務運営の効率化に関する目標

を達成するために取るべき措置 

 

 

 

第２ 業務運営の効率化に関する目標

を達成するために取るべき措置 

■評価項目１０■ 

効率的な業務運営に関する事項 

（１）効率的な業務運営体制 

１．効率的な業務運営に関する事項 １．効率的な業務運営に関する事項 １．効率的な業務運営に関する事項  

 （１）効率的な業務運営体制 (１)効率的な業務運営体制  

業務の質の向上及びガバナンスの

強化を目指し、かつ、効率的な業務

運営体制とするため、定期的に事務

及び事業の評価を行い、役割分担の

明確化及び職員の適正配置等を通

じ、弾力的な組織の再編及び構築を

センターとしての使命を果たすこ

とができるよう組織内の企画立案、

調整、分析機能を高めるとともに、

人的・物的資源を有効に活用し、

ガバナンスの強化を目指した体制

を構築する。 

 ○ センターとしての使命を果たすことが

できるよう組織内の企画立案、調整、分

析機能を高めるとともに、人的・物的資

源を有効に活用し、ガバナンスの強化

を目指した体制を構築しているか。 
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行うこと。 

総人件費については、センターの

果たすべき役割の重要性を踏まえつ

つ、簡素で効率的な政府を実現する

ための行政改革の推進に関する法

律（平成 18 年法律第 47 号）や「経

済財政運営と構造改革に関する基

本方針 2006」（平成 18 年 7 月 7 日

閣議決定）に基づいて人件費改革に

取り組むとともに、給与水準に関して

国民の理解が十分得られるよう必要

な説明や評価を受けるものとするこ

と。 

その際、併せて、医療法（昭和 23

年法律第 205 号）及び診療報酬上

の人員基準に沿った対応を行うこと

はもとより、国の制度の創設や改正に

伴う人材確保も含め高度先駆的医療

の推進のための対応や医療安全を

確保するための適切な取組を行うこ

と。 

また、独立行政法人に関する制度

の見直しの状況を踏まえ適切な取組

を行うこと。 

さらにセンターの使命に応じて、

より効率的に成果を生み出せるよ

う、各部門の再編を行う。 

総人件費については、センター

の果たすべき役割の重要性を踏ま

えつつ、簡素で効率的な政府を実

現するための行政改革の推進に

関する法律（平成 18 年法律第 47

号）に基づき平成 22 年度におい

て１％以上を基本とする削減に取

り組み、「経済財政運営と構造改

革に関する基本方針 2006」（平成

18 年 7 月 7 日閣議決定）に基づ

き、人件費改革の取組を平成 23

年度まで継続するとともに、給与水

準に関して国民の理解が十分得ら

れるよう必要な説明や評価を受け

るものとする。 

その際、併せて、医療法（昭和

23 年法律第 205 号）及び診療報

酬上の人員基準に沿った対応を

行うことはもとより、国の制度の創

設や改正に伴う人材確保も含め高

度先駆的医療の推進のための対

応や医療安全を確保するための

適切な取組を行う。 

また、独立行政法人に関する制

度の見直しの状況を踏まえ適切な

○ センターの使命に応じて、より効率的

に成果を生み出せるよう、各部門の再

編を行っているか。 

 

○ 総人件費改革取組開始からの経過年

数に応じ取組が順調であるかどうかに

ついて、法人の取組の適切性について

検証が行われているか。また、今後、削

減目標の達成に向け法人の取組を促

すものとなっているか。（政・独委評価の

視点） 

 

○ 総人件費改革は進んでいるか。（厚労

省評価委評価の視点） 

 

○ 国の制度の創設や改正に伴う人材確

保も含め高度先駆的医療の推進のた

めの対応や医療安全を確保するための

適切な取組を行っているか。 

 

○ 独立行政法人に関する制度の見直し

の状況を踏まえ適切な取組を行ってい

るか。 

 

○ 国家公務員の再就職者のポストの見

直しを図っているか。（厚労省評価委評

価の視点） 
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取組を行う。 ○ 独立行政法人職員の再就職者の非

人件費ポストの見直しを図っているか。

（厚労省評価委評価の視点） 

 

 ① 副院長複数制の導入 

特命事項を担う副院長の設置

を可能とするとともに、副院長の

役割と院内での位置付けを明確

化する 

 

① 副院長複数制の導入 

平成２２年４月より副院長複数

制を導入する。また、副院長の

役割と院内での位置付けを明確

化する。 

○ 特命事項を担う副院長の設置を可能

とするとともに、副院長の役割と院内で

の位置付けを明確化しているか。 

 

 ② 事務部門の改革 

事務部門については、配置を

見直し、効率的・効果的な運営

体制とする。 

 

② 事務部門の改革 

事務部門については、平成２

２年４月より組織を見直し、効率

的・効果的な運営体制とする。 

○ 事務部門については、配置を見直し、

効率的・効果的な運営体制となってい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）効率化による収支改善 

 

 

 

 

（２）効率化による収支改善 

■評価項目１１■ 

効率的な業務運営に関する事項 

（２）効率化による収支改善 

電子化の推進 

    センターの効率的な運営を図るた 

め、以下の取組を進めること。 

センターとしての使命を果たす

ための経営戦略や毎年の事業計

画を通じた経営管理により収支相

償の経営を目指すこととし、５年間

を累計した損益計算において、経

常収支率が 100％以上となるよう

経営改善に取り組む。 

センターとしての使命を果たす

ための経営戦略や経営管理により

収支相償の経営を目指すこととし、

経常収支率が 99.05％以上となる

よう経営改善に取り組む。 

 

○ 当期総利益（又は当期総損失）の発

生要因が明らかにされているか。また、

当期総利益（又は当期総損失）の発生

要因の分析を行った上で、当該要因が

法人の業務運営に問題等があることに

よるものかを検証し、業務運営に問題

等があることが判明した場合には当該



国立循環器病研究センター 評価の視点（案） 

循環器病－29 

 

資料１－２－② 
国立循環器病研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

問題等を踏まえた評価が行われている

か。（政・独委評価の視点） 

 

○ 繰越欠損金が計上されている場

合、その解消計画どおり進んでいる

か。（政・独委評価の視点） 

 

○ 当該年度に交付された運営費交付金

の当該年度における未執行率が高い

場合において、運営費交付金が未執行

となっている理由が明らかにされている

か。（政・独委評価の視点） 

 

○ 法人の福利厚生費について、法人の

事務・事業の公共性、業務運営の効率

性及び国民の信頼性確保の観点から、

必要な見直しが行われているか。（政・

独委評価の視点） 

 

○ 法定外福利費の支出は、適切である

か。（厚労省評価委評価の視点） 

 

○ 事業費における冗費を点検し、その

削減を図っているか。（厚労省評価委

評価の視点） 

 

【数値目標】 

○ ５年間を累計した損益計算において、



国立循環器病研究センター 評価の視点（案） 

循環器病－30 

 

資料１－２－② 
国立循環器病研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

経常収支率が 100％以上 

 

① 給与水準について、センター

が担う役割に留意しつつ、適切

な給与体系となるよう見直し 

① 給与制度の適正化 

給与水準等については、社

会一般の情勢に適合するよう、

民間の従業員の給与等を踏ま

え、業務の内容・実績に応じたも

のとなるよう見直す。 

① 給与制度の適正化 

給与水準等については、社会

一般の情勢に適合するよう、民間

の従業員の給与等を踏まえ、業務

の内容・実績に応じたものとなるよ

う見直す。 

○ 給与水準等については、民間の従業

員の給与等を踏まえ、業務の内容・実

績に応じたものとなるよう見直しを行っ

ているか。 

 

○ 国家公務員と比べて給与水準の高い

法人について、以下のような観点から

厳格なチェックが行われているか。 

・ 給与水準の高い理由及び講ずる措

置（法人の設定する目標水準を含む）

についての法人の説明が、国民に対し

て納得の得られるものとなっているか。 

・法人の給与水準自体が社会的な理解

の得られる水準となっているか。（政・独

委評価の視点） 

 

○ 給与水準が適正に設定されているか

（特に、給与水準が対国家公務員指数

100を上回る場合にはその適切性を厳

格に検証し、給与水準を設定している

か）。（厚労省評価委評価の視点） 

 

○ 国と異なる、又は法人独自の諸手当

は、適切であるか。（厚労省評価委評価

の視点） 



国立循環器病研究センター 評価の視点（案） 

循環器病－31 

 

資料１－２－② 
国立循環器病研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

② 共同購入等による医薬品医療

材料等購入費用の適正化 

② 材料費の節減 

医薬品、医療材料等の購入

方法、契約単価の見直しにより、

材料費率の抑制に努める。 

② 材料費の節減 

品目の標準化及び独立行政法

人国立病院機構等他法人との共

同入札の促進等による契約単価の

見直しにより、材料費率の抑制に

努める。 

 

○ 医薬品、医療材料等の購入方法、契

約単価の見直しにより、材料費率の抑

制に努めているか。 

③ 一般管理費（退職手当を除

く。）について、平成 21 年度に

比し、中期目標期間の最終年度

において 15％以上の削減 

 

③ 一般管理費の節減 

平成 21 年度に比し、中期目

標の期間の最終年度において、

一般管理費（退職手当を除く。）

について、15％以上節減を図

る。 

③ 一般管理費の節減 

事務書類の簡素化、電子化、事

務作業の迅速化、業務委託の適

切な活用、仕様及び契約期間の

見直し等により平成 21 年度に比

し、一般管理費（退職手当を除

く。）について、3％以上節減を図

る。 

○ 一般管理費（退職手当を除く。）につ

いて、中期計画に掲げている目標の達

成に向けて取り組み、着実に進展して

いるか。 

 

【数値目標】 

○ 中期目標期間最終年度において一

般管理費を平成 21 年度比 15％以上

節減 

 

 ④ 建築コストの適正化 

建築単価の見直し等を進める

とともに、コスト削減を図り、投資

の効率化を図る。 

④ 建築コストの適正化 

建築単価の見直し等を進める

とともに、コスト削減を図り、投資

の効率化を図る。 

 

○ 建築単価の見直し等を進め、コスト削

減を図り、投資の効率化を図っている

か。 

④ 医業未収金の発生防止及び徴

収の改善並びに診療報酬請求業

務の改善等収入の確保 

⑤ 収入の確保 

医業未収金については、新

規発生の防止に取り組むととも

に、定期的な支払案内等の督

促業務を行うなど回収に努める

⑤ 収入の確保 

医業未収金については、新

規発生の防止に取り組むととも

に、定期的な支払案内等の督

促業務を行うなど回収に努める

○ 医業未収金の新規発生の防止に取り

組むとともに、定期的な督促業務を行う

など、中期計画に掲げる目標の達成に

向けて取り組み、また、院内のレセプト

点検体制の確立等により適正な診療報



国立循環器病研究センター 評価の視点（案） 

循環器病－32 

 

資料１－２－② 
国立循環器病研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

ことで、平成 21 年度に比して

（※）医業未収金比率の縮減に

取り組む。 

また、診療報酬請求業務につ

いては、院内のレセプト点検体

制の確立等により適正な診療報

酬請求事務の推進に努める。 

※ 平成 21 年度（平成 20 年 4 月

～平成 22 年 1 月末時点）医業

未収金比率 0.07％ 

ことで、平成 21 年度に比して

（※）医業未収金比率の縮減に

取り組む。 

診療報酬請求業務について

は、院内のレセプト点検体制の

確立等により適正な診療報酬請

求事務の推進に努める。 

また、平均在院日数の短縮、

検査等の外来実施率向上、新

たな施設基準の取得等により診

療収入の増加を図る。 

※ 平成 21 年度（平成 20 年

4 月～平成 22 年 1 月末時点）

医業未収金比率 0.07％ 

酬請求事務の推進に努めているか。 

 

○ 貸付金、未収金等の債権について、

回収計画が策定されているか。回収計

画が策定されていない場合、その理由

の妥当性についての検証が行われて

いるか。（政・独委評価の視点） 

 

○ 回収計画の実施状況についての評価

が行われているか。評価に際し、ⅰ）貸

倒懸念債権・破産更生債権等の金額

やその貸付金等残高に占める割合が

増加している場合、ⅱ）計画と実績に差

がある場合の要因分析を行っている

か。（政・独委評価の視点） 

 

○ 回収状況等を踏まえ回収計画の見直

しの必要性等の検討が行われている

か。（政・独委評価の視点） 

 

【数値目標】 

○ 平成 21年度に比した医業未収金比

率の縮減 

 

２．電子化の推進 ２．電子化の推進 ２．電子化の推進  

 （１）電子化の推進による業務の効

率化 

（１）電子化の推進による業務の効

率化 

 



国立循環器病研究センター 評価の視点（案） 

循環器病－33 

 

資料１－２－② 
国立循環器病研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

業務の効率化及び質の向上を目

的とした電子化を費用対効果を勘案

しつつ推進し、情報を経営分析等に

活用すること。推進にあたっては職員

の利便性に配慮しつつ、情報セキュ

リティの向上に努めること。 

業務の効率化を図るために職員

に対する通報等の文書の電子化

を、費用対効果を勘案しつつ取り

組むよう努めるとともに、情報セキ

ュリティの向上を図る。 

また、電子カルテシステムの導

入に向けて具体的な取り組みを行

う 

業務の効率化を図るために職員

に対する通報等の文書の電子化

を、費用対効果を勘案しつつ取り

組むよう努めるとともに、情報セキ

ュリティの向上を図る。 

また、電子カルテシステムの平

成２４年１月稼働に向けて、ワーキ

ンググループの立ち上げ等具体的

な取り組みを開始する。 

 

○ 文書の電子化を、費用対効果を勘案

しつつ取り組むよう努めるとともに、情報

セキュリティの向上を図っているか。 

 

○ 電子カルテシステムの円滑な運用の

ための具体的な取組を行っているか。 

 （２）財務会計システム導入による

月次決算の実施 

（２）財務会計システム導入による

月次決算の実施 

 

 企業会計原則に基づく独立行

政法人会計基準への移行に伴い

財務会計システムを導入し、月次

決算を行い、財務状況を把握する

とともに経営改善に努める。 

企業会計原則に基づく独立行

政法人会計基準への移行に伴い

財務会計システムを導入し、月次

決算を行い、財務状況を把握する

とともに経営改善に努める。 

○ 財務会計システムを導入し、月次決

算を行い、財務状況を把握するとともに

経営改善に努めているか。 

 

    

 

 

３．法令遵守等内部統制の適切な構

築 

 

 

３．法令遵守等内部統制の適切な構

築 

 

 

３．法令遵守等内部統制の適切な構

築 

■評価項目１２■ 

法令遵守等内部統制の適切な構築 

法令遵守（コンプライアンス）等内

部統制を適切に構築すること。 

特に契約については、原則として

一般競争入札等によるものとし、競争

性及び透明性が十分確保される方

法令遵守（コンプライアンス）等の

内部統制のため、内部監査等の組織

を構築する。 

契約業務については、原則として

一般競争入札等によるものとし、競争

法令遵守（コンプライアンス）等の

内部統制のため、監事、監査室、監

査法人による監査を行う。 

契約業務については、原則として

一般競争入札等によるものとし、競争

○ 内部統制（業務の有効性、効率性、

法令等の遵守、資産の保全、財務報告

等の信頼性）に係る取組についての評

価が行われているか。（政・独委評価の

視点） 



国立循環器病研究センター 評価の視点（案） 

循環器病－34 

 

資料１－２－② 
国立循環器病研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

法により実施するとともに、随意契約

の適正化を図ること。 

性、公正性、透明性を確保し、適正

に契約業務を遂行するとともに、随意

契約については、従前の「随意契約

見直し計画」を踏まえた適正化を図

り、その取組状況を公表する。 

性、公正性、透明性を確保し、適正

に契約業務を遂行する。なお、契約

に関する重要事項については、契約

審査委員会においてあらかじめ審議

するものとし、契約状況はホームペー

ジにおいて公表する。 

○ 関連公益法人との関係について、透

明性確保に向けた見直しを図っている

か。（厚労省評価委評価の視点） 

※ 独立行政法人会計基準上の関連公

益法人に限らず、すでに批判をされて

いたり、国民から疑念を抱かれる可能

性のある業務委託等について、①当該

業務委託等の必要性、②独立行政法

人自ら行わず他者に行わせる必要性、

③①及び②の必要があるとして、他者と

の契約についてその競争性を高める方

策等を検討し、見直しを図っているか等 

 

○ 契約業務については、原則として一

般競争入札等によるものとし、適正に契

約業務を遂行するとともに、随意契約に

ついては、従前の「随意契約見直し計

画」を踏まえた適正化を図り、その取組

状況を公表しているか。 

 

○ 契約方式等、契約に係る規程類につ

いて、整備内容や運用の適切性等、必

要な評価が行われているか。（政・独委

評価の視点） 

 

○ 契約事務手続に係る執行体制や審査

体制について、整備・執行等の適切性

等、必要な評価が行われているか。



国立循環器病研究センター 評価の視点（案） 

循環器病－35 

 

資料１－２－② 
国立循環器病研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

（政・独委評価の視点） 

 

○ 個々の契約について、競争性・透明

性の確保の観点から、必要な検証・評

価が行われているか。（政・独委評価の

視点） 

 

○ 「随意契約等見直し計画」の実施・進

捗状況や目標達成に向けた具体的取

組状況について、必要な評価が行われ

ているか。（政・独委評価の視点） 

 

○ 契約の締結に当たって、透明性・競争

性等が確保されているか。（厚労省評

価委評価の視点） 

 

○ 契約監視委員会での見直し・点検は

適切に行われたか（その後のフォローア

ップを含む。）。（厚労省評価委評価の

視点） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■評価項目１３■ 

予算、収支計画及び資金計画 

短期借入金の限度額 

重要な財産を処分し、又は担保に供し 

ようとする時はその計画 

剰余金の使途 



国立循環器病研究センター 評価の視点（案） 

循環器病－36 

 

資料１－２－② 
国立循環器病研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

 

第３ 予算、収支計画及び資金計画 

 

第３ 予算、収支計画及び資金計画 

 

「第３ 業務運営の効率化に関する

事項」で定めた事項に配慮した中期計

画の予算を作成し、当該予算による運

営を実施することにより、中期目標の期

間における期首に対する期末の財務内

容の改善を図ること。 

「第２ 業務の効率化に関する目標を

達成するために取るべき措置」で定め

た計画を確実に実施し、財務内容の改

善を図る。 

「第２ 業務の効率化に関する目標を

達成するために取るべき措置」で定め

た計画を確実に実施し、財務内容の改

善を図る。 

 

１．自己収入の増加に関する事項 １．自己収入の増加に関する事項 １．自己収入の増加に関する事項  

循環器病に対する医療政策を牽

引していく拠点としての役割を果たす

ため、運営費交付金以外の外部資

金の積極的な導入に努めること。 

 

民間企業等からの資金の受け入

れ体制を構築し、寄附や受託研究の

受け入れ等、外部資金の獲得を行

う。 

民間企業等からの資金の受け入

れ体制を構築し、寄附や受託研究の

受け入れ等、外部資金の獲得を行

う。 

○ 民間企業等からの資金の受け入れ体

制を構築し、寄付や受託研究の受け入

れ等、外部資金の獲得を行っている

か。 

２．資産及び負債の管理に関する事

項 

２．資産及び負債の管理に関する事

項 

２．資産及び負債の管理に関する事

項 

 

センターの機能の維持、向上を図

りつつ、投資を計画的に行い、固定

負債（長期借入金の残高）を償還確

実性が確保できる範囲とし、運営上、

中・長期的に適正なものとなるよう努

めること。 

センターの機能の維持・向上を図

りつつ、投資を計画的に行い、中・長

期的な固定負債（長期借入金の残

高）を償還確実性が確保できる範囲

とし、運営上適切なものとなるよう努

める。 

そのため、大型医療機器等の投資

に当たっては、原則、償還確実性を

確保する。 

（１）予  算 別紙２ 

（２）収支計画 別紙３ 

センターの機能の維持・向上を図

りつつ、投資を計画的に行い、中・長

期的な固定負債（長期借入金の残

高）を償還確実性が確保できる範囲

とし、運営上適切なものとなるよう努

める。 

そのため、大型医療機器等の投資

に当たっては、原則、償還確実性を

確保する。 

（１）予  算 別紙２ 

（２）収支計画 別紙３ 

○  センターの機能の維持・向上を 

図りつつ、投資を計画的に行い、固定

負債（長期借入金の残高）を償還確実

性が確保できる範囲とし、運営上適切

なものとなるよう努めているか。 

 

○ 大型医療機器等の投資に当たって

は、原則、償還確実性を確保している

か。 

 

○ 資金の運用であって、時価又は 
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（３）資金計画 別紙４ （３）資金計画 別紙４ 為替相場の変動等の影響を受ける可能

性があるものについて、次の事項が明ら

かにされているか。（ⅱについては、事前

に明らかにされているか。） 

 ⅰ 資金運用の実績 

 ⅱ 資金運用の基本的方針（具体的な 

投資行動の意志決定主体、運用に係 

る主務大臣、法人、運用委託間の責 

任分担の考え方等）、資産構成、運用 

実績を評価するための基準（以下「運 

用方針等」という。）（政・独委評価の視 

点） 

 

○ 資金の性格、運用方針等の設定主体

及び規程内容を踏まえて、法人の責任

について十分に分析しているか。（政・

独委評価の視点） 

 

第４ 短期借入金の限度額 第４ 短期借入金の限度額  

１．限度額 ２，２００百万円 

２．想定される理由 

（１）運営費交付金の受入遅延等による

資金不足への対応 

（２）業績手当（ボーナス）の支給等、資

金繰り資金の出費への対応 

（３）予定外の退職者の発生に伴う退職

手当の支給等、偶発的な出費増

１．限度額 ２，２００百万円 

２．想定される理由 

（１）運営費交付金の受入遅延等による

資金不足への対応 

（２）業績手当（ボーナス）の支給等、資

金繰り資金の出費への対応 

（３）予定外の退職者の発生に伴う退職

手当の支給等、偶発的な出費増へ

○ 短期借入金について、借入理由や借

入額等の状況は適切なものと認められる

か。 
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への対応 の対応 

 

第５ 重要な財産を処分し、又は担保

に供しようとする時はその計画 

第５ 重要な財産を処分し、又は担保

に供しようとする時はその計画 

 

なし なし ○ 固定資産等の活用状況等について評

価が行われているか。活用状況等が不

十分な場合は、その原因の妥当性や有

効活用又は処分等の法人の取組につ

いての評価が行われているか。（政・独

委評価の視点） 

 

第６ 剰余金の使途 第６ 剰余金の使途  

決算において剰余を生じた場合は、

将来の投資（建物等の整備・修繕、医

療機器等の購入等）及び借入金の償還

に充てる。 

決算において剰余を生じた場合は、

将来の投資（建物等の整備・修繕、医

療機器等の購入等）及び借入金の償還

に充てる。 

○ 利益剰余金が計上されている 場合、

国民生活及び社会経済の安定等の公

共上の見地から実施 されることが必要

な業務を遂行するという法人の性格に

照らし過大な利益となっていないかに

ついて評価が行われているか。（政・独

委評価の視点） 

    

 

 

第５ その他業務運営に関する重要事

項 

 

 

第７ その他主務省令で定める業務運

営に関する事項 

 

 

第７ その他主務省令で定める業務運

営に関する事項 

■評価項目１４■ 

人事システムの最適化 

人事に関する方針 

その他の事項 

１．施設・設備整備に関する事項 １．施設・設備整備に関する計画 １．施設・設備整備に関する計画  

施設・設備整備については、セン 中期目標の期間中に整備する施 本年度整備する施設・設備整備に ○ 中期計画に掲げる施設・設備整備に
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ターの機能の維持、向上の他、費用

対効果及び財務状況を総合的に勘

案して計画的な整備に努めること。 

 

設・設備整備については、別紙５のと

おりとする。 

ついては、別紙５のとおりとする。 ついて、計画的に進展しているか。 

２．人事の最適化に関する事項 ２．人事システムの最適化 ２.人事システムの最適化  

センターの専門的機能の向上を図

るため、職員の意欲向上及び能力開

発に努めるとともに、人事評価を適切

に行うシステムを構築すること。 

また、年功序列を排し、能力・実績

本位の人材登用などの確立に努め、

さらに、優秀な人材を持続的に確保

するため、女性の働きやすい環境の

整備及び非公務員型独立行政法人

の特性を活かした人材交流の促進等

を推進すること。 

職員が業務で発揮した能力、適

性、実績等を評価し、職員の給与に

反映させるとともに、業務遂行意欲の

向上を図る業績評価制度を導入す

る。当該制度の適切な運用を行うこと

により優秀な人材の定着を図り、人事

制度へ活用することにより、センター

全体の能率的運営につなげる。 

非公務員型組織の特性を活かし

た人材交流の促進など、優秀な人材

を持続的に確保する観点から人材の

適切な流動性を有した組織を構築す

るため、国、国立病院機構等独立行

政法人、国立大学法人、民間等と円

滑な人事交流を行う体制を構築す

る。 

女性の働きやすい環境を整備する

とともに、医師の本来の役割が発揮

できるよう、医師とその他医療従事者

との役割分担を見直し、職員にとって

魅力的で働きやすい職場環境の整

備に努める。 

職員が業務で発揮した能力、適

性、実績等を評価し、職員の給与に

反映させるとともに、業務遂行意欲の

向上を図る業績評価制度を導入す

る。当該制度の適切な運用を行うこと

により優秀な人材の定着を図り、人事

制度へ活用することにより、センター

全体の能率的運営につなげる。 

管理職、研究職等の任期付き任用

及び公募制を実施することにより、客

観的な指標で公平な評価を行う。 

非公務員型組織の特性を活かし

た人材交流の促進など、優秀な人材

を持続的に確保する観点から人材の

適切な流動性を有した組織を構築す

るため、国、国立病院機構等独立行

政法人、国立大学法人、民間等と円

滑な人事交流を行う体制を構築す

る。 

女性の働きやすい環境を整備する

とともに、医師の本来の役割が発揮

できるよう、医師とその他医療従事者

○ 職員が業務で発揮した能力、適性、

実績等を評価し、職員の給与に反映さ

せるとともに、業務遂行意欲の向上を図

る業績評価制度を導入するとともに、適

切な運用を行うことにより優秀な人材の

定着を図り、人事制度へ活用することに

より、センター全体の能率的運営につ

なげているか。 

  

○ 人材の適切な流動性を有した組織を

構築するため、国、国立病院機構等独

立行政法人、国立大学法人、民間等と

円滑な人事交流を行う体制を構築して

いるか。 

 

○ 女性の働きやすい環境を整備するとと

もに、医師の本来の役割が発揮できる

よう、医師とその他医療従事者との役割

分担を見直し、職員にとって魅力的で

働きやすい職場環境の整備に努めて

いるか。 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

との役割分担を見直し、職員にとって

魅力的で働きやすい職場環境の整

備に努める。 

 

３．人事に関する方針 ３．人事に関する方針  

（１）方針 （１）方針  

良質な医療を効率的に提供して

いくため、医師、看護師等の医療

従事者については、医療を取り巻

く状況の変化に応じて柔軟に対応

するとともに、経営に十分配慮す

る。 

特に、医師・看護師不足に対す

る確保対策を引き続き推進すると

ともに離職防止や復職支援の対策

を講じる。 

また、幹部職員など専門的な技

術を有する者については、公募を

基本とし、優秀な人材の確保に努

める。 

 

良質な医療を効率的に提供して

いくため、医師、看護師等の医療

従事者については、医療を取り巻

く状況の変化に応じて柔軟に対応

するとともに、経営に十分配慮す

る。 

特に、医師・看護師不足に対す

る確保対策を引き続き推進すると

ともに離職防止や復職支援の対策

を講じる。 

また、幹部職員など専門的な技

術を有する者については、公募を

基本とし、優秀な人材の確保に努

める。 

○ 医師、看護師等の医療従事者につい

ては、医療を取り巻く状況の変化に応じ

て柔軟に対応し、経営に十分配慮して

いるか。 

 

○ 幹部職員など専門的な技術を有する

者については、公募を基本とし、優秀な

人材の確保に努めているか。 

（２）指標 （２）指標  

センターの平成 22 年度期首に

おける職員数を 1,010 人とするも

のの、医師、看護師等の医療従事

者は、医療ニーズに適切に対応す

るために、変動が見込まれるもの

センターの平成 22 年度期首に

おける職員数を 1,010 人とするも

のの、医師、看護師等の医療従事

者は、医療ニーズに適切に対応す

るために、変動が見込まれるもの

○ 医療ニーズに適切に対応するため

に、安全で良質な医療の提供に支障が

生じないよう適正な人員配置に努めて

いるか。 
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であり、中期目標の期間において

は、安全で良質な医療の提供に支

障が生じないよう適正な人員配置

に努める。 

特に、技能職については、外部

委託の推進に努める。 

（参考）中期目標の期間中の人件費総

額見込み 

３６，９８０百万円 

 

であり、中期目標の期間において

は、安全で良質な医療の提供に支

障が生じないよう適正な人員配置

に努める。 

特に、技能職については、外部

委託の推進に努める。 

 

○ 技能職については、外部委託の推進

に努めているか。 

３．その他の事項 ４．その他の事項 ４．その他の事項  

中期目標に基づきセンターのミッ

ションを理解し、ミッションを実現する

ために必要なアクションプランとして

中期計画を立て、具体的な行動に移

すことができるように努めること。ま

た、アクションプランやセンターの成

果について、一般の国民が理解しや

すい方法、内容で情報開示を行うよ

うに努めること。 

ミッションの確認、現状の把握、問

題点の洗い出し、改善策の立案、翌

年度の年度計画の作成等に資する

ため、定期的に職員の意見を聞くよ

う、努めること。 

センターのミッションを理解し、ミッ

ションを実現するために必要なアクシ

ョンプランを立て、具体的な行動に移

すことができるように努める。 

また、アクションプランやセンター

の成果について、一般の国民が理解

しやすい方法、内容で情報開示をホ

ームページ等で行うように努める。 

ミッションの確認や現状の把握、問

題点の洗い出し、改善策の立案、翌

年度の年度計画の作成等に資する

ため、定期的に職員の意見を聞くよう

努める。 

センターのミッションを理解し、ミッ

ションを実現するために必要なアクシ

ョンプランを立て、具体的な行動に移

すことができるように努める。 

また、アクションプランやセンター

の成果について、一般の国民が理解

しやすい方法、内容で情報開示をホ

ームページ等で行うように努める。 

ミッションの確認や現状の把握、問

題点の洗出し、改善策の立案、翌年

度の年度計画の作成等に資するた

め、定期的に職員の意見を聞くよう努

める。 

○ センターのミッションを理解し、ミッショ

ンを実現するために必要なアクションプ

ランを立て、具体的な行動に移すことが

できるように努めているか。 

 

○ アクションプランやセンターの成果に

ついて、国民が理解しやすい方法、内

容で情報開示を行うよう努めているか。 

 

○ ミッションの確認や現状の把握、問題

点の洗い出し、改善策の立案、翌年度

の年度計画の作成等に資するよう、職

員の意見を聴取するよう努めているか。 

 

○ 法人の業務改善のための具体的なイ 

ニシアティブを把握・分析し、評価して
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いるか。（政・独委評価の視点） 

 

○ 業務改善の取組を適切に講じている

か。（業務改善の取組：国民からの苦

情・指摘についての分析・対応、国民が

疑念を抱くことのない開かれた法人運

営、目安箱等職員からの提案を受け付

けるための仕組みの構築、改善に取り

組む職員を人事上評価しているか等）

（厚労省評価委評価の視点） 

 

○ 国民のニーズとずれている事務・事業

や、費用に対する効果が小さく継続す

る必要性の乏しい事務・事業がないか

等の検証を行い、その結果に基づき、

見直しを図っているか。（厚労省評価委

評価の視点） 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

独立行政法人通則法（平成11年法律第

103号）第29条第1項の規定に基づき、独立

行政法人国立精神・神経医療研究センター

が達成すべき業務運営に関する目標（以下

「中期目標」という。）を次のように定める。 

 

平成２２年４月１日 

厚生労働大臣 長妻 昭 

独立行政法人通則法（平成11年法律第

103号。以下「通則法」という。）第29条第1

項の規定に基づき平成22年4月1日付けを

もって厚生労働大臣から指示のあった独立

行政法人国立精神・神経医療研究センタ

ー中期目標を達成するため、同法第30条

の定めるところにより、次のとおり独立行政

法人国立精神・神経医療研究センター中

期計画を定める。 

 

平成２２年４月１日 

独立行政法人国立精神・神経医療研究セ

ンター 

理事長  樋口 輝彦 

 

平成22年度の業務運営について、独

立行政法人通則法（平成11年法律第

103号）第31条第1項の規定に基づき、

独立行政法人国立精神・神経医療研究

センターの年度計画を次のとおり定め

る。 

 

平成２２年６月３日 

 

独立行政法人国立精神・神経医療研究

センター 

理事長  樋口 輝彦 

 

 

前文 前文   

我が国においては、急速な尐子高齢化

の進展や、疾病構造の変化、医療技術等

の高度化等により医療を取り巻く環境が大

きく変化するとともに、国民の医療に対する

ニーズも変化しており、このような変化に対

応した国民本位の総合的かつ戦略的な医

療政策の展開が求められている。 

こうした中、国が医療政策を効果的、効

率的に推進するため、国立高度専門医療

研究センターには、疫学研究等による日本

人のエビデンスの収集や高度先駆的医療

の開発及びその普及等、我が国の研究、

昭和61年10月、国際的にも稀な精神

医学と神経学を総合的に実践する場とし

て設置された国立精神・神経センター

は、平成22年4月、独立行政法人国立精

神・神経医療研究センター（以下「センタ

ー」という。）となり、精神疾患、神経疾

患、筋疾患及び知的障害その他の発達

の障害（以下「精神・神経疾患等」とい

う。）に関する国立高度専門医療研究セ

ンターとして新たに発足した。 

その使命は、「病院と研究所が一体と

なり、精神・神経疾患等の克服を目指し
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国立精神・神経医療研究センター 評価の視点（案） 

精神・神経医療－2 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

医療水準を向上させ、もって公衆衛生の向

上に寄与することにより、医療政策を牽引

していく拠点となることが求められている。 

このため、国立高度専門医療研究セン

ターは、国内外の関係機関と連携し、資源

の選択と集中を図り、国の医療政策と一体

となって、研究・開発及び人材育成に関

し、国際水準の成果を継続して生み出し、

世界をリードしていくことが期待される。 

独立行政法人国立精神・神経医療研究

センター（以下「センター」という。）は、国際

的にも稀な精神医学と神経学を総合的に

実践する場として昭和 61 年に設置された

国立精神・神経センターを前身とする。 

精神疾患、神経疾患、筋疾患及び知的

障害その他の発達の障害（以下「精神・神

経疾患等」という。）は、その克服に向けた

国際的な取り組みにもかかわらず、国民の

健康に大きな影響を与えており、積極的か

つ重層的にその対策を進めていく必要が

ある。 

こうした中、センターは、国際的にも、精

神・神経疾患等に係る医療水準を向上さ

せるために、総合的な医療を実践するとと

もに、日本人のエビデンスの収集や研究成

果を高度先駆的医療に活かすことが求め

られている。 

た研究開発を行い、その成果をもとに高

度先駆的医療を提供するとともに、全国

への普及を図ること」にある。精神・神経

疾患等は、その克服に向けた国際的な

取り組みにもかかわらず、難治性で慢性

の経過をたどるものが多く、国民の生活

に大きな影響を与えており、社会全体の

支持を得て、積極的かつ総合的・重層的

にその対応を進めていく必要がある。し

たがって、研究所と病院が緊密に連携し

て、センターに与えられた役割を果たし、

その成果を社会に示していく必要があ

る。 

また、我が国の抱えている医療政策及

び自殺対策等の緊急性の高い課題を効

果的、効率的に解決できるよう、国内外

の機関と連携し、持てる資源の選択と集

中を図り、国の医療政策等と一体となっ

て、国際レベルの研究競争に伍しつつ、

研究・開発及び人材育成・輩出に関し

て、成果を継続して生み出していくことが

求められている。さらに、医療研究職種

間の役割分担と協働に基づく事業の推

進を図るなど、わが国の医療及び精神

保健の水準の向上に貢献する。 

センターは、第一期中期目標期間に

おいては、最新の知見に基づき、精神・

神経疾患等に対する標準的な医療の提

資料１－２－② 
国立精神・神経医療 
研究センター 



国立精神・神経医療研究センター 評価の視点（案） 

精神・神経医療－3 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

供を目指すとともに、研究成果を高度先

駆的医療に活かすための研究基盤をよ

り強固なものとすることとする。また、セン

ターは、事業体として業務運営の効率化

に取り組み、わが国の医療研究体制に

おいて、代替不可能な公共的財産であ

るセンターの長期的な存続のための基

盤を着実に築いていく。その事業の成果

として得られた収益と業務運営の更なる

効率化とが相俟って生じた剰余につい

ては、センターに課せられた使命の実

現、医療の質の向上のために再投資し、

第二期以降を含めた長期的な事業の安

定を目指す。 

 

第１ 中期目標の期間    

センターの中期目標の期間は、平成22

年4月から平成27年3月までの5年間とす

る。 

こうした観点を踏まえつつ、厚生労働

大臣から指示を受けた平成22年4月1日

から平成27年3月31日までの期間におけ

るセンターが達成すべき業務運営に関

する目標（以下「中期目標」という。）を達

成するための計画を以下のとおり定め

る。 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■評価項目１■ 

研究・開発に関する事項 

（１）臨床を志向した研究・開発の
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国立精神・神経医療研究センター 評価の視点（案） 

精神・神経医療－4 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

 

第２ 国民に対して提供するサービスそ

の他の業務の質の向上に関する事項 

 

第１ 国民に対して提供するサービス

その他の業務の質の向上に関する目

標を達成するために取るべき措置 

 

第１ 国民に対して提供するサービ

スその他の業務の質の向上に関す

る目標を達成するために取るべき

措置 

推進 

１．研究・開発に関する事項 １．研究・開発に関する事項 １．研究・開発に関する事項  

 精神・神経疾患等の臨床研究推進

のための中核的役割を担う。そのため

基礎研究はもとより、臨床研究、治験

の円滑な実施を行う。また、多施設共

同研究の運営管理に資する共用研究

基盤を整備し、研究資源の適切な活

用を実現する司令塔機能を果たす。

精神・神経疾患等の対策に資する研

究に取り組み、国際水準の研究競争

に伍した成果を継続的に創出する。 

  

（１）臨床を志向した研究・開発の推

進 

（１）臨床を志向した研究・開発の

推進 

（１）臨床を志向した研究・開発

の推進 

 

高度先駆的医療の開発及び標準

医療の確立のため、臨床を指向した

研究を推進し、優れた研究・開発成果

を継続的に生み出していくことが必要

である。このため、センターにおいて

以下の研究基盤強化に努めること。 

   

① 研究所と病院等、センター内

の連携強化 

① 研究所と病院等、センター

内の連携強化 

基礎研究の成果を臨床での実

① 研究所と病院等、センタ

ー内の連携強化 

専門疾病センターを立ち上

○ 基礎研究の成果を臨床での実用

化に継続的につなげられるよう、ま

た、臨床で得られた知見に基づいた
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国立精神・神経医療研究センター 評価の視点（案） 

精神・神経医療－5 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

用化に継続的につなげられるよ

う、また、臨床で得られた知見に

基づいた基礎研究を実施できる

よう、研究所と病院がそれぞれの

専門性を踏まえた上で連携を図

る。 

具体的には、合同で行う会議

等の開催、臨床研究等の共同実

施、基礎研究と臨床現場を橋渡

しするいわゆるトランスレーショナ

ルリサーチの実施を支援するとと

もに、相互の人的交流を図る。 

これにより、研究所と病院との

共同での研究を中期目標の期間

中に、平成 21 年度に比べ 10％

以上増加させる。 

 

げるなどして、研究所と病院等

が合同で行う会議等の開催、

臨床研究等の共同実施を支援

する。また、トランスレーショナ

ルリサーチを実施するため希

尐疾患の患者登録を推進す

る。  

さらに、相互の人的交流を

図るための若手育成カンファレ

ンスを定期的に開催する。  

基礎研究を実施できるよう、研究所と

病院がそれぞれの専門性を踏まえた

上で連携を図っているか。 

 

【数値目標】 

○ 研究所と病院との共同での研究を

中期目標の期間中に、平成 21 年度

に比べ 10％以上増加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 研究基盤の整備 

臨床試料及び臨床情報を研究

に有効に活用するため、生体試

料レポジトリーを含めたトランスレ

ーショナルメディカルセンター（以

下「ＴＭＣ」という。）や脳病態統

合イメージングセンターの体制整

備を行うことにより、バイオリソース

に登録する検体数を中期目標の

期間中に、平成２１年度に比べ

５％以上増加させる。 

② 研究基盤の整備  

臨床試料及び臨床情報を

研究に有効に活用するため、ト

ランスレーショナルメディカル

センター（以下「ＴＭＣ」とい

う。）においてデータマネジャ

ーや臨床研究支援の専門職を

雇用し、体制整備を行う。ま

た、脳病態統合イメージングセ

ンター（IBIC）設立準備室を発

足させる。  

○ 臨床試料及び臨床情報を研究に

有効に活用するため、生体試料レポ

ジトリーを含めたトランスレーショナル

メディカルセンターや脳病態統合イメ

ージングセンターの体制整備を行っ

ているか。 

 

【数値目標】 

○ バイオリソースに登録する検体数を

中期目標の期間中に、平成２１年度

に比べ５％以上増加 
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国立精神・神経医療研究センター 評価の視点（案） 

精神・神経医療－6 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

② 「革新的医薬品・医療機器創

出のための５か年戦略」（平成

19 年 4 月 26 日内閣府・文部科

学省・厚生労働省・経済産業

省）に基づく、産官学が密接に

連携して臨床研究・実用化研究

を進める「医療クラスター」の

形成等、国内外の産業界、研究

機関及び治験実施医療機関等と

の連携 

③ 産官学等との連携強化 

ベンチャー企業等の産業界、

大学等の研究機関及び独立行

政法人国立病院機構等の大規

模治験拠点との自発的・戦略的

な連携を深めるため、知的財産、

利益相反等に関する諸規程を指

針等に基づいて整備する。また、

国内外の先端施設・企業等とのト

ランスレーショナルリサーチ、臨

床試験等を共同で実施するため

の体制を強化し、提携先企業・研

究機関等が利用可能な連携ラボ

をＴＭＣ内に整備する。 

これにより、他の研究機関（大

学含む。）との共同研究実施数を

年 10件以上とする。 

また、治験実施症例総数（国

際共同治験を含む。）を、中期目

標の期間中に、平成 21 年度に

比べ 5％以上増加させる。 

 

③ 産官学等との連携強化  

ベンチャー企業等の産業界

及び国立病院機構等の大規

模治験拠点との自発的・戦略

的な連携を深めるため、知的

財産、利益相反等に関する諸

規程を指針等に基づいて整備

する。また、複数の大学と連携

大学院協定を結び、客員教授

等による交流を通して共同研

究を推進する。  

これにより、他の研究機関等

（大学含む。）との共同研究実

施数を 10件以上とする。  

 

○ 産官学等との自発的・戦略的な連

携を深めるため、知的財産、利益相

反等に関する諸規程を指針等に基

づいて整備しているか。 

 

○ トランスレーショナルリサーチ、臨床

試験等を共同で実施するための体

制を強化し、提携先企業・研究機関

等が利用可能な連携ラボをＴＭＣ内

に整備しているか。 

 

【数値目標】 

○ 他の研究機関（大学含む。）との共

同研究実施数を年 10件以上 

 

○ 治験実施症例総数（国際共同治験

を含む。）を、中期目標の期間中に、

平成 21年度に比べ 5％以上増加 

 

③ 研究・開発に係る企画及び評

価体制の整備 

④ 研究・開発の企画及び評価

体制の整備 

センターの使命を果たすため

の研究（研究開発費を含む。）を

企画・評価していく体制を強化す

るとともに、研究を支援していく体

④ 研究・開発の企画及び評

価体制の整備  

センターの使命を果たすた

めの研究を課題設定の段階か

ら企画・評価するために、幹部

による事前指導体制を強化す

○ センターの使命を果たすための研

究（研究開発費を含む。）を企画・評

価していく体制を強化するとともに、

研究を支援していく体制を充実させ

ているか。 
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国立精神・神経医療研究センター 評価の視点（案） 

精神・神経医療－7 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

制を充実させる。 る。  

また、TMC による研究支援

体制については、専任を配置

することによって充実させる。 

 

④ 効果的な知的財産の管理、活

用の推進 

⑤ 知的財産の管理強化及び活

用推進 

特許等取得について、研究者が

研究開発早期から利用できる知財

コンサルテーション部門の構築を目

指し、産官学等との連携、知的財

産、利益相反に関する規程を指針

等に基づいて整備する。具体的に

はマテリアル・リサーチツールの管

理・提供体制の整備、所有知的財

産権の実施状況の追跡・管理、知

的財産関係書類等の管理強化、研

究者に対する知財教育の実施、及

び上記研究を推進するため、知的

財産管理や契約行為等に関する管

理機能や研究者に対する相談支援

機能の充実を図る。 

また、研究開発システムの改革の

推進等による研究開発能力の強化

及び研究開発等の効率的推進等

に関する法律（平成 20 年法律第

63 号）に則した知的財産管理、共

同研究・受託研究等の審査体制、

⑤ 知的財産の管理強化及び

活用推進  

産官学等との連携、知的財

産、利益相反に関する規程を

指針等に基づいて整備する。

具体的には成果有体物移転

合意書（MTA）の整備、国から

継承された特許等の所有知的

財産権の実施状況の追跡・管

理、知財関係書類等の管理強

化、研究者に対する知財教育

の実施、及び上記研究を推進

するため、契約行為等に関す

る管理機能の充実を図る。  

また、研究開発力強化法に

則した知財管理、共同研究・

受託研究等の審査体制、契約

行為等を行う管理機能を充実

強化する。中でもスーパー特

区で選定された領域を中心

に、事業化が目指せる研究分

野に関しては医療現場での実

用化を目指す。  

○ 研究者が研究開発早期から利用で

きる知財コンサルテーション部門の

構築を目指し、産官学等との連携、

知的財産、利益相反に関する規程を

指針等に基づいて整備しているか。 

 

○ 知的財産管理、共同研究・受託研

究等の審査体制、契約行為等を行う

管理機能を充実強化、特に、知的財

産の活用に関しては、医療現場での

実用化を目指しているか。 

 

○ 特許権等の知的財産について、法

人における保有の必要性の検討状

況についての評価が行われている

か。（政・独委評価の視点） 

 

○ 検討の結果、知的財産の整理等を

行うことになった場合は、その法人の

取組状況や進捗状況等についての

評価が行われているか。（政・独委評

価の視点） 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

契約行為等を行う管理機能を充実

強化する。特に、知的財産の活用

に関しては、医療現場での実用化

を目指す。 

このため、職務発明委員会にお

ける審査件数について、年 3 件以

上とし、特許出願が適切かどうかの

議論を活発に行う。 

このため、職務発明委員会

における審査件数を 3 件以上

とし、特許出願が適切かどうか

の議論を活発に行う。  

○ 特許権等の知的財産について、特

許出願や知的財産活用に関する方

針の策定状況や体制の整備状況に

ついての評価が行われているか。

（政・独委評価の視点） 

 

○ 実施許諾等に至っていない知的財

産の活用を推進するための取組に

ついての評価が行われているか。

（政・独委評価の視点） 

 

【数値目標】 

○ 職務発明委員会における審査件

数について、年 3件以上 

    

 

 

 

 

（２）病院における研究・開発の推進 

 

 

 

 

（２）病院における研究・開発の推進 

 

 

 

 

(２）病院における研究・開発の推進 

■評価項目２■ 

研究・開発に関する事項 

（２）病院における研究・開発の

推進 

治験等の臨床研究を病院内で高い

倫理性、透明性をもって円滑に実施

するための基盤の整備に努めること。 

① 臨床研究機能の強化 

センター内で実施される臨床

研究及び単独又は数施設程度

で行う早期臨床開発を支援する

部門を整備する。また疫学・生物

統計学の専門家や薬事専門家

等の支援が得られる体制を構築

し、承認申請を目指す臨床試験

① 臨床研究機能の強化  

TMC において臨床研究及

び早期臨床開発を支援する体

制を構築する。また、生物統計

学の専門家や薬事専門家等を

雇用し、承認申請を目指す臨

床試験に対して、切れ目のな

い支援が得られるようにする。

○ 早期臨床開発を支援する部門を整

備するとともに、薬事専門家等の支

援が得られる体制を構築し、承認申

請を目指す臨床試験に対しても、切

れ目のない支援が得られるようにし

ているか。 

 

○ 各種指針に基づき臨床研究で発
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

に対しても、切れ目のない支援が

得られるようにする。 

各種指針に基づき臨床研究で

発生した有害事象等を収集し、

倫理委員会や規制当局等へ報

告する体制を構築する。 

また、治験等の臨床研究の実

施体制の強化のため、薬事・規

制要件の専門家を含めた治験業

務に携わる人材の充実をはじめ

とする治験等の臨床研究の支援

体制の整備に努める。 

このため、臨床研究コーディネ

ーター（CRC）を、常時 10名以上

勤務させる。 

また、治験申請から最初の症

例登録（First Patient In）までの

期間を平均 100日以内とする。 

具体的には一部の難治性の遺

伝性神経筋疾患に対し、遺伝

子解析を活用した全国規模の

臨床データベースを構築し、

海外とも連携を図る。  

各種指針に基づき臨床研究

で発生した有害事象等を収集

し、倫理委員会や規制当局等

へ報告する体制を構築する。  

さらに、医療クラスター病棟

の開棟に伴い、医師主導治験

に係る体制を構築し、具体的

な課題の実施を準備する。  

また、治験等の臨床研究の

実施体制の強化のため、治験

中核病院としての機能を果た

せるよう、薬事・規制要件の専

門家やデータマネジャーを含

めた治験業務に携わる人材の

充実をはじめとする臨床研究

の支援体制の整備に努める。 

このため、臨床研究コーディ

ネーター（CRC）を、常時 10 名

以上配置し、治験申請から最

初の症例登録（First Patient 

In）までの期間を平均 100 日

以内とする。  

 

生した有害事象等を収集し、倫理委

員会や規制当局等へ報告する体制

を構築しているか。 

 

○ 薬事・規制要件の専門家を含めた

治験業務に携わる人材の充実をはじ

めとする治験等の臨床研究の支援

体制の整備に努めているか。 

 

【数値目標】 

○ 臨床研究コーディネーター（CRC）

を、常時 10名以上勤務させる。 

 

○  治験申請から最初の症例登録

（First Patient In）までの期間を平均

100日以内 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

② 倫理性・透明性の確保 

倫理性・透明性が確保された

臨床研究等の実施を図るため、

倫理委員会や治験審査委員会

(IRB)、利益相反委員会(COI)、モ

ニタリング・監査等の体制を強化

するとともに、主要な倫理指針等

について定期的な教育の機会を

設ける。 

また、センターで実施している

治験等臨床研究について適切に

情報開示するとともに、センター

を受診する患者への研究に関す

る説明を組織的かつ効率的に行

う体制を確立し、研究への協力に

係る患者負担の軽減を図る。特

に、遺伝子解析を伴う臨床研究

の実施に際して、患者が適切に

遺伝カウンセリングを受けられる

よう体制を強化する。また、患者・

家族への研究に関する情報開示

及び問い合わせへの対応等を行

う。 

② 倫理性・透明性の確保  

倫理性・透明性が確保され

た臨床研究等の実施を図るた

め、倫理委員会や治験審査委

員会 (IRB)、利益相反委員会

(COI)、モニタリング・監査等の

体制を強化するとともに、主要

な倫理指針等について定期的

な教育の機会を設ける。  

また、センターで実施してい

る治験等臨床研究について適

切に情報開示するとともに、セ

ンターを受診する患者への研

究に関する説明を組織的かつ

効率的に行う体制を確立し、

研究への協力に係る患者負担

の軽減を図る。特に、遺伝子

解析を伴う臨床研究の実施に

際して、患者が適切にカウンセ

リングを受けられるよう認定遺

伝カウンセラーを雇用するとと

もに、患者・家族への研究に関

する情報開示及び問い合わせ

への対応等を行う。  

○  倫理委員会や治験審査委員会

(IRB)、利益相反委員会(COI)、モニ

タリング・監査等の体制を強化すると

ともに、主要な倫理指針等について

定期的な教育の機会を設けている

か。 

 

○ センターで実施している治験等臨

床研究について適切に情報開示す

るとともに、センターで受診する患者

への研究に関する説明を組織的か

つ効率的に行う体制を確立し、研究

への協力に係る患者負担の軽減を

図っているか。 

 

○ 遺伝子解析を伴う臨床研究の実施

に際して、患者が適切に遺伝カウン

セリングを受けられるよう体制を強化

しているか。 

 

○ 患者・家族への研究に関する情報

開示及び問い合わせへの対応等を

行っているか。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■評価項目３■ 

研究・開発に関する事項 

（３）担当領域の特性を踏まえた戦
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

 

 

（３）担当領域の特性を踏まえた戦略

的かつ重点的な研究・開発の推進 

 

 

（３）担当領域の特性を踏まえた戦

略的かつ重点的な研究・開発の推

進 

 

 

（３）担当領域の特性を踏まえた

戦略的かつ重点的な研究・開発

の推進 

略的かつ重点的な研究・開発の推

進 

これら研究基盤の強化により、詳細

を別紙に示した研究・開発を着実に

推進すること。 

大学や企業等と相互の強みを活

かしながら、有機的な連携により独

創的な研究・開発を展開する。 

具体的な計画については別紙１

のとおり。 

大学や企業等と相互の強みを

活かしながら、有機的な連携によ

り独創的な研究・開発を展開す

る。  

具体的な計画については別紙

１のとおり。  

 

 

担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ重

点的な研究・開発の推進（別紙） 

担当領域の特性を踏まえた戦略的・重

点的な研究・開発の推進（別紙１） 

担当領域の特性を踏まえた戦略的・

重点的な研究・開発の推進(別紙１) 

 

１．重点的な研究・開発戦略の考え方 １．重点的な研究・開発戦略の考え

方 

１．重点的な研究・開発戦略の考

え方 

 

近年、精神・神経疾患等については、

新しい知見の集積や生物学的技術の進

歩がめざましく、同疾患領域の研究成果

を安全かつ速やかに臨床現場に応用

し、国民に貢献することが期待されてい

る。一方、当該領域には、既存の生物学

的手法では解決が困難な自殺予防等の

課題も尐なくない。 

センターは、中期目標期間において、

研究成果を高度先駆的医療及び保健

医療政策に活かすため、研究所と病院

近年、精神・神経疾患等について

は、新しい知見の集積や生物学的技

術の進歩がめざましく、同疾患領域の

研究成果を安全かつ速やかに臨床現

場に応用し、国民に貢献することが期

待されている。一方、当該領域には、

既存の生物学的手法では解決が困難

な自殺予防等の課題も尐なくない。 

センターでは、精神・神経疾患等に

ついて、領域横断的な研究を実施し、

その疫学研究等による日本人のエビ

研究・開発に当たっては、研究所

と病院の緊密な連携を基本として、

国内外の医療機関、研究機関、学

会等との連携の一層の推進を図

る。また、精神・神経疾患等の発症

機序の解明につながる基礎的研究

の推進から、予防医学技術の開

発、基礎研究を臨床現場に橋渡し

するいわゆるトランスレーショナルリ

サーチ、臨床に直結した研究・診療

や機能回復等に係る技術開発や社

○ 研究・開発を推進するため、企

業、大学、学会等との連携を図っ

ているか。 

 

○ 当該研究センターの研究者がコ

レスポンディング・オ－サーであ

る論文の被引用総数がどのように

推移しているか。 

 

【数値目標】 

○ 英文・和文の原著論文及び総説発
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

の緊密な連携を基本として、国内外の医

療機関、研究機関、学会等との連携の

一層の推進を図るとともに、精神・神経

疾患等について、領域横断的な研究を

実施し、疫学研究等による日本人のエビ

デンスの収集や病態解明、予防・診断・

治療の研究・開発を推進すること。 

特に、国民ニーズが高いにも関わら

ず、開発リスクが高い希尐疾患や重度・

難治性の精神・神経疾患等について、よ

り積極的に実施すること。 

その実施にあたっては、中期計画に

おいて、主な研究成果に係る数値目標

を設定するなど、センターが達成すべき

研究成果の内容とその水準を明確化及

び具体化すること。 

デンスの収集や病態解明、予防・診

断・治療の研究・開発を推進する。特

に、国民ニーズが高いにも関わらず、

開発リスクが高い希尐疾患や重度・難

治性の精神・神経疾患等について、よ

り積極的に実施する。 

研究・開発に当たっては、研究所と

病院の緊密な連携を基本として、国内

外の医療機関、研究機関、学会等と

の連携の一層の推進を図る。また、精

神・神経疾患等の発症機序の解明に

つながる基礎的研究の推進から、予

防医学技術の開発、基礎研究を臨床

現場に橋渡しするいわゆるトランスレ

ーショナルリサーチ、臨床に直結した

研究・診療や機能回復等に係る技術

開発や社会応用研究等を総合的に進

める。 

このため、英文・和文の原著論文及

び総説発表総数を、中期目標の期間

中に、平成 21年度に比べ 5％以上増

加させる。 

 

会応用研究等を総合的に進める。  

このため、主な研究成果を原著

論文や国内外の学会で発表するこ

とで情報発信に努める。  

表総数を、中期目標の期間中に、平

成 21年度に比べ 5％以上増加 

２．具体的方針 ２．具体的方針 ２．具体的方針  

（１）疾病に着目した研究 （１）疾病に着目した研究 （１）疾病に着目した研究  

① 精神・神経疾患等の本態解明 

科学技術のイノベーションを常に

取り入れ、分子・細胞から個体に至

① 精神・神経疾患等の本態解明 

精神・神経疾患等について、

生物学的手法又は心理社会的

① 精神・神経疾患等の本態解明  

精神・神経疾患等につい

て、生物学的手法又は心理社

○ 精神・神経疾患等について、生物

学的手法又は心理社会的手法を用

いて、発症機序や病態の解明につ
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るものまでを研究対象にすることに

より、精神・神経疾患の疾病メカニ

ズムを解明し、予防・診断・治療へ

の応用の糸口となる研究を推進す

る。 

手法を用いて、発症機序や病態

の解明につながる研究を実施す

る。そのため、必要な科学技術を

取り入れ、遺伝子、蛋白質などの

分子レベルから細胞、組織、個

体、社会に至るまでの研究をヒト

又は疾患モデル動物等において

実施する。 

会的手法を用いて、発症機序

や病態の解明につながる研究

を実施する。そのため、必要な

科学技術を取り入れ、遺伝子、

蛋白質などの分子レベルから

細胞、組織、個体、社会に至る

までの研究をヒト又は疾患モデ

ル動物等において実施する。  

 

ながる研究を実施しているか。 

 

 

② 精神・神経疾患等の実態把握 

我が国の精神・神経疾患等の罹

患、転帰その他の状況等の実態及

びその推移の把握、疫学研究によ

る精神・神経疾患等のリスク・予防

要因の究明等、精神・神経疾患等

の実態把握に資する研究を推進す

る。 

② 精神・神経疾患等の実態把握 

我が国の精神・神経疾患等に

おける罹患、転帰その他の状況

等の実態及びその推移に関する

データは、センターで行う全ての

研究開発の基礎となるものであ

る。そのため、これらを的確に把

握する疫学研究等の実施を推進

する。 

具体的には、臨床試験を推進

するために、遺伝子解析を含め

た患者情報登録を推進し、疾病

研究や治療法の開発を促進す

る。 

② 精神・神経疾患等の実態把

握  

我が国の精神・神経疾患等

における罹患、転帰その他の

状況等の実態及びその推移に

関するデータは、センターで行

う全ての研究開発の基礎となる

ものである。そのため、これらを

的確に把握する疫学研究等の

実施を推進する。  

具体的には、臨床試験を推

進するために、遺伝子解析を

含めた患者情報登録を推進

し、疾病研究や治療法の開発

を促進する。  

 

○ 精神・神経疾患等における罹患、

転帰その他の状況等の実態及びそ

の推移に関するデータを的確に把

握する疫学研究等の実施を推進し

ているか。 

 

 

③ 高度先駆的及び標準的予防、

診断、治療法の開発の推進 

精神・神経疾患等に対する高度

③ 高度先駆的及び標準的予防、

診断、治療法の開発の推進 

病院と研究所、地域の積極的

③ 高度先駆的及び標準的予

防、診断、治療法の開発の推進  

病院と研究所、地域の積極

○ 病態や予後に関わる生物学的因

子あるいは心理社会的因子を探索・

解明するための基礎医学・疫学・臨
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先駆的な予防、診断、治療法の開

発に資する研究を推進する。 

また、既存の予防、診断、治療法

に対する多施設共同研究等による

有効性の比較等、標準的予防、診

断、治療法の確立に資する研究を

推進する。 

また、高度先駆的な予防・診断・

治療法の開発の基盤となる、バイオ

リソースや臨床情報の収集及びそ

の解析を推進する。 

な連携のもとで、新規の予防、診

断、治療法を開発するため、病態

や予後に関わる生物学的因子あ

るいは心理社会的因子を探索・

解明するための基礎医学・疫学・

臨床研究等を発展させる。また、

様々なリサーチリソースを活用

し、新規技術についての有効性

と安全性を検証するための研究

や社会に応用するための研究を

推進する。 

精神・神経疾患等の患者の社

会生活機能と QOL の改善を目

指した新規介入法あるいは既存

の治療技術について、必要に応

じて多施設共同研究等を活用し

て、その有効性と安全性に関す

る研究や社会に応用するための

研究を推進する。 

病院の日常診療や臨床試験

から生み出される臨床情報及び

生体試料等を収集し、広く研究

に活用する。加えて、精神・神経

疾患等の医療の向上に寄与する

よう、センターが中核的に遺伝子

診断研究を実施する体制を整備

する。 

的な連携のもとで、新規の予

防、診断、治療法を開発する

ため、病態や予後に関わる生

物学的因子あるいは心理社会

的因子を探索・解明するため

の基礎医学・疫学・臨床研究

等を発展させる。また、様々な

リサーチリソースを活用し、新

規技術についての有効性と安

全性を検証するための研究や

社会に応用するための研究を

推進する。  

精神・神経疾患等の患者の

社会生活機能と QOL の改善

を目指した新規介入法あるい

は既存の治療技術について、

必要に応じて多施設共同研究

等を活用して、その有効性と安

全性に関する研究や社会に応

用するための研究を推進す

る。  

病院の日常診療や臨床試

験から生み出される臨床情報

及び生体試料等を収集し、広

く研究に活用する。加えて、精

神・神経疾患等の医療の向上

に寄与するよう、センターが中

核的に遺伝子診断研究を実施

床研究等を発展させているか。 

 

○ リサーチリソースを活用した新規技

術についての有効性と安全性を検

証するための研究や社会に応用す

るための研究を推進しているか。 

 

○ 精神・神経疾患等の患者の社会生

活機能と QOL の改善を目指した新

規介入法あるいは既存の治療技術

について、その有効性と安全性に関

する研究や社会に応用するための

研究を推進しているか。 

 

○ 日常診療や臨床試験から生み出さ

れる臨床情報及び生体試料等を収

集し、広く研究に活用するとともに、

センターが中核的に遺伝子診断研

究を実施する体制を整備している

か。 
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する体制を整備する。 

 

④ 医薬品及び医療機器の開発の

推進 

「新成長戦略（基本方針）」（平成

21年 12月 30日閣議決定）におい

ては、ライフ・イノベーションによる

健康大国戦略として、革新的な医

薬品、医療・介護技術の研究開発・

実用化の促進が求められている。 

この趣旨を踏まえ、精神・神経疾

患等に関する研究成果等を安全か

つ速やかに臨床現場へ応用するた

めに、医薬品及び医療機器の治験

（適応拡大を含む。）、特に高度に

専門的な知識や経験が要求される

等実施に困難を伴う治験・臨床研

究の実現を目指した研究を推進す

る。 

また、海外では有効性と安全性

が検証されているが、国内では未

承認の医薬品、医療機器につい

て、治験等臨床研究を推進する。 

これらにより平成 21 年度に比

し、中期目標の期間中に、臨床研

究実施件数（倫理委員会にて承認

された研究をいう。）及び治験（製造

販売後臨床試験も含む。）の実施

④ 医薬品及び医療機器の開発

の推進 

生物学的手法を用い創薬の標

的となる分子や医薬品候補となる

化合物等を探索・解明する研究

を実施し、有効性についてモデ

ル動物等で検討する。 

精神・神経疾患等における研

究成果を安全かつ速やかに臨床

現場へ応用するために、医薬品

及び医療機器の治験（適応拡大

を含む。）の実現を目指した研究

を推進する。特に、国民の健康へ

の影響が大きい疾患、開発リスク

が高い疾患、難治性精神疾患や

神経難病・筋疾患等の希尐疾患

等について、より積極的に実施す

る。 

また、海外では有効性と安全

性が検証されているが国内未承

認の医薬品・医療機器につい

て、治験をはじめとする臨床研究

を推進する。 

このため、平成 21 年度に比

し、中期目標の期間中に、臨床

研究実施件数（倫理委員会にて

④ 医薬品及び医療機器の開

発の推進 

生物学的手法を用い創薬の

標的となる分子や医薬品候補

となる化合物等を探索・解明す

る研究を実施し、有効性につ

いてモデル動物等で検討す

る。  

精神・神経疾患等における

研究成果を安全かつ速やかに

臨床現場へ応用するために、

医薬品及び医療機器の治験

（適応拡大を含む。）の実現を

目指した研究を推進する。特

に、国民の健康への影響が大

きい疾患、開発リスクが高い疾

患、難治性精神疾患や神経難

病・筋疾患等の希尐疾患等に

ついて、より積極的に実施す

る。  

また、海外では有効性と安

全性が検証されているが国内

未承認の医薬品・医療機器に

ついて、治験をはじめとする臨

床研究を推進する。  

○ 生物学的手法を用い創薬の標的と

なる分子や医薬品候補となる化合物

等を探索・解明する研究を実施し、

有効性についてモデル動物等で検

討しているか。 

 

○ 医薬品及び医療機器の治験（適応

拡大を含む。）の実現を目指した研

究を推進しているか。 

 

○ 海外では有効性と安全性が検証さ

れているが国内未承認の医薬品・医

療機器について、治験をはじめとす

る臨床研究を推進しているか。 

 

【数値目標】 

○ 平成 21 年度に比し、中期目標の

期間中に、臨床研究実施件数（倫理

委員会にて承認された研究をいう。）

及び治験（製造販売後臨床試験も含

む。）の実施件数の合計数の 5％以

上の増加 
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件数の合計数の 5％以上の増加を

図ること。 

承認された研究をいう。）及び治

験（製造販売後臨床試験も含

む。）の実施件数の合計数の 5％

以上の増加を目指す。 

 

（２）均てん化に着目した研究 （２）均てん化に着目した研究 （２）均てん化に着目した研究  

① 医療の均てん化手法の開発の

推進 

関係学会等との連携を図り、臨

床評価指標の開発並びに診断・治

療ガイドライン等の作成及び普及に

寄与する研究を推進する。 

精神・神経疾患等に対する医療

を担う高度かつ専門的な技術を持

つ人材育成を図るため、系統だっ

た教育・研修方法の開発を推進す

る。 

① 医療の均てん化手法の開発

の推進 

精神・神経疾患に関する医療

の質を評価する信頼性・妥当性

のある指標の開発を行う。 

診断・治療ガイドライン等の作

成及び改訂を行うとともに、医療

機関等において広く使用される

ための方法論の確立に必要な研

究を推進する。 

次世代の精神・神経疾患等の

保健医療福祉を担う、高度かつ

専門的な技術を持つ人材の育成

を図るため、系統だった教育・研

修システム、教育ツールの開発を

目指した研究を実施する。 

① 医療の均てん化手法の開

発の推進  

精神・神経疾患に関する医

療の質を評価する信頼性・妥

当性のある指標の開発を行う。 

診断・治療ガイドライン等の

作成及び改訂を行うとともに、

医療機関等において広く使用

されるための方法論の確立に

必要な研究を推進する。  

次世代の精神・神経疾患等

の保健医療福祉を担う、高度

かつ専門的な技術を持つ人材

の育成を図るため、系統だっ

た教育・研修システム、教育ツ

ールの開発を目指した研究を

実施する。  

 

○ 精神・神経疾患に関する医療の質

を評価する信頼性・妥当性のある指

標の開発を行っているか。 

 

○ 診断・治療ガイドライン等の作成及

び改訂を行うとともに、医療機関等に

おいて広く使用されるための方法論

の確立に必要な研究を推進している

か。 

 

○ 次世代の精神・神経疾患等の保健

医療福祉を担う、高度かつ専門的な

技術を持つ人材の育成を図るため、

系統だった教育・研修システム、教

育ツールの開発を目指した研究を実

施しているか。 

② 情報発信手法の開発 

精神・神経疾患等に対する正し

い理解を促進し、患者・家族に対す

る支援の質を向上させるため、医療

② 情報発信手法の開発 

精神・神経疾患等及びその医

療に対する偏見を解消し、正しい

理解を促進するとともに、患者・

② 情報発信手法の開発  

精神・神経疾患等及びその

医療に対する偏見を解消し、

正しい理解を促進するととも

○ 精神・神経疾患等及びその医療に

対する偏見を解消し、正しい理解を

促進するとともに、普及啓発を阻害

する要因を疫学研究・臨床研究等に
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従事者及び患者・国民への啓発手

法の研究を推進する。 

家族に対する支援の質を向上さ

せるため、普及啓発を阻害する

要因を疫学研究・臨床研究等に

より探索・解明し、効果的な情報

提供手法の開発に関する研究を

実施する。 

具体的には、メンタルヘルス総

合情報サイトにおいて、患者・国

民向けに疾患や症状に関する、

分かりやすい知識や情報を提供

しつつ、関係者向けには行政資

料や診療支援情報、研究成果を

紹介する。 

に、患者・家族に対する支援の

質を向上させるため、普及啓

発を阻害する要因を疫学研

究・臨床研究等により探索・解

明し、効果的な情報提供手法

の開発に関する研究を実施す

る。 

具体的には HP の充実から

メディアカンファレンスの開催、

専門疾病センターからの情報

発信まで幅広く機会を捉える。  

より探索・解明し、効果的な情報提供

手法の開発に関する研究を実施して

いるか。 

 

    

 

 

 

 

２．医療の提供に関する事項 

 

 

 

 

２．医療の提供に関する事項 

 

 

 

 

２．医療の提供に関する事項 

■評価項目４■ 

医療の提供に関する事項 

（１）高度先駆的な医療、標準化

に資する医療の提供 

我が国における精神・神経疾患等に

対する中核的な医療機関として、国内外

の知見を集約し、高度先駆的医療の提

供を行うこと。 

また、精神・神経疾患等に対する医療

の標準化を推進するため、最新の科学

的根拠に基づいた医療の提供を行うこ

と。 

患者・家族に必要な説明を行い、情

精神・神経疾患等の研究成果を活

かし、患者の生活の質の向上を目指し

た全人的な医療を提供する。 

特に、希尐疾患及び重症・難治性

の精神・神経疾患等については、多

施設連携による症例、臨床情報の集

約を行い、全国のモデルとなるような

高度先駆的な医療を提供する。 

さらに、当該疾患は、その特性によ
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報の共有化に努めることにより、患者と

の信頼関係を構築し、また、患者・家族

が治療の選択、決定を医療者とともに主

体的に行うことができるよう支援すること

に加え、チーム医療の推進、入院時から

地域ケアを見通した医療の提供、医療

安全管理体制の充実、客観的指標等を

用いた医療の質の評価等により、患者の

視点に立った良質かつ安心な医療の提

供を行うこと。 

医療観察法対象者に対して、研究部

門と連携し、退院後の地域生活への安

全で円滑な移行を支援する質の高い医

療の提供を行うこと。 

重症心身障害児（者）に対して、心身

の発達を促す医療及び様々な合併症を

予防する総合的医療等、質の高い医療

の提供を行うこと。 

り患者の家族、介護者等の身体的、精

神的、経済的な負担が尐なくないこと

を踏まえ、患者本人のみならず、周囲

の人々に配慮した支援を行う。 

（１）高度先駆的な医療、標準化に

資する医療の提供 

① 高度先駆的な医療の提供 

精神・神経疾患等について、

国内外での研究成果を集約し、

新規治療法候補については、臨

床研究等で検討する等により、高

度先駆的な医療を提供する。 

 

 

② 医療の標準化を推進するた

めの、最新の科学的根拠に基

づいた医療の提供 

精神・神経疾患等について、

最新の知見に基づき、標準的な

医療を提供するための診療体制

を整える。 

（１）高度先駆的な医療、標準化

に資する医療の提供 

① 高度先駆的な医療の提供  

ミトコンドリア病の遺伝子診

断や光トポグラフィー等の先進

医療制度を活用する。また、パ

ーキンソン病患者に薬剤血中

動態モニターに基づく高度先

駆的治療を提供する。  

 

② 医療の標準化を推進する

ための、最新の科学的根拠

に基づいた医療の提供  

最新の知見に基づき、標準

的な医療を提供するために専

門疾病センターの診療体制を

整える。 

 

 

○ 精神・神経疾患等について、国

内外での研究成果を集約し、新規

治療法候補については、高度先

駆的な医療を提供しているか。 

 

 

 

 

○ 精神・神経疾患等について、最

新の知見に基づき、標準的な医療

を提供するための診療体制を整え

ているか。 

    

  

 

 

 

（２）患者の視点に立った良質かつ

安心できる医療の提供 

 

 

 

 

（２）患者の視点に立った良質か

つ安心できる医療の提供 

■評価項目５■ 

医療の提供に関する事項 

（２）患者の視点に立った良質か

つ安心な医療の提供 
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国立精神・神経医療研究センター 評価の視点（案） 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

 ① 患者の自己決定への支援 

患者との信頼関係を構築し、

患者・家族が治療の選択、決定

を医療者とともに主体的に行うた

めに必要な説明と情報開示等を

適宜行い、患者・家族との情報の

共有化に努める。 

特に、セカンドオピニオン外来

や遺伝カウンセリング体制の整備

強化に努めるとともに、院内待合

における情報コーナーの設置、

公開講座の開催等、日常的に情

報提供が行われるよう工夫する。 

さらに、病態に応じた説明文書

の提供と同意取得手続きの標準

化を進める。 

このため、セカンドオピニオン

外来実施件数を中期目標期間中

に、平成 21年度に比べ 20%以上

増加させる。 

 

① 患者の自己決定への支援  

患者との信頼関係を構築

し、患者・家族が治療の選択、

決定を医療者とともに主体的

に行うために必要な説明と情

報開示等を適宜行い、患者・

家族との情報の共有化に努め

る。  

特にセカンドオピニオン制度

の充実に向け、相談しやすい

環境（専門医の情報提供等）を

整備する。  

遺伝カウンセリング室を設置

し、専属の認定遺伝カウンセラ

ーを配置する。 

さらに、病態に応じた説明文

書の提供と同意取得手続きの

標準化を進める。 

○ 患者・家族が治療の選択、決定を

医療者とともに主体的に行うために

必要な説明と情報開示等を適宜行

い、患者・家族との情報の共有化に

努めているか。 

 

【数値目標】 

○ セカンドオピニオン外来実施件数

を中期目標期間中に、平成 21 年度

に比べ 20%以上増加 

 

 

 ② 患者等参加型医療の推進 

患者等参加型医療及びセルフ

マネジメントの推進の観点から、

患者等の医療に対する理解を支

援する機会の提供に努める。 

さらに、患者の視点に立った医

療を提供するため、定期的な患

② 患者等参加型医療の推進  

セルフマネジメント推進の観

点からも認知行動療法（CBT）

センター設立準備室を立ち上

げ、患者の認知に働きかける

精神療法を推進する。  

平成 21 年度に実施した患

○ 患者等の医療に対する理解を支援

する機会の提供に努めるとともに、患

者の視点に立った医療を提供するた

め、患者満足度調査や日常的な患

者・家族の意見収集を行うことで患

者ニーズの把握に努め、診療内容

や業務の改善に活用しているか。 
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国立精神・神経医療研究センター 評価の視点（案） 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

者満足度調査や日常的な患者・

家族の意見収集を行うことで患者

ニーズの把握に努め、診療内容

や業務の改善に活用する。 

者満足度調査の分析結果を基

に、患者サービス等の改善に

努めるとともに、本年度も調査

を実施する。  

 

 ③ チーム医療の推進 

複数の診療科が参加する合同

ケースカンファレンスの開催、専門

疾病センターの運用、コンサルテ

ーション・リエゾン等を実施するとと

もに、日常的な交流を図ることで、

治療の向上につながる診療科横

断的なチーム医療を実現する。 

特に、身体合併症症例及びス

トレスが症状に影響を及ぼす身

体疾患症例等を含む精神・神経

疾患等に対しても適切な治療を

提供する。 

また、電子カルテの導入を図

り、臨床研究や多職種連携のた

めに医療情報を共有する。 

このため、多職種ケースカンフ

ァレンスを年間 150 件以上実施

する。 

 

③ チーム医療の推進  

専門疾病センターを複数立

ち上げ、専門外来を含めた他

のモデルとなるようなチーム医

療を実現する。  

特に、身体合併症症例及び

ストレスが症状に影響を及ぼす

身体疾患症例等を含む精神・

神経疾患等に対しても適切な

治療を提供する。  

また、新病院の運営開始に

伴い電子カルテを導入し、臨

床研究や多職種連携のために

医療情報を共有する。  

このため、多職種ケースカン

ファレンスを 150 件以上実施

する。  

○ 治療の向上につながる診療科横断

的なチーム医療を実現しているか。 

 

○ 電子カルテの導入を図り、臨床研

究や多職種連携のために医療情報

を共有しているか。 

 

【数値目標】 

○ 多職種ケースカンファレンスを年間

150件以上実施 

 ④ 入院時から地域ケアを見通

した医療の提供 

危機介入・病状悪化防止等の

④ 入院時から地域ケアを見通

した医療の提供  

危機介入・病状悪化防止等

○ 入院から地域ケアまで一貫した重

点的な支援を実施するため、疾患領

域毎の地域連携リストを作成し、地域
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国立精神・神経医療研究センター 評価の視点（案） 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

ため、入院から地域ケアまで一貫

した重点的な支援を実施する。そ

のため疾患領域毎の地域連携リ

ストを作成し、地域連携パスを整

備することでネットワーク化を進め

る。 

また、入院の長期化を防ぎ、入

院から地域ケアまでの一貫した

治療と支援を計画・提供する。そ

のため各種医療連携を担当する

人材を配置し、組織横断的な調

整を行う。 

退院促進・在宅支援の調整に

際しては、院外の医療資源との

多職種連携の体制を整備する。 

さらに、画像等の専門的な検

査について、地域の医療機関と

の連携を進める。 

このため、紹介率と逆紹介率

については、中期目標の期間中

に、平成 21 年度に比べ各々5％

以上増加させる。 

 

のため、入院から地域ケアまで

一貫した重点的な支援を実施

する。そのため疾患領域毎の

地域連携リストを作成し、地域

連携パスを整備することでネッ

トワーク化を進める。  

また、入院の長期化を防ぎ、

入院から地域ケアまでの一貫

した治療と支援を計画・提供す

る。そのため、専門疾病センタ

ーを立ち上げ、組織横断的な

調整を行う。  

退院促進・在宅支援の調整

に際しては、院外の医療資源

との多職種連携の体制を整備

する。  

連携パスを整備することでネットワー

ク化を進めているか。 

 

○ 入院から地域ケアまでの一貫した

治療と支援を計画・提供するため、

各種医療連携を担当する人材を配

置し、組織横断的な調整を行ってい

るか。 

 

○ 退院促進・在宅支援の調整に際し

ては、院外の医療資源との多職種連

携の体制を整備しているか。 

 

○ 専門的な検査について、地域の医

療機関との連携を進めているか。 

 

【数値目標】 

○ 紹介率と逆紹介率については、中

期目標の期間中に、平成 21 年度に

比べ各々5％以上増加 

 ⑤ 医療安全管理体制の充実 

医療安全管理体制を充実し、

医療事故防止、感染管理及び医

療機器等の安全管理に努める。 

このため、医療安全又は感染

⑤ 医療安全管理体制の充実  

我が国の医療安全対策の

充実に貢献する観点から、医

療事故情報収集等事業及び

医薬品・医療機器等安全性情

○ 医療安全管理体制を充実し、医療

事故防止、感染管理及び医療機器

等の安全管理に努めているか。 

 

【数値目標】 
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国立精神・神経医療研究センター 評価の視点（案） 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

症対策研修会を年 10 回以上開

催する。 

報報告制度に積極的に協力

する。また、事故発生件数が多

い転倒・転落事故について

は、標準的な防止対策を策定

し、減尐に向けた取組を推進

する。  

医療安全又は感染症対策

研修会を 10回以上開催し、医

療安全管理体制の充実に努

める。  

 

○ 医療安全又は感染症対策研修会

を年 10回以上開催 

 ⑥ 客観的指標等を用いた医療の

質の評価 

センターで行う医療の質を評

価するため、客観的指標等を研

究開発しつつ、患者の視点に立

った良質かつ安心な医療の提供

を行う。 

⑥ 客観的指標等を用いた医療

の質の評価  

センターで行う医療の質を

評価するため、客観的指標等

を研究開発しつつ、患者の視

点に立った良質かつ安心でき

る医療の提供を行う。  

また、第三者評価機関であ

る日本医療機能評価機構の病

院機能評価受審に向けて、準

備室を立ち上げるなど改善に

取り組む。 

○ センターで行う医療の質を評価す

るため、客観的指標等を研究開発し

つつ、患者の視点に立った良質かつ

安心な医療の提供を行っているか。 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

■評価項目６■ 

医療の提供に関する事項 

（３）その他医療政策の一環とし

て、センターで実施すべき医療の
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国立精神・神経医療研究センター 評価の視点（案） 

精神・神経医療－23 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

 

（３）その他医療政策の一環とし

て、センターで実施すべき医療の

提供 

 

（３）その他医療政策の一環とし

て、センターで実施すべき医療

の提供 

提供 

 ① 医療観察法対象者への医療

の提供 

医療観察法病棟に入院してい

る対象者に特有な病態に対応し

た諸検査を実施し、適切な治療

計画に基づいた医療を提供す

る。対象者の家族会を継続的に

実施する。 

また、対象者の身体合併症に

対しては、他の医療機関との連

携及び総合診療機能によるモデ

ル医療を提供する。退院後に地

域生活への安全で円滑な移行を

支援する。 

このため、多職種協働ケアプロ

グラムアプローチ（CPA）を年 100

件以上実施する。 

① 医療観察法対象者への医療

の提供  

医療観察法病棟に入院して

いる対象者に特有な病態に対

応した諸検査を実施し、適切

な治療計画に基づいた医療を

提供する。対象者の家族会を

継続的に実施する。  

また、対象者の身体合併症

に対しては、新しく病棟を開棟

し、他の医療機関との連携及

び総合診療機能によるモデル

医療を提供する。退院後に地

域生活への安全で円滑な移行

を支援する。  

このため、多職種協働ケア

プログラムアプローチ（CPA）を

100件以上実施する。  

 

○ 医療観察法病棟に入院している対

象者に、適切な治療計画に基づい

た医療を提供するとともに、対象者

の家族会を継続的に実施している

か。 

 

○ 対象者の身体合併症に対しては、

他の医療機関との連携及び総合診

療機能によるモデル医療を提供して

いるか。 

 

○ 退院後に地域生活への安全で円

滑な移行を支援しているか。 

 

【数値目標】 

○ 多職種協働ケアプログラムアプロ

ーチ（CPA）を年 100件以上実施 

 

 

 ② 重症心身障害児（者）への

医療の提供 

重症心身障害児（者）のために

総合的な機能評価を実施し、そ

の評価結果に基づいた各機能障

② 重症心身障害児（者）への

医療の提供  

重症心身障害児（者）のため

に遺伝子診断を含めた総合的

な機能評価を実施し、その評

○ 重症心身障害児（者）のために総

合的な機能評価を実施し、その評価

結果に基づいた各機能障害に対す

る専門的治療を実施するとともに、他

施設からの診断・評価・治療の受け
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国立精神・神経医療研究センター 評価の視点（案） 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

害に対する専門的治療を実施す

る。他施設からの診断・評価・治

療の受け入れを実施する。 

 

また、在宅支援のために、在宅

の重症心身障害児（者）に対して

も、家族のレスパイトも兼ねて短

期入院による総合的な機能評価

を行う。 

さらに、療育・余暇活動などを

通して、患者 QOL 向上を目指

す。地域の社会資源の活用・連

携を推進する。 

価結果に基づいた各機能障害

に対する専門的治療を実施す

る。他施設からの診断・評価・

治療の受け入れを実施する。  

また、在宅支援のために、在

宅の重症心身障害児（者）に

対しても、家族のレスパイトも兼

ねて短期入院による総合的な

機能評価を行う。  

さらに、摂食・嚥下ケアの提

供・指導のみならず、療育・余

暇活動などを通して、患者

QOL 向上を目指す。地域の

社会資源の活用・連携を推進

する。 

入れを実施しているか。 

 

○ 在宅支援のために、短期入院によ

る総合的な機能評価を行っている

か。 

 

○ 療育・余暇活動などを通して、患者

QOL 向上を目指すとともに、地域の

社会資源の活用・連携を推進してい

るか。 

    

 

 

３．人材育成に関する事項 

 

 

３．人材育成に関する事項 

 

 

３．人材育成に関する事項 

■評価項目７■ 

人材育成に関する事項 

 （１）リーダーとして活躍できる人

材の育成 

（１）リーダーとして活躍できる

人材の育成 

 

人材育成は、センターが医療政策を

牽引する上で特に重要なものであること

から、センターが国内外の有為な人材の

育成拠点となるよう、精神・神経疾患等

に対する医療及び研究、特にトランスレ

ーショナルリサーチを推進するにあたりリ

精神・神経疾患等の研究・医療

における専門家を養成するため、

TMC等を活用し、レジデント及び流

動研究員等への教育・指導内容の

充実を図る。 

地域の指導的役割を担う人材や

精神・神経疾患等の研究・医

療における専門家を養成するた

め、TMC の臨床研究実践講座

や若手育成研究グループ等を活

用してレジデント及び流動研究

員等への教育・指導内容の充実

○ 精神・神経疾患等の研究・医療に

おける専門家を養成するため、教

育・指導内容の充実を図っている

か。 

 

○ 地域の指導的役割を担う人材や臨
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国立精神・神経医療研究センター 評価の視点（案） 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

ーダーとして活躍できる人材の育成を行

うとともに、モデル的な研修及び講習の

実施及び普及に努めること。 

臨床研究の推進者を育成し、医

師、研究者以外の職種にも対応し

た課程を整備する。 

このため、実務者・指導者研修又

は臨床研究基本講座を年 5回以上

開催する。 

を図る。  

また、連携大学院等を通して

の学位取得を支援し、キャリアパ

ス構築を目指しながら人材養成

を図る。  

このため、実務者・指導者研修

又は臨床研究実践講座を 5回以

上開催する。  

 

床研究の推進者を育成し、医師、研

究者以外の職種にも対応した課程を

整備しているか。 

 

【数値目標】 

○ 実務者・指導者研修又は臨床研究

基本講座を年 5回以上開催 

 （２）モデル的研修・講習の実施 （２）モデル的研修・講習の実施  

 精神・神経疾患等における医療

の質の向上を目的として、我が国の

医療政策上の課題を踏まえた医療

従事者等に対する各種モデル的研

修・講習を実施する。 

このため、センター外の医療従事

者等に対する研修を年間 20 回以

上実施する。 

また、同受講者数を年間 1,000

人以上とする。 

精神・神経疾患等における医

療の質の向上を目的として、我が

国の医療政策上の課題を踏まえ

た医療従事者等に対する各種モ

デル的研修・講習（精神保健医

療改革に関連する研修や光トポ

グラフィー、包括的暴力防止プロ

グラム等）を実施する。  

このため、センター外の医療従

事者等に対する研修を 20 回以

上実施し、同受講者数を 1,000

人以上とする。  

○ 各種モデル的研修・講習を実施し

ているか。 

 

【数値目標】 

○ センター外の医療従事者等に対す

る研修を年間 20回以上実施 

 

○ センター外の医療従事者等に対す

る研修受講者数を年間 1,000 人以

上 

 

 

    

 

 

 

４．医療の均てん化並びに情報の収集

 

 

 

４．医療の均てん化と情報の収集・

 

 

 

４．医療の均てん化と情報の収

■評価項目８■ 

医療の均てん化と情報の収集・発信 

に関する事項 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

及び発信に関する事項 発信に関する事項 集・発信に関する事項 

 （１）ネットワーク構築の推進 （１）ネットワークの構築の推進  

センター及び都道府県における中核

的な医療機関等間のネットワークを構築

し、高度先駆的医療の普及及び医療の

標準化に努めること。 

情報発信にあたっては、医療従事者

や患者・家族が精神・神経疾患等に関し

て信頼のおける情報を分かりやすく入手

できるよう、国内外の精神・神経疾患等

に関する知見を収集、整理及び評価し、

科学的根拠に基づく診断及び治療法等

について、国民向け及び医療機関向け

の情報提供を行うこと。 

センターと都道府県の中核的な

保健医療機関等とのネットワークの

構築を目指し、相互の交流を通じて

高度先駆的医療や標準的医療等

の普及を図る。 

 

（２）情報の収集・発信 

精神・神経疾患等に関する予防・

診断・治療法等について、医療従

事者や患者・家族が信頼のおける

情報を分かりやすく入手できるよう、

国民向け、患者向け、保健医療機

関向け、他の関連団体向けの情報

発信を行う。また科学的根拠に基づ

いた情報等につき、国内外の知見

の収集と評価を行う。 

また、医療従事者・患者向けＨＰ

アクセス数を年間 20 万件以上確保

する。 

センターと都道府県の中核的

な保健医療機関等とのネットワー

クの構築を目指し、相互の交流を

通じて高度先駆的医療や標準的

医療等の普及を図る。  

 

（２）情報の収集・発信 

新たに情報管理部門を立ち上

げ、センターHP において、精神・

神経疾患等に関する予防・診断・

治療法等について、医療従事者

や患者・家族が信頼のおける情

報を分かりやすく入手できるよう

にするなど、国民向け、患者向

け、保健医療機関向け、他の関

連団体向けの情報発信を行える

よう広報委員会等で検討する。 

また、ジャーナルクラブ等を開催

し、科学的根拠に基づいた情報

等について、国内外の知見の収

集と評価を行う。  

医療従事者・患者向けＨＰアク

セス数を 20万件以上確保する。 

 

○ センターと都道府県の中核的な保

健医療機関等とのネットワークの構

築を目指し、高度先駆的医療や標

準的医療等の普及を図っているか。 

 

 

 

○ 精神・神経疾患等に関する予防・

診断・治療法等について、国民向

け、患者向け、保健医療機関向け、

他の関連団体向けの情報発信を行

うとともに、科学的根拠に基づいた情

報等につき、国内外の知見の収集と

評価を行っているか。 

 

【数値目標】 

○ 医療従事者・患者向けＨＰアクセス

数を年間 20万件以上 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

 

 

 

 

５．国への政策提言に関する事項 

 

 

 

 

５．国への政策提言に関する事項 

 

 

 

 

５．国への政策提言に関する事項 

■評価項目９■ 

国への政策提言に関する事項 

その他我が国の医療政策の推進等に 

関する事項 

医療政策をより強固な科学的根拠に

基づき、かつ、医療現場の実態に即した

ものにするため、科学的見地から専門的

提言を行うこと。 

 

精神・神経疾患等に関する保健医

療福祉政策の企画・立案に必要な根

拠を、先行研究の分析、疫学研究、臨

床研究等により創出する。具体的に

は、標準医療・モデル医療とその均て

ん化手法の開発を目指した研究を実

施する。 

また、我が国の抱えている精神・神

経疾患等に関する医療政策及び自殺

対策等の緊急性の高い課題を効果

的、効率的に解決できるよう、国内外

での研究成果及び我が国の実態調査

結果等を踏まえ、専門的な政策提言

を行う。 

標準医療・モデル医療とその均

てん化手法の開発を目指した研究

を実施し、国が設置する委員会等

に積極的に参画する。  

また、我が国の抱えている精神・

神経疾患等に関する医療政策、自

殺・うつ病対策（厚生労働省自殺・う

つ病等対策プロジェクトチームの報

告等を踏まえる。）、難病の診断基

準及び障害者の認定程度区分等

の緊急性の高い課題を効果的、効

率的に解決できるよう、国内外での

研究成果及び我が国の実態調査

結果等を踏まえ、専門的な政策提

言を行う。  

 

○ 精神・神経疾患等に関する保健医

療福祉政策の企画・立案に必要な

根拠を、先行研究の分析、疫学研

究、臨床研究等により創出している

か。 

 

○ 精神・神経疾患等に関する医療政

策及び自殺対策等の緊急性の高い

課題を効果的、効率的に解決できる

よう、国内外での研究成果及び我が

国の実態調査結果等を踏まえ、専門

的な政策提言を行っているか。 

６．その他我が国の医療政策の推進等

に関する事項 

６．その他我が国の医療政策の推進

等に関する事項 

６．その他我が国の医療政策の推

進等に関する事項 

 

（１）公衆衛生上の重大な危害への対

応 

（１）公衆衛生上の重大な危害への

対応 

（１）公衆衛生上の重大な危害へ

の対応 

 

公衆衛生上重大な危害が発生し又

は発生しようとしている場合には、国

大規模災害やパンデミック等、公

衆衛生上重大な危害が発生し又は

平時より、国民保護訓練等に

積極的に参画し、大規模災害や

○ 公衆衛生上重大な危害が発生し

又は発生しようとしている場合には、
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国立精神・神経医療研究センター 評価の視点（案） 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

の要請に応じ、迅速かつ適切な対応

を行うこと。 

発生しようとしている場合には、国

等の要請に対して迅速かつ適切な

対応を行う。 

パンデミック等、公衆衛生上重大

な危害が発生し又は発生しようと

している場合には、国等の要請

に対して迅速かつ適切な対応を

行う。  

 

国等の要請に対して迅速かつ適切

な対応を行っているか。 

 

 

（２）国際貢献 （２）国際貢献 （２）国際貢献  

我が国における精神・神経疾患等

に対する中核的機関として、その特性

に応じた国際貢献を行うこと。 

精神・神経疾患等の医療におけ

る我が国の代表的機関として、積極

的な国際貢献を行う。産官学の各

領域で行われる研究開発の国際連

携の場に積極的に参加し、あるい

は企画・主導するとともに、諸外国

から研究者等を受け入れる。 

具体的には、海外からの研修生

及び研究者を年間 10 名以上受け

入れる。 

精神・神経疾患等の医療にお

ける我が国の代表的機関として、

積極的な国際貢献を行う。産官

学の各領域で行われる研究開発

の国際連携の場に積極的に参加

し、あるいは企画・主導するととも

に、海外からの研修生及び研究

者を 10名以上受け入れる。 

○ 精神・神経疾患等の医療における

我が国の代表的機関として、積極的

な国際貢献を行っているか。 

 

【数値目標】 

○ 海外からの研修生及び研究者を年

間 10名以上受け入れ 

    

 

 

 

第３ 業務運営の効率化に関する事項 

 

 

 

第２ 業務運営の効率化に関する目標

を達成するために取るべき措置 

 

 

 

第２ 業務運営の効率化に関する目

標を達成するために取るべき措置 

■評価項目１０■ 

効率的な業務運営に関する事項 

（１）効率的な業務運営体制 

１．効率的な業務運営に関する事項 １．効率的な業務運営に関する事項 １．効率的な業務運営に関する事項  

 （１）効率的な業務運営体制 (１)効率的な業務運営体制  

業務の質の向上を目指し、かつ、効

率的な業務運営体制とするため、定期

センターとしての使命を果たすこ

とができるよう組織内の企画立案、

センターとしての使命を果たす

ことができるよう組織内の企画立

○ センターとしての使命を果たすこ

とができるよう組織内の企画立案、
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

的に事務及び事業の評価を行い、役割

分担の明確化及び職員の適正配置等

を通じ、弾力的な組織の再編及び構築

を行うこと。 

総人件費については、センターの果

たすべき役割の重要性を踏まえつつ、

簡素で効率的な政府を実現するための

行政改革の推進に関する法律（平成 18

年法律第 47 号）や「経済財政運営と構

造改革に関する基本方針 2006」（平成

18 年 7 月 7 日閣議決定）に基づいて人

件費改革に取り組むとともに、給与水準

に関して国民の理解が十分得られるよう

必要な説明や評価を受けるものとするこ

と。 

その際、併せて、医療法（昭和 23 年

法律第 205 号）及び診療報酬上の人員

基準に沿った対応を行うことはもとより、

国の制度の創設や改正に伴う人材確保

も含め高度先駆的医療の推進のための

対応や医療安全を確保するための適切

な取組を行うこと。 

また、独立行政法人に関する制度の

見直しの状況を踏まえ適切な取組を行う

こと。 

 

 

調整、分析機能を高めるとともに、

人的・物的資源を有効に活用し、ガ

バナンスの強化を目指した体制を

構築する。 

また、神経研究所及び精神保健

研究所のあり方を含めたセンター全

体の組織については、見直しを検

討する。 

さらにセンターの使命に応じ

て、より効率的に成果を生み出

せるよう、各部門の再編を行

う。 

総人件費については、センター

の果たすべき役割の重要性を踏ま

えつつ、簡素で効率的な政府を実

現するための行政改革の推進に関

する法律（平成 18年法律第 47号）

に基づき平成 22 年度において１％

以上を基本とする削減に取り組み、

「経済財政運営と構造改革に関す

る基本方針 2006」（平成 18 年 7 月

7 日閣議決定）に基づき、人件費改

革の取組を平成 23 年度まで継続

するとともに、給与水準に関して国

民の理解が十分得られるよう必要な

説明や評価を受けるものとする。 

その際、併せて、医療法（昭和 23

年法律第 205 号）及び診療報酬上

案、調整、分析機能を高めるとと

もに、人的・物的資源を有効に活

用し、ガバナンスの強化を目指し

た体制を構築する。  

調整、分析機能を高めるとともに、

人的・物的資源を有効に活用し、

ガバナンスの強化を目指した体制

を構築しているか。 

 

○ 神経研究所及び精神保健研究所

のあり方を含めたセンター全体の組織

について、見直しを検討しているか。 

 

○ センターの使命に応じて、より効率

的に成果を生み出せるよう、各部門

の再編を行っているか。 

 

○ 総人件費改革取組開始からの経

過年数に応じ取組が順調であるかど

うかについて、法人の取組の適切性

について検証が行われているか。ま

た、今後、削減目標の達成に向け法

人の取組を促すものとなっているか。

（政・独委評価の視点） 

 

○ 総人件費改革は進んでいるか。

（厚労省評価委評価の視点） 

 

○ 国の制度の創設や改正に伴う人材

確保も含め高度先駆的医療の推進

のための対応や医療安全を確保す

るための適切な取組を行っている
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

の人員基準に沿った対応を行うこと

はもとより、国の制度の創設や改正

に伴う人材確保も含め高度先駆的

医療の推進のための対応や医療安

全を確保するための適切な取組を

行う。 

また、独立行政法人に関する制

度の見直しの状況を踏まえ適切な

取組を行う。 

か。 

 

○ 独立行政法人に関する制度の見

直しの状況を踏まえ適切な取組を

行っているか。 

 

○ 国家公務員の再就職者のポストの

見直しを図っているか。（厚労省評価

委評価の視点） 

 

○ 独立行政法人職員の再就職者

の非人件費ポストの見直しを図っ

ているか。（厚労省評価委評価の

視点） 

 

 ① 副院長複数制の導入 

特命事項を担う副院長の設置

を可能とするとともに、副院長の

役割と院内での位置付けを明確

化する。 

① 副院長複数制の導入  

副院長の役割と院内におけ

る位置付けを明確にした上で、

特命事項を担う副院長の設置

を可能とする。  

○ 特命事項を担う副院長の設置を可

能とするとともに、副院長の役割と院

内での位置付けを明確化している

か。 

 ② 事務部門の改革 

事務部門については、配置を

見直し、効率的・効果的な運営体

制とする。 

② 事務部門の改革  

事務部門については、従来

の管理業務主体の組織から経

営企画重視の組織とするた

め、新たに経営企画部門を設

置するなど配置を見直し、効

率的・効果的な運営体制とす

る。  

○ 事務部門については、配置を見直

し、効率的・効果的な運営体制とな

っているか。 
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国立精神・神経医療研究センター 評価の視点（案） 

精神・神経医療－31 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）効率化による収支改善 

 

 

 

 

（２）効率化による収支改善 

■評価項目１１■ 

効率的な業務運営に関する事項 

（２）効率化による収支改善 

電子化の推進 

         センターの効率的な運営を図るため、 

以下の取組を進めること。 

センターとしての使命を果たすた

めの経営戦略や毎年の事業計画を

通じた経営管理により収支相償の

経営を目指すこととし、５年間を累

計した損益計算において、経常収

支率が 100％以上となるよう経営改

善に取り組む。 

 ○ 当期総利益（又は当期総損失）の

発生要因が明らかにされているか。

また、当期総利益（又は当期総損

失）の発生要因の分析を行った上

で、当該要因が法人の業務運営に

問題等があることによるものかを検証

し、業務運営に問題等があることが

判明した場合には当該問題等を踏

まえた評価が行われているか。（政・

独委評価の視点） 

 

○ 繰越欠損金が計上されている場

合、その解消計画どおり進んでい

るか（政・独委評価の視点） 

 

○ 当該年度に交付された運営費交付

金の当該年度における未執行率が

高い場合において、運営費交付金

が未執行となっている理由が明らか

にされているか。（政・独委評価の視

点） 

 

○ 法人の福利厚生費について、法人
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国立精神・神経医療研究センター 評価の視点（案） 

精神・神経医療－32 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

の事務・事業の公共性、業務運営の

効率性及び国民の信頼性確保の観

点から、必要な見直しが行われてい

るか。（政・独委評価の視点） 

 

○ 法定外福利費の支出は、適切であ

るか。（厚労省評価委評価の視点） 

 

○ 事業費における冗費を点検し、そ

の削減を図っているか。（厚労省評

価委評価の視点） 

 

【数値目標】 

○ ５年間を累計した損益計算におい

て、経常収支率が 100％以上 

 

① 給与水準について、センターが

担う役割に留意しつつ、適切な給

与体系となるよう見直し 

① 給与制度の適正化 

給与水準等については、社会

一般の情勢に適合するよう、民間

の従業員の給与等を踏まえ、業

務の内容・実績に応じたものとな

るよう見直す。 

① 給与制度の適正化  

給与水準等について、社会

一般の情勢に適合するよう、民

間の従業員の給与等を踏まえ

たものとし、業務の内容・実績

に応じたものとなるよう見直しを

行う。  

○ 給与水準等については、民間の従

業員の給与等を踏まえ、業務の内

容・実績に応じたものとなるよう見直

しを行っているか。 

 

○ 国家公務員と比べて給与水準の高

い法人について、以下のような観点

から厳格なチェックが行われている

か。 

・ 給与水準の高い理由及び講ずる

措置（法人の設定する目標水準を含

む）についての法人の説明が、国民
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国立精神・神経医療研究センター 評価の視点（案） 

精神・神経医療－33 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

に対して納得の得られるものとなって

いるか。 

・法人の給与水準自体が社会的な

理解の得られる水準となっているか。

（政・独委評価の視点） 

 

○ 給与水準が適正に設定されている

か（特に、給与水準が対国家公務員

指数 100を上回る場合にはその適

切性を厳格に検証し、給与水準を設

定しているか）。（厚労省評価委評価

の視点） 

 

○ 国と異なる、又は法人独自の諸手

当は、適切であるか。（厚労省評価

委評価の視点） 

 

② 共同購入等による医薬品医療材

料等購入費用の適正化 

② 材料費の節減 

医薬品、医療材料等の購入方

法、契約単価の見直しにより、材

料費率の抑制に努める。 

② 材料費の節減  

材料費率の抑制を図るた

め、医薬品、医療材料等の購

入方法及び契約単価の見直し

を行う。  

また、在庫管理の効率化を

推進し費用の節減に努める。  

 

○ 医薬品、医療材料等の購入方法、

契約単価の見直しにより、材料費率

の抑制に努めているか。 

③ 一般管理費（退職手当を除く。）

について、平成 21 年度に比し、中

期目標期間の最終年度において

③ 一般管理費の節減 

平成 21 年度に比し、中期目

標の期間の最終年度において、

③ 一般管理費の節減  

一般管理費（退職手当を除

く。）については、事務・事業の

○ 一般管理費（退職手当を除く。）に

ついて、中期計画に掲げている目標

の達成に向けて取り組み、着実に進
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国立精神・神経医療研究センター 評価の視点（案） 

精神・神経医療－34 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

15％以上の削減 

 

一般管理費（退職手当を除く。）

について、15％以上節減を図る。 

効率化を図るとともにコスト意

識を十分に浸透させ、経費節

減に努める。  

展しているか。 

 

【数値目標】 

○ 中期目標期間最終年度において

一般管理費を平成 21 年度比 15％

以上節減 

 

 ④ 建築コストの適正化 

建築単価の見直し等を進める

とともに、コスト削減を図り、投資

の効率化を図る。 

④ 建築コストの適正化  

建築単価の見直し等を進め

るとともに、コスト削減を図り、

投資の効率化を図る。  

 

○ 建築単価の見直し等を進め、コスト

削減を図り、投資の効率化を図って

いるか。 

④ 医業未収金の発生防止及び徴収

の改善並びに診療報酬請求業務の

改善等収入の確保 

⑤ 収入の確保 

医業未収金については、新規

発生の防止に取り組むとともに、

定期的な支払案内等の督促業務

を行うなど回収に努めることで、

平成 21 年度に比して（※）医業

未収金比率の縮減に取り組む。 

また、診療報酬請求業務につ

いては、院内のレセプト点検体制

の確立等により適正な診療報酬

請求事務の推進に努める。 

※ 平成 21 年度（平成 20 年 4 月

～平成 22 年 1 月末時点）医業

未収金比率 0.05％ 

⑤ 収入の確保  

医業未収金については、新

規発生防止の取組を推進し、

また、回収に努めることで、そ

の縮減を図るとともに回収手法

として法的手段の導入を検討

する。 

また、適正な診療報酬事務

を推進するため、医事業務研

修等による職員の診療報酬請

求事務に係る能力向上の促進

やレセプト点検体制の確立に

努める。 

○ 医業未収金の新規発生の防止に

取り組むとともに、定期的な督促業

務を行うなど、中期計画に掲げる目

標の達成に向けて取り組み、また、

院内のレセプト点検体制の確立等に

より適正な診療報酬請求事務の推

進に努めているか。 

 

○ 貸付金、未収金等の債権につい

て、回収計画が策定されているか。

回収計画が策定されていない場合、

その理由の妥当性についての検証

が行われているか。（政・独委評価の

視点） 

 

○ 回収計画の実施状況についての
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国立精神・神経医療研究センター 評価の視点（案） 

精神・神経医療－35 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

評価が行われているか。評価に際

し、ⅰ）貸倒懸念債権・破産更生債

権等の金額やその貸付金等残高に

占める割合が増加している場合、

ⅱ）計画と実績に差がある場合の要

因分析を行っているか。（政・独委評

価の視点） 

 

○ 回収状況等を踏まえ回収計画の見

直しの必要性等の検討が行われて

いるか。（政・独委評価の視点） 

 

【数値目標】 

○ 平成 21年度に比した医業未収金

比率の縮減 

 

２．電子化の推進 ２．電子化の推進 ２．電子化の推進  

 （１）電子化の推進による業務の効

率化 

（１）電子化の推進による業務の

効率化 

 

業務の効率化及び質の向上を目的と

した電子化を費用対効果を勘案しつつ

推進し、情報を経営分析等に活用する

こと。推進にあたっては職員の利便性に

配慮しつつ、情報セキュリティの向上に

努めること。 

業務の効率化を図るために職員

に対する通報等の文書の電子化

を、費用対効果を勘案しつつ取り組

むよう努めるとともに、情報セキュリ

ティの向上を図る。 

また、電子カルテシステムの円滑

な運用のための具体的な取組を行

う。 

業務の効率化を図るために職

員に対する通報等の文書につい

ては、費用対効果を勘案しつつ

イントラネット等を活用した電子化

に努めるとともに、情報セキュリテ

ィの向上を図る。  

また、電子カルテシステムにつ

いては、病院情報委員会におい

て、関係各署との意思疎通を図

○ 文書の電子化を、費用対効果を勘

案しつつ取り組むよう努めるととも

に、情報セキュリティの向上を図って

いるか。 

 

○ 電子カルテシステムの円滑な運用

のための具体的な取組を行っている

か。 
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国立精神・神経医療研究センター 評価の視点（案） 

精神・神経医療－36 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

り、円滑な導入及び運用に努め

る。  

 

 （２）財務会計システム導入による

月次決算の実施 

（２）財務会計システム導入によ

る月次決算の実施 

 

 企業会計原則に基づく独立行政

法人会計基準への移行に伴い財務

会計システムを導入し、月次決算を

行い、財務状況を把握するとともに

経営改善に努める。 

財務会計システムを導入し、月

次決算を行うことで、毎月の財務

状況を把握するとともに経営状況

の分析を行い、これを踏まえ、経

営改善に努める。  

○財務会計システムを導入し、月次決

算を行い、財務状況を把握するとと

もに経営改善に努めているか。 

    

 

 

３．法令遵守等内部統制の適切な構築 

 

 

３．法令遵守等内部統制の適切な構

築 

 

 

３．法令遵守等内部統制の適切な

構築 

■評価項目１２■ 

法令遵守等内部統制の適切な構築 

法令遵守（コンプライアンス）等内部統

制を適切に構築すること。 

特に契約については、原則として一

般競争入札等によるものとし、競争性及

び透明性が十分確保される方法により

実施するとともに、随意契約の適正化を

図ること。 

法令遵守（コンプライアンス）等の内

部統制のため、内部監査等の組織を

構築する。 

契約業務については、原則として一

般競争入札等によるものとし、競争

性、公正性、透明性を確保し、適正に

契約業務を遂行するとともに、随意契

約については、従前の「随意契約見

直し計画」を踏まえた適正化を図り、そ

の取組状況を公表する。 

法令遵守（コンプライアンス）等の

内部統制のため、内部監査等の組

織を構築する。  

契約業務については、原則として

一般競争入札等によるものとし、競

争性、公正性、透明化を確保し、適

正に契約業務を遂行するとともに、

随意契約については、従前の「随

意契約見直し計画」を踏まえた適正

化を図り、その取組状況を公表す

る。  

○ 内部統制（業務の有効性、効率

性、法令等の遵守、資産の保全、財

務報告等の信頼性）に係る取組につ

いての評価が行われているか。（政・

独委評価の視点） 

 

○ 関連公益法人との関係について、

透明性確保に向けた見直しを図って

いるか。（厚労省評価委評価の視

点） 

※ 独立行政法人会計基準上の関連

公益法人に限らず、すでに批判をさ
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国立精神・神経医療研究センター 評価の視点（案） 

精神・神経医療－37 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

れていたり、国民から疑念を抱かれ

る可能性のある業務委託等につい

て、①当該業務委託等の必要性、②

独立行政法人自ら行わず他者に行

わせる必要性、③①及び②の必要

があるとして、他者との契約について

その競争性を高める方策等を検討

し、見直しを図っているか等 

 

○ 契約業務については、原則として

一般競争入札等によるものとし、適

正に契約業務を遂行するとともに、

随意契約については、従前の「随意

契約見直し計画」を踏まえた適正化

を図り、その取組状況を公表してい

るか。 

 

○ 契約方式等、契約に係る規程類に

ついて、整備内容や運用の適切性

等、必要な評価が行われているか。

（政・独委評価の視点） 

 

○ 契約事務手続に係る執行体制や

審査体制について、整備・執行等の

適切性等、必要な評価が行われて

いるか。（政・独委評価の視点） 

 

○ 個々の契約について、競争性・透
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国立精神・神経医療研究センター 評価の視点（案） 

精神・神経医療－38 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

明性の確保の観点から、必要な検

証・評価が行われているか。（政・独

委評価の視点） 

 

○ 「随意契約等見直し計画」の実施・

進捗状況や目標達成に向けた具体

的取組状況について、必要な評価

が行われているか。（政・独委評価の

視点） 

 

○ 契約の締結に当たって、透明性・

競争性等が確保されているか。（厚

労省評価委評価の視点） 

 

○ 契約監視委員会での見直し・点検

は適切に行われたか（その後のフォ

ローアップを含む。）。（厚労省評価

委評価の視点） 

    

 

 

 

 

 

 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

 

 

 

 

 

 

第３ 予算、収支計画及び資金計画 

 

 

 

 

 

 

第３ 予算、収支計画及び資金計画 

■評価項目１３■ 

予算、収支計画及び資金計画等 

短期借入金の限度額 

重要な財産を処分し、又は担保に供 

しようとする時はその計画 

剰余金の使途 

「第３ 業務運営の効率化に関する事

項」で定めた事項に配慮した中期計画の

「第２ 業務の効率化に関する目標を

達成するために取るべき措置」で定めた
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国立精神・神経医療研究センター 評価の視点（案） 

精神・神経医療－39 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

予算を作成し、当該予算による運営を実施

することにより、中期目標の期間における

期首に対する期末の財務内容の改善を図

ること。 

計画を確実に実施し、財務内容の改善

を図る。 

１．自己収入の増加に関する事項 １．自己収入の増加に関する事項 １．自己収入の増加に関する事項  

精神・神経疾患等に対する医療政策

を牽引していく拠点としての役割を果た

すため、運営費交付金以外の外部資金

の積極的な導入に努めること。 

民間企業等からの資金の受け入れ

体制を構築し、寄附や受託研究の受

け入れ等、外部資金の獲得を行う。 

民間企業等からの資金の受け入

れ体制を構築し、寄附や受託研究

の受け入れ等、外部資金の獲得に

努める。  

○ 民間企業等からの資金の受け入れ

体制を構築し、寄付や受託研究の受

け入れ等、外部資金の獲得を行って

いるか。 

２．資産及び負債の管理に関する事項 ２．資産及び負債の管理に関する事

項 

２．資産及び負債の管理に関する

事項 

 

センターの機能の維持、向上を図りつ

つ、投資を計画的に行い、固定負債（長

期借入金の残高）を償還確実性が確保

できる範囲とし、運営上、中・長期的に

適正なものとなるよう努めること。 

センターの機能の維持・向上を図りつ

つ、投資を計画的に行い、中・長期的

な固定負債（長期借入金の残高）を償

還確実性が確保できる範囲とし、運営

上適切なものとなるよう努める。 

そのため、大型医療機器等の投資に

当たっては、原則、償還確実性を確保

する。 

（１）予  算 別紙２ 

（２）収支計画 別紙３ 

（３）資金計画 別紙４ 

中・長期的な固定負債（長期借入

金の残高）を償還確実性が確保で

きる範囲とし、運営上適切なものと

なるよう努める。  

（１）予算 別紙２ 

（２）収支計画 別紙３ 

（３）資金計画 別紙４ 

○  センターの機能の維持・向上を図

りつつ、投資を計画的に行い、固定

負債（長期借入金の残高）を償還確

実性が確保できる範囲とし、運営上

適切なものとなるよう努めているか。 

 

○ 大型医療機器等の投資に当たって

は、原則、償還確実性を確保してい

るか。 

 

○ 資金の運用であって、時価又は為

替相場の変動等の影響を受ける可

能性があるものについて、次の事項

が明らかにされているか。（ⅱについ

ては、事前に明らかにされている

か。） 
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国立精神・神経医療研究センター 評価の視点（案） 

精神・神経医療－40 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

 ⅰ 資金運用の実績 

 ⅱ 資金運用の基本的方針（具体的 

な投資行動の意志決定主体、運用 

に係る主務大臣、法人、運用委託 

間の責任分担の考え方等）、資産 

構成、運用実績を評価するための 

基準（以下「運用方針等」という。） 

（政・独委評価の視点） 

 

○ 資金の性格、運用方針等の設定主

体及び規程内容を踏まえて、法人の

責任について十分に分析している

か。（政・独委評価の視点） 

 

第４ 短期借入金限度額 第４ 短期借入金限度額  

１．限度額 ２，０００百万円 

２．想定される理由 

（１）運営費交付金の受入遅延等による

資金不足への対応 

（２）業績手当（ボーナス）の支給等、資

金繰り資金の出費への対応 

（３）予定外の退職者の発生に伴う退職

手当の支給等、偶発的な出費増への

対応 

１．限度額 ２，０００百万円 

２．想定される理由 

（１）運営費交付金の受入遅延等によ

る資金不足への対応 

（２）業績手当（ボーナス）の支給等、

資金繰り資金の出費への対応 

（３）予定外の退職者の発生に伴う退

職手当の支給等、偶発的な出費増

への対応 

 

○ 短期借入金について、借入理由

や借入額等の状況は適切なものと

認められるか。 

第５ 重要な財産を処分し、又は担保

に供しようとする時はその計画 

第５ 重要な財産を処分し、又は担保

に供しようとする時はその計画 
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国立精神・神経医療研究センター 評価の視点（案） 

精神・神経医療－41 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

なし なし ○ 固定資産等の活用状況等につい

て評価が行われているか。活用状況

等が不十分な場合は、その原因の

妥当性や有効活用又は処分等の法

人の取組についての評価が行われ

ているか。（政・独委評価の視点） 

 

第６ 剰余金の使途 第６ 剰余金の使途  

決算において剰余を生じた場合は、

将来の投資（建物等の整備・修繕、医療

機器等の購入等）及び借入金の償還に

充てる。 

決算において剰余を生じた場合

は、将来の投資（建物等の整備・修

繕、医療機器等の購入等）及び借入

金の償還に充てる。 

○ 利益剰余金が計上されている場

合、国民生活及び社会経済の安定

等の公共上の見地から実施 される

ことが必要な業務を遂行するという法

人の性格に照らし過大な利益となっ

ていないかについて評価が行われて

いるか。（政・独委評価の視点） 

    

 

 

 

 

第５ その他業務運営に関する重要事項 

 

 

 

 

第７ その他主務省令で定める業務運

営に関する事項 

 

 

 

 

第７ その他主務省令で定める業務

運営に関する事項 

■評価項目１４■ 

人事システムの最適化 

人事に関する方針 

その他の事項 

１．施設・設備整備に関する事項 １．施設・設備整備に関する計画 １．施設･設備整備に関する事項  

施設・設備整備については、センター

の機能の維持、向上の他、費用対効果

及び財務状況を総合的に勘案して計画

的な整備に努めること。 

中期目標の期間中に整備する施

設・設備整備については、別紙５のと

おりとする。 

センターの機能の維持、向上や

経営面の改善並びに患者の療養

環境の改善が図られるよう、計画的

な整備を行う。 

○ 中期計画に掲げる施設・設備整備

について、計画的に進展している

か。 
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国立精神・神経医療研究センター 評価の視点（案） 

精神・神経医療－42 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

２．人事の最適化に関する事項 ２．人事システムの最適化 ２．人事システムの最適化  

センターの専門的機能の向上を図る

ため、職員の意欲向上及び能力開発に

努めるとともに、人事評価を適切に行う

システムを構築すること。 

また、年功序列を排し、能力・実績本

位の人材登用などの確立に努め、さら

に、優秀な人材を持続的に確保するた

め、女性の働きやすい環境の整備及び

非公務員型独立行政法人の特性を活

かした人材交流の促進等を推進するこ

と。 

職員が業務で発揮した能力、適

性、実績等を評価し、職員の給与に反

映させるとともに、業務遂行意欲の向

上を図る業績評価制度を導入する。

当該制度の適切な運用を行うことによ

り優秀な人材の定着を図り、人事制度

へ活用することにより、センター全体の

能率的運営につなげる。 

非公務員型組織の特性を活かした

人材交流の促進など、優秀な人材を

持続的に確保する観点から人材の適

切な流動性を有した組織を構築する

ため、国、国立病院機構等独立行政

法人、国立大学法人、民間等と円滑

な人事交流を行う体制を構築する。 

女性の働きやすい環境を整備する

とともに、医師の本来の役割が発揮で

きるよう、医師とその他医療従事者と

の役割分担を見直し、職員にとって魅

力的で働きやすい職場環境の整備に

努める。 

職員が業務で発揮した能力、適

性、実績等を評価し、職員の給与

に反映させるとともに、業務遂行意

欲の向上を図る業績評価制度を導

入する。当該制度の適切な運用を

行うことにより優秀な人材の定着を

図り、人事制度へ活用することによ

り、センター全体の能率的運営につ

なげる。  

非公務員型組織の特性を活かし

た人材交流の促進など、優秀な人

材を持続的に確保する観点から人

材の適切な流動性を有した組織を

構築するため、国や民間等と円滑

な人事交流を行う体制を構築する

ための検討を開始する。  

女性の働きやすい環境を整備す

るとともに、医師の本来の役割が発

揮できるよう、医師とその他医療従

事者との役割分担を見直し、職員

にとって魅力的で働きやすい職場

環境の整備に努める。  

 

○ 職員が業務で発揮した能力、適

性、実績等を評価し、職員の給与に

反映させるとともに、業務遂行意欲

の向上を図る業績評価制度を導入

するとともに、適切な運用を行うこと

により優秀な人材の定着を図り、人

事制度へ活用することにより、センタ

ー全体の能率的運営につなげてい

るか。 

  

○ 人材の適切な流動性を有した組織

を構築するため、国、国立病院機構

等独立行政法人、国立大学法人、

民間等と円滑な人事交流を行う体制

を構築しているか。 

 

○ 女性の働きやすい環境を整備する

とともに、医師の本来の役割が発揮

できるよう、医師とその他医療従事者

との役割分担を見直し、職員にとっ

て魅力的で働きやすい職場環境の

整備に努めているか。 

３．人事に関する方針 ３．人事に関する方針  

（１）方針 （１）方針  

 良質な医療を効率的に提供して 良質な医療を効率的に提供し ○ 医師、看護師等の医療従事者につ
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国立精神・神経医療研究センター 評価の視点（案） 

精神・神経医療－43 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

いくため、医師、看護師等の医療従

事者については、医療を取り巻く状

況の変化に応じて柔軟に対応する

とともに、経営に十分配慮する。 

特に、医師・看護師不足に対する

確保対策を引き続き推進するととも

に離職防止や復職支援の対策を講

じる。 

また、幹部職員など専門的な技

術を有する者については、公募を

基本とし、優秀な人材の確保に努

める。 

ていくため、医師、看護師等の医

療従事者については、医療を取

り巻く状況の変化に応じて柔軟に

対応するとともに、経営に十分配

慮する。  

特に、医師・看護師不足に対

する確保対策を引き続き推進す

るとともに離職防止や復職支援

の対策を講じる。  

また、幹部職員など専門的な

技術を有する者については、公

募を基本とし、優秀な人材の確

保に努める。  

 

いては、医療を取り巻く状況の変化

に応じて柔軟に対応し、経営に十分

配慮しているか。 

 

○ 幹部職員など専門的な技術を有す

る者については、公募を基本とし、優

秀な人材の確保に努めているか。 

（２）指標 （２）指標  

センターの平成 22 年度期首に

おける職員数を 616 人とするもの

の、医師、看護師等の医療従事者

は、医療ニーズに適切に対応する

ために、変動が見込まれるものであ

り、中期目標の期間においては、安

全で良質な医療の提供に支障が生

じないよう適正な人員配置に努め

る。 

特に、技能職については、外部

委託の推進に努める。 

（参考）中期目標の期間中の人件費総

額見込み      ２２，６２２百万円 

医師、看護師等の医療従事者

は、医療ニーズに適切に対応す

るために、変動が見込まれるもの

であり、安全で良質な医療の提

供に支障が生じないよう適正な

人員配置に努める。  

特に、技能職については、外

部委託の推進に努める。  

○ 医療ニーズに適切に対応するため

に、安全で良質な医療の提供に支

障が生じないよう適正な人員配置に

努めているか。 

 

○ 技能職については、外部委託の推

進に努めているか。 
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国立精神・神経医療研究センター 評価の視点（案） 

精神・神経医療－44 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

３．その他の事項 ４．その他の事項 ４．その他の事項  

中期目標に基づきセンターのミッショ

ンを理解し、ミッションを実現するために

必要なアクションプランとして中期計画を

立て、具体的な行動に移すことができる

ように努めること。また、アクションプラン

やセンターの成果について、一般の国

民が理解しやすい方法、内容で情報開

示を行うように努めること。 

ミッションの確認、現状の把握、問題

点の洗い出し、改善策の立案、翌年度

の年度計画の作成等に資するため、定

期的に職員の意見を聞くよう、努めるこ

と。 

センターのミッションを理解し、ミッシ

ョンを実現するために必要なアクション

プランを立て、具体的な行動に移すこ

とができるように努める。 

また、アクションプランやセンターの

成果について、一般の国民が理解し

やすい方法、内容で情報開示をホー

ムページ等で行うように努める。 

ミッションの確認や現状の把握、問

題点の洗い出し、改善策の立案、翌

年度の年度計画の作成等に資するよ

う、職員の意見の聴取に努める。 

センターのミッションを理解し、ミ

ッションを実現するために必要なア

クションプランを立て、具体的な行

動に移すことができるように努める。 

また、アクションプランやセンター

の成果について、一般の国民が理

解しやすい方法、内容で情報開示

をホームページ等で行うように努め

る。  

ミッションの確認や現状の把握、

問題点の洗い出し、改善策の立

案、翌年度の年度計画の作成等に

資するよう、職員の意見の聴取に努

める。  

○ センターのミッションを理解し、ミッ

ションを実現するために必要なアクシ

ョンプランを立て、具体的な行動に

移すことができるように努めている

か。 

 

○ アクションプランやセンターの成果

について、国民が理解しやすい方

法、内容で情報開示を行うよう努めて

いるか。 

 

○ ミッションの確認や現状の把握、問

題点の洗い出し、改善策の立案、翌

年度の年度計画の作成等に資する

よう、職員の意見を聴取するよう努め

ているか。 

 

○ 法人の業務改善のための具体的

なイニシアティブを把握・分析し、評

価しているか。（政・独委評価の視

点） 

 

○ 業務改善の取組を適切に講じてい

るか。（業務改善の取組：国民からの

苦情・指摘についての分析・対応、

国民が疑念を抱くことのない開かれ

た法人運営、目安箱等職員からの提

資料１－２－② 
国立精神・神経医療 
研究センター 



国立精神・神経医療研究センター 評価の視点（案） 

精神・神経医療－45 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

案を受け付けるための仕組みの構

築、改善に取り組む職員を人事上評

価しているか等）（厚労省評価委評価

の視点） 

 

○ 国民のニーズとずれている事務・事

業や、費用に対する効果が小さく継

続する必要性の乏しい事務・事業が

ないか等の検証を行い、その結果に

基づき、見直しを図っているか。（厚

労省評価委評価の視点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

資料１－２－② 
国立精神・神経医療 
研究センター 



国立国際医療研究センター 評価の視点（案） 

国際医療－1 

資料１－２－② 
国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

独立行政法人通則法（平成11年法律第

103号）第29条第1項の規定に基づき、独

立行政法人国立国際医療研究センターが

達成すべき業務運営に関する目標（以下

「中期目標」という。）を次のように定める。 

 

平成２２年４月１日 

厚生労働大臣 長妻 昭 

独立行政法人通則法（平成11年法律第

103号。以下「通則法」という。）第29条第1

項の規定に基づき平成22年4月1日付けを

もって厚生労働大臣から指示のあった独

立行政法人国立国際医療研究センター中

期目標を達成するため、同法第30条の定

めるところにより、次のとおり独立行政法人

国立国際医療研究センター中期計画を定

める。 

 

平成２２年４月１日 

独立行政法人国立国際医療研究センター 

理事長  桐野 髙明 

 

平成22年度の業務運営について、独立

行政法人通則法（平成11年法律第103号）

第31条第1項の規定に基づき、独立行政

法人国際医療研究センターの年度計画を

次のとおり定める。 

 

平成２２年５月１３日 

独立行政法人国立国際医療研究センター 

理事長  桐野 髙明 

 

前文 前文   

我が国においては、急速な尐子高齢化

の進展や、疾病構造の変化、医療技術等

の高度化等により医療を取り巻く環境が大

きく変化するとともに、国民の医療に対す

るニーズも変化しており、このような変化に

対応した国民本位の総合的かつ戦略的な

医療政策の展開が求められている。 

こうした中、国が医療政策を効果的、効

率的に推進するため、国立高度専門医療

研究センターには、疫学研究等による日

本人のエビデンスの収集や高度先駆的医

療の開発及びその普及等、我が国の研

究、医療水準を向上させ、もって公衆衛生

独立行政法人国立国際医療研究センタ

ー（以下「センター」、という。）は、平成5年

に我が国における保健医療分野の国際協

力を推進するため設置された国立国際医

療センターを前身とし、平成20年に国立精

神・神経センター国府台病院を統合し、感

染症その他の疾患であって、その適切な

医療の確保のために海外における症例の

収集その他国際的な調査及び研究を必要

とするもの（以下「感染症その他の疾患」と

いう。）及び国際保健医療協力を対象と

し、その総合診療機能等を有効に活用す

ることとした。 

  



国立国際医療研究センター 評価の視点（案） 

国際医療－2 

資料１－２－② 
国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

の向上に寄与することにより、医療政策を

牽引していく拠点となることが求められてい

る。 

このため、国立高度専門医療研究セン

ターは、国内外の関係機関と連携し、資源

の選択と集中を図り、国の医療政策と一体

となって、研究・開発及び人材育成に関

し、国際水準の成果を継続して生み出し、

世界をリードしていくことが期待される。 

独立行政法人国立国際医療研究センタ

ー（以下「センター」という。）は、平成 5年

に我が国における保健医療分野の国際協

力を推進するため設置された国立国際医

療センターを前身とし、以来、感染症その

他の疾患であって、その適切な医療の確

保のために海外における症例の収集その

他国際的な調査及び研究を必要とするも

の（以下「感染症その他の疾患」という。）

及び国際保健医療協力を対象に中心的

な役割を果たしてきた。 

また、平成 20年には国立精神・神経セ

ンター国府台病院を統合し、その総合診

療機能等を有効に活用することとした。 

センターには、これら設立の経緯を踏ま

え、新興・再興感染症及びエイズ等の感染

症、糖尿病・代謝性疾患、肝炎・免疫疾患

並びに国際保健医療協力を重点分野と

し、我が国のみならず国際保健の向上に

センターは、事業体として、業務運営の

効率化に取り組むとともに、我が国のみな

らず国際保健の向上に寄与するとともに、

感染症その他の疾患及び国際保健医療

協力を重点分野としつつ、主要な診療科

を網羅した総合的な医療提供体制のもと、

チーム医療を前提とした、質の高い全人的

な高度専門・総合医療の実践とその均て

ん化、及び疾病の克服を目指す臨床開発

研究を実施する。 



国立国際医療研究センター 評価の視点（案） 

国際医療－3 

資料１－２－② 
国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

寄与するとともに、国際水準の医療を強化

し、主要な診療科を網羅した総合的な医

療提供体制の下に、チーム医療を前提と

した全人的な高度専門・総合医療の実践

及び均てん化並びに疾病の克服を目指す

臨床開発研究を推進することが求められて

いる。 

 

第１ 中期目標の期間    

センターの中期目標の期間は、平成 22

年 4月から平成 27年 3月までの 5年間と

する。 

こうした観点を踏まえつつ、厚生労働大

臣から指示を受けた平成 22年 4月 1日

から平成 27年 3月 31日までの期間にお

けるセンターが達成すべき業務運営に関

する目標（以下「中期目標」という。）を達成

するための計画を以下のとおり定める。 

  

    

第２ 国民に対して提供するサービス

その他の業務の質の向上に関する

事項 

第１ 国民に対して提供するサービス

その他の業務の質の向上に関する

目標を達成するために取るべき措

置 

第１ 国民に対して提供するサービス

その他の業務の質の向上に関する目

標を達成するために取るべき措置 

■評価項目１■ 

研究・開発に関する事項 

（１）臨床を志向した研究・開発の

推進 

１．研究・開発に関する事項 １．研究・開発に関する事項 １．研究・開発に関する事項  

 センターは、感染症その他の疾患並

びに国際保健医療協力を中心課題とし

て、高度総合医療を担う病院、途上国に

対する社会医学分野の研究・開発を担

う国際医療協力部、疾患の発症機序の

解明につながる基礎的研究をはじめ、

  



国立国際医療研究センター 評価の視点（案） 

国際医療－4 

資料１－２－② 
国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

先駆的な診断・治療法の開発を目指す

橋渡し研究並びに臨床研究に取り組む

研究所の連携を基盤としながら、これま

での国際保健医療協力の実績を基礎と

して国内外の医療・研究機関との共同

研究の推進を図る。また、感染症その他

の疾患の発症機序の解明につながる基

礎的研究の推進から、予防医学技術の

開発、基礎医学の成果を活用した橋渡

し研究、臨床に直結した研究・開発等を

総合的に進めていくとともに、国際保健

医療協力に関する研究を推進する。 

（１）臨床を志向した研究・開発の

推進 

（１）臨床を志向した研究・開発の

推進 

（１）臨床を志向した研究・開発の

推進 

 

高度先駆的医療の開発及び標準医

療の確立のため、臨床を指向した研究

を推進し、優れた研究・開発成果を継続

的に生み出していくことが必要である。こ

のため、センターにおいて以下の研究

基盤強化に努めること。 

   

① 研究所と病院等、センター内の

連携強化 

① 研究所と病院等、センター内の

連携強化 

研究所等と病院が、それぞれの専門

性をふまえた上で情報や意見交換の場

を設ける事により相互の連携を図る。ま

た、基礎研究の成果を臨床現場につな

げるため、臨床研究支援・相談や、臨床

データ・検体の登録等、臨床疫学的研

① 研究所と病院等、センター内の

連携強化 

それぞれの専門性を踏まえた上で、

情報交換や意見交換を行い、相互の連

携を図る。 

基礎研究の成果を臨床現場につなげ

るため、臨床研究支援・相談や、臨床デ

ータ・検体の登録等、臨床疫学的研究

○ 研究所等と病院が、それぞれの専門

性をふまえた上で情報や意見交換の場

を設ける事により相互の連携を図るとと

もに、基礎研究の成果を臨床現場につ

なげるため、臨床研究支援・相談や、臨

床データ・検体の登録等、臨床疫学的

研究基盤を整備しているか。 

 



国立国際医療研究センター 評価の視点（案） 

国際医療－5 

資料１－２－② 
国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

究基盤を整備する。 

これにより、研究開発費等による研究

所等と病院の共同研究を毎年 10件以

上実施する。 

 

基盤の整備に着手する。 【数値目標】 

○  研究開発費等による研究所等と病院

の共同研究を毎年 10件以上実施 

 

② 「革新的医薬品・医療機器創出

のための５か年戦略」（平成 19年

4 月 26日内閣府・文部科学省・厚

生労働省・経済産業省）に基づ

く、産官学が密接に連携して臨床

研究・実用化研究を進める「医療

クラスター」の形成等、国内外の

産業界、研究機関及び治験実施医

療機関等との連携 

② 産官学等との連携強化 

「革新的医薬品・医療機器創出のた

めの５か年戦略」等を踏まえ、先駆的な

技術・モノ・システムの開発・実用化に資

する「医療クラスター」を形成する。企

業、大学等の研究機関、大規模治験実

施医療機関等との連携を図り、共同研

究・委託研究を推進するとともに、情報

発信の仕組みを構築し、関係業界等と

の協議の場を設ける。 

これにより、開発初期の臨床研究の

外部機関等との共同研究数を毎年 10

件以上とする。 

 

② 産官学等との連携強化 

企業、大学等の研究機関、大規模治

験実施医療機関等との連携を図り、共

同研究・委託研究を推進するための情

報発信の仕組みを検討し、関係業界等

との協議の場を設け、連携体制を整備

する。 

開発初期の臨床研究について、外部

機関等との共同研究数を 10件以上と

する。 

○ 先駆的な技術・モノ・システムの開発・

実用化に資する「医療クラスター」を形

成しているか。 

 

○ 大学等の研究機関、大規模治験実施

医療機関等との連携を図り、共同研究・

委託研究を推進するとともに、情報発信

の仕組みを構築し、関係業界等との協

議の場を設けているか。 

 

【数値目標】 

○  開発初期の臨床研究の外部機関等

との共同研究数を毎年 10件以上 

③ 研究・開発に係る企画及び評価

体制の整備 

③ 研究・開発の企画及び評価体制

の整備 

センターの使命を果すための研究

（研究開発費を含む。）を企画し、評価し

ていく体制の強化を図る。 

 

③ 研究・開発の企画及び評価体制

の整備 

研究開発費の評価委員会を設置し、

企画・評価体制の充実を図る。 

○ 研究（研究開発費を含む。）を企画

し、評価していく体制の強化を図ってい

るか。 

 

④ 効果的な知的財産の管理、活用

の推進 

④ 知的財産の管理強化及び活用推

進 

センターにおける基礎研究成果を着

④ 知的財産の管理強化及び活用推

進 

職員に対し、知財に関する相談・説

○ 知財に関する相談体制を整備するとと

もに知的財産を適切に管理しているか。 

 



国立国際医療研究センター 評価の視点（案） 

国際医療－6 

資料１－２－② 
国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

実に知的財産につなげるため、知財に

関する相談体制を整備するとともに知

的財産を適切に管理する。 

明会を開催するとともに、知財に関する

相談・管理体制の充実について検討す

るための委員会を設置する。 

○ 特許権等の知的財産について、法人

における保有の必要性の検討状況につ

いての評価が行われているか。（政・独

委評価の視点） 

 

○ 検討の結果、知的財産の整理等を行

うことになった場合は、その法人の取組

状況や進捗状況等についての評価が

行われているか。（政・独委評価の視点） 

 

○ 特許権等の知的財産について、特許

出願や知的財産活用に関する方針の

策定状況や体制の整備状況について

の評価が行われているか。（政・独委評

価の視点） 

 

○ 実施許諾等に至っていない知的財産

の活用を推進するための取組について

の評価が行われているか。（政・独委評

価の視点） 

    

 

 

 

（２）病院における研究・開発の推進 

 

 

 

（２）病院における研究・開発の推進 

 

 

 

（２）病院における研究・開発の推進 

■評価項目２■ 

研究・開発に関する事項 

（２）病院における研究・開発の推進 

治験等の臨床研究を病院内で高い倫

理性、透明性をもって円滑に実施するため

の基盤の整備に努めること。 

① 臨床研究機能の強化 

センターにおいては、最新の知見に

基づき、治療成績及び患者 QOLの向

① 臨床研究機能の強化 

臨床研究について、病院内で円滑に

実施するための基盤の整備に着手す

○  臨床研究に対する支援部門の整備

を行う等臨床研究を病院内で円滑に実

施するための基盤の整備を図っている



国立国際医療研究センター 評価の視点（案） 

国際医療－7 

資料１－２－② 
国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

上につながる臨床研究（治験を含む。）

を推進する。そのため、センターで実施

される臨床研究に対する薬事・規制要

件の専門家を含めた支援部門の整備を

行う等臨床研究を病院内で円滑に実施

するための基盤の整備を図る。 

このため、中期目標の期間中に、治

験申請から症例登録（First patient in）

までを平均 60日以内とする。 

 

る。 

また、治験申請から症例登録（First 

patient in）までの期間を平均 110日と

する。 

か。 

 

【数値目標】 

○ 中期目標の期間中に、治験申請から

症例登録（First patient in）までを平均

60日以内 

② 倫理性・透明性の確保 

高い倫理性・透明性が確保されるよ

う、臨床研究等については、倫理審査

委員会等を適正に運営する。 

また、センター職員の研究倫理に関

する知識の向上を図るとともに、センタ

ーで実施している治験等臨床研究につ

いて適切に情報開示し、さらに、臨床研

究の実施に当たっては、患者及び家族

に対して十分な説明を行う。 

② 倫理性・透明性の確保 

高い倫理性・透明性が確保されるよう

臨床研究等については、倫理審査委員

会等を適正に運営する。 

また、職員の研究倫理に関する講習

会を開催するとともに、臨床研究の実施

に当たっては、患者及び家族に対して

十分な説明を行う。 

○  臨床研究等について、倫理審査委員

会等を適正に運営しているか。 

 

○  職員の研究倫理に関する知識の向

上を図るとともに、センターで実施してい

る治験等臨床研究について適切に情報

開示を行い、患者及び家族に対して十

分な説明を行っているか。 

    

 

 

 

 

 

（３）担当領域の特性を踏まえた戦

略的かつ重点的な研究・開発の

 

 

 

 

 

（３）担当領域の特性を踏まえた戦

略的かつ重点的な研究・開発の

 

 

 

 

 

（３）担当領域の特性を踏まえた戦

略的かつ重点的な研究・開発の

■評価項目３■ 

研究・開発に関する事項 

（３）担当領域の特性を踏まえた戦

略的かつ重点的な研究・開発の

推進 
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国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

推進 推進 推進 

これら研究基盤の強化により、詳細を別

紙に示した研究・開発を着実に推進するこ

と。 

これらの研究基盤の強化により、高度先

駆的医療の開発やその普及に資する研

究・開発を着実に推進する。 

具体的な記述は別紙１のとおり。 

 

別紙１参照  

担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ

重点的な研究・開発の推進（別紙） 

担当領域の特性を踏まえた戦略的・重

点的な研究・開発の推進（別紙１） 

担当領域の特性を踏まえた戦略的・重

点的な研究・開発の推進（別紙１） 

 

１．重点的な研究・開発戦略の考え方 １．重点的な研究・開発戦略の考え方 １．重点的な研究・開発戦略の考え方  

近年におけるグローバリゼーションの著

しい進展に伴い、世界規模での新興・再

興感染症の蔓延やアウトブレイクが危惧さ

れるほか、健康指標の地域間格差の拡大

と貧困が深刻化する一方、途上国が近代

化を進める中でライフスタイルの変化に伴

う糖尿病等生活習慣病の激増も大きな問

題となってきている。 

このため、センターは、エビデンスを着

実に創出し、我が国のみならず国際保健

の向上に寄与するため、国際保健医療協

力を軸とし、感染症その他の疾患を中心

課題として、病院、国際医療協力部、研究

所の連携を基盤としながら、これまでの国

際保健医療協力の実績を基礎として国内

外の医療機関、研究機関、学会との共同

研究の一層の推進を図ること。 

また、感染症その他の疾患の発症機序

センターは、国際保健医療協力を軸

とし、感染症その他の疾患を中心課題と

して、高度総合医療を担う病院、途上国

に対する社会医学分野の研究・開発を

担う国際医療協力部、疾患の発症機序

の解明につながる基礎的研究をはじ

め、先駆的な診断・治療法の開発を目

指す橋渡し研究並びに臨床研究に取り

組む研究所の連携を基盤としながら、こ

れまでの国際保健医療協力の実績を基

礎として国内外の医療・研究機関、学会

との共同研究の一層の推進を図る。 

また、エイズ治療・研究開発センタ

ー、国際疾病センター、糖尿病研究セ

ンター、肝炎・免疫研究センターの機能

を活かし、感染症その他の疾患の発症

機序の解明につながる基礎的研究の推

進から疫学研究等による日本人のエビ

病院、国際医療協力部、研究所の連

携を基盤としながら、これまでの国際保

健医療協力の実績を基礎として、国内

外の医療・研究機関、学会との共同研

究について一層の推進を図る。 

エイズ治療・研究開発センター、国際

疾病センター、糖尿病研究センター、肝

炎・免疫研究センターの機能を活かし、

次の研究を推進する。 

ア エイズについては、日本人に適し

た治療法のための研究、長期治療を

考慮に入れた薬剤耐性出現や薬剤

の副作用の研究、肝炎合併患者の

最適な治療法の研究などを実施 

イ 新興・再興感染症については、感

染症及び関連疾患の発生要因、病

態解明につながる基礎研究、臨床

研究を実施 

○ 研究・開発を推進するため、企

業、大学、学会等との連携を図って

いるか。 

 

○ 当該研究センターの研究者がコレ

スポンディング・オ－サーである論

文の被引用総数がどのように推移し

ているか。 

 

【数値目標】 

○ 平成 21年度に比し、中期目標の期間

中に、論文誌への掲載論文数をセンター

全体で 10％以上の増加 
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資料１－２－② 
国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

の解明につながる基礎的研究の推進や、

疫学研究等による日本人のエビデンスの

収集から、予防医学技術の開発、基礎医

学の成果を活用した橋渡し研究、臨床に

直結した研究・開発等を総合的に進めて

いくとともに、国際保健医療協力に関する

研究を推進すること。 

その実施にあたっては、中期計画にお

いて、主な研究成果に係る数値目標を設

定するなど、センターが達成すべき研究成

果の内容とその水準を明確化及び具体化

すること。 

デンスの収集、予防医学技術の開発、

基礎医学の成果を活用した橋渡し研

究、臨床に直結した研究・開発等を総

合的に進めていくとともに、国際保健医

療協力に関する研究を推進していくこと

で、科学的根拠を着実に創出し、我が

国のみならず国際保健の向上に寄与す

る。 

このため、平成 21年度に比し、中期 

目標の期間中に、論文誌への掲載論文

数をセンター全体で 10％以上の増加

を図ることとする。 

ウ 糖尿病については、発生要因、病

態解明につながる基礎・臨床研究を

進め、体質や生体指標、心理的背

景に依拠した糖尿病の診療を通じ

た、個々人に対する有効な治療のエ

ビデンスを創出するための研究を実

施 

エ 肝炎については、本邦の肝がんの

大半を占める肝炎ウイルスに対する

治療法の確立を目指すための、研

究体制を確立、国際保健医療協力

に関する研究を推進していくこと

で、科学的根拠を着実に創出し、

我が国のみならず国際保健の向

上に寄与する。 

平成 21年度に比し、中期目標の

期間中に、論文誌への掲載論文数

をセンター全体で 10％以上の増加

を目指す。 

 

２．具体的方針 ２．具体的方針 ２．具体的方針  

（１）疾病に着目した研究 （１）疾病に着目した研究 （１）疾病に着目した研究  

① 感染症その他の疾患の本態解明 

科学技術のイノベーションを常に取

り入れ、分子・細胞から個体に至るも

のまでを研究対象にすることにより、

感染症その他の疾患の疾病メカニズ

ムを解明し、予防・診断・治療への応

① 疾患の本態解明 

感染症その他の疾患について、発症

機序や病態の解明につながる以下の研

究を実施する。 

・ HIVの新規感染者の薬剤耐性に関

する研究等、病態及び免疫に関する

① 疾病の本態解明 

感染症その他の疾患について、発症

機序や病態の解明につながる次の研究

を実施する。 

ア HIVの新規感染者について耐性検

査の実施、薬剤耐性状況の把握及び

○  感染症その他の疾患について、発症

機序や病態の解明につながる研究を実

施しているか。 
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国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

用の糸口となる研究を推進する。 研究 

・ 新興・再興感染症について、病態解

明に関する基礎・臨床研究 

・ 糖尿病について、発症機序並びに

関連遺伝子と生体指標に関する研究 

・ ウイルスを原因とする慢性肝疾患に

ついて、病態の進展に関わるウイルス

側因子とホスト側因子の解明等の研究 

・ 免疫に関連する疾患の病因解明の

基盤となる研究 

遺伝子解析 

イ 新興・再興感染症について、病態

解明に関する基礎・臨床研究 

ウ 糖尿病及びその合併症について、

病態解明に関する基礎・臨床研究 

エ ウイルスを原因とする慢性肝疾患

について、病態の進展に関わるウイル

ス側因子とホスト側因子の解明のた

め、次世代シークエンサーを利用した

研究体制の構築 

オ 免疫に関する疾患の病因解明の

基盤となる基礎・臨床研究 

 

② 感染症その他の疾患の実態把握 

我が国の感染症その他の疾患の罹

患、転帰その他の状況等の実態及び

その推移の把握、疫学研究による感

染症その他の疾患のリスク・予防要因

の究明等、感染症その他の疾患の実

態把握に資する研究を推進する。 

② 疾患の実態把握 

高病原性鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ

１）、新型インフルエンザ等のパンデミッ

ク感染症、結核、マラリア等の新興・再

興感染症及び糖尿病等に関する疫学

研究を進めるとともに、ウイルス性肝炎

の感染状況やインターフェロン治療に関

する実態把握を行う。 

疫学研究により、罹患、転帰その他の

状況等の実態及びその推移に関するデ

ータを分析し、感染症その他の疾患に

ついてのリスク・予防要因の究明等、実

態把握に資する研究を実施する。 

 

② 疾患の実態把握 

高病原性鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ

１）、新型インフルエンザ等のパンデミッ

ク感染症、結核、マラリア等の新興・再

興感染症及び糖尿病等に関する疫学

研究を進める。 

ウイルス性肝炎の感染状況（特に

HIV と肝炎ウイルスの重複感染）やイン

ターフェロン治療に関する実態把握の

ための疫学研究を行う。 

○  パンデミック感染症、新興・再興感染

症及び糖尿病等に関する疫学研究を進

めるとともに、ウイルス性肝炎の感染状

況やインターフェロン治療に関する実態

把握を行っているか。 

 

○  疫学研究により、感染症その他の疾

患についてのリスク・予防要因の究明

等、実態把握に資する研究を実施して

いるか。 

③ 高度先駆的及び標準的な予防、 ③ 高度先駆的及び標準的予防、診 ③ 高度先駆的及び標準的な予防、 ○  感染症その他の疾患に対する高度
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診断、治療法の開発の推進 

感染症その他の疾患に対する高度

先駆的な予防、診断、治療法の開発

に資する研究を推進する。 

また、既存の予防、診断、治療法に

対する有効性の比較等、標準的な予

防、診断、治療法の確立に資する研

究を推進する。 

また、高度先駆的な予防・診断・治

療法の開発の基盤となる、バイオリソ

ースや臨床情報の収集及びその解析

を推進する。 

断、治療法の開発の推進 

感染症その他の疾患に対する高度先

駆的な予防法や、早期診断技術、治療

法の開発に資する研究や標準的な予

防、診断、治療法の確立に資する以下

の研究を推進する。 

・ HIV・エイズについて、効果的な患

者教育や国民に対する予防啓発等に

関する研究や、新たな治療法の開発に

資する臨床研究 

・ 高病原性鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ

１）を含む新興・再興感染症の診断、検

査、治療技術の開発に向けた研究 

・ 肝疾患について、診断法及び治療

法の確立を目指す研究 

・ 糖尿病について、患者個々人に対

する有効な治療や予防の科学的根拠

を創出するための研究 

・ 免疫に関する疾患の治療及び重症

化予防の標的と方法を探索する研究。 

また、研究に必要な、バイオリソース

や臨床情報を収集し、解析を行う研究を

実施する等、その有効な活用を図る。 

診断、治療法の開発の推進 

感染症その他の疾患に対する高度先

駆的な予防法や、早期診断技術、治療

法の開発に資する研究や標準的な予

防、診断、治療法の確立に資する研究

として次の研究を推進する。 

ア 肝硬変を有する HIV感染者に対

する自己骨髄輸注療法の治療研究を

開始、新たな治療法開発のための多

施設共同臨床試験に関する計画の検

討 

イ 高病原性鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ

１）を含む新興・再興感染症の診断、検

査、治療技術の開発に向けた研究 

ウ 肝疾患について、診断法及び治療

法の確立を目指す基礎的な研究 

エ 糖尿病について、患者個々人に対

する有効な治療や予防の科学的根拠

を創出するための研究 

オ 免疫に関する疾患の治療及び重

症化予防の標的と方法を探索する研

究 

研究に必要な、バイオリソースや臨床

情報の収集方法及びその有効な活用を

図るために、必要な検討に着手する。 

 

先駆的な予防法や、早期診断技術、治

療法の開発に資する研究や標準的な予

防、診断、治療法について、中期計画

に掲げる研究を推進しているか。 

 

○  研究に必要な、バイオリソースや臨床

情報を収集し、解析を行う研究を実施す

る等、その有効な活用を図っているか。 

④ 医薬品及び医療機器の開発の推

進 

④ 医薬品及び医療機器の開発の推

進 

④ 医薬品及び医療機器の開発の推

進 

○  医薬品及び医療機器の治験（適応拡

大を含む。）の実現を目指した研究を実
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「新成長戦略（基本方針）」（平成

21年 12月 30日閣議決定）において

は、ライフ・イノベーションによる健康

大国戦略として、革新的な医薬品、医

療・介護技術の研究開発・実用化の

促進が求められている。 

この趣旨を踏まえ、感染症その他

の疾患に関する研究成果等を安全か

つ速やかに臨床現場へ応用するため

に、医薬品及び医療機器の治験（適

応拡大を含む。）、特に高度に専門的

な知識や経験が要求される等実施に

困難を伴う治験・臨床研究の実現を

目指した研究を推進する。 

また、海外では有効性と安全性が

検証されているが、国内では未承認

の医薬品、医療機器について、治験

等臨床研究を推進する。 

これらにより平成 21年度に比し、

中期目標の期間中に、臨床研究実施

件数（倫理委員会にて承認された研

究をいう。）及び治験（製造販売後臨

床試験も含む。）の実施件数の合計

数の 10％以上の増加を図ること。 

感染症その他の疾患に関する研究成

果等を安全かつ速やかに臨床現場へ

応用するために、医薬品及び医療機器

の治験（適応拡大を含む。）の実現を目

指し、以下の研究を実施する。 

・ HIV・エイズについて、国内未承認

の医薬品、医療機器に関する臨床研

究 

・ 高病原性鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ

１）を含む新興・再興感染症の診断検

査薬や治療薬等に関する研究 

・ 糖尿病の医薬品開発に資する研

究。疾患の診断法及び治療法の確立

を目指す研究（再掲） 

また、海外では有効性と安全性が検

証されているが国内では未承認の医薬

品・医療機器について、治験をはじめと

する臨床研究を推進する。 

これらにより、平成 21年度に比し、中

期目標の期間中に、臨床研究実施件数

（倫理委員会にて承認された研究をい

う。）及び治験（製造販売後臨床試験も

含む。）の実施件数の合計数の 10％以

上の増加を目指す。 

感染症その他の疾患に関する研究成

果等を安全かつ速やかに臨床現場へ

応用するために、医薬品及び医療機器

の治験（適応拡大を含む）の実現を目指

し、研究を推進するとともに、海外では

有効性と安全性が検証されているが国

内では未承認の医薬品・医療機器につ

いて、治験をはじめとする臨床研究を推

進するため、次の研究を実施する。 

ア HIV・エイズにおける国内未承認の

医薬品や医療機器に関する臨床研究 

イ 新興・再興感染症における新規診

断検査法・治療薬の開発や既存薬適

応拡大に向けた研究 

ウ C型慢性肝炎の治療効果の簡易

な判定手法に関する研究 

エ 糖尿病について、医薬品等による

有効な治療に関する介入研究 

平成 21年度に比し、中期目標の期

間中に、臨床研究実施件数（倫理委員

会にて承認された研究をいう。）及び治

験（製造販売後臨床試験も含む。）の実

施件数の合計数の 10％以上の増加を

目指す。 

 

施しているか。 

 

○ 海外では有効性と安全性が検証され

ているが国内では未承認の医薬品・医

療機器について、治験をはじめとする臨

床研究を推進しているか。 

 

【数値目標】 

○  平成 21年度に比し、中期目標の期間

中に、臨床研究実施件数（倫理委員会に

て承認された研究をいう。）及び治験（製

造販売後臨床試験も含む。）の実施件数

の合計数の 10％以上の増加 

（２）均てん化に着目した研究 （２）均てん化に着目した研究 （２）均てん化に着目した研究  

①医療の均てん化手法の開発の推進 

関係学会等との連携を図り、臨床

①医療の均てん化手法の開発の推進 

感染症その他の疾患に関する医療の

① 医療の均てん化手法の開発の推進 

感染症その他の疾患に関する医療の

○  感染症その他の疾患に関する医療の

質を評価する信頼性・妥当性のある指
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資料１－２－② 
国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

評価指標の開発並びに診断・治療ガ

イドライン等の作成及び普及に寄与

する研究を推進する。 

感染症その他の疾患に対する医療

を担う高度かつ専門的な技術を持つ

人材育成を図るため、系統だった教

育・研修方法の開発を推進する。 

質を評価する信頼性・妥当性のある指

標の開発を行うとともに、以下の研究を

実施することで、医療の均てん化を図

る。 

・ HIV・エイズについて、包括ケア及

び長期療養に必要なプロトコールの作

成 

・ 新興・再興感染症、糖尿病につい

て、診療にかかるガイドラインの作成 

・ 児童精神地域診療ネットワーク会議

の開催等を通じた情報共有方法に関

する研究 

・ 次世代の感染症その他疾患の医療

や国際保健医療協力を担う、高度かつ

専門的な技術を持つ人材の育成を図

るため、系統だった教育・研修システ

ム、教育ツールの開発を目指した研究

を実施する。 

質を評価するための指標について、検

討に着手する。次の研究を実施すること

で、医療の均てん化を図る。 

ア HIV・エイズについて、包括ケアプロ

トコールの作成に着手、長期療養プロ

トコールの作成のための実態調査に着

手 

イ 新興・再興感染症、糖尿病につい

て、診療にかかるガイドラインの作成に

着手 

ウ 糖尿病に関するかかりつけ医向け

の診療マニュアルを年度内に作成 

エ 児童精神地域診療ネットワーク会

議の開催等を通じた情報共有方法に

関する研究に着手 

オ 次世代の感染症その他疾患の医

療や国際保健医療協力を担う、高度か

つ専門的な技術を持つ人材の育成を

図るため、系統だった教育・研修システ

ム、教育ツールの開発を目指した研究 

 

標の開発を行うとともに、中期計画に掲

げる研究を実施することで、医療の均て

ん化を図っているか。 

② 情報発信手法の開発 

感染症その他の疾患に対する正し

い理解を促進し、患者・家族に対する

支援の質を向上させるため、医療従

事者及び患者・国民への啓発手法の

研究を推進する。 

② 情報発信手法の開発 

感染症その他の疾患に対する偏見を

解消し、正しい理解を促進するとともに、

患者・家族に対する支援の質を向上さ

せるため、広く国内外の知見を収集評

価し、ホームページ等を通じて、国民向

け・医療機関向けに最新の診断・治療

② 情報発信手法の開発 

広く国内外の知見を収集評価し、ホ

ームページ等を通じて、国民向け・医療

機関向けに最新の診断・治療情報等の

提供を行うため、次の研究等に着手す

る。 

ア 感染症その他の疾患に関する医療

○  感染症その他の疾患に対する偏見を

解消し、正しい理解の促進にするととも

に、最新の診断・治療情報等の提供を

行うための研究を実施しているか。 
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資料１－２－② 
国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

情報等の提供を行うための研究を実施

する。 

ア 感染症その他の疾患に関する医療

の均てん化に資する医療者向け情報

の提供方法等の開発 

医療者向け情報について、コンテンツ

の効率的な収集・維持体制や提供方法

に関する研究を行う。 

イ 患者・国民等への感染症その他の

疾患に関する医療・研究に対する理解

を支援する方法の開発 

患者・家族・国民等に対して、感染症

その他の疾患の予防、早期発見、診

断、治療、研究に関する知識や情報を

集積してわかりやすく提供することに関

する研究に取り組む。 

 

の均てん化に資する医療者向け情報

の提供方法等の検討 

イ 医療者向け情報について、コンテ

ンツの効率的な収集・維持体制や提供

方法に関する検討 

ウ 患者・国民等への感染症その他の

疾患に関する医療・研究に対する理解

を支援する方法の検討 

エ 患者・家族・国民等に対して、感染

症その他の疾患の予防、早期発見、診

断、治療、研究に関する知識や情報を

集積して分かりやすく提供することにつ

いて検討 

 

（３）国際保健医療協力 （３）国際保健医療協力に関する研

究 

（３）国際保健医療協力  

国際保健医療協力を推進するため、関

係機関と連携し、以下の研究を推進する。 

   

 

① 国際医療協力の効果的な推進に

必要な研究 

世界的な健康格差の是正に向け、

国際保健医療協力を効果的に行うた

めに必要な研究を推進する。 

開発途上国への国際保健医療協力

を効果的に推進するため、国際保健動

向の情報収集・分析を効果的に行うとと

もに、開発途上国で実施している技術

協力プロジェクトの知見等を収集評価

し、開発途上国における感染症制御に

必要なシステム、妊産婦や乳幼児の死

① 国際医療協力の効果的な推進に必

要な研究 

開発途上国への国際保健医療協力

を効果的に推進するため、次の研究等

を行う。 

ア 国際保健動向の情報収集・分析 

イ 開発途上国で実施している技術協

○  開発途上国への国際保健医療協力

を効果的に推進するため、国際保健動

向の情報収集・分析を効果的に行うとと

もに、効果的な保健システムの在り方等

に関する研究や、国際保健にかかる国

内外の人材育成に必要な研究を実施し

ているか。 
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資料１－２－② 
国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

亡を減らすための方策、効果的な保健

システムの在り方等に関する研究や、国

際保健にかかる国内外の人材育成に必

要な研究を実施する。 

力プロジェクトの知見等の収集・評価 

ウ 開発途上国における感染症制御に

必要なシステムに関する検討 

エ 妊産婦や乳幼児の死亡を減らすた

めの方策の検討 

オ 効果的な保健システムの在り方等

の検討 

カ 国際保健にかかる国内外の効果的

な人材育成の検討 

 

② 国際保健のネットワークの強化

に必要な研究 

国内外の関係機関等との情報共有

及び共同事業の実施等諸協力を推

進するため、国際保健分野のネットワ

ーク強化に必要な研究を実施する。 

国際保健のネットワーク強化を図るた

め、効果的な情報共有や共同研究の仕

組み等を構築するために必要な研究を

国内外関係機関等と共同で実施する。 

 

② 国際保健のネットワークの強化に

必要な研究 

国際保健のネットワーク強化を図るた

め、効果的な情報共有や共同研究の仕

組み等を構築するために必要な研究を

国内外関係機関等と共同で実施する。 

○ 国際保健のネットワーク強化を図るた 

め、効果的な情報共有や共同研究の仕

組み等を構築するために必要な研究を

国内外関係機関等と共同で実施してい

るか。 

    

 

 

 

 

２．医療の提供に関する事項 

 

 

 

 

２．医療の提供に関する事項 

 

 

 

 

２．医療の提供に関する事項 

■評価項目４■ 

医療の提供に関する事項 

（１）高度先駆的な医療、標準化に

資する医療の提供 

我が国における感染症その他の疾患に

対する中核的な医療機関として、国内外

の知見を集約し、高度先駆的医療の提供

を行うこと。 

また、高齢化社会が進展する中で、課

基本的に病気とは複雑な疾病の複合体

であるので、その治療に際しては、高度な

専門性と同時に、「こころ」も含め様々な側

面から患者を診るための総合診療能力、

救急医療を含む診療体制、並びに質の高
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資料１－２－② 
国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

題となっている病気の複合化、併存化に

対し、臓器別、疾病別のみならず、患者全

体を見る全人的な医療を前提に、総合医

療を基盤とした感染症その他の疾患に対

する医療の標準化を推進するため、最新

の科学的根拠に基づいた医療の提供を行

うこと。 

患者・家族に必要な説明を行い、情報

の共有化に努めることにより、患者との信

頼関係を構築し、また、患者・家族が治療

の選択、決定を医療者とともに主体的に行

うことができるよう支援することに加え、チ

ーム医療の推進、入院時から地域ケアを

見通した医療の提供、医療安全管理体制

の充実、客観的指標等を用いた医療の質

の評価等により、患者の視点に立った良質

かつ安心な医療の提供を行うこと。 

地域のニーズに即した質の高い救急医

療を提供すること。 

特定感染症指定医療機関として、感染

症指定医療機関等と連携し、感染症の患

者に対する医療の提供を着実に行うこと。 

 

い人材の育成及び確保が要求される。 

センターは、既に培われた世界的に見

ても質の高い医療水準をさらに向上させ、

総合医療を基盤とした各診療科の高度先

駆的な医療を提供する。 

特に、センターのミッションである感染症

その他の疾患のための質の高い医療の提

供を行うことにより、医療の標準化を図り、

他施設にモデルとなる科学的根拠を集積

し、我が国の医療の標準化・均てん化を推

進する。 

（１）高度先駆的な医療、標準化に

資する医療の提供 

① 高度先駆的な医療の提供 

高齢化社会が進展する中で、課題と

なっている病気の複合化、併存化に対

応するため、臓器別、疾患別のみなら

ず、小児から高齢者までの患者を対象

とした心身を含めた総合医療を基盤

に、最新の知見を活用することで、個々

の病態に即した高度先駆的な医療の提

供を行う。 

また、HIV・エイズ患者に対し、薬剤耐

性や薬剤血中濃度のモニターに基づ

き、総合医療をベースに個々人の病態

に即した医療を年間 150例以上提供す

る。 

（１）高度先駆的な医療、標準化に

資する医療の提供 

① 高度先駆的な医療の提供 

HIV・エイズ患者に対し、薬剤耐性や

薬剤血中濃度のモニターに基づき、総

合医療をベースに個々人の病態に即し

た医療を年間 150例以上提供する。 

H5N1鳥インフルエンザ感染を含む

新興感染症に対する治療法の開発を

推進する。 

C型慢性肝炎患者の薬剤感受性に

着目したテーラーメイド医療の開発を行

う。 

糖尿病について生体指標等に依拠し

た治療を実施する。 

センターにおいて実施されている先

駆的な医療技術については、先進医療

 

 

○  臓器別、疾患別のみならず、小児か

ら高齢者までの患者を対象とした心身を

含めた総合医療を基盤に、最新の知見

を活用することで、個々の病態に即した

高度先駆的な医療の提供を行っている

か。 

 

【数値目標】 

○ HIV・エイズ患者に対し、薬剤耐性や

薬剤血中濃度のモニターに基づき、総

合医療をベースに個々人の病態に即し

た医療を年間 150例以上提供 



国立国際医療研究センター 評価の視点（案） 

国際医療－17 

資料１－２－② 
国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

に承認申請を行うことを推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 医療の標準化を推進するため

の、最新の科学的根拠に基づいた

医療の提供 

感染症その他の疾患について、最新

の知見を活用しつつ、医療の標準化に

資する診療体制を整備し、標準的医療

の実践に取り組む。 

② 医療の標準化を推進するため

の、最新の科学的根拠に基づいた

医療の提供 

感染症その他の疾患について、最新

の知見を活用しつつ、医療の標準化に

資する診療体制を整備し、標準的医療

の実践に取り組む。 

○  感染症その他の疾患について、最新

の知見を活用しつつ、医療の標準化に

資する診療体制を整備し、標準的医療

の実践に取り組んでいるか。 

    

  

 

 

 

（２）患者の視点に立った良質かつ

安心できる医療の提供 

 

 

 

 

（２）患者の視点に立った良質かつ安

心できる医療の提供 

■評価項目５■ 

医療の提供に関する事項 

（２）患者の視点に立った良質かつ

安心な医療の提供 

 ① 患者の自己決定への支援 

患者・家族が治療の選択、決定を医

療者とともに主体的に行うことができるよ

う、患者・家族に必要な説明を行い、か

つ、情報公開に積極的に取り組むこと

で、情報の共有化に努めるとともに、患

者のプライバシー保護に努める。 

このため、患者に対する相談支援を

行うための窓口を設置する。 

また、専門的立場から幅広く患者・家

族を支援するため、セカンドオピニオン

① 患者の自己決定への支援 

患者にとって安心・安全な医療を提

供するため、カルテの開示等の情報公

開に積極的に取り組む。 

患者のプライバシー保護に努めるた

め、個人情報保護に関する委員会を設

置する。 

患者に対する相談支援を行う窓口に

ついて、支援体制の充実を図る。 

セカンドオピニオンを 180件以上実

施する。 

○  患者・家族が治療の選択、決定を医

療者とともに主体的に行うことができるよ

う、必要な説明を行い、かつ、情報公開

に積極的に取り組むことで、情報の共有

化及び患者のプライバシー保護に努め

ているか。 

 

○  患者に対する相談支援を行うための

窓口を設置しているか。 

 

【数値目標】 
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資料１－２－② 
国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

を年間 180件以上実施する。 ○  セカンドオピニオンを年間 180件以

上実施 

 

 ② 患者等参加型医療の推進 

患者の視点に立った医療の提供を行

うため、定期的に患者満足度調査を実

施し、その結果を業務の改善に活用す

ること、及びご意見箱を活用するなど、

患者の意見を反映しつつ医療の取り組

みを着実に実施するとともに、患者サー

ビスの改善について積極的な推進を図

る。 

また、ボランティアによる相談支援等

に努め、患者の医療に対する理解の向

上に努める。 

② 患者等参加型医療の推進 

患者サービス推進委員会を定期的に

開催する。また、患者の視点に立った医

療の提供を行うため、平成 21年度に実

施した患者満足度調査及びその分析

結果をもとに、必要なサービスの改善を

行うとともに、本年度においても患者満

足度調査を実施する。 

院内に設置してある意見箱を活用

し、患者から生の声をくみ上げ、患者サ

ービスの改善について積極的に推進を

図る。 

ボランティアの活動による相談支援等

を推進し、患者の医療に対する理解の

向上に努める。 

 

○ 患者の視点に立った医療の提供を行

うため、患者満足度調査を実施し、その

結果を業務の改善に活用すること、及び

ご意見箱を活用するなど、患者サービス

の改善について積極的な推進を図って

いるか。 

 

○  ボランティアによる相談支援等に努

め、患者の医療に対する理解の向上に

努めているか。 

 ③ チーム医療の推進 

センターの総合医療の特長を活かし

て、小児から高齢者までの患者に対し、

多職種連携及び診療科横断によるチー

ム医療を推進する。 

③ チーム医療の推進 

センターの総合医療の特長を活かし

て、小児から高齢者までの患者に対し、

多職種連携及び診療科横断によるチー

ム医療を推進する。 

 

○  小児から高齢者までの患者に対し、

多職種連携及び診療科横断によるチー

ム医療を推進しているか。 

 ④ 入院時から地域ケアを見通した

医療の提供 

患者に対して、切れ目なく適切な医

④ 入院時から地域ケアを見通した

医療の提供 

患者に対して切れ目なく適切な医療

○  切れ目なく適切な医療を提供できる

よう、地域の診療所や病院との役割分担

を図るとともに、連携を強化し、患者に適
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資料１－２－② 
国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

療を提供できるよう、地域の診療所や病

院との役割分担を図るとともに、連携を

強化し、患者に適した医療機関（かかり

つけ医）への紹介を進め、紹介率・逆紹

介率の向上を図る。 

また、地域に開かれた研修会や協議

会を開催し、情報の共有を図る。 

を提供できるよう、地域の診療所や病院

との役割分担を図るとともに、連携を強

化し、患者に適した医療機関（かかりつ

け医）への紹介を進め、紹介率・逆紹介

率の向上を図る。 

地域に開かれた研修会や協議会を開

催し、情報の共有を図る。 

糖尿病について、地域連携パスの活

用、紹介及び逆紹介を進める。 

自治体や地域の医師会等と小児医療

体制について協議を行うとともに、地域

の医療機関と協議し、休日夜間の小児

救急を実施する。 

地元医師会との合同研修会を開催す

る。 

 

した医療機関（かかりつけ医）への紹介

を進め、紹介率・逆紹介率の向上を図っ

ているか。 

 

○  地域に開かれた研修会や協議会を

開催し、情報の共有を図っているか。 

 ⑤ 医療安全管理体制の充実 

センターの医療安全管理を確保し、

医療事故の未然防止の観点から、発生

した医療事故を科学的に検証するととも

に、その結果が業務の改善につながる

体制を構築する。 

また、院内感染対策のため、院内サ

ーベランスの充実等に積極的に取り組

む。 

専門の医療安全推進部門を設置し、

医療安全に対する取り組みを推進する

ための体制を強化する。 

⑤ 医療安全管理体制の充実 

センターにおける医療安全管理を確

保し、医療事故の未然防止の観点か

ら、発生した医療事故を科学的に検証

するとともに、その結果が業務の改善に

つながる体制を構築する。 

院内感染対策のため、院内サーベラ

ンスの充実等に積極的に取り組む。 

医療安全に対する取組を推進するた

め、体制の強化を図る。 

医療安全研修会・感染症対策研修会

を 3回以上開催するとともに、医療安全

○  センターの医療安全管理を確保し、

発生した医療事故を科学的に検証する

とともに、その結果が業務の改善につな

がる体制を構築しているか。 

 

○  院内感染対策のため、院内サーベラ

ンスの充実等に積極的に取り組んでい

るか。 

 

○  専門の医療安全推進部門を設置し、

医療安全に対する取り組みを推進する

ための体制を強化しているか。 
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資料１－２－② 
国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

このため、医療安全研修会・感染症

対策研修会を年 3回以上開催する。 

また、医療安全に関するマニュアルを

年 1回改訂する。 

に関するマニュアルを改訂する。 【数値目標】 

○  医療安全研修会・感染症対策研修会

を年 3回以上開催 

 

○  医療安全に関するマニュアルを年 1

回改訂 

 

 ⑥ 客観的指標等を用いた医療の質の

評価 

患者の視点に立った良質かつ安心な

医療の提供を行うため、センターで提供

する医療について、客観的指標等を用

いた質の評価を行う。 

⑥ 客観的指標等を用いた医療の質の

評価 

センターで提供する医療について、

客観的指標等を用いた質の評価を行う

ため、医療の質の評価に関する検討に

着手する。 

○  患者の視点に立った良質かつ安心な

医療の提供を行うため、センターで提供

する医療について、客観的指標等を用

いた質の評価を行っているか。 

    

  

 

 

 

 

（３）その他医療政策の一環とし

て、センターで実施すべき医療

の提供 

 

 

 

 

 

（３）その他医療政策の一環として、

センターで実施すべき医療の提

供、 

■評価項目６■ 

医療の提供に関する事項 

（３）その他医療政策の一環とし

て、センターで実施すべき医療

の提供 

 ① 救急医療の提供 

三次を含む全科的総合救急医療及

び質の高い精神科救急を実施する。 

特に、国府台地区において、精神科

救急病棟入院患者における重症身体

① 救急医療の提供 

三次を含む全科的総合救急医療及

び質の高い精神科救急を実施する。 

国府台地区において、積極的に重症

者を受け入れ、精神科救急病棟入院患

○  三次を含む全科的総合救急医療及

び質の高い精神科救急を実施している

か。 

 

【数値目標】 
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資料１－２－② 
国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

合併症率を 5％以上とする。 者における重症身体合併症率を 5％以

上とする。 

○  国府台地区において、精神科救急病

棟入院患者における重症身体合併症率

を 5％以上 

 

 ② 国際化に伴い必要となる医療の

提供 

渡航者健康管理室等、海外渡航者

に対する保健医療の充実を図るととも

に、感染症の患者に対する医療提供体

制の整備を図る。 

② 国際化に伴い必要となる医療の

提供 

渡航者健康管理室等、海外渡航者に

対する保健医療の充実を図るとともに、

感染症の患者に対する医療提供体制の

整備を図る。 

 

○  渡航者健康管理室等、海外渡航者

に対する保健医療の充実を図るととも

に、感染症の患者に対する医療提供体

制の整備を図っているか。 

 

 

３．人材育成に関する事項 

 

 

３．人材育成に関する事項 

 

 

３．人材育成に関する事項 

■評価項目７■ 

人材育成に関する事項 

 （１）リーダーとして活躍できる人

材の育成 

（１）リーダーとして活躍できる人

材の育成 

 

人材育成は、センターが医療政策を牽

引する上で特に重要なものであることか

ら、センターが国内外の有為な人材の育

成拠点となるよう、総合的な医療を基盤と

して、感染症その他の疾患に対する医療

及び研究を推進するにあたりリーダーとし

て活躍できる人材の育成を行うとともに、モ

デル的な研修及び講習の実施及び普及

に努めること。 

小児から高齢者までの患者に対する

心身を含めた総合医療に携わる専門的

人材を育成するため、質の高い研修・人

材育成を初期段階から継続的に行うとと

もに、総合的な医療を基盤として、高度

先駆的な医療を実践できる人材の育成

を図る。 

また、世界的な視野を持ち、トランスレ

ーショナルリサーチを含め、感染症その

他の疾患に関する研究の推進を図るた

めに必要な人材を育成する。 

小児から高齢者までの患者に対する

心身を含めた総合医療に携わる専門的

人材を育成するため、質の高い研修・人

材育成を初期段階から継続的に行うとと

もに、総合的な医療を基盤として、高度

先駆的な医療を実践できる人材の育成

を図る。 

世界的な視野を持ち、トランスレーシ

ョナルリサーチを含め、感染症その他の

疾患に関する研究の推進を図るために

必要な人材を育成する。 

○ 総合医療に携わる専門的人材を育成

するため、質の高い研修・人材育成を初

期段階から継続的に行うとともに、総合

的な医療を基盤として、高度先駆的な

医療を実践できる人材の育成を図って

いるか。 

 

○  世界的な視野を持ち、感染症その他

の疾患に関する研究の推進を図るため

に必要な人材を育成しているか。 
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資料１－２－② 
国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

 （２）モデル的研修・講習の実施 （２）モデル的研修・講習の実施  

 感染症その他の疾患に関する医療の

均てん化及び国際保健医療協力の充

実等を目的として、医療従事者に対する

モデル的な研修プログラムを企画・実施

する。 

また、センター外の医療従事者向け

各種研修会等を毎年 20回以上開催す

る。 

感染症その他の疾患に関する医療の

均てん化及び国際保健医療協力の充

実等を目的として、医療従事者に対する

モデル的な研修プログラムを企画し、次

の各種研修会等を実施する。 

ア HIV/エイズについては、エイズ拠

点病院などの医師・看護師を対象

とした研修を４回、専門薬剤師研修

を２回、歯科研修を４回、短期研修

を年１回、首都圏４カ所以上の都

県において病院に対する出張研

修を各１回、それぞれ開催 

イ 新興・再興感染症については、輸

入感染症に関する一般医師対象

講習会を１回、国際感染症セミナ

ーを１回開催 

ウ 肝炎については、肝疾患診療連

携拠点病院を対象とした研修会を

２回開催 

エ 糖尿病については、医療従事者

を対象とした研修会を年３回以上

開催 

オ 精神疾患については、児童思春

期精神医療専門研修会、精神科

心理教育研修会、摂食障害医療

専門研修会などを開催 

○ 医療従事者に対するモデル的な研修

プログラムを企画・実施しているか。 

 

【数値目標】 

○  センター外の医療従事者向け各種研

修会等を毎年 20回以上開催 
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国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

 

 

 

４．医療の均てん化並びに情報の収

集及び発信に関する事項 

 

 

 

４．医療の均てん化と情報の収集・

発信に関する事項 

 

 

 

４．医療の均てん化と情報の収集・

発信に関する事項 

■評価項目８■ 

医療の均てん化と情報の収集・発信に 

関する事項 

 （１）ネットワーク構築の推進 （１）ネットワークの構築の推進  

センター及び都道府県における中核的

な医療機関間のネットワークを構築し、高

度先駆的医療の普及及び医療の標準化

に努めること。 

情報発信にあたっては、医療従事者や

患者・家族が感染症その他疾患に関して

信頼のおける情報を分かりやすく入手でき

るよう、国内外の感染症その他の疾患に関

する知見を収集、整理及び評価し、科学

的根拠に基づく診断及び治療法等につい

て、国民向け及び医療機関向けの情報提

供を行うこと。 

 

感染症その他の疾患について、セン

ターと都道府県における中核的な医療

機関等とのネットワークを構築し、研修

会及び協議会を開催し、最新の情報提

供を行うとともに、相互に情報交換を行

い、それら医療機関と連携して、高度先

駆的医療及び標準的医療等の普及を

図る。 

 

（２）情報の収集・発信 

医療従事者や患者・家族が感染症そ

の他疾患に関して信頼のおける情報を

分かりやすく入手できるよう、広く国内外

の知見を収集、整理及び評価し、ホーム

ページ等を通じて、国民向け・医療機関

向けに最新の診断・治療情報等の提供

を行う。 

また、ＨＰアクセス数を、年間 1,000万

ＰＶ以上とする。 

感染症その他の疾患について、セン

ターと都道府県における中核的な医療

機関等とのネットワークを構築し、研修

会及び協議会を開催し、最新の情報提

供を行うとともに、相互に情報交換を行

い、それら医療機関と連携して、高度先

駆的医療及び標準的医療等の普及を

図る。 

 

（２）情報の収集・発信 

医療従事者や患者・家族が感染症そ

の他疾患に関して、信頼のおける情報

を分かりやすく入手できるよう、広く国内

外の知見を収集、整理及び評価し、ホ

ームページ等を通じて国民向け・医療

機関向けに最新の診断・治療情報等の

提供を行う。 

また、ＨＰアクセス数を、年間 1,000万

ＰＶ以上とする。 

 

○ センターと都道府県における中核的な

医療機関等とのネットワークを構築し、

研修会及び協議会を開催し、最新の情

報提供を行うとともに、相互に情報交換

を行い、それら医療機関と連携して、高

度先駆的医療及び標準的医療等の普

及を図っているか。 

 

 

 

○ 広く国内外の知見を収集、整理及び

評価し、ホームページ等を通じて、国民

向け・医療機関向けに最新の診断・治

療情報等の提供を行っているか。 

 

【数値目標】 

○  ＨＰアクセス数を、年間 1,000万ＰＶ

以上 
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５．国への政策提言に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

５．国への政策提言に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

５．国への政策提言に関する事 

■評価項目９■ 

国への政策提言に関する事項 

その他我が国の医療政策の推進等に関 

する事項 

（１）公衆衛生上の重大な危害への対

応 

（２）国際貢献 

医療政策をより強固な科学的根拠に基

づき、かつ、医療現場の実態に即したもの

にするため、科学的見地から専門的提言

を行うこと。 

 

感染症その他の疾患に関して明らか

となった課題の解決策等について、科

学的見地から専門的提言を行う。 

感染症その他の疾患に関して明らか

となった課題の解決策等について、科

学的見地から専門的提言を行う。 

○ 感染症その他の疾患に関して明らかと

なった課題の解決策等について、科学

的見地から専門的提言を行っている

か。 

６．その他我が国の医療政策の推進

等に関する事項 

６．その他我が国の医療政策の推進

等に関する事項 

６．その他我が国の医療政策の推進

等に関する事項 

 

（１）公衆衛生上の重大な危害への

対応 

（１）公衆衛生上の重大な危害への

対応 

（１）公衆衛生上の重大な危害への

対応 

 

公衆衛生上重大な危害が発生し又は発

生しようとしている場合には、国の要請に

応じ、迅速かつ適切な対応を行うこと。 

国の要請に応じて、国内外の公衆衛

生上重大な危害が発生し又は発生しよ

うとしている場合には、迅速かつ適切な

対応を行う。またそのような事態に対し

準備する。 

また、新感染症の発生に向けた訓練

を毎年１回実施する。 

国の要請に応じて、国内外の公衆衛

生上重大な危害が発生し又は発生しよ

うとしている場合には、迅速かつ適切な

対応を行う。またそのような事態に対す

る準備として災害訓練を実施する。 

さらに、新感染症の発生に向けた訓

練を１5回実施する。 

○  国の要請に応じて、国内外の公衆衛

生上重大な危害が発生し又は発生しよ

うとしている場合には、迅速かつ適切な

対応を行うとともに、そのような事態に対

し準備を行っているか。 

 

【数値目標】 

○  新感染症の発生に向けた訓練を毎

年１回実施 
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国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

（２）国際貢献 （２）国際貢献 （２）国際貢献  

我が国の国際保健医療協力の中核的

機関として、感染症その他の疾患に関する

専門的な医療及び国際保健医療協力等

の向上を図るとともに、これらに対する調査

及び研究並びに技術者の研修を行うこと。 

開発途上国における保健システム（母

子保健、感染症対策等を含む。）の推進

を図るため、中期目標の期間中、５年間

に 400人以上の専門家を派遣し技術協

力を行う。 

また、開発途上国からの研修生を５年

間に延べ 800人以上受入れる。 

緊急援助等の支援活動を行うととも

に、国際機関や国際協力機構（JICA）等

の依頼に応じ調査研究・評価事業を実

施する。 

広く国民及び国内外の関係機関に対

し、国際保健に関する情報提供等を行

い、我が国の国際保健医療協力人材を

養成するため、必要な知識、技術の習

得を促す研修を国内外で実施する。 

また、国際医療協力を実施している

機関とのネットワークを構築し、開発途

上国等において保健医療分野の共同

研究や人材育成等の諸協力を実施す

る。 

 

アジア、アフリカ等の開発途上国にお

ける保健システム（母子保健、感染症対

策等を含む）の強化を図るため、専門家

を派遣する。 

アジア、アフリカ等の開発途上国から

の研修生の受入を積極的に行う。 

国際協力機構（JICA）の要請に応じ

て、緊急援助等の支援活動を行う。国際

機関、国際協力機構（JICA）等の依頼に

応じて、調査研究・評価事業を実施す

る。 

国際保健に関して、広く国民及び国

内外の関係機関に対しホームページ等

を通じ情報提供等を行うとともに、基礎

講座を開催し国際保健に関する知識の

普及を図る。 

我が国の国際保健医療協力人材を

養成するため、研修カリキュラムを作成

するとともに、国際保健人材養成研修を

実施する。ベトナム・バックマイ病院と共

同研究の推進等を図るための協定を締

結する。WHO協力センターとしての活

動を実施する。 

○  緊急援助等の支援活動を行うととも

に、国際機関や国際協力機構（JICA）等

の依頼に応じ調査研究・評価事業を実

施しているか。 

 

○  国際保健に関する情報提供等を行

い、我が国の国際保健医療協力人材を

養成するため、必要な知識、技術の習

得を促す研修を国内外で実施している

か。 

 

○  国際医療協力を実施している機関と

のネットワークを構築し、開発途上国等

において保健医療分野の共同研究や

人材育成等の諸協力を実施している

か。 

 

【数値目標】 

○  技術協力のため中期目標の期間中

400人以上の専門家を派遣 

 

○  開発途上国からの研修生を中期目

標期間延べ 800人以上受入れ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■評価項目１０■ 

その他我が国の医療政策の推進等に関 

する事項 
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国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

 

（３）ＨＩＶ・エイズ 

 

(３) ＨＩＶ・エイズ 

 

（３）ＨＩＶ・エイズ 

（３）ＨＩＶ・エイズ 

エイズ治療・研究開発センターは、HIV

裁判の和解に基づき国の責務となった被

害者の原状回復に向けた医療の取組を厚

生労働省に届いた意見を踏まえつつ着実

に実施するとともに、エイズに関し、診断及

び治療、臨床研究、診療に関する相談、

技術者の研修並びに情報の収集及び提

供を行うこと。 

また「後天性免疫不全症候群に関する

特定感染症予防指針」（平成 18年厚生労

働省告示第 89号）に基づき、エイズに係

る中核的医療機関としてブロック拠点病院

等を支援し、地域におけるエイズ医療水準

の向上を図ること。 

エイズ治療・研究開発センターは、

HIV裁判の和解に基づき国の責務とな

った被害者の原状回復に向けた医療の

取組を被害者の意見を反映しつつ着実

に実施し、エイズに関し、診断及び治

療、臨床研究、診療に関する相談、技

術者の研修並びに情報の収集及び提

供等の必要な取組を進めるとともに、必

要な人的物的体制整備を計画的に進め

る。 

また「後天性免疫不全症候群に関す

る特定感染症予防指針」（平成 18年厚

生労働省告示第 89号）に基づき、エイ

ズに係る中核的医療機関としてブロック

拠点病院等を支援し、地域におけるエ

イズ医療水準の向上を図る。 

HIV・エイズに関し、診断及び治療、

臨床研究、診療に関する相談、技術者

の研修並びに情報の収集及び提供を

行う。 

また、HIV・エイズのブロック拠点病院

等を支援するとともに連携を図る。 

○ エイズ治療・研究開発センターは、HIV

被害者の原状回復に向けた医療の取組

を被害者の意見を反映しつつ着実に実

施し、エイズに関し、診断及び治療、臨

床研究、診療に関する相談、技術者の

研修並びに情報の収集及び提供等の

必要な取組を進めるとともに、必要な人

的物的体制整備を計画的に進めている

か。 

 

○ エイズに係る中核的医療機関としてブ

ロック拠点病院等を支援し、地域におけ

るエイズ医療水準の向上を図っている

か。 

    

 

 

 

 

（４）看護に関する教育及び研究 

 

 

 

 

(４) 看護に関する教育及び研究 

 

 

 

 

（４）看護に関する教育及び研究 

■評価項目１１■ 

その他我が国の医療政策の推進等に関 

する事項 

（４）看護に関する教育及び研究 

国立高度専門医療研究センターの職員

の養成及び研修を目的として、看護に関

する学理及び技術の教授及び研究並び

国立看護大学校においては、看護学

部及び研究課程部における教育の充実

を図るとともに、認定看護師教育課程を

研究課程部における教育の充実を図

るとともに、認定看護師教育課程を１コ

ース、短期研修を４コース開催する。 

○ 国立看護大学校において、看護学部

及び研究課程部における教育の充実を

図るとともに、認定看護師教育課程を毎
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

に研修を行うこと。 毎年開催する。 

また、オープンキャンパスや公開講座

を毎年３回以上開催し、国立看護大学

校に関する情報提供を積極的に行い、

質の高い学生等の確保に努める。 

さらに、看護研究活動を推進する。 

また、オープンキャンパスや公開講座

を毎年３回以上開催し、国立看護大学

校に関する情報提供を積極的に行う。 

臨床看護研究推進センターを設置

し、看護研究活動を推進する。 

年開催しているか。 

 

○ 国立看護大学校に関する情報提供を

積極的に行い、質の高い学生等の確保

に努めているか。 

 

○ 看護研究活動を推進しているか。 

 

【数値目標】 

○  オープンキャンパスや公開講座を毎

年３回以上開催 

 

 

 

 

第３ 業務運営の効率化に関する事項 

 

 

 

第２ 業務運営の効率化に関する目標

を達成するために取るべき措置 

 

 

 

第２ 業務運営の効率化に関する目標

を達成するために取るべき措置 

■評価項目１２■ 

効率的な業務運営に関する事項 

（１）効率的な業務運営体制 

１．効率的な業務運営に関する事項 １．効率的な業務運営に関する事項 １．効率的な業務運営に関する事項  

 （１）効率的な業務運営体制 (１)効率的な業務運営体制  

業務の質の向上を目指し、かつ、効率

的な業務運営体制とするため、定期的に

事務及び事業の評価を行い、役割分担の

明確化及び職員の適正配置等を通じ、弾

力的な組織の再編及び構築を行うこと。 

総人件費については、センターの果た

すべき役割の重要性を踏まえつつ、簡素

で効率的な政府を実現するための行政改

センターとしての使命を果たすことが

できるよう組織内の企画立案、調整、分

析機能を高めるとともに、人的・物的資

源を有効に活用し、ガバナンスの強化を

目指した体制を構築する。 

さらにセンターの使命に応じて、より

効率的に成果を生み出せるよう、各部門

の再編を行う。 

センターとしての使命を適切に果たし

ていくために、高度先駆的医療や臨床

研究の推進などの体制の整備とあわせ

て、組織の適正化など効率的な業務運

営体制を構築する。 

○  センターとしての使命を果たすことが

できるよう組織内の企画立案、調整、分

析機能を高めるとともに、人的・物的資

源を有効に活用し、ガバナンスの強化を

目指した体制を構築しているか。 

 

○  センターの使命に応じて、より効率的

に成果を生み出せるよう、各部門の再編
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革の推進に関する法律（平成 18年法律

第 47号）や「経済財政運営と構造改革に

関する基本方針 2006」（平成 18年 7月 7

日閣議決定）に基づいて人件費改革に取

り組むとともに、給与水準に関して国民の

理解が十分得られるよう必要な説明や評

価を受けるものとすること。 

その際、併せて、医療法（昭和 23年法

律第 205号）及び診療報酬上の人員基準

に沿った対応を行うことはもとより、国の制

度の創設や改正に伴う人材確保も含め高

度先駆的医療の推進のための対応や医

療安全を確保するための適切な取組を行

うこと。 

また、独立行政法人に関する制度の見

直しの状況を踏まえ適切な取組を行うこ

と。 

総人件費については、センターの果

たすべき役割の重要性を踏まえつつ、

簡素で効率的な政府を実現するための

行政改革の推進に関する法律（平成 18

年法律第 47号）に基づき平成 22年度

において１％以上を基本とする削減に

取り組み、「経済財政運営と構造改革に

関する基本方針 2006」（平成 18年 7月

7日閣議決定）に基づき、人件費改革の

取組を平成 23年度まで継続するととも

に、給与水準に関して国民の理解が十

分得られるよう必要な説明や評価を受け

るものとする。 

その際、併せて、医療法（昭和 23年

法律第 205号）及び診療報酬上の人員

基準に沿った対応を行うことはもとより、

国の制度の創設や改正に伴う人材確保

も含め高度先駆的医療の推進のための

対応や医療安全を確保するための適切

な取組を行う。 

また、独立行政法人に関する制度の

見直しの状況を踏まえ適切な取組を行

う。 

を行っているか。 

 

○ 総人件費改革取組開始からの経過年

数に応じ取組が順調であるかどうかにつ

いて、法人の取組の適切性について検

証が行われているか。また、今後、削減

目標の達成に向け法人の取組を促すも

のとなっているか。（政・独委評価の視点） 

 

○ 総人件費改革は進んでいるか。（厚労

省評価委評価の視点） 

 

○  国の制度の創設や改正に伴う人材確

保も含め高度先駆的医療の推進のため

の対応や医療安全を確保するための適

切な取組を行っているか。 

 

○  独立行政法人に関する制度の見直し

の状況を踏まえ適切な取組を行ってい

るか。 

 

○ 国家公務員の再就職者のポストの見

直しを図っているか。（厚労省評価委評

価の視点） 

 

○ 独立行政法人職員の再就職者の非人

件費ポストの見直しを図っているか。（厚

労省評価委評価の視点） 
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 ① 副院長複数制の導入 

特命事項を担う副院長の設置を可能

とするとともに、副院長の役割と院内で

の位置付けを明確化する。 

① 副院長複数制の導入 

平成 22年度より副院長複数制を導

入し、また、特命事項を担う副院長の設

置については、院内における位置付け

を検討する。 

 

○ 特命事項を担う副院長の設置を可能と

するとともに、副院長の役割と院内での

位置付けを明確化しているか。 

 ② 事務部門の改革 

事務部門については、配置を見直

し、効率的・効果的な運営体制とする。 

② 事務部門の改革 

事務部門については、センターの使

命を適切に果たすための企画、立案、

調整、分析機能の向上及びガバナンス

の強化を目指した体制を構築するととも

に、戸山地区、国府台地区及び看護大

学校における財務・給与業務を戸山地

区に一元化し、効率的・効果的な運営

体制とする。 

○ 事務部門については、配置を見直し、        

効率的・効果的な運営体制となっている 

か。 

    

  

 

 

 

（２）効率化による収支改善 

 

 

 

 

（２）効率化による収支改善 

■評価項目１３■ 

効率的な業務運営に関する事項 

（２）効率化による収支改善 

電子化の推進 

センターの効率的な運営を図るため、以

下の取組を進めること。 

センターとしての使命を果たすための

経営戦略や毎年の事業計画を通じた経

営管理により収支相償の経営を目指す

こととし、５年間を累計した損益計算に

おいて、経常収支率が 100％以上となる

よう経営改善に取り組む。 

平成 22年度の予定損益計算におい

て、経常収支率が約 96％となるよう経営

改善に取り組む。また、費用対効果等に

着目し適切な事務・事業の見直しを推

進する。 

無駄削減への取組として、職員一人

○ 当期総利益（又は当期総損失）の発生

要因が明らかにされているか。また、当

期総利益（又は当期総損失）の発生要

因の分析を行った上で、当該要因が法

人の業務運営に問題等があることによる

ものかを検証し、業務運営に問題等が



国立国際医療研究センター 評価の視点（案） 

国際医療－30 

資料１－２－② 
国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

一人の経営意識の向上を目指した取組

を、職員研修等を通じて行う。 

あることが判明した場合には当該問題

等を踏まえた評価が行われているか。

（政・独委評価の視点） 

 

○ 繰越欠損金が計上されている場

合、その解消計画どおり進んでいる

か。（政・独委評価の視点） 

 

○ 当該年度に交付された運営費交付金

の当該年度における未執行率が高い場

合において、運営費交付金が未執行とな

っている理由が明らかにされているか。

（政・独委評価の視点） 

 

○ 法人の福利厚生費について、法人の

事務・事業の公共性、業務運営の効率

性及び国民の信頼性確保の観点から、

必要な見直しが行われているか。（政・

独委評価の視点） 

 

○ 法定外福利費の支出は、適切である

か。（厚労省評価委評価の視点） 

 

○ 事業費における冗費を点検し、その削

減を図っているか。（厚労省評価委評価

の視点） 

 

【数値目標】 



国立国際医療研究センター 評価の視点（案） 

国際医療－31 

資料１－２－② 
国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

○ ５年間を累計した損益計算において、

経常収支率が 100％以上 

 

① 給与水準について、センターが

担う役割に留意しつつ、適切な給

与体系となるよう見直し 

① 給与制度の適正化 

給与水準等については、社会一般の

情勢に適合するよう、民間の従業員の

給与等を踏まえ、業務の内容・実績に応

じたものとなるよう見直す。 

① 給与制度の適正化 

給与水準等については、民間等の従

業員の給与等を参考に、業務の内容・

実績に応じたものとなるよう見直しを行

う。 

○ 給与水準等については、民間の従業

員の給与等を踏まえ、業務の内容・実績

に応じたものとなるよう見直しを行ってい

るか。 

 

○ 国家公務員と比べて給与水準の高い

法人について、以下のような観点から厳

格なチェックが行われているか。 

・ 給与水準の高い理由及び講ずる措

置（法人の設定する目標水準を含む）に

ついての法人の説明が、国民に対して

納得の得られるものとなっているか。 

・法人の給与水準自体が社会的な理解

の得られる水準となっているか。（政・独

委評価の視点） 

 

○ 給与水準が適正に設定されているか

（特に、給与水準が対国家公務員指数

100を上回る場合にはその適切性を厳格

に検証し、給与水準を設定しているか）。

（厚労省評価委評価の視点） 

 

○ 国と異なる、又は法人独自の諸手当

は、適切であるか。（厚労省評価委評価

の視点） 



国立国際医療研究センター 評価の視点（案） 

国際医療－32 

資料１－２－② 
国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

② 共同購入等による医薬品医療材

料等購入費用の適正化 

② 材料費の節減 

医薬品、医療材料等の購入方法、契

約単価の見直しにより、材料費率の抑

制に努める。 

② 材料費の節減 

医薬品及び医療材料等の購入に当

たっては、材料費率の抑制を図るため、

調達方法・契約単価を見直すとともに、

在庫管理の効率化等を推進し費用の節

減に努める。  

 

○  医薬品、医療材料等の購入方法、契

約単価の見直しにより、材料費率の抑

制に努めているか。 

 

③ 一般管理費（退職手当を除く。）

について、平成 21年度に比し、中

期目標期間の最終年度において

15％以上の削減 

 

③ 一般管理費の節減 

平成 21年度に比し、中期目標の期

間の最終年度において、一般管理費

（退職手当を除く。）について、15％以上

節減を図る。 

③ 一般管理費の節減 

センター内の業務の見直し等により、

一般管理費（退職手当を除く。）の経費

節減に向けた業務運営体制を目指す。      

○  一般管理費（退職手当を除く。）につ

いて、中期計画に掲げている目標の達

成に向けて取り組み、着実に進展してい

るか。 

 

【数値目標】 

○ 中期目標期間最終年度において一般

管理費を平成 21年度比 15％以上節減 

 

 ④ 建築コストの適正化 

建築単価の見直し等を進めるととも

に、コスト削減を図り、投資の効率化を

図る。 

④ 建築コストの適正化 

市場単価を導入することにより、建築

コストの削減を図り、投資の効率化を図

る。 

 

○  建築単価の見直し等を進め、コスト削

減を図り、投資の効率化を図っている

か。 

④ 医業未収金の発生防止及び徴収

の改善並びに診療報酬請求業務の

改善等収入の確保 

⑤ 収入の確保 

医業未収金については、新規発生の

防止に取り組むとともに、定期的な督促

業務を行うなど回収に努めることで、平

成 21年度に比して（※）医業未収金比

率の縮減に取り組む。 

また、診療報酬請求業務について

⑤ 収入の確保 

医業未収金の新規発生防止の取組

を推進し、定期的な支払案内等の督促

業務を行い回収に努めるとともに、法的

手段の実施についても検討を進める。 

適正な診療報酬請求事務の推進に

当たっては、外部ツールによる精度管理

○  医業未収金の新規発生の防止に取り

組むとともに、定期的な督促業務を行う

など、中期計画に掲げる目標の達成に

向けて取り組み、また、院内のレセプト

点検体制の確立等により適正な診療報

酬請求事務の推進に努めているか。 

 



国立国際医療研究センター 評価の視点（案） 

国際医療－33 

資料１－２－② 
国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

は、院内のレセプト点検体制の確立等

により適正な診療報酬請求事務の推進

に努める。 

※ 平成 21年度（平成 20年 4月～平

成 22年 1月末時点）医業未収金比

率○○％ 

を実施するとともに、医師をはじめ委託

職員も含めた勉強会を定期的に開催

し、院内におけるレセプト点検体制の確

立を図る。 

○ 貸付金、未収金等の債権について、

回収計画が策定されているか。回収計画

が策定されていない場合、その理由の妥

当性についての検証が行われているか。

（政・独委評価の視点） 

 

○ 回収計画の実施状況についての評価

が行われているか。評価に際し、ⅰ）貸倒

懸念債権・破産更生債権等の金額やそ

の貸付金等残高に占める割合が増加し

ている場合、ⅱ）計画と実績に差がある場

合の要因分析を行っているか。（政・独委

評価の視点） 

 

○ 回収状況等を踏まえ回収計画の見直

しの必要性等の検討が行われているか。

（政・独委評価の視点） 

 

【数値目標】 

○ 平成 21年度に比した医業未収金比

率の縮減 

 

２．電子化の推進 ２．電子化の推進 ２．電子化の推進  

 （１）電子化の推進による業務の効

率化 

（１）電子化の推進による業務の効

率化 

 

業務の効率化及び質の向上を目的とし

た電子化を費用対効果を勘案しつつ推進

し、情報を経営分析等に活用すること。推

業務の効率化を図るために職員に対

する通報等の文書の電子化を、費用対

効果を勘案しつつ取り組むよう努めると

業務の効率化を図るために職員に対

する通報等の文書の電子化を、費用対

効果を勘案しつつ取り組むよう努めると

○  文書の電子化を、費用対効果を勘案

しつつ取り組むよう努めるとともに、情報

セキュリティの向上を図っているか。 



国立国際医療研究センター 評価の視点（案） 

国際医療－34 

資料１－２－② 
国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

進にあたっては職員の利便性に配慮しつ

つ、情報セキュリティの向上に努めること。 

ともに、情報セキュリティの向上を図る。 

また、電子カルテシステムの円滑な運

用のための具体的な取組を行う。 

ともに、情報セキュリティの向上を図る。 

電子カルテシステムの円滑な運用の

ための具体的な取組を行う。 

 

○  電子カルテシステムの円滑な運用の

ための具体的な取組を行っているか。 

 （２）財務会計システム導入による

月次決算の実施 

（２）財務会計システム導入による

月次決算の実施 

 

 企業会計原則に基づく独立行政法人

会計基準への移行に伴い財務会計シス

テムを導入し、月次決算を行い、財務状

況を把握するとともに経営改善に努め

る。 

平成 22年度は企業会計原則に基づ

く会計処理への初年度であることから、４

月１日から財務会計システムを導入し、

確実に稼働させるとともに、経営分析シ

ステムの導入も図り、経営状況の把握、

分析、評価が可能な体制の確立を図

る。 

 

○  財務会計システムを導入し、月次決

算を行い、財務状況を把握するとともに

経営改善に努めているか。 

 

 

 

 

３．法令遵守等内部統制の適切な構

築 

 

 

３．法令遵守等内部統制の適切な構

築 

 

 

３．法令遵守等内部統制の適切な構

築 

■評価項目１４■ 

法令遵守等内部統制の適切な構築 

法令遵守（コンプライアンス）等内部統

制を適切に構築すること。 

特に契約については、原則として一般

競争入札等によるものとし、競争性及び透

明性が十分確保される方法により実施する

とともに、随意契約の適正化を図ること。 

法令遵守（コンプライアンス）等の内部

統制のため、内部監査等の組織を構築

する。 

契約業務については、原則として一

般競争入札等によるものとし、競争性、

公正性、透明性を確保し、適正に契約

業務を遂行するとともに、随意契約につ

いては、従前の「随意契約見直し計画」

を踏まえた適正化を図り、その取組状況

法令遵守（コンプライアンス）等の内部

統制のため、監査室を設置して内部監

査を実施するとともに、監事による業務

監査及び会計監査、監査法人による外

部監査を実施する。 

契約事務については、原則として一

般競争入札等によるものとし、競争性、

公正性及び透明性が十分確保される方

法により実施する。 

○  内部統制（業務の有効性、効率性、

法令等の遵守、資産の保全、財務報告

等の信頼性）に係る取組についての評価

が行われているか。（政・独委評価の視

点） 

 

○ 関連公益法人との関係について、透

明性確保に向けた見直しを図っている

か。（厚労省評価委評価の視点） 



国立国際医療研究センター 評価の視点（案） 

国際医療－35 

資料１－２－② 
国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

を公表する。 ※ 独立行政法人会計基準上の関連 

公益法人に限らず、すでに批判をさ 

れていたり、国民から疑念を抱かれる 

可能性のある業務委託等について、 

①当該業務委託等の必要性、②独 

立行政法人自ら行わず他者に行わ 

せる必要性、③①及び②の必要があ 

るとして、他者との契約についてその 

競争性を高める方策等を検討し、見 

直しを図っているか等 

 

○  契約業務については、原則として一

般競争入札等によるものとし、適正に契

約業務を遂行するとともに、随意契約に

ついては、従前の「随意契約見直し計

画」を踏まえた適正化を図り、その取組

状況を公表しているか。 

 

○ 契約方式等、契約に係る規程類につ

いて、整備内容や運用の適切性等、必要

な評価が行われているか。（政・独委評価

の視点） 

 

○ 契約事務手続に係る執行体制や審査

体制について、整備・執行等の適切性

等、必要な評価が行われているか。（政・

独委評価の視点） 

 



国立国際医療研究センター 評価の視点（案） 

国際医療－36 

資料１－２－② 
国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

○ 個々の契約について、競争性・透明性

の確保の観点から、必要な検証・評価が

行われているか。（政・独委評価の視点） 

 

○ 「随意契約等見直し計画」の実施・進

捗状況や目標達成に向けた具体的取組

状況について、必要な評価が行われてい

るか。（政・独委評価の視点） 

 

○ 契約の締結に当たって、透明性・競争

性等が確保されているか。（厚労省評価

委評価の視点） 

 

○  契約監視委員会での見直し・点検は

適切に行われたか（その後のフォローア

ップを含む。）。（厚労省評価委評価の

視点） 

    

 

 

 

 

 

 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

 

 

 

 

 

 

第３ 予算、収支計画及び資金計画 

 

 

 

 

 

 

第３ 予算、収支計画及び資金計画 

■評価項目１５■ 

予算、収支計画及び資金計画 

短期借入金の限度額 

重要な財産を処分し、又は担保に供し 

ようとする時はその計画 

剰余金の使途 

「第３ 業務運営の効率化に関する事

項」で定めた事項に配慮した中期計画の

予算を作成し、当該予算による運営を実

「第２ 業務の効率化に関する目標を

達成するために取るべき措置」で定めた

計画を確実に実施し、財務内容の改善

  



国立国際医療研究センター 評価の視点（案） 

国際医療－37 

資料１－２－② 
国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

施することにより、中期目標の期間におけ

る期首に対する期末の財務内容の改善を

図ること。 

を図る。 

１．自己収入の増加に関する事項 １．自己収入の増加に関する事項 １．自己収入の増加に関する事項  

感染症その他の疾患及び国際保健医

療協力に関する医療政策を牽引していく

拠点としての役割を果たすため、運営費交

付金以外の外部資金の積極的な導入に

努めること。 

 

民間企業等からの資金の受け入れ体

制を構築し、寄附や受託研究の受け入

れ等、外部資金の獲得を行う。 

民間企業等からの資金の受け入れ体

制を構築し、寄附や受託研究の受け入

れ等、外部資金の獲得に向け、具体的

な検討に着手する。 

○  民間企業等からの資金の受け入れ体

制を構築し、寄付や受託研究の受け入

れ等、外部資金の獲得を行っているか。 

２．資産及び負債の管理に関する事項 ２．資産及び負債の管理に関する事項 ２．資産及び負債の管理に関する事項  

センターの機能の維持、向上を図りつ

つ、投資を計画的に行い、固定負債（長期

借入金の残高）を償還確実性が確保でき

る範囲とし、運営上、中・長期的に適正な

ものとなるよう努めること。 

センターの機能の維持・向上を図りつ

つ、投資を計画的に行い、中・長期的な

固定負債（長期借入金の残高）を償還

確実性が確保できる範囲とし、運営上適

切なものとなるよう努める。 

そのため、大型医療機器等の投資に

当たっては、原則、償還確実性を確保

する。 

（１）予  算 別紙２ 

（２）収支計画 別紙３ 

（３）資金計画 別紙４ 

センターの機能の維持・向上を図りつ

つ、投資を計画的に行い、中・長期的な

固定負債（長期借入金の残高）につい

ては、運営上適切なものとなるよう大型

医療機器等の投資に当たっては、原

則、償還確実性を確保する。 

（１）予  算 別紙２ 

（２）収支計画 別紙３ 

（３）資金計画 別紙４ 

○ センターの機能の維持・向上を図り 

つつ、投資を計画的に行い、固定負債

（長期借入金の残高）を償還確実性が

確保できる範囲とし、運営上適切なもの

となるよう努めているか。 

 

○ 大型医療機器等の投資に当たって

は、原則、償還確実性を確保している

か。 

 

○ 資金の運用であって、時価又は為替 

相場の変動等の影響を受ける可能性が

あるものについて、次の事項が明らかに

されているか。（ⅱについては、事前に

明らかにされているか。） 

 ⅰ 資金運用の実績 



国立国際医療研究センター 評価の視点（案） 

国際医療－38 

資料１－２－② 
国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

 ⅱ 資金運用の基本的方針（具体的な 

投資行動の意志決定主体、運用に係 

る主務大臣、法人、運用委託間の責 

任分担の考え方等）、資産構成、運用 

実績を評価するための基準（以下「運 

用方針等」という。）（政・独委評価の視 

点） 

 

○ 資金の性格、運用方針等の設定主体

及び規程内容を踏まえて、法人の責任

について十分に分析しているか。（政・

独委評価の視点） 

 

第４ 短期借入金の限度額 第４ 短期借入金限度額  

１．限度額 ３，４００百万円 

２．想定される理由 

（１）運営費交付金の受入遅延等によ

る資金不足への対応 

（２）業績手当（ボーナス）の支給等、

資金繰り資金の出費への対応 

（３）予定外の退職者の発生に伴う退

職手当の支給等、偶発的な出費

増への対応 

 

１．限度額 ３，４００百万円 

２．想定される理由 

（１）運営費交付金の受入遅延等による

資金不足への対応 

（２）業績手当（ボーナス）の支給等、資

金繰り資金の出費への対応 

（３）予定外の退職者の発生に伴う退職

手当の支給等、偶発的な出費増へ

の対応 

○ 短期借入金について、借入理由や 

借入額等の状況は適切なものと認められ

るか。 

第５ 重要な財産を処分し、又は担保

に供しようとする時はその計画 

第５ 重要な財産を処分し、又は担 

保に供しようとする時はその計画 

 

なし なし ○ 固定資産等の活用状況等につい 



国立国際医療研究センター 評価の視点（案） 

国際医療－39 

資料１－２－② 
国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

 て評価が行われているか。活用状況等が

不十分な場合は、その原因の妥当性や

有効活用又は処分等の法人の取組につ

いての評価が行われているか。（政・独委

評価の視点） 

 

第６ 剰余金の使途 第６ 剰余金の使途  

決算において剰余を生じた場合は、

将来の投資（建物等の整備・修繕、医療

機器等の購入等）及び借入金の償還に

充てる。 

決算において剰余を生じた場合は、

将来の投資（建物等の整備・修繕、医療

機器等の購入等）及び借入金の償還に

充てる。 

 

 

○ 利益剰余金が計上されている 場合、

国民生活及び社会経済の安定等の公

共上の見地から実施 されることが必要

な業務を遂行するという法人の性格に

照らし過大な利益となっていないかにつ

いて評価が行われているか。（政・独委

評価の視点） 

 

 

 

 

 

第５ その他業務運営に関する重要事

項 

 

 

 

 

第７ その他主務省令で定める業務運

営に関する事項 

 

 

 

 

第７ その他主務省令で定める業務運

営に関する事項 

■評価項目１６■ 

人事システムの最適化 

人事に関する方針 

その他の事項 

１．施設・設備整備に関する事項 １．施設・設備整備に関する計画 １．施設・設備整備に関する事項  

施設・設備整備については、センターの

機能の維持、向上の他、費用対効果及び

財務状況を総合的に勘案して計画的な整

備に努めること。 

中期目標の期間中に整備する施設・

設備整備については、別紙５のとおりと

する。 

感染症その他の疾患及び主要な診

療科を網羅した総合的な医療提供を目

指し、チーム医療を前提とした質の高い

全人的な高度専門・総合医療と臨床研

究開発の実現に向け、長期的なグランド

○  中期計画に掲げる施設・設備整備に

ついて、計画的に進展しているか。 



国立国際医療研究センター 評価の視点（案） 

国際医療－40 

資料１－２－② 
国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

デザインのもとに医療の高度化、経営改

善、患者サービス向上を目指した整備

の実施に努める。 

 

２．人事の最適化に関する事項 ２．人事システムの最適化 ２．人事システムの最適化  

センターの専門的機能の向上を図るた

め、職員の意欲向上及び能力開発に努め

るとともに、人事評価を適切に行うシステム

を構築すること。 

また、年功序列を排し、能力・実績本位

の人材登用などの確立に努め、さらに、優

秀な人材を持続的に確保するため、女性

の働きやすい環境の整備及び非公務員型

独立行政法人の特性を活かした人材交流

の促進等を推進すること。 

職員が業務で発揮した能力、適性、

実績等を評価し、職員の給与に反映さ

せるとともに、業務遂行意欲の向上を図

る業績評価制度を導入する。当該制度

の適切な運用を行うことにより優秀な人

材の定着を図り、人事制度へ活用するこ

とにより、センター全体の能率的運営に

つなげる。 

非公務員型組織の特性を活かした人

材交流の促進など、優秀な人材を持続

的に確保する観点から人材の適切な流

動性を有した組織を構築するため、国、

国立病院機構等独立行政法人、国立大

学法人、民間等と円滑な人事交流を行

う体制を構築する。 

女性の働きやすい環境を整備すると

ともに、医師の本来の役割が発揮できる

よう、医師とその他医療従事者との役割

分担を見直し、職員にとって魅力的で働

きやすい職場環境の整備に努める。 

 

職員の業績評価制度を実施する。ま

た、業績評価制度に基づく昇給制度の

実施に向けて必要な準備を進めていく。 

国をはじめ民間等との人事交流を行

い、組織の活性化を図る。女性の働きや

すい職場を目指し、職員への意見募集

を行うなど改善に努める。医師の本来の

役割が発揮できるよう、医師とその他医

療従事者との役割分担を見直し、職場

環境の整備に努める。 

○ 職員が業務で発揮した能力、適性、実

績等を評価し、職員の給与に反映させ

るとともに、業務遂行意欲の向上を図る

業績評価制度を導入するとともに、適切

な運用を行うことにより優秀な人材の定

着を図り、人事制度へ活用することによ

り、センター全体の能率的運営につなげ

ているか。 

  

○ 人材の適切な流動性を有した組織を

構築するため、国、国立病院機構等独

立行政法人、国立大学法人、民間等と

円滑な人事交流を行う体制を構築して

いるか。 

 

○ 女性の働きやすい環境を整備するとと

もに、医師の本来の役割が発揮できるよ

う、医師とその他医療従事者との役割分

担を見直し、職員にとって魅力的で働き

やすい職場環境の整備に努めている

か。 

 

 



国立国際医療研究センター 評価の視点（案） 

国際医療－41 

資料１－２－② 
国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

 ３．人事に関する方針 ３．人事に関する方針  

 （１）方針 （１）方針  

 良質な医療を効率的に提供していく

ため、医師、看護師等の医療従事者に

ついては、医療を取り巻く状況の変化に

応じて柔軟に対応するとともに、経営に

十分配慮する。 

特に、医師・看護師不足に対する確

保対策を引き続き推進するとともに離職

防止や復職支援の対策を講じる。 

また、幹部職員など専門的な技術を

有する者については、公募を基本とし、

優秀な人材の確保に努める。 

良質な医療を効率的に提供していく

ため、医師、看護師等の医療従事者に

ついては、医療を取り巻く状況の変化に

応じて柔軟に対応するとともに、経営に

十分配慮する。 

特に、医師・看護師不足に対する確

保対策を引き続き推進するとともに、離

職防止や復職支援の対策を講じる。 

幹部職員など専門的な技術を有する

者については、公募を基本とし、優秀な

人材の確保に努める。 

 

○ 医師、看護師等の医療従事者につい

ては、医療を取り巻く状況の変化に応じ

て柔軟に対応し、経営に十分配慮して

いるか。 

 

○ 幹部職員など専門的な技術を有する

者については、公募を基本とし、優秀な

人材の確保に努めているか。 

（２）指標 （２）指標  

センターの平成 22年度期首におけ

る職員数を 1,527人とするものの、医

師、看護師等の医療従事者は、医療ニ

ーズに適切に対応するために、変動が

見込まれるものであり、中期目標の期間

においては、安全で良質な医療の提供

に支障が生じないよう適正な人員配置

に努める。 

特に、技能職については、外部委託

の推進に努める。 

（参考）中期目標の期間中の人件費総

額見込み 

適正な人員配置等により人件費率の

抑制に努めるとともに、技能職について

は、外部委託の推進を図る。 

○ 医療ニーズに適切に対応するために、

安全で良質な医療の提供に支障が生じ

ないよう適正な人員配置に努めている

か。 

 

○ 技能職については、外部委託の推進

に努めているか。 

 

 



国立国際医療研究センター 評価の視点（案） 

国際医療－42 

資料１－２－② 
国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

５７，１７９百万円 

 

３．その他の事項 ４．その他の事項 ４．その他の事項  

中期目標に基づきセンターのミッション

を理解し、ミッションを実現するために必要

なアクションプランとして中期計画を立て、

具体的な行動に移すことができるように努

めること。また、アクションプランやセンター

の成果について、一般の国民が理解しや

すい方法、内容で情報開示を行うように努

めること。 

ミッションの確認、現状の把握、問題点

の洗い出し、改善策の立案、翌年度の年

度計画の作成等に資するため、定期的に

職員の意見を聞くよう、努めること。 

センターのミッションを理解し、ミッショ

ンを実現するために必要なアクションプ

ランを立て、具体的な行動に移すことが

できるように努める。 

 

また、アクションプランやセンターの成

果について、一般の国民が理解しやす

い方法、内容で情報開示をホームペー

ジ等で行うように努める。 

ミッションの確認や現状の把握、問題

点の洗い出し、改善策の立案、翌年度

の年度計画の作成等に資するよう、職

員の意見をセンター内メール・システム

等にて聴取を行うよう努める。 

センターのミッションを職員一人一人

に周知するとともに、月次決算等により

進捗状況を確認し問題把握等を行い、

定期的に職員の意見を参考に、具体的

な行動に移すことができるよう努める。 

アクションプランやセンターの成果に

ついて、ホームページ等で情報提供す

るとともに、積極的な広報活動について

実施方法の検討を行う。 

○  センターのミッションを理解し、ミッショ

ンを実現するために必要なアクションプ

ランを立て、具体的な行動に移すことが

できるように努めているか。 

 

○  アクションプランやセンターの成果に

ついて、国民が理解しやすい方法、内

容で情報開示を行うよう努めているか。 

 

○  ミッションの確認や現状の把握、問題

点の洗い出し、改善策の立案、翌年度

の年度計画の作成等に資するよう、職員

の意見を聴取するよう努めているか。 

 

○ 法人の業務改善のための具体的なイ 

ニシアティブを把握・分析し、評価してい

るか。（政・独委評価の視点） 

 

○ 業務改善の取組を適切に講じている

か。（業務改善の取組：国民からの苦情・

指摘についての分析・対応、国民が疑

念を抱くことのない開かれた法人運営、

目安箱等職員からの提案を受け付ける

ための仕組みの構築、改善に取り組む

職員を人事上評価しているか等）（厚労



国立国際医療研究センター 評価の視点（案） 

国際医療－43 

資料１－２－② 
国立国際医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

省評価委評価の視点） 

 

○  国民のニーズとずれている事務・事業

や、費用に対する効果が小さく継続する

必要性の乏しい事務・事業がないか等

の検証を行い、その結果に基づき、見直

しを図っているか。（厚労省評価委評価

の視点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



国立成育医療研究センター 評価の視点（案） 

成育医療－1 

資料１－２－② 
国立成育医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

独立行政法人通則法（平成 11 年法律

第 103 号）第 29 条第 1 項の規定に基づ

き、独立行政法人国立成育医療研究セン

ターが達成すべき業務運営に関する目標

（以下「中期目標」という。）を次のように定

める。 

 

平成２２年４月１日 

 

厚生労働大臣 長妻 昭 

独立行政法人通則法（平成 11 年法律

第 103 号。以下「通則法」という。）第 29

条第 1 項の規定に基づき平成 22 年 4 月

1 日付けをもって厚生労働大臣から指示

のあった独立行政法人国立成育医療研

究センターの中期目標を達成するため、

同法第 30条の定めるところにより、つぎの

とおり独立行政法人国立成育医療研究セ

ンター中期計画を定める。 

 

平成２２年４月１日 

 

独立行政法人国立成育医療研究センタ

ー 

理事長  加藤 達夫 

 

平成22年度の業務運営について、独立

行政法人通則法（平成11年法律第103

号）第31条第１項の規定に基づき、独立

行政法人国立成育医療研究センターの

年度計画を次のとおり定める。 

 

平成２２年４月１日 

 

独立行政法人国立成育医療研究センタ

ー 

理事長  加藤 達夫 

 

前文 前文   

我が国においては、急速な尐子高齢

化の進展や、疾病構造の変化、医療技

術等の高度化等により医療を取り巻く

環境が大きく変化するとともに、国民の

医療に対するニーズも変化しており、こ

のような変化に対応した国民本位の総

合的かつ戦略的な医療政策の展開が

求められている。 

こうした中、国が医療政策を効果的、

効率的に推進するため、国立高度専門

医療研究センターには、疫学研究等に

独立行政法人国立成育医療研究セ

ンター（以下「センター」という。）は受

精・妊娠に始まって、胎児期、新生児

期、小児期、思春期を経て次世代を育

成する成人期へと至るリプロダクション

によってつながれたライフサイクルに生

じる疾患（以下「成育疾患」という。）に

対する研究及び医療を推進する目的で

平成 14 年に設立された国立成育医療

センターを前身とする。同時にこの新し

い医療を担う人材の育成やこの領域に
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資料１－２－② 
国立成育医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

よる日本人のエビデンスの収集や高度

先駆的医療の開発及びその普及等、

我が国の研究、医療水準を向上させ、

もって公衆衛生の向上に寄与すること

により、医療政策を牽引していく拠点と

なることが求められている。 

このため、国立高度専門医療研究セ

ンターは、国内外の関係機関と連携し、

資源の選択と集中を図り、国の医療政

策と一体となって、研究・開発及び人材

育成に関し、国際水準の成果を継続し

て生み出し、世界をリードしていくことが

期待される。 

独立行政法人国立成育医療研究セ

ンター（以下「センター」という。）は、受

精、妊娠に始まって、胎児期、新生児

期、小児期、思春期を経て次世代を育

成する成人期へと至る、リプロダクション

によってつながれたライフサイクルに生

じる疾患に対する研究と医療を推進す

る目的で平成 14 年に設立された国立

成育医療センターを前身とする。同時

にこの新しい医療を担う人材の育成、こ

の領域に関する情報の収集及び発信

並びに政策提言の役割も担っている。 

こうした役割を果たすため、センター

は、病院と研究所が一体となり、日本人

のエビデンスの収集や、疾病に悩む患

関する国内外の情報の集積・発信及び

政策提言の役割も担っている。 

こうした役割を果たすため、センター

は、事業体として、業務運営の効率化

に取り組むとともに、病院と研究所が一

体となり、疾病に悩む患者に対し、安全

性と有効性を充分に検証しつつ高度先

駆的医療の開発及び提供を行う。同時

に小児救急医療、周産期医療を含めた

成育医療全般に関して、チーム医療、

包括的医療に配慮したモデルを確立

し、これらを全国的に展開していく。 
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資料１－２－② 
国立成育医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

者や家族に対し、安全性と有効性を充

分に検証した上で高度先駆的医療の

開発と提供を行うとともに、小児救急医

療、周産期医療を含めた成育医療全般

に関して、チーム医療、継続的医療に

配慮したモデルを確立し、これらを全国

的に展開していくことが求められてい

る。 

 

第１ 中期目標の期間    

センターの中期目標の期間は、平成

22 年 4 月から平成 27 年 3 月までの 5

年間とする。 

こうした観点を踏まえつつ、厚生労働

大臣から指示を受けた平成 22 年 4 月

1 日から平成 27年 3 月 31 日までの期

間におけるセンターが達成すべき業務

運営に関する目標（以下「中期目標」と

いう。）を達成するための計画を以下の

とおり定める。 

  

    

 

 

 

 

第２ 国民に対して提供するサービス

その他の業務の質の向上に関する

事項 

 

 

 

 

第１ 国民に対して提供するサービス 

その他の業務の質の向上に関する目標 

を達成するために取るべき措置 

 

 

 

 

第１ 国民に対して提供するサービス

その他の業務の質の向上に関する目

標を達成するために取るべき措置 

■評価項目１■ 

研究・開発に関する事項 

（１）臨床を志向した研究・開発の

推進 

１．研究・開発に関する事項 １．研究・開発に関する事項 １．研究・開発に関する事項  

 センターは、臨床研究の企画、立 平成 22 年度より臨床研究センタ  
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資料１－２－② 
国立成育医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

案、実施及び支援が実施できる体制

を整備するとともに、センター独自に

あるいは関連施設とともに高度先駆

的医療の開発及び標準的医療の確

立に資する臨床研究を実施する。 

ーを設置し、研究所と病院をつない

で、臨床研究の企画、立案、実施及

び支援を行う中心となるような体制を

構築することにより、研究所、臨床研

究センター、病院という新たな体制で

高度先駆的医療の開発及び標準的

医療の確立に資する臨床研究を実

施する基礎を築いていく。 

（１）臨床を志向した研究・開発の

推進 

（１）臨床を志向した研究・開発の

推進 

（１）臨床を志向した研究・開発の推

進 

 

高度先駆的医療の開発及び標

準医療の確立のため、臨床を指向

した研究を推進し、優れた研究・開

発成果を継続的に生み出していく

ことが必要である。このため、セン

ターにおいて以下の研究基盤強

化に努めること。 

   

① 研究所と病院等、センター

内の連携強化 

① 研究所と病院等、センター

内の連携強化 

基礎研究の成果を臨床での

実用化につなげられるよう、また

臨床現場での問題点の解明の

ための基礎研究が円滑に行える

よう、研究所と病院との情報や意

見交換の場を設ける等の連携

強化を図るとともに相互の人的

交流を進め、共同での臨床研究

の実施を推進する。 

① 研究所と病院等、センター

内の連携強化 

基礎研究の成果を臨床での

実用化につなげられるよう、また

臨床現場での問題点の解明の

ための基礎研究が円滑に行える

よう、研究所と病院との情報や意

見の交換等の連携強化を図る。

この目的を達成するために相互

の人的交流、共同しての臨床研

究を推進するためセミナー、グラ

○ 基礎研究の成果を臨床での実用化に

つなげることや、臨床現場での問題点

の解明のための基礎研究が円滑に行

えるよう、研究所と病院との連携強化を

図るとともに相互の人的交流を進め、共

同での臨床研究の実施を推進している

か。 

 

【数値目標】 

○ 研究所と病院が連携する会議等の開

催数を、中期目標の期間中に、平成 21
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資料１－２－② 
国立成育医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

これにより、研究所と病院が連

携する会議等の開催数を、中期

目標の期間中に、平成 21 年度

に比べ 20％以上増加させ、病

院・研究所による新規共同研究

を、中期目標の期間中に、平成

21 年度に比べ 30％以上増加さ

せる。 

ウンドラウンド等を共同開催す

る。 

平成 22 年度は、研究所と病

院が連携するための会合等の

共同開催数を、平成 21 年度に

比して 4％増加させる。また病

院・研究所による新規共同研究

を推進させるためのチームを発

足し、平成 21 年度に比して増

加するよう努める。 

 

年度に比べ 20％以上増加させ、病院・

研究所による新規共同研究を、中期目

標の期間中に、平成 21 年度に比べ

30％以上増加 

② 「革新的医薬品・医療機器

創出のための５か年戦略」

（平成 19 年 4 月 26 日内閣

府・文部科学省・厚生労働

省・経済産業省）に基づく、

産官学が密接に連携して臨床

研究・実用化研究を進める

「医療クラスター」の形成

等、国内外の産業界、研究機

関及び治験実施医療機関等と

の連携 

② 産官学等との連携強化 

ベンチャー企業等の産業界、

大学等の研究機関及び独立行

政法人国立病院機構、小児専

門医療施設等の治験実施医療

機関等との連携を深め、「医療ク

ラスター」の形成を目指すととも

に、治験を含む臨床研究を推進

するため、臨床研究センターを

整備する。 

これにより、企業及び他の研

究機関との共同研究の実施数

を中期目標の期間中に、平成

21 年度に比べ 10％以上増加さ

せる。 

 

 

② 産官学等との連携強化 

臨床研究センターを開設し、

企業等の産業界、大学等の研

究機関との研究に関する連携、

独立行政法人国立病院機構や

小児専門医療施設等との治験

実施等に関する連携を深めてい

く基盤を整備する。 

平成 22 年度は企業及び他

の研究機関との共同研究の実

施数を、平成 21 年度に比して

2％増加させる。 

○ 産官学等との連携を深め、「医療クラ

スター」の形成を目指すとともに、治験

を含む臨床研究を推進するため、臨床

研究センターを整備しているか。 

 

【数値目標】 

○ 企業及び他の研究機関との共同研究

の実施数を中期目標の期間中に、平成

21年度に比べ 10％以上増加 
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国立成育医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

③ 研究・開発に係る企画及び

評価体制の整備 

③ 研究・開発の企画及び評価

体制の整備 

戦略的に研究・開発（研究開

発費を含む。）を推進するため、

研究・開発の企画及び評価のた

めの体制の構築に努める。 

 

③ 研究・開発の企画及び評価

体制の整備 

平成 22 年度は成育医療に

関する戦略的研究・開発を推進

するための体制整備についての

検討を開始する。 

○ 戦略的に研究・開発（研究開発費を

含む。）を推進するため、研究・開発の

企画及び評価のための体制の構築に

努めているか。 

④ 効果的な知的財産の管理、

活用の推進 

④ 知的財産の管理強化及び活

用推進 

センターにおける研究成果及

び生物資源等について、知的

財産の権利化を図るための体制

強化、維持の必要性を見直し、

研究者に対する知的財産管理

や契約行為等に関する相談支

援機能の充実を図る等、効率的

な維持管理を推進するとともに、

積極的に発信・提供を行うことに

よって社会還元に努める。 

このため、センターとして職務

発明委員会における審査件数

を、中期目標の期間中に、平成

21 年度に比べ 20％以上増加さ

せる。 

④ 知的財産の管理強化及び活

用推進 

センターにおける研究成果及

び生物資源等について、知的

財産の権利化を図るための体制

強化を見直し、知的財産管理や

契約行為等に関する相談支援

機能の充実に努める。 

このため、平成 22 年度はセ

ンターとして職務発明委員会に

おける審査件数を、平成 21 年

度に比して 4％増加させる。 

○ 研究者に対する知的財産管理の相談

支援機能の充実を図る等、効率的な維

持管理を推進するとともに、積極的に発

信・提供を行うことによって社会還元に

努めているか。 

 

○ 特許権等の知的財産について、法人

における保有の必要性の検討状況に

ついての評価が行われているか。（政・

独委評価の視点） 

 

○ 検討の結果、知的財産の整理等を行

うことになった場合は、その法人の取組

状況や進捗状況等についての評価が

行われているか。（政・独委評価の視

点） 

 

○ 特許権等の知的財産について、特許

出願や知的財産活用に関する方針の

策定状況や体制の整備状況について

の評価が行われているか。（政・独委評
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

価の視点） 

 

○ 実施許諾等に至っていない知的財産

の活用を推進するための取組について

の評価が行われているか。（政・独委評

価の視点） 

 

【数値目標】 

○ 職務発明委員会における審査件数

を、中期目標の期間中に、平成 21 年

度に比べ 20％以上増加 

 

 

 

 

（２）病院における研究・開発の推進 

 

 

 

（２）病院における研究・開発の推進 

 

 

 

（２）病院における研究・開発の推進 

■評価項目２■ 

研究・開発に関する事項 

（２）病院における研究・開発の推進 

治験等の臨床研究を病院内で

高い倫理性、透明性をもって円滑

に実施するための基盤の整備に

努めること。 

 

① 臨床研究機能の強化 

センターにおいて、治療成績

及び患者の QOL の向上につな

がる臨床研究及び治験等を推

進するため、センターで実施さ

れる治験を含む臨床研究に対

する薬事・規制要件の専門家を

含めた支援部門の整備に努め

る。 

 

① 臨床研究機能の強化 

治療成績及び患者の QOL 

の向上につながる臨床研究及

び治験等を推進するため、平成

22 年度は臨床研究センターを

中心として、治験を含む臨床研

究に対する薬事・規制要件の専

門家を含めた臨床研究支援部

門の体制整備計画を策定する。 

○ 臨床研究に対する薬事・規制要件の

専門家を含めた支援部門の整備に努

めているか。 

 

 

 

 

 

② 倫理性・透明性の確保 

臨床研究における倫理性・透

② 倫理性・透明性の確保 

臨床研究における倫理性・透

○ 倫理審査委員会等を適正に運営し、

その情報を公開しているか。 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

明性を確保する観点から、倫理

審査委員会等を適正に運営し、

その情報を公開する。 

この推進に当たり、倫理委員

会及び IRB における審査した研

究に関する情報を年 12 回以上

更新する。 

また、センター職員の研究倫

理に関する知識の向上を図ると

ともに、センターで実施している

治験を含む臨床研究について

適切に情報開示し、さらに、臨

床研究の実施に当たっては、患

者及び家族に対して十分な説

明を行う。 

明性を確保する観点から、倫理

審査委員会等を適正に運営し、

その情報を公開する。 

平成 22 年度はこの推進に当

たり、倫理審査委員会及び IRB 

において審査した研究に関する

情報を年 12 回以上更新する。 

また、センター職員の研究倫

理に関する知識の向上を図るた

めの講習会を開催するとともに、

センターで実施している治験を

含む臨床研究については順次

ホームページ上に情報開示す

る。さらに、臨床研究に関する患

者及び家族への情報開示、問

い合わせへの対応を適切に行

う。 

○ 職員の研究倫理に関する知識の向上

を図るとともに、臨床研究についての適

切な情報開示、さらに臨床研究の実施

に当たっては、十分な説明を行ってい

るか。 

 

【数値目標】 

○ 倫理委員会及び IRB における審査し

た研究に関する情報を年 12 回以上更

新 

 

    

 

 

 

 

（３）担当領域の特性を踏まえた戦

略的かつ重点的な研究・開発の推進 

 

 

 

 

（３）担当領域の特性を踏まえた戦

略的かつ重点的な研究・開発の推進 

 

 

 

 

（３）担当領域の特性を踏まえた戦

略的かつ重点的な研究・開発の推進 

■評価項目３■ 

研究・開発に関する事項 

（３）担当領域の特性を踏まえた戦

略的かつ重点的な研究・開発の推進 

これら研究基盤の強化により、

詳細を別紙に示した研究・開発を

着実に推進すること。 

成育医療分野において、大学

や企業等と相互の強みを活かしな

がら有機的な連携により独創的な

研究を展開するほか、成育医療に

成育医療分野において、大学

や企業等と相互の強みを活かしな

がら有機的な連携により独創的な

研究を展開するほか、成育医療に
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資料１－２－② 
国立成育医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

資する研究目標を定め、研究を推

進する。 

具体的には別紙１に記述する。 

資する研究目標を定め、研究を推

進する。具体的な平成 22 年度計

画については、別紙１に記述す

る。 

 

担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ

重点的な研究・開発の推進（別紙） 

担当領域の特性を踏まえた戦略的・重

点的な研究・開発の推進（別紙１） 

担当領域の特性を踏まえた戦略的・重

点的な研究・開発の推進（別紙１） 

 

１．重点的な研究・開発戦略の考え方 １．重点的な研究・開発戦略の考え方 １．重点的な研究・開発戦略の考え方  

尐子化が急激に進むなか、次世代

を担う子どもとその家族の健康は国

民的課題であり、センターに期待され

る役割は極めて大きい。 

こうした状況の下、センターは、母

性・父性及び乳児・幼児の難治疾

患、生殖器疾患その他の疾患であっ

て、児童が健やかに生まれ、かつ、

成育するために特に治療を必要とす

るもの（以下「成育疾患」という。）に関

し、遺伝性・先天性疾患、稀尐性疾

患等解決が困難とされる疾患に対す

る医療を含め、成育医療における諸

問題を一つ一つ克服していくことが

求められている。 

このため、センターは、研究所と病

院の緊密な連携を基本として、国内

外の医療機関、研究機関、学会等と

の連携の一層の推進を図るとともに、

成育医療におけるイノベーションの

急激な尐子化の進行の中で、次世

代を担う子供と家族の健康の確保に

関する研究を推進することが、センタ

ーに期待されている使命である。 

そこで、受精・妊娠に始まって、胎

児期、新生児期、小児期、思春期を

経て次世代を育成する成人期へと至

る、リプロダクションによってつながれ

たライフサイクルに生じる疾患、すな

わち、成育疾患について、その診断・

治療並びに予防法の開発を目指す

ため、研究組織形態の柔軟化、企業

や大学、学会等との連携の一層の推

進を図る。 

また、疫学研究等による日本人の

エビデンスの収集、基礎研究及び臨

床研究を相互に連携させることによ

り、総合的な研究・開発を推進する。 

このため、中期目標の期間中に平

成 21 年度に比し、英文・和文の原著

急激な尐子化の進行の中で、次世

代を担う子供と家族の健康の確保に

関する研究を推進することが、センタ

ーに期待されている使命である。 

そこで平成２２年度においては、成

育疾患について、その診断・治療並

びに予防法の開発を目指すため、研

究組織形態の柔軟化、企業や大学、

学会等との連携の一層の推進を図

り、疫学研究、基礎研究及び臨床研

究を相互に連携させることにより、総

合的な研究・開発を推進する。それら

の結果として、平成 22 年度におい

ては、平成 21 年度に比し英文・和

文の原著論文発表数を 1％増加させ

る。 

○ 研究・開発を推進するため、企

業、大学、学会等との連携を図って

いるか。 

 

○ 当該研究センターの研究者がコレ

スポンディング・オ－サーである論

文の被引用総数がどのように推移し

ているか。 

 

【数値目標】 

○ 中期目標の期間中に平成 21 年度に比

し、英文・和文の原著論文発表数を 5％以

上増加 
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資料１－２－② 
国立成育医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

創造と活用を図り、疫学研究等による

日本人のエビデンスの収集や、画期

的な予防・診断・治療法等の開発を

目指した研究・開発を推進していくこ

と。 

その実施にあたっては、中期計画

において、主な研究成果に係る数値

目標を設定するなど、センターが達

成すべき研究成果の内容とその水準

を明確化及び具体化すること。 

 

論文発表数を 5％以上増加させる。 

２．具体的方針 ２．具体的方針 ２．具体的方針  

（１）疾病に着目した研究 （１）疾病に着目した研究 （１）疾病に着目した研究  

① 成育疾患の本態解明 

科学技術のイノベーションを

常に取り入れ、分子・細胞から

個体に至るものまでを研究対象

にすることにより、成育医療に係

る疾患のメカニズムを解明し、予

防・診断・治療への応用の糸口

となる研究を推進する。 

① 疾患の本態解明 

成育疾患、特に先天性免疫

不全症、先天代謝異常症等の

希尐疾患について、最新の技術

による予防・診断・治療法の開

発に向けた、成育疾患の発症機

序や病態の解明につながる研

究を推進する。 

また、不妊・不育・胎児死亡の

原因究明、受精・着床メカニズム

の解明に資する研究、さらに発

症メカニズム解明に関する研究

を推進する。 

 

① 疾患の本態解明 

平成 22 年度は先天性代謝

異常症の一つである糖原病患

者について、最新の治療法であ

る酵素補充療法についての臨

床研究を推進する。また川崎病

について病院、研究所が共同し

てその原因の探索、治療法の開

発に向けた研究を行う。 

○ 成育疾患、特に希尐疾患について、最

新の技術による予防・診断・治療法の開発

に向けた、成育疾患の発症機序や病態の

解明につながる研究を推進しているか。 

 

○ 不妊・不育・胎児死亡の原因究明、受

精・着床メカニズムの解明に資する研究、

発症メカニズム解明に関する研究を推進し

ているか。 
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資料１－２－② 
国立成育医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

② 成育疾患の実態把握 

我が国の成育疾患の罹患、

転帰その他の状況等の実態及

びその推移の把握、疫学研究

によるリスク・予防要因の究明

等、成育疾患の実態把握に資

する研究を推進する。 

② 成育疾患の実態把握 

我が国の成育疾患について、

その原因、危険因子などの探索

に資するため、それらの疾患の

罹患、転帰等の実態を把握する

疫学研究を推進する。 

具体的には、胎児期から長期

にわたる児の追跡調査を実施

し、子供の心身の発達や罹患等

に影響を与える要因の解明を目

指す。また基礎研究を組み合わ

せることにより、病態やメカニズ

ムを明らかにし、その予防法や

治療法の開発に努める。 

 

② 成育疾患の実態把握 

平成 22 年度は、胎児期から

長期にわたる児の追跡調査研

究である、成育コホート研究に

おける結果解析に着手する。 

○ 成育疾患について、その原因、危険因  

子などの探索に資するため、それらの疾

患の罹患、転帰等の実態を把握する疫学

研究を推進しているか。 

③ 高度先駆的及び標準的な予

防、診断、治療法の開発の推進 

成育疾患に対する高度先駆

的な予防、診断、治療法の開発

に資する研究を推進する。 

また、既存の予防、診断、治

療法に対する多施設共同研究

等による有効性の比較等、標準

的予防、診断、治療法の確立に

資する研究を推進する。 

また、高度先駆的な予防・診

断・治療法の開発の基盤とな

る、バイオリソースや臨床情報の

③ 高度先駆的及び標準的な予

防、診断、治療法の開発の推進 

成育疾患の迅速かつ正確な

診断に関する研究・開発や、安

全かつ効果的な遺伝子・細胞治

療の研究・開発を目指す。 

成育疾患の原因究明に加

え、環境因子や栄養状態が胎

児や乳幼児の成長・発達に与え

る長期的影響も視野に入れ、予

防手法開発への展開を目指

す。 

成育疾患に対する既存の治

③ 高度先駆的及び標準的な予

防、診断、治療法の開発の推進 

高度先駆的な医療を必要と

する代表的成育疾患の一つで

ある慢性肉芽腫症治療法開発

について、平成 22 年度は遺伝

子治療を実施するための計画に

ついて、施設の遺伝子治療臨

床研究審査委員会における審

査を終了する。 

また、標準的治療法開発の一

つとして、ネフローゼ症候群に

対するリツキシマブ治療を、医

○ 成育疾患の迅速かつ正確な診断に関

する研究・開発や、安全かつ効果的な

遺伝子・細胞治療の研究・開発を目指

しているか。 

 

○ 成育疾患の原因究明に加え、環境因

子や栄養状態が胎児や乳幼児の成長・

発達に与える長期的影響も視野に入

れ、予防手法開発への展開を目指して

いるか。 

 

○ 成育疾患に対する既存の治療法につ

いて、有効性と安全性を検証し、標準
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資料１－２－② 
国立成育医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

収集及びその解析を推進する。 療法について、多施設共同研

究等を実施し、有効性と安全性

を検証し、標準的治療法の確立

を推進する。 

小児期に特有の感染症や臓

器移植後の免疫不全状態等に

関する新規の診断法の開発を

推進する。 

また、各種の先天性疾患や小

児がんその他の研究に必要な

生体試料や臨床情報を収集し、

成育医療に関する研究開発へ

の有効活用を図る。 

 

師主導治験として多施設共同で

開始する。 

的治療法の確立を推進しているか。 

 

○ 小児期に特有の感染症や臓器移植後

の免疫不全状態等に関する新規の診

断法の開発を推進しているか。 

 

○ 生体試料や臨床情報を収集し、成育

医療に関する研究開発への有効活用

を図っているか。 

 

④ 医薬品及び医療機器の開発

の推進 

「新成長戦略（基本方針）」

（平成 21 年 12 月 30 日閣議決

定）においては、ライフ・イノベー

ションによる健康大国戦略とし

て、革新的な医薬品、医療・介

護技術の研究開発・実用化の促

進が求められている。 

この趣旨を踏まえ、成育疾患

に関する研究成果等を安全か

つ速やかに臨床現場へ応用す

るために、医薬品及び医療機器

の治験（適応拡大を含む。）、特

④ 医薬品及び医療機器の開発

の推進 

成育医療にかかる研究の成

果を新しい診断・治療技術の開

発につなげるための研究を推進

する。すなわち、成育疾患に係

る網羅的遺伝子構造・発現解析

や網羅的蛋白質解析により、創

薬標的候補分子の探索を行う。 

成育疾患に対する医薬品等

については、治験、適応拡大な

らびに外国では有効性と安全性

が検証されているが国内では未

承認の医薬品等について治験

④ 医薬品及び医療機器の開発

の推進 

成育疾患に係る網羅的遺伝

子構造・発現解析や網羅的蛋

白質解析により、創薬標的候補

分子の探索に取り組む。平成

22 年度においては、骨格形成

と関節炎に係る網羅的遺伝子

構造・発現解析研究に着手す

る。 

また、平成 22 年度は、臨床

研究実施件数（倫理委員会にて

承認された研究をいう。）及び治

験（製造販売後臨床試験も含

○ 成育医療にかかる研究の成果を新し

い診断・治療技術の開発につなげるため

の研究を推進しているか。 

 

○ 成育疾患に対する医薬品等について

は、治験、適応拡大ならびに外国では有

効性と安全性が検証されているが国内で

は未承認の医薬品等について治験をは

じめとする臨床研究を推進しているか。 

 

【数値目標】 

○ 中期目標の期間中に平成 21 年度に

比し、臨床研究実施件数（倫理委員会に

て承認された研究をいう。）及び治験（製
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資料１－２－② 
国立成育医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

に高度に専門的な知識や経験

が要求される等実施に困難を伴

う治験・臨床研究の実現を目指

した研究を推進する。 

また、海外では有効性と安全

性が検証されているが、国内で

は未承認の医薬品、医療機器

について、治験等臨床研究を推

進する。 

これらにより平成 21 年度に比

し、中期目標の期間中に、臨床

研究実施件数（倫理委員会にて

承認された研究をいう。）及び治

験（製造販売後臨床試験も含

む。）の実施件数の合計数の

5％以上の増加を図ること。 

 

をはじめとする臨床研究を推進

する。 

このため、中期目標の期間中

に平成 21 年度に比し、臨床研

究実施件数（倫理委員会にて承

認された研究をいう。）及び治験

（製造販売後臨床試験も含む。）

の実施件数の合計数の 5％以

上の増加を図る。 

む。）の実施件数の合計数を平

成 21 年度に比し、1％の増加

を図る。 

造販売後臨床試験も含む。）の実施件数

の合計数の 5％以上の増加 

 

 

（２）均てん化に着目した研究 （２）均てん化に着目した研究 （２）均てん化に着目した研究  

① 医療の均てん化手法の開発

の推進 

関係学会等との連携を図り、

臨床評価指標の開発並びに診

断・治療ガイドライン等の作成及

び普及に寄与する研究を推進

する。 

成育医療を担う高度かつ専門

的な技術を持つ人材育成を図る

ため、系統だった教育・研修方

① 医療の均てん化手法の開発

の推進 

成育医療に関する医療の質

を評価する信頼性・妥当性のあ

る指標の開発を行う。 

診断・治療ガイドラインの作成

及び地域の医療機関において

広く使用されるための方法論の

確立等に必要な研究を推進し、

先進医療・高度医療について中

① 医療の均てん化手法の開発

の推進 

成育医療の均てん化に必要

な診断・治療のガイドラインの作

成に着手するとともに、先進医

療・高度医療について 1 件の

申請を目指す。 

また、人材育成ツールとして、

系統だった教育・研修システム

ツールの開発に関する検討を行

○ 成育医療に関する医療の質を評価す

る信頼性・妥当性のある指標の開発を

行っているか。 

 

○ 診断・治療ガイドラインの作成及び地

域の医療機関において広く使用される

ための方法論の確立等に必要な研究

を推進しているか。 

 

○ 成育医療を担う高度かつ専門的な技
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資料１－２－② 
国立成育医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

法の開発を推進する。 期目標の期間中に 3 件申請を

目指す。 

次世代の成育医療を担う高度

かつ専門的な技術を持つ人材

の育成を図るため 、人材育成

教育ツールの開発を含め、系統

だった教育・研修システムの開

発を推進する。 

う。 術を持つ人材の育成を図るため、人材

育成教育ツールの開発を含め、系統だ

った教育・研修システムの開発を推進し

ているか。 

 

【数値目標】 

○ 先進医療・高度医療について中期目

標の期間中に 3件申請 

 

② 情報発信手法の開発 

成育医療に関する正しい理

解を促進し、患者・家族に対す

る支援の質を向上させるため、

医療従事者及び患者・国民へ

の啓発手法の研究を推進する。 

② 情報発信手法の開発 

成育医療に対する正しい理

解を促進し、患者・家族に対す

る支援の質を向上させるため、

広く国内外の知見を収集評価

し、ホームページ等を通じて、国

民向け・医療機関向けに最新の

診断・治療情報等の提供を行う

ための研究を実施する。 

ア 患者・家族・国民を対象とし

た成育疾患及び成育医療の

情報発信のための研究の推

進 

患者・家族・国民の成育疾

患及び成育医療に対する理

解を支援するために、必要な

情報やその発信方法につい

て、研究するとともに実践す

る。 

② 情報発信手法の開発 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 患者・家族・国民を対象とし

た成育疾患及び成育医療の

情報発信のための研究の推

進 

成育医療に対する理解を

促進し、医療従事者や患者・

家族に対する支援の質を向

上させるため、ホームページ

上に小児がん等の最新の治

療方法及び研究成果を公開

○ 成育医療に対する正しい理解を促進

し、国民向け・医療機関向けに最新の

診断・治療情報等の提供を行うための

研究を実施しているか。 
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資料１－２－② 
国立成育医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

 

 

 

イ 科学的根拠に基づく政策提

言の実施に資する研究の推

進 

科学的根拠に基づく政策

提言の在り方、手法について

検討する。 

さらに、成育医療の適正化

のための医療経済学的研究

推進により、不採算部門とな

っている小児・産科医療費の

適正化に資する政策提言つ

いて検討する。 

ウ 成育医療に係る各種相談事

業などの展開推進 

妊娠と薬情報センター、不

妊・不育外来、遺伝外来、女

性総合外来などの特殊外来

及び相談窓口の設置と展開

により、情報収集と情報提供

による双方向性コミュニケーシ

ョンの確立について検討す

る。 

 

 

する等、国内外の最新知見等

の医療情報の提供を開始す

る。 

イ 科学的根拠に基づく政策提

言の実施に資する研究の推

進 

国と連携しつつ、専門的提

言を行うための手法について

検討を開始するとともに、不採

算部門となっている小児・産

科医療費関係の現状調査・

分析を行う。 

 

 

 

ウ 成育医療に係る各種相談事

業などの展開推進 

ホームページを介して、授

乳中の薬剤使用に関する情

報を提供する等、妊娠と薬情

報センターにおける患者への

情報提供及び患者からの相

談対応について取り組む。 
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資料１－２－② 
国立成育医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

 

 

 

 

２．医療の提供に関する事項 

 

 

 

 

２．医療の提供に関する事項 

 

 

 

 

２．医療の提供に関する事項 

■評価項目４■ 

医療の提供に関する事項 

（１）高度先駆的な医療、標準化に

資する医療の提供 

我が国における成育医療の中核的

な医療機関として、「子ども・子育てビ

ジョン」（平成 22年 1月 29日閣議決

定）に定める「妊娠、出産、子育ての

希望が実現できる社会」の構築を目

指し、国内外の知見を集約し、高度

先駆的医療の提供を行うこと。 

また、成育医療の標準化を推進す

るため、最新の科学的根拠に基づい

た医療の提供を行うこと。 

患者・家族に必要な説明を行い、情

報の共有化に努めることにより、患者

との信頼関係を構築し、また、患者・

家族が治療の選択、決定を医療者と

ともに主体的に行うことができるよう支

援することに加え、チーム医療の推

進、入院時から地域ケアを見通した

医療の提供、医療安全管理体制の

充実、客観的指標等を用いた医療の

質の評価等により、患者の視点に立

った良質かつ安心な医療の提供を行

うこと。 

子どもの心の問題、児童虐待、発

成育医療においては、人が受精・

妊娠に始まって、胎児、新生児、乳

児、幼児、学童、思春期、成人に成

長・発達し、次の世代をはぐくむに至

るまでの過程を、総合的かつ継続的

に診る医療が要求される。 

センターは、高度先駆的な医療の

提供、モデル医療の実践及び標準

的医療の確立等によって、我が国に

おける成育医療の標準化・均てん化

を推進する。 

また、医療の提供にあたっては、

小児等の患者及びその家族の視点

に立った、良質かつ安全な医療の提

供に努める。 

（１）高度先駆的な医療、標準

化に資する医療の提供 

① 高度先駆的な医療の提供 

成育疾患に対する高度先駆

的な医療を、病院と研究所が一

体となって提供し、成育医療分

野における日本の中核機能を

担う。 

成育医療において、胎児診断・治

療や小児の高度先駆的な医療を推

進し提供するとともに、標準的な医療

の確立に努める。 

また、小児等の患者及びその家族

の視点に立った、良質かつ安全な医

療の推進に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）高度先駆的な医療、標準

化に資する医療の提供 

① 高度先駆的な医療の提供 

病院・研究所が共同して、生体部

分肝移植等の成育疾患における高

度先駆的な医療を提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 成育疾患に対する高度先駆的な医療

を、病院と研究所が一体となって提供

し、成育医療分野における日本の中核

機能を担っているか。 
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資料１－２－② 
国立成育医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

達障害等に対応する医療体制を構

築するとともに、全国の拠点病院等と

の連携を推進すること。 

周産期・小児医療において、関係

医療機関と連携し、妊産婦、周産期

における母児、小児の広範な救急医

療に対して、質の高い医療の提供を

行うこと。 

② 医療の標準化を推進するた

めの、最新の科学的根拠に基

づいた医療の提供 

成育疾患について、最新の知

見に基づく医療の実践を通じて

その有効性及び安全性の検証

を行うとともに普及に努める。 

② 医療の標準化を推進するた

めの、最新の科学的根拠に基

づいた医療の提供 

最新の EBM に基づく成育医

療を提供し、その普及に努め

る。 

○ 成育疾患について、最新の知見に基

づく医療の実践を通じてその有効性及

び安全性の検証を行うとともに普及に

努めているか。 

 

 

    

  

 

 

 

（２）患者の視点に立った良質かつ

安心できる医療の提供 

 

 

 

 

（２）患者の視点に立った良質かつ

安心できる医療の提供 

■評価項目５■ 

医療の提供に関する事項 

（２）患者の視点に立った良質かつ

安心な医療の提供 

 

 

① 患者等参加型医療の推進 

良質かつ安全な医療を提供

できるよう、患者・家族との信頼

関係を構築し、患者・家族が治

療の選択、決定を医療者ととも

に主体的に行うために必要な説

明と情報開示を行う等の情報の

共有化に努める。患者・家族の

医療に対する理解の向上の為

に、相談支援窓口等の設置に

努める。 

また、患者・家族の医療に対

する理解を深めるために、情報

① 患者等参加型医療の推進 

患者・家族との信頼関係を構

築し、患者・家族が病態の理解

及び治療法を医療者とともに選

択できる環境を整え、情報の共

有化に努める。 

また、患者相談窓口を開設

し、患者・家族の支援体制を構

築する。 

このため、平成 22 年度は、

セカンドオピニオン外来の充実

を図り、実施件数を平成 21 年

度に比して 1％増加させる。 

○ 患者・家族が治療の選択、決定を医療

者とともに行うために必要な説明と情報

開示を行う等の情報の共有化、相談支

援窓口等の設置に努めているか。 

 

○ 患者・家族の医療に対する理解を深

めるために、情報提供や支援体制の整

備等に努めているか。 

 

○ 患者・家族の視点に立った医療を提

供するため、患者満足度調査を実施

し、その結果をもって業務の改善に努

めているか。 
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資料１－２－② 
国立成育医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

提供や支援体制の整備等に努

める。 

このため、セカンドオピニオン

外来実施件数を中期目標の期

間中に、平成 21 年度に比べ

5％以上増加させる。 

さらに、患者・家族の視点に

立った医療を提供するため、患

者満足度調査を定期的に実施

し、その結果をもって業務の改

善に努める。 

 

さらに、患者・家族の視点に

立った医療を提供するため、患

者満足度調査を実施し、その結

果を分析することにより、業務の

改善に努める。 

【数値目標】 

○ セカンドオピニオン外来実施件数を中

期目標の期間中に、平成 21 年度に比

べ 5％以上増加 

 ② チーム医療の推進 

成育医療に数多く見られる複

数科が横断的に関係する疾患

を克服するため、センターの特

色を活かした多職種連携及び

診療科横断的な診療体制の確

立に取り組む。 

 

② チーム医療の推進 

一人の患者に対し、必要に応

じて複数科が関与し、また、多

職種の連携により、疾患を克服

する診療体制の基盤整備を開

始する。 

○ 成育医療に数多く見られる複数科が

横断的に関係する疾患を克服するた

め、多職種連携及び診療科横断的な

診療体制の確立に取り組んでいるか。 

 ③ 入院時から地域ケアを見通

した医療の提供 

患者に対して、入院から退院

後の地域におけるケアまで、切

れ目なく適切な医療を提供でき

るよう、医療連携を扱う人材を配

置し、他の医療機関等との連携

に努める。 

③ 入院時から地域ケアを見通

した医療の提供 

患者に対して、入院から退院

後の地域におけるケアまで行う

医療連携・退院ケアチーム（退

院支援チーム）を発足し、平成

22 年度は退院支援チームが関

与した退院困難なケース数を平

○ 入院から退院後の地域におけるケアま

で、切れ目なく適切な医療を提供できる

よう、医療連携を扱う人材を配置し、他

の医療機関等との連携に努めている

か。 

 

○ 連携医療機関等との情報交換を進

め、良好で継続的な医療を提供するた



国立成育医療研究センター 評価の視点（案） 

成育医療－19 

資料１－２－② 
国立成育医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

また、連携医療機関等との定

期的な情報交換を進め、良好で

継続的な医療を提供するための

体制の構築を推進する。 

このため、退院支援チームが

関与した退院困難なケース数

を、中期目標の期間中に、平成

21 年度に比べ 5％以上増加さ

せる。 

 

成 21 年度に比して、1％増加さ

せる。 

めの体制の構築を推進しているか。 

 

【数値目標】 

○ 退院支援チームが関与した退院困難

なケース数を、中期目標の期間中に、平

成 21年度に比べ 5％以上増加 

 ④ 医療安全管理体制の充実 

センターにおける医療安全を

担保するため、統括、監督する

体制として医療安全管理委員会

を構築し、医療事故の報告の有

無に関わらず、医療安全管理委

員会を最低月 1 回開催すること

により、病院の安全管理に必要

な事項を調査するとともに対策

を立案し、各部門に対して助

言、勧告、指導を行う。 

 

④ 医療安全管理体制の充実 

医療安全管理委員会を毎月

開催し、病院における安全管理

に必要な調査を行うとともに、各

部門に対し助言、勧告、指導を

積極的に行う。 

○ 統括、監督する体制として医療安全管

理委員会を構築し、病院の安全管理に

必要な事項を調査するとともに対策を立

案し、各部門に対して助言、勧告、指導

を行っているか。 

 

【数値目標】 

○ 医療安全管理委員会を最低月 1回開

催 

 ⑤ 客観的指標等を用いた医療

の質の評価 

患者の視点に立った良質か

つ安心な医療の提供を行うた

め、センターで提供する医療に

ついての客観的指標等を開発

⑤ 客観的指標等を用いた医療

の質の評価 

患者の視点に立った良質か

つ安心な医療の提供を行うため

の専門的な部署を設置し、患者

の声を収集するための方法を検

○ 患者の視点に立った良質かつ安心な

医療の提供を行うため、センターで提供

する医療についての客観的指標等を開

発し、それを用いた質の評価を試行して

いるか。 
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資料１－２－② 
国立成育医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

し、それを用いた質の評価を試

行する。 

討する。 

    

  

 

 

 

 

（３）その他医療政策の一環とし

て、センターで実施すべき医療

の提供 

 

 

 

 

 

（３）その他医療政策の一環とし

て、センターで実施すべき医療

の提供 

■評価項目６■ 

医療の提供に関する事項 

（３）その他医療政策の一環とし

て、センターで実施すべき医療

の提供 

 ① 子どもの心の診療 

子どもの心の問題、児童虐

待、発達障害等に対応する医療

体制を構築するため、全国の拠

点病院等と連携して、情報収集

及び発信、専門家派遣、研修、

調査研究等を実施するとともに、

地域の保健福祉関係機関と連

携し、心の問題の症例に対する

モデル的な医療を提供する。 

 

① 子どもの心の診療 

全国の拠点病院と連携し、情

報収集および発信、専門家の派

遣、研修、調査研究等の準備を

開始するとともに、地域の保健

福祉関係機関と連携し、心の問

題の専門医を育成する研修を

行う。 

○ 子どもの心の問題、児童虐待、発達障

害等に対応する医療体制を構築するた

め、全国の拠点病院等と連携して、情報

収集及び発信、専門家派遣、研修、調

査研究等を実施するとともに、地域の保

健福祉関係機関と連携し、心の問題の

症例に対するモデル的な医療を提供し

ているか。 

 ② 周産期・小児医療における

中核的な役割 

周産期医療において、関係

医療機関が連携して分娩のリス

クに応じた医療を適切に提供す

② 周産期・小児医療における

中核的な役割 

母児に対するハイリスク妊娠

を積極的に受け入れ、適切な周

産期医療の提供を行うとともに、

○ 周産期医療において、分娩のリスクに

応じた医療を適切に提供する体制を構

築するため、母体又は児におけるリスク

の高い妊娠に対する医療、高度な新生

児医療、地域医療機関からの救急搬送
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

る体制を構築するため、センタ

ーは、母体又は児におけるリス

クの高い妊娠に対する医療、高

度な新生児医療、地域医療機

関からの救急搬送の受入れ等、

周産期医療体制における中核

的な役割を果たす。 

小児医療において、センター

は、高度な小児医療、地域医療

機関からの救急搬送の受入れ

等、小児救急医療体制における

中核的な役割を果たす。 

他医療機関との連携を強化し、

周産期医療体制の中核的な役

割を果たす。 

小児医療においては、高度な

小児医療の提供を行うとともに、

他医療機関との連携を強化し、

小児救急医療体制の中核的な

役割を果たす。 

の受入れ等、地域医療機関からの救急

搬送の受入れ等、周産期医療体制に

おける中核的な役割を果たしているい

か。 

 

○ 小児医療において、高度な小児医

療、地域医療機関からの救急搬送の受

入れ等、小児救急医療体制における中

核的な役割を果たしているか。 

 

 

 

    

 

 

３．人材育成に関する事項 

 

 

３．人材育成に関する事項 

 

 

３．人材育成に関する事項 

■評価項目７■ 

人材育成に関する事項 

 （１）リーダーとして活躍できる人

材の育成 

（１）リーダーとして活躍できる人

材の育成 

 

人材育成は、センターが医療政策

を牽引する上で特に重要なものであ

ることから、センターが国内外の有為

な人材の育成拠点となるよう、成育医

療及びその研究を推進するにあたり

リーダーとして活躍できる人材の育成

を行うとともに、モデル的な研修及び

講習の実施及び普及に努めること。 

成育医療に対する研究・医療の

専門家（看護師、薬剤師等のコメ

ディカル部門も含む。）の育成を積

極的に行う。 

センターでの研修・人材育成に

ついては、国際的にも活躍できる

人材の輩出に努める。 

また、関係学会や都道府県と連

携を図りながら、医療の地域への

成育医療研究に関しての人材

の育成については、研究所はセン

ター内の病院に勤務する職員、大

学、企業等から積極的に人材の受

け入れを図る。 

病院は成育医療に関する専門

家（看護師、薬剤師等のコメディカ

ル部門も含む）の育成を積極的に

行い、専門修練を終えた成育医療

○ 成育医療に対する研究・医療の専門

家（看護師、薬剤師等のコメディカル部

門も含む。）の育成を積極的に行ってい

るか。 

 

○ センターでの研修・人材育成について

は、国際的にも活躍できる人材の輩出に

努めているか。 
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均てん化に資する地域の指導者

の育成に努める。 

 

に関するリーダー的人材を各地域

に輩出する。 

○ 関係学会や都道府県と連携を図りな

がら、医療の地域への均てん化に資する

地域の指導者の育成に努めているか。 

 

 （２）モデル的研修・講習の実施 （２）モデル的研修・講習の実施  

 成育医療の均てん化の推進を

目的として、成育医療に携わるセ

ンター内外の医療従事者を対象と

したモデル研修等を企画・実施す

る。 

このため、センター外の医療従

事者等に向けた各種研修・講演会

等を年に 20回以上開催する。 

成育医療の均てん化の推進を

目的として、成育医療に携わるセ

ンター内外の医療従事者を対象と

したモデル研修等を企画・実施す

る。 

このため、センター外の医療従

事者等に向けた各種研修・講演会

等を 20 回以上開催する。 

○ 成育医療に携わるセンター内外の医

療従事者を対象としたモデル研修等を

企画・実施しているか。 

 

【数値目標】 

○ センター外の医療従事者等に向けた

各種研修・講演会等を年に 20 回以上

開催 

 

 

 

 

４．医療の均てん化並びに情報の収

集及び発信に関する事項 

 

 

 

４．医療の均てん化と情報の収集・

発信に関する事項 

 

 

 

４．医療の均てん化と情報の収集・

発信に関する事項 

■評価項目８■ 

医療の均てん化と情報の収集・発信に 

関する事項 

 （１）ネットワーク構築の推進 （１）ネットワークの構築の推進  

センター及び都道府県における中

核的な医療機関間のネットワークを

構築し、高度先駆的医療の普及及び

医療の標準化に努めること。 

情報発信にあたっては、医療従事

者や患者・家族が成育医療に関して

信頼のおける情報を分かりやすく入

成育医療の均てん化等のため、

国や都道府県の中核的医療機関

等との連携のもと、情報交換、技術

助言等を行うとともに、標準的医療

等の普及を図る。 

 

（２）情報の収集・発信 

他の医療機関が参加するセミナ

ーや症例検討会等を実施するとと

もに、他機関との合同カンファレン

スを開催し、標準的医療等の普及

を図る。 

 

（２）情報の収集・発信 

○ 国や都道府県の中核的医療機関等と

の連携のもと、情報交換、技術助言等を

行うとともに、標準的医療等の普及を図

っているか。 
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手できるよう、国内外の成育医療に

関する知見を収集、整理及び評価

し、科学的根拠に基づく診断及び治

療法等について、国民向け及び医療

機関向けの情報提供を行うこと。 

成育疾患について、医療従事

者や患者・家族が信頼のおける情

報を分かりやすく入手できるよう、

国内外の知見の定期的な収集、

整理及び評価体制を構築するとと

もに、センターの行った研究成果

等や収集した国内外の最新知見

等の情報を迅速かつ分かり易く、

国民及び医療機関に提供する仕

組みを構築する。 

成育疾患について、医療従事

者や患者・家族が信頼のおける情

報を入手できるよう、ホームページ

上に小児がん等の最新の治療方

法及び研究成果を公開する等、国

内外の最新知見等の医療情報の

提供を開始する。 

○ 国内外の知見の定期的な収集、整理

及び評価体制を構築するとともに、セン

ターの行った研究成果等や収集した国

内外の最新知見等の情報を迅速かつ分

かり易く、国民及び医療機関に提供する

仕組みを構築しているか。 

    

 

 

 

 

５．国への政策提言に関する事項 

 

 

 

 

５．国への政策提言に関する事項 

 

 

 

 

５．国への政策提言に関する事項 

■評価項目９■ 

国への政策提言に関する事項 

その他我が国の医療政策の推進等に関 

する事項 

医療政策をより強固な科学的根拠

に基づき、かつ、医療現場の実態に

即したものにするため、科学的見地

から専門的提言を行うこと。 

我が国において、医療政策の企画

がより強固な科学的裏づけを持ち、

かつ、実情に即したものになるよう、

国と連携しつつ、担当領域において

事業に取り組む中で明らかとなった

課題の解決策等について、科学的見

地から専門的提言を行う。 

 

成育疾患において、事業に取り組

む中で明らかとなった課題の収集・

分析に取り組むとともに、国と連携し

つつ、専門的提言を行うための手法

について検討を開始する。 

○ 国と連携しつつ、担当領域において

事業に取り組む中で明らかとなった課題

の解決策等について、科学的見地から

専門的提言を行っているか。 

 

 

６．その他我が国の医療政策の推進

等に関する事項 

６．その他我が国の医療政策の推進

等に関する事項 

６．その他我が国の医療政策の推進

等に関する事項 

 

（１）公衆衛生上の重大な危害への （１）公衆衛生上の重大な危害への （１）公衆衛生上の重大な危害への  
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対応 対応 対応 

公衆衛生上重大な危害が発生

し又は発生しようとしている場合に

は、国の要請に応じ、迅速かつ適

切な対応を行うこと。 

国の要請に応じて、国内外の公

衆衛生上重大な危害が発生し又

は発生しようとしている場合には、

迅速かつ適切な対応を行う。また

そのような事態に対し準備する。 

 

病院内に危機管理室を設け、危

機管理マニュアルの作成に取り組

む。 

○ 国の要請に応じて、国内外の公衆衛

生上重大な危害が発生し又は発生しよう

としている場合には、迅速かつ適切な対

応を行うとともに、そのような事態に対し

準備を行っているか。 

（２）国際貢献 （２）国際貢献 （２）国際貢献  

我が国における成育医療の中

核的機関として、その特性に応じ

た国際貢献を行うこと。 

研究成果の諸外国への発表

や、外国人研究者等の受入れや

技術支援等、成育医療分野にお

ける我が国の中核的機関として求

められる国際貢献を行う。 

 

研究成果を諸外国に発信する

ため英文での論文、海外での研究

発表、海外との共同研究を行う。 

○ 成育医療分野における我が国の中核

的機関として求められる国際貢献を行っ

ているか。 

 

 

 

第３ 業務運営の効率化に関する事項 

 

 

 

第２ 業務運営の効率化に関する目標

を達成するために取るべき措置 

 

 

 

第２ 業務運営の効率化に関する目標

を達成するために取るべき措置 

■評価項目１０■ 

効率的な業務運営に関する事項 

（１）効率的な業務運営体制 

１．効率的な業務運営に関する事項 １．効率的な業務運営に関する事項 １．効率的な業務運営に関する事項  

 （１）効率的な業務運営体制 (１)効率的な業務運営体制  

業務の質の向上及びガバナンスの

強化を目指し、かつ、効率的な業務

運営体制とするため、定期的に事務

及び事業の評価を行い、役割分担の

明確化及び職員の適正配置等を通

じ、弾力的な組織の再編及び構築を

センターとしての使命を果たすこ

とができるよう組織内の企画立案、

調整、分析機能を高めるとともに、

人的・物的資源を有効に活用し、

ガバナンスの強化を目指した体制

を構築する。 

センターとしての使命を果たすこ

とができるよう組織内の企画立案、

調整、分析機能を高めるとともに、

人的・物的資源を有効に活用し、

ガバナンスの強化を目指した体制

を構築する。 

○ センターとしての使命を果たすことが

できるよう組織内の企画立案、調整、分

析機能を高めるとともに、人的・物的資

源を有効に活用し、ガバナンスの強化

を目指した体制を構築しているか。 
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行うこと。 

総人件費については、センターの

果たすべき役割の重要性を踏まえつ

つ、簡素で効率的な政府を実現する

ための行政改革の推進に関する法

律（平成 18 年法律第 47 号）や「経

済財政運営と構造改革に関する基

本方針 2006」（平成 18 年 7 月 7 日

閣議決定）に基づいて人件費改革に

取り組むとともに、給与水準に関して

国民の理解が十分得られるよう必要

な説明や評価を受けるものとするこ

と。 

その際、併せて、医療法（昭和 23

年法律第 205 号）及び診療報酬上

の人員基準に沿った対応を行うこと

はもとより、国の制度の創設や改正に

伴う人材確保も含め高度先駆的医療

の推進のための対応や医療安全を

確保するための適切な取組を行うこ

と。 

また、独立行政法人に関する制度 

の見直しの状況を踏まえ適切な取

組を行うこと。 

さらにセンターの使命に応じて、

より効率的に成果を生み出せるよ

う、各部門の再編を行う。 

総人件費については、センター

の果たすべき役割の重要性を踏ま

えつつ、簡素で効率的な政府を実

現するための行政改革の推進に

関する法律（平成 18 年法律第 47

号）に基づき平成 22 年度におい

て１％以上を基本とする削減に取

り組み、「経済財政運営と構造改

革に関する基本方針 2006」（平成

18 年 7 月 7 日閣議決定）に基づ

き、人件費改革の取組を平成 23

年度まで継続するとともに、給与水

準に関して国民の理解が十分得ら

れるよう必要な説明や評価を受け

るものとする。 

その際、併せて、医療法（昭和

23 年法律第 205 号）及び診療報

酬上の人員基準に沿った対応を

行うことはもとより、国の制度の創

設や改正に伴う人材確保も含め高

度先駆的医療の推進のための対

応や医療安全を確保するための

適切な取組を行う。 

また、独立行政法人に関する制

度の見直しの状況を踏まえ適切な

さらにセンターの使命に応じて、

より効率的に成果を生み出せるよ

う、各部門の見直しを行う。 

○ センターの使命に応じて、より効率的

に成果を生み出せるよう、各部門の再

編を行っているか。 

 

○ 総人件費改革取組開始からの経過年

数に応じ取組が順調であるかどうかに

ついて、法人の取組の適切性について

検証が行われているか。また、今後、削

減目標の達成に向け法人の取組を促

すものとなっているか。（政・独委評価の

視点） 

 

○ 総人件費改革は進んでいるか。（厚労

省評価委評価の視点） 

 

○ 国の制度の創設や改正に伴う人材確

保も含め高度先駆的医療の推進のた

めの対応や医療安全を確保するための

適切な取組を行っているか。 

 

○ 独立行政法人に関する制度の見直し

の状況を踏まえ適切な取組を行ってい

るか。 

 

○ 国家公務員の再就職者のポストの見

直しを図っているか。（厚労省評価委評

価の視点） 
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取組を行う。 ○ 独立行政法人職員の再就職者の非

人件費ポストの見直しを図っているか。

（厚労省評価委評価の視点） 

 

 ① 副院長複数制の導入 

特命事項を担う副院長の設置

を可能とするとともに、副院長の

役割と院内での位置付けを明確

化する。 

① 副院長複数制の導入 

特命事項を担う副院長の設置

を行うとともに、副院長の役割と

院内での位置付けを明確化す

る。 

○ 特命事項を担う副院長の設置を可能

とするとともに、副院長の役割と院内で

の位置付けを明確化しているか。 

 ② 事務部門の改革 

事務部門については、配置を

見直し、効率的・効果的な運営

体制とする。 

 

② 事務部門の改革 

事務部門については、配置を

見直し、効率的・効果的な運営

体制とする。 

○ 事務部門については、配置を見直し、  

効率的・効果的な運営体制となってい 

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）効率化による収支改善 

 

 

 

 

（２）効率化による収支改善 

■評価項目１１■ 

効率的な業務運営に関する事項 

（２）効率化による収支改善 

電子化の推進 

センターの効率的な運営を図るた

め、以下の取組を進めること。 

センターとしての使命を果たす

ための経営戦略や毎年の事業計

画を通じた経営管理により収支相

償の経営を目指すこととし、５年間

を累計した損益計算において、経

常収支率が 100％以上となるよう

経営改善に取り組む。 

センターとしての使命を果たす

ための経営戦略や事業計画を通

じた経営管理により平成 22 年度

の損益計算において、経常収支率

を 101％以上とするよう経営改善

に取り組む。 

○ 当期総利益（又は当期総損失）の発

生要因が明らかにされているか。また、

当期総利益（又は当期総損失）の発生

要因の分析を行った上で、当該要因が

法人の業務運営に問題等があることに

よるものかを検証し、業務運営に問題

等があることが判明した場合には当該

問題等を踏まえた評価が行われている



国立成育医療研究センター 評価の視点（案） 

成育医療－27 

資料１－２－② 
国立成育医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

か。（政・独委評価の視点） 

 

○ 繰越欠損金が計上されている場合、そ

の解消計画どおり進んでいるか（政・独

委評価の視点） 

 

○ 当該年度に交付された運営費交付金

の当該年度における未執行率が高い場

合において、運営費交付金が未執行と

なっている理由が明らかにされている

か。（政・独委評価の視点） 

 

○ 法人の福利厚生費について、法人の

事務・事業の公共性、業務運営の効率

性及び国民の信頼性確保の観点から、

必要な見直しが行われているか。（政・

独委評価の視点） 

 

○ 法定外福利費の支出は、適切である

か。（厚労省評価委評価の視点） 

 

○ 事業費における冗費を点検し、その

削減を図っているか。（厚労省評価委評

価の視点） 

 

【数値目標】 

○ ５年間を累計した損益計算において、

経常収支率が 100％以上 
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資料１－２－② 
国立成育医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

① 給与水準について、センター

が担う役割に留意しつつ、適切

な給与体系となるよう見直し 

① 給与制度の適正化 

給与水準等については、社

会一般の情勢に適合するよう、

民間の従業員の給与等を踏ま

え、業務の内容・実績に応じたも

のとなるよう見直す。 

① 給与制度の適正化 

給与水準等については、社

会一般の情勢に適合するよう、

民間の従業員の給与等を踏ま

え、業務の内容・実績に応じたも

のとなるよう見直す。 

○ 給与水準等については、民間の従業

員の給与等を踏まえ、業務の内容・実績

に応じたものとなるよう見直しを行ってい

るか。 

 

○ 国家公務員と比べて給与水準の高い

法人について、以下のような観点から

厳格なチェックが行われているか。 

・ 給与水準の高い理由及び講ずる措

置（法人の設定する目標水準を含む）

についての法人の説明が、国民に対し

て納得の得られるものとなっているか。 

・法人の給与水準自体が社会的な理解

の得られる水準となっているか。（政・独

委評価の視点） 

 

○ 給与水準が適正に設定されているか

（特に、給与水準が対国家公務員指数

100を上回る場合にはその適切性を厳

格に検証し、給与水準を設定している

か）。（厚労省評価委評価の視点） 

 

○ 国と異なる、又は法人独自の諸手当

は、適切であるか。（厚労省評価委評価

の視点） 

 

② 共同購入等による医薬品医療

材料等購入費用の適正化 

② 材料費の節減 

医薬品、医療材料等の購入

② 材料費の節減 

材料費率の抑制を図るため、

○ 医薬品、医療材料等の購入方法、契

約単価の見直しにより、材料費率の抑制
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資料１－２－② 
国立成育医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

方法、契約単価の見直しにより、

材料費率の抑制に努める。 

医薬品及び医療材料の共同購

入を行うとともに、同種同効医薬

品の整理など、更なる使用医薬

品の集約に取り組む。 

 

に努めているか。 

③ 一般管理費（退職手当を除

く。）について、平成 21 年度に

比し、中期目標期間の最終年度

において 15％以上の削減 

 

③ 一般管理費の節減 

平成 21 年度に比し、中期目

標の期間の最終年度において、

一般管理費（退職手当を除く。）

について、15％以上節減を図

る。 

③ 一般管理費の節減 

一般管理費（退職手当を除

く。）の経費節減に努めるととも

に、事務部門の見直し等により、

平成 21 年度に比して、15％以

上節減できる体制を構築する。 

○ 一般管理費（退職手当を除く。）につ

いて、中期計画に掲げている目標の達

成に向けて取り組み、着実に進展して

いるか。 

 

【数値目標】 

○ 中期目標期間最終年度において一

般管理費を平成 21年度比 15％以上

節減 

 

 ④ 建築コストの適正化 

建築単価の見直し等を進める

とともに、コスト削減を図り、投資

の効率化を図る。 

 

④ 建築コストの適正化 

建築単価の見直し等を進め、

コスト削減に取り組む。 

○ 建築単価の見直し等を進め、コスト削

減を図り、投資の効率化を図っている

か。 

④ 医業未収金の発生防止及び徴

収の改善並びに診療報酬請求業

務の改善等収入の確保 

⑤ 収入の確保 

医業未収金については、新

規発生の防止に取り組むととも

に、定期的な支払案内等の督

促業務を行うなど回収に努める

ことで、平成 21 年度に比して

（※）医業未収金比率の縮減に

取り組む。 

⑤ 収入の確保 

医業未収金については、新

規発生の防止に取り組むととも

に、定期的な支払案内等の督

促業務を行うなど回収に努め

る。 

また、診療報酬請求業務につ

いては、院内のレセプト点検体

○ 医業未収金の新規発生の防止に取り

組むとともに、定期的な督促業務を行う

など、中期計画に掲げる目標の達成に

向けて取り組み、また、院内のレセプト

点検体制の確立等により適正な診療報

酬請求事務の推進に努めているか。 

 

○ 貸付金、未収金等の債権について、
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国立成育医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

また、診療報酬請求業務につ

いては、院内のレセプト点検体

制の確立等により適正な診療報

酬請求事務の推進に努める。 

※ 平成 21 年度（平成 20 年 4 月

～平成 22 年 1 月末時点）医業

未収金比率 0.05％ 

制の確立に努める。 回収計画が策定されているか。回収計

画が策定されていない場合、その理由

の妥当性についての検証が行われて

いるか。（政・独委評価の視点） 

 

○ 回収計画の実施状況についての評価

が行われているか。評価に際し、ⅰ）貸

倒懸念債権・破産更生債権等の金額

やその貸付金等残高に占める割合が

増加している場合、ⅱ）計画と実績に差

がある場合の要因分析を行っている

か。（政・独委評価の視点） 

 

○ 回収状況等を踏まえ回収計画の見直

しの必要性等の検討が行われている

か。（政・独委評価の視点） 

 

【数値目標】 

○ 平成 21年度に比した医業未収金比

率の縮減 

 

２．電子化の推進 ２．電子化の推進 ２．電子化の推進  

 （１）電子化の推進による業務の効

率化 

（１）電子化の推進による業務の効

率化 

 

業務の効率化及び質の向上を目

的とした電子化を費用対効果を勘案

しつつ推進し、情報を経営分析等に

活用すること。推進にあたっては職員

業務の効率化を図るために職員

に対する通報等の文書の電子化

を、費用対効果を勘案しつつ取り

組むよう努めるとともに、情報セキ

費用対効果を勘案しつつ、職員

に対する通報等の文書の電子化

に取り組むとともに、情報セキュリ

ティを専門に扱う部署を設置する。 

○ 文書の電子化を、費用対効果を勘案

しつつ取り組むよう努めるとともに、情報

セキュリティの向上を図っているか。 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

の利便性に配慮しつつ、情報セキュ

リティの向上に努めること。 

 

ュリティの向上を図る。 

 （２）財務会計システム導入による

月次決算の実施 

（２）財務会計システム導入による

月次決算の実施 

 

 企業会計原則に基づく独立行

政法人会計基準への移行に伴い

財務会計システムを導入し、月次

決算を行い、財務状況を把握する

とともに経営改善に努める。 

平成 22 年度は企業会計原則

に基づく会計処理への移行初年

度であることから、４月１日から財務

会計システムを導入し、確実に稼

働させることにより、月次決算を行

い、毎月の財務状況を把握し、そ

の経営状況の分析を行う。 

 

○ 財務会計システムを導入し、月次決

算を行い、財務状況を把握するとともに

経営改善に努めているか。 

 

 

 

３．法令遵守等内部統制の適切な構築 

 

 

３．法令遵守等内部統制の適切な構築 

 

 

３．法令遵守等内部統制の適切な構築 

■評価項目１２■ 

法令遵守等内部統制の適切な構築 

法令遵守（コンプライアンス）等内

部統制を適切に構築すること。 

特に契約については、原則として

一般競争入札等によるものとし、競争

性及び透明性が十分確保される方

法により実施するとともに、随意契約

の適正化を図ること。 

法令遵守（コンプライアンス）等の

内部統制のため、内部監査等の組織

を構築する。 

契約業務については、原則として

一般競争入札等によるものとし、競争

性、公正性、透明性を確保し、適正

に契約業務を遂行するとともに、随意

契約については、従前の「随意契約

見直し計画」を踏まえた適正化を図

り、その取組状況を公表する。 

法令遵守（コンプライアンス）等の

内部統制のため、内部監査等の組織

を構築する。 

契約業務については、原則として

一般競争入札等によるものとし、競争

性、公正性、透明性を確保し、適正

に契約業務を遂行するとともに、随意

契約については、従前の「随意契約

見直し計画」を踏まえた適正化を図

り、その取組状況を公 

表する。 

○ 内部統制（業務の有効性、効率性、

法令等の遵守、資産の保全、財務報告

等の信頼性）に係る取組についての評

価が行われているか。（政・独委評価の

視点） 

 

○ 関連公益法人との関係について、透

明性確保に向けた見直しを図っている

か。（厚労省評価委評価の視点） 

  ※ 独立行政法人会計基準上の関連

公益法人に限らず、すでに批判をされて
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

いたり、国民から疑念を抱かれる可能性

のある業務委託等について、①当該業

務委託等の必要性、②独立行政法人自

ら行わず他者に行わせる必要性、③①

及び②の必要があるとして、他者との契

約についてその競争性を高める方策等

を検討し、見直しを図っているか等 

 

○ 契約業務については、原則として一

般競争入札等によるものとし、適正に契

約業務を遂行するとともに、随意契約に

ついては、従前の「随意契約見直し計

画」を踏まえた適正化を図り、その取組

状況を公表しているか。 

 

○ 契約方式等、契約に係る規程類につ

いて、整備内容や運用の適切性等、必

要な評価が行われているか。（政・独委

評価の視点） 

 

○ 契約事務手続に係る執行体制や審査

体制について、整備・執行等の適切性

等、必要な評価が行われているか。

（政・独委評価の視点） 

 

○ 個々の契約について、競争性・透明

性の確保の観点から、必要な検証・評

価が行われているか。（政・独委評価の



国立成育医療研究センター 評価の視点（案） 

成育医療－33 

資料１－２－② 
国立成育医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

視点） 

 

○ 「随意契約見直し計画」の実施・進捗

状況や目標達成に向けた具体的取組

状況について、必要な評価が行われて

いるか。（政・独委評価の視点） 

 

○ 契約の締結に当たって、透明性・競争

性等が確保されているか。（厚労省評

価委評価の視点） 

 

○ 契約監視委員会での見直し・点検は

適切に行われたか（その後のフォローア

ップを含む。）。（厚労省評価委評価の

視点） 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

 

 

 

 

 

 

第３ 予算、収支計画及び資金計画 

 

 

 

 

 

 

第３ 予算、収支計画及び資金計画 

■評価項目１３■ 

予算、収支計画及び資金計画等 

短期借入金の限度額 

重要な財産を処分し、又は担保に供し 

ようとする時はその計画 

剰余金の使途 

「第３ 業務運営の効率化に関する

事項」で定めた事項に配慮した中期計

画の予算を作成し、当該予算による運

営を実施することにより、中期目標の期

間における期首に対する期末の財務内

「第２ 業務の効率化に関する目標を

達成するために取るべき措置」で定め

た計画を確実に実施し、財務内容の改

善を図る。 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

容の改善を図ること。 

１．自己収入の増加に関する事項 １．自己収入の増加に関する事項 １．自己収入の増加に関する事項  

成育医療に関する医療政策を牽

引していく拠点としての役割を果たす

ため、運営費交付金以外の外部資

金の積極的な導入に努めること。 

 

民間企業等からの資金の受け入

れ体制を構築し、寄附や受託研究の

受け入れ等、外部資金の獲得を行

う。 

外部資金を受け入れるための経費

毎の担当部署を明確化し、寄附や受

託研究を適切に運用していくための

ルールを作成する。 

○ 民間企業等からの資金の受け入れ体

制を構築し、寄付や受託研究の受け入

れ等、外部資金の獲得を行っている

か。 

２．資産及び負債の管理に関する事

項 

２．資産及び負債の管理に関する事

項 

２．資産及び負債の管理に関する事

項 

 

センターの機能の維持、向上を図

りつつ、投資を計画的に行い、固定

負債（長期借入金の残高）を償還確

実性が確保できる範囲とし、運営上、

中・長期的に適正なものとなるよう努

めること。 

センターの機能の維持・向上を図

りつつ、投資を計画的に行い、中・長

期的な固定負債（長期借入金の残

高）を償還確実性が確保できる範囲

とし、運営上適切なものとなるよう努

める。 

そのため、大型医療機器等の投資

に当たっては、原則、償還確実性を

確保する。 

（１）予  算 別紙２ 

（２）収支計画 別紙３ 

（３）資金計画 別紙４ 

平成 22 年度は長期借入を行わ

ず、内部資金の有効活用により、セ

ンターの機能の維持・向上を図りつ

つ、センターの固定負債（長期借入

金の残高）を減尐させる。 

（１）予  算 別紙２ 

（２）収支計画 別紙３ 

（３）資金計画 別紙４ 

○ センターの機能の維持・向上を図りつ

つ、投資を計画的に行い、固定負債

（長期借入金の残高）を償還確実性が

確保できる範囲とし、運営上適切なもの

となるよう努めているか。 

 

○ 大型医療機器等の投資に当たって

は、原則、償還確実性を確保している

か。 

 

○ 資金の運用であって、時価又は為替

相場の変動等の影響を受ける可能性が

あるものについて、次の事項が明らかに

されているか。（ⅱについては、事前に

明らかにされているか。） 

 ⅰ 資金運用の実績 

 ⅱ 資金運用の基本的方針（具体的な 

投資行動の意志決定主体、運用に係 



国立成育医療研究センター 評価の視点（案） 

成育医療－35 

資料１－２－② 
国立成育医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

る主務大臣、法人、運用委託間の責 

任分担の考え方等）、資産構成、運用 

実績を評価するための基準（以下「運 

用方針等」という。）（政・独委評価の視 

点） 

 

○ 資金の性格、運用方針等の設定主体

及び規定内容を踏まえて、法人の責任

について十分に分析しているか。（政・

独委評価の視点） 

 

第４ 短期借入金の限度額 第４ 短期借入金限度額  

１．限度額 ２，１００百万円 

２．想定される理由 

（１）運営費交付金の受入遅延等による

資金不足への対応 

（２）業績手当（ボーナス）の支給等、資

金繰り資金の出費への対応 

（３）予定外の退職者の発生に伴う退職

手当の支給等、偶発的な出費増

への対応 

 

１．限度額 ２，１００百万円 

２．想定される理由 

（１）運営費交付金の受入遅延等による

資金不足への対応 

（２）業績手当（ボーナス）の支給等、資

金繰り資金の出費への対応 

（３）予定外の退職者の発生に伴う退職

手当の支給等、偶発的な出費増

への対応 

○ 短期借入金について、借入理由や借

入額等の状況は適切なものと認められる

か。 

 

 

 

第５ 重要な財産を処分し、又は担保

に供しようとする時はその計画 

第５ 重要な財産を処分し、又は担保

に供しようとする時はその計画 

 

なし なし 

 

○ 固定資産等の活用状況等について評

価が行われているか。活用状況等が不

十分な場合は、その原因の妥当性や有



国立成育医療研究センター 評価の視点（案） 

成育医療－36 

資料１－２－② 
国立成育医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

効活用又は処分等の法人の取組につい

ての評価が行われているか。（政・独委

評価の視点） 

第６ 剰余金の使途 第６ 剰余金の使途  

決算において剰余を生じた場合は、

将来の投資（建物等の整備・修繕、医

療機器等の購入等）及び借入金の償還

に充てる。 

決算において剰余を生じた場合は、

将来の投資（建物等の整備・修繕、医

療機器等の購入等）及び借入金の償還

に充てる。 

○ 利益剰余金が計上されている 場合、

国民生活及び社会経済の安定等の公

共上の見地から実施 されることが必要

な業務を遂行するという法人の性格に

照らし過大な利益となっていないかに

ついて評価が行われているか。（政・独

委評価の視点） 

    

 

 

 

 

第５ その他業務運営に関する重要事

項 

 

 

 

 

第７ その他主務省令で定める業務運

営に関する事項 

  

 

 

 

第７ その他主務省令で定める業務運

営に関する事項 

■評価項目１４■ 

人事システムの最適化 

人事に関する方針 

その他の事項 

１．施設・設備整備に関する事項 １．施設・設備整備に関する計画 １．施設･設備整備に関する計画  

施設・設備整備については、セン

ターの機能の維持、向上の他、費用

対効果及び財務状況を総合的に勘

案して計画的な整備に努めること。 

中期目標の期間中に整備する施

設・設備整備については、別紙５のと

おりとする。 

自己資金を活用して、長期債務の

縮減を図りつつ、研究・医療の高度

化や経営面の改善及び患者の療養

環境の改善が図られるよう、必要な整

備を行う。 

 

○中期計画に掲げる施設・設備整備につ

いて、計画的に進展しているか。 

２．人事の最適化に関する事項 ２．人事システムの最適化 ２．人事システムの最適化  

センターの専門的機能の向上を図 職員が業務で発揮した能力、適 業績評価制度の導入に着手し、職 ○ 職員が業務で発揮した能力、適性、



国立成育医療研究センター 評価の視点（案） 

成育医療－37 

資料１－２－② 
国立成育医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

るため、職員の意欲向上及び能力開

発に努めるとともに、人事評価を適切

に行うシステムを構築すること。 

また、年功序列を排し、能力・実績

本位の人材登用などの確立に努め、

さらに、優秀な人材を持続的に確保

するため、女性の働きやすい環境の

整備及び非公務員型独立行政法人

の特性を活かした人材交流の促進等

を推進すること。 

性、実績等を評価し、職員の給与に

反映させるとともに、業務遂行意欲の

向上を図る業績評価制度を導入す

る。当該制度の適切な運用を行うこと

により優秀な人材の定着を図り、人事

制度へ活用することにより、センター

全体の能率的運営につなげる。 

非公務員型組織の特性を活かし 

た人材交流の促進など、優秀な人 

材を持続的に確保する観点から人 

材の適切な流動性を有した組織を 

構築するため、国、国立病院機構 

等独立行政法人、国立大学法人、 

民間等と円滑な人事交流を行う体 

制を構築する。 

女性の働きやすい環境を整備する

とともに、医師の本来の役割が発揮

できるよう、医師とその他医療従事者

との役割分担を見直し、職員にとって

魅力的で働きやすい職場環境の整

備に努める。 

 

員が業務で発揮した能力、適正、実

績等を給与に反映できる制度となる

よう検討する。 

非公務員型組織の特性を活かし

た人材交流の促進など、国、国立病

院機構等独立行政法人、国立大学

法人、民間等と円滑な人事交流を行

う体制を構築する。 

女性の働きやすい環境の整備及

び職員にとって魅力的で働きやすい

職場環境の整備に努める。 

実績等を評価し、職員の給与に反映さ

せるとともに、業務遂行意欲の向上を図

る業績評価制度を導入するとともに、適

切な運用を行うことにより優秀な人材の

定着を図り、人事制度へ活用することに

より、センター全体の能率的運営につ

なげているか。 

  

○ 人材の適切な流動性を有した組織を

構築するため、国、国立病院機構等独

立行政法人、国立大学法人、民間等と

円滑な人事交流を行う体制を構築して

いるか。 

 

○ 女性の働きやすい環境を整備するとと

もに、医師の本来の役割が発揮できる

よう、医師とその他医療従事者との役割

分担を見直し、職員にとって魅力的で

働きやすい職場環境の整備に努めて

いるか。 

 ３．人事に関する方針 ３．人事に関する方針  

（１）方針 （１）方針  

良質な医療を効率的に提供して

いくため、医師、看護師等の医療

従事者については、医療を取り巻

く状況の変化に応じて柔軟に対応

良質な医療を効率的に提供して

いくため、医師、看護師等の医療

従事者については、医療を取り巻

く状況の変化に応じて柔軟に対応

○ 医師、看護師等の医療従事者につい

ては、医療を取り巻く状況の変化に応じ

て柔軟に対応し、経営に十分配慮してい

るか。 



国立成育医療研究センター 評価の視点（案） 
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資料１－２－② 
国立成育医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

するとともに、経営に十分配慮す

る。 

特に、医師・看護師不足に対す

る確保対策を引き続き推進すると

ともに離職防止や復職支援の対策

を講じる。 

また、幹部職員など専門的な技

術を有する者については、公募を

基本とし、優秀な人材の確保に努

める。 

するとともに、経営に十分配慮して

いく。 

特に、医師・看護師不足に対す

る確保対策を引き続き推進すると

ともに離職防止や復職支援の対策

に取り組む。 

また、幹部職員など専門的な技

術を有する者については、公募を

基本とし、優秀な人材の確保に努

める。 

○ 幹部職員など専門的な技術を有する

者については、公募を基本とし、優秀な

人材の確保に努めているか。 

（２）指標 （２）指標  

センターの平成 22 年度期首に

おける職員数を 751 人とするもの

の、医師、看護師等の医療従事者

は、医療ニーズに適切に対応する

ために、変動が見込まれるもので

あり、中期目標の期間において

は、安全で良質な医療の提供に支

障が生じないよう適正な人員配置

に努める。 

特に、技能職については、外部

委託の推進に努める。 

（参考）中期目標の期間中の人件費総

額見込み 

３１，５２４百万円 

 

 

 

安全で良質な医療の提供に支

障が生じないよう、適正な人員配

置に努める。 

技能職については、外部委託の

推進に努める。 

 

 

 

 

○ 医療ニーズに適切に対応するため、

安全で良質な医療の提供に支障が生

じないよう適正な人員配置に努めてい

るか。 

 

○ 技能職については、外部委託の推進

に努めているか。 

 

 

 

 



国立成育医療研究センター 評価の視点（案） 
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資料１－２－② 
国立成育医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

３．その他の事項 ４．その他の事項 ４．その他の事項  

中期目標に基づきセンターのミッ

ションを理解し、ミッションを実現する

ために必要なアクションプランとして

中期計画を立て、具体的な行動に移

すことができるように努めること。ま

た、アクションプランやセンターの成

果について、一般の国民が理解しや

すい方法、内容で情報開示を行うよ

うに努めること。 

ミッションの確認、現状の把握、問

題点の洗い出し、改善策の立案、翌

年度の年度計画の作成等に資する

ため、定期的に職員の意見を聞くよ

う、努めること。 

センターのミッションを理解し、ミッ

ションを実現するために必要なアクシ

ョンプランを立て、具体的な行動に移

すことができるように努める。 

また、アクションプランやセンター

の成果について、一般の国民が理解

しやすい方法、内容で情報開示をホ

ームページ等で行うように努める。 

ミッションの確認や現状の把握、問

題点の洗い出し、改善策の立案、翌

年度の年度計画の作成等に資するよ

う、職員の意見をセンター内メール・

システム等にて聴取を行うよう努め

る。 

センターのミッションを理解し、ミッ

ションを実現するために必要なアクシ

ョンプランを作成するための検討を行

う。 

ミッションの確認や現状の把握、問

題点の洗出し、改善策の立案、翌年

度の年度計画の作成等に資するよ

う、職員の意見をセンター内メール・

システム等にて聴取が可能となるよう

整備を行う。 

○ センターのミッションを理解し、ミッショ

ンを実現するために必要なアクションプ

ランを立て、具体的な行動に移すことが

できるように努めているか。 

 

○ アクションプランやセンターの成果に

ついて、国民が理解しやすい方法、内

容で情報開示を行うよう努めているか。 

 

○ ミッションの確認や現状の把握、問題

点の洗い出し、改善策の立案、翌年度

の年度計画の作成等に資するよう、職

員の意見を聴取するよう努めているか。 

 

○ 法人の業務改善のための具体的なイ

ニシアティブを把握・分析し、評価して

いるか。（政・独委評価の視点） 

 

○ 業務改善の取組を適切に講じている

か。（業務改善の取組：国民からの苦

情・指摘についての分析・対応、国民が

疑念を抱くことのない開かれた法人運

営、目安箱等職員からの提案を受け付

けるための仕組みの構築、改善に取り

組む職員を人事上評価しているか等）

（厚労省評価委評価の視点） 

 



国立成育医療研究センター 評価の視点（案） 

成育医療－40 

資料１－２－② 
国立成育医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

○ 国民のニーズとずれている事務・事業

や、費用に対する効果が小さく継続す

る必要性の乏しい事務・事業がないか

等の検証を行い、その結果に基づき、

見直しを図っているか。（厚労省評価委

評価の視点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



国立長寿医療研究センター 評価の視点（案） 

長寿医療－1 

資料１－２－② 
国立長寿医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

独立行政法人通則法（平成 11 年法律

第 103 号）第 29 条第 1 項の規定に基づ

き、独立行政法人国立長寿医療研究セン

ターが達成すべき業務運営に関する目標

（以下「中期目標」という。）を次のように定

める。 

 

平成２２年４月１日 

 

厚生労働大臣 長妻 昭 

独立行政法人通則法（平成 11 年法律

第 103号。以下「通則法」という。）第 29条

第 1 項の規定に基づき平成 22 年 4 月 1

日付けをもって厚生労働大臣から指示の

あった独立行政法人国立長寿医療研究セ

ンターの中期目標を達成するため、同法

第 30 条の定めるところにより、つぎのとお

り独立行政法人国立長寿医療研究センタ

ー中期計画を定める。 

 

平成２２年４月１日 

独立行政法人国立長寿医療研究センター 

理事長 大島 伸一 

 

平成22年度の業務運営について、独立

行政法人通則法（平成11年法律第103号）

第31条第1項の規定に基づき、独立行政

法人国立長寿医療研究センターの年度計

画を次のとおり定める。 

 

平成２２年６月２２日 

 

独立行政法人国立長寿医療研究センター 

理事長  大島 伸一 

 

前文 前文   

我が国においては、急速な尐子高 

齢化の進展や、疾病構造の変化、医療技

術等の高度化等により医療を取り巻く環境

が大きく変化するとともに、国民の医療に

対するニーズも変化しており、このような変

化に対応した国民本位の総合的かつ戦略

的な医療政策の展開が求められている。 

こうした中、国が医療政策を効果的、効

率的に推進するため、国立高度専門医療

研究センターには、疫学研究等による日本

人のエビデンスの収集や高度先駆的医療

の開発及びその普及等、我が国の研究、

医療水準を向上させ、もって公衆衛生の

独立行政法人国立長寿医療研究セ

ンター（以下「センター」という。）は、平

成 16年に老化メカニズム及び老年病発

症機序の解明を目指す基礎及び臨床

研究、高齢者に特有な疾病に関する包

括的医療、看護・リハビリテーション等の

体制確立及び推進等を目的として設置

された国立長寿医療センターを前身と

する。 

我が国における、世界に例を見ない

急速な尐子高齢化を踏まえ、国立長寿

医療センターはこれまで、加齢に伴って

生ずる心身の変化に起因する疾患であ

  



国立長寿医療研究センター 評価の視点（案） 

長寿医療－2 

資料１－２－② 
国立長寿医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

向上に寄与することにより、医療政策を牽

引していく拠点となることが求められてい

る。 

このため、国立高度専門医療研究セ 

ンターは、国内外の関係機関と連携し、資

源の選択と集中を図り、国の医療政策と一

体となって、研究・開発及び人材育成に関

し、国際水準の成果を継続して生み出し、

世界をリードしていくことが期待される。 

独立行政法人国立長寿医療研究セ 

ンター（以下「センター」という。）は、平成

16 年に老化メカニズム及び老年病発症機

序の解明を目指す基礎及び臨床研究並

びに高齢者に特有な疾病に関する包括的

な医療、看護、リハビリテーション等の体制

確立及び推進等を目的として設置された

国立長寿医療センターを前身とする。 

急速に進展する高齢社会を豊かで活 

力に満ちたものとするためには、高齢者に

対する医療の充実とともに老年医学及び

老年学に関する研究基盤及びネットワーク

の整備拡充が必要不可欠である。 

また、「新成長戦略（基本方針）」（平 

成 21年 12月 30日閣議決定。以下「新成

長戦略」という。）においては、超高齢社会

に対応した社会システムを構築し、すべて

の高齢者が家族と社会のつながりの中で

生涯に渡り生活を楽しむことのできる社会

って、高齢者が自立した日常生活を営

むために特に治療を必要とするもの（以

下「加齢に伴う疾患」という。）に関し、診

断・治療、調査・研究、技術者の研修を

行うとともに、加齢に伴って生ずる心身

の変化に関し調査・研究を行ってきた。 

一方で、急速に進行する高齢社会を

豊かで活力に満ちたものとするために

は、高齢者に対する医療の充実ととも

に、老年医学及び老年学に関する研究

基盤及びネットワークの整備拡充が必要

不可欠であり、センターは、健康長寿社

会を実現するための医療上の諸課題を

着実に解決するため、老人保健及び福

祉とも連携し、その中核的役割を果たし

ていく必要がある。 

このため、センターは、事業体として、

業務運営の効率化に取り組むとともに、

加齢に伴う疾患に係る医療に関し、調

査、研究、技術の開発や、これらに密接

に関連する医療の提供、技術者の研修

等を行うとともに、国の医療政策として、

加齢に伴う疾患に関する高度かつ専門

的な医療の向上を図り、公衆衛生の向

上及び増進に寄与することを使命とし

て、国内外の研究機関・医療機関・学会

等と連携し、長寿医療に関する国際水

準の成果を継続して生み出していく。 
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資料１－２－② 
国立長寿医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

の構築を目指すこととされている。 

センターは、老人保健及び福祉とも 

連携し、積極的な情報収集及び成果等の

世界への情報発信、長寿医療の普及に向

けた人材育成のための教育及び研修並び

に得られた成果に基づく積極的な政策提

言を行っていくことで健康長寿社会の実現

にその役割を果たすことが求められてい

る。 

 

 

第１ 中期目標の期間    

センターの中期目標の期間は、平成 

22 年 4 月から平成 27 年 3 月までの 5 年

間とする。 

こうした観点を踏まえつつ、厚生労働

大臣から指示を受けた平成 22年 4月 1

日から平成 27 年 3 月 31 日までの期間

におけるセンターが達成すべき業務運

営に関する目標（以下「中期目標」とい

う。）を達成するための計画を以下のと

おり定める。 

  

    

 

 

 

 

第２ 国民に対して提供するサービス

その他の業務の質の向上に関する事

項 

 

 

 

 

第１ 国民に対して提供するサービス

その他の業務の質の向上に関する目

標を達成するために取るべき措置 

 

 

 

 

第１ 国民に対して提供するサービス

その他の業務の質の向上に関する目

標を達成するために取るべき措置 

■評価項目１■ 

研究・開発に関する事項 

（１）臨床を志向した研究・開発の

推進 

 センターが国際水準の研究を展開し   
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資料１－２－② 
国立長寿医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

つつ、我が国の治験を含む臨床研究を

推進するため、以下に掲げる中核機能

を強化する。 

これにより、高度先駆的医療の開発

及び標準医療の確立のための臨床を指

向した研究を推進し、その成果を継続

的に生み出していく。 

１．研究・開発に関する事項 １．研究・開発に関する事項 １．研究・開発に関する事項  

（１）臨床を志向した研究・開発の

推進 

（１）臨床を志向した研究・開発の

推進 

（１）臨床を志向した研究・開発の

推進 

 

高度先駆的医療の開発及び標準医療

の確立のため、臨床を指向した研究を推

進し、優れた研究・開発成果を継続的に生

み出していくことが必要である。このため、

センターにおいて以下の研究基盤強化に

努めること。 

   

① 研究所と病院等、センター内の連

携強化 

① 研究所と病院等、センター

内の連携強化 

臨床現場における課題を克服

するための基礎研究を円滑に実

施し、また、基礎研究の成果を臨

床現場へ反映させるため、研究

所と病院との合同会議や共同研

究の推進等により、人的交流を

図るとともに、各部署の高度な専

門性に基づいた連携を推進す

る。 

① 研究所と病院等、センター

内の連携強化 

認知症の予防、診断、治療、

支援の先進的かつ実用化を目

指した開発研究を行う「認知症先

進医療開発センター」の設置や、

予防、診断、薬物治療、非薬物

治療、認知症リハビリテーション、

看護、介護、教育等を一貫的に

実施する「もの忘れセンター」を

平成 22 年度に設置し、基礎研

○ 基礎研究を円滑に実施し、その成果

を臨床現場へ反映させるため、研究所

と病院との人的交流を図るとともに、

各部署の高度な専門性に基づいた連携

を推進しているか。 

 

【数値目標】 

○ 病院・研究所による共同研究を、中期

目標の期間中に、平成 21 年度に比べ

20％増加 
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資料１－２－② 
国立長寿医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

これにより、病院・研究所によ

る共同研究を、中期目標の期間

中に、平成 21 年度に比べ 20％

増加させる。 

究から臨床医療への橋渡しをセ

ンター内でスムーズに行うことが

できる体制を構築する。 

これらの結果として、研究所・

病院間の人的交流や共同研究

の実施など、各部署の高度な専

門性に基づいた連携を推進し、

共同研究の件数を増加させる。 

 

② 「革新的医薬品・医療機器

創出のための５か年戦略」（平

成 19 年 4 月 26 日内閣府・文

部科学省・厚生労働省・経済

産業省）に基づく、産官学が

密接に連携して臨床研究・実

用化研究を進める「医療クラ

スター」の形成等、国内外の

産業界、研究機関及び治験実

施医療機関等との連携 

② 産官学等との連携強化 

国内外の産業界、研究機関、

治験実施医療機関等とも、共同

研究・受託研究の推進等により、

各組織の高度な専門性に基づ

いた連携を図るため、「医療クラ

スター」の形成等、研究の基盤と

なる体制を整備する。 

これにより、企業との共同研究

の実施数を、中期目標の期間中

に、平成 21 年度に比べ 20％増

加させる。 

また、治験実施数（国際共同

治験を含む。）を、中期目標の期

間中に、平成 21 年度に比べ

10％増加させる。 

 

② 産官学等との連携強化 

国内外の産業界、研究機関、

治験実施医療機関等との共同研

究・受託研究・治験の実施件数

の増加を図ることにより、センター

を中心とした長寿医療研究の基

盤となる体制を整備する。 

○ 産官学等との連携強化を図るため、

「医療クラス」ターの形成等、研究の基盤

となる体制を整備しているか。 

 

【数値目標】 

○ 企業との共同研究の実施数 

を、中期目標の期間中に、平成 21 年

度に比べ 20％増加 

 

○ 治験実施数（国際共同治験を含む。）

を、中期目標の期間中に、平成 21 年度

に比べ 10％増加 

③ 研究・開発に係る企画及び

評価体制の整備 

③ 研究・開発の企画及び評価

体制の整備 

③ 研究・開発の企画及び評価

体制の整備 

○  研究・開発の企画及び評価体制を整 

備しているか。 
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資料１－２－② 
国立長寿医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

倫理委員会、共同研究・受託

研究審査委員会、長寿医療研究

開発費評価委員会等の活用によ

り、研究・開発についての企画・

評価体制を整備する。 

長寿医療研究開発費評価委

員会による外部評価を経て、同

研究開発費による研究を平成 22

年度から開始する。 

センターが行う各種研究につ

いては、外部委員も参画する倫

理・利益相反委員会、共同研究

審査委員会、受託研究審査委員

会等における審査・評価を通じ、

研究の質を担保する。 

 

④ 効果的な知的財産の管理、

活用の推進 

④ 知的財産の管理強化及び活

用推進 

研究・開発の成果を確実に知

的財産に結びつけるため、研究

開発システムの改革の推進等に

よる研究開発能力の強化及び研

究開発等の効率的推進等に関

する法律（平成 20 年法律第 63

号）及び「知的財産推進計画」を

踏まえつつ、研究開発成果の流

出に対する防止策の構築、職員

に対する知財教育の実施、研究

者への相談支援機能の充実等

により、効果的な知的財産の管

理を強化するとともに、産業界と

の連携等により、知的財産の活

用を推進する。 

④ 知的財産の管理強化及び活

用推進 

研究開発成果の流出に対する

防止策の構築の一環として、研

究に携わる職員に対し知財に関

する研修を実施するとともに、認

定ＴＬＯの活用等により研究者へ

の相談支援機能の提供を行う。

また、産業界との共同研究の実

施により、センターの知的財産の

効果的活用を推進する。 

これらの結果として、センター

における職務発明の件数の増加

を図る。 

 

○ 効果的な知的財産の管理を強化する 

とともに、産業界との連携等により、知的

財産の活用を推進しているか。 

 

○ 特許権等の知的財産について、法人

における保有の必要性の検討状況につ

いての評価が行われているか。（政・独

委評価の視点） 

 

○ 検討の結果、知的財産の整理等を行う

ことになった場合は、その法人の取組状

況や進捗状況等についての評価が行わ

れているか。（政・独委評価の視点） 

 

○ 特許権等の知的財産について、特許

出願や知的財産活用に関する方針の策

定状況や体制の整備状況についての評
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このため、職務発明委員会を

随時開催するとともに、同委員会

における審査件数を、中期目標

の期間中に、平成 21 年度に比

べ 20％増加させる。 

価が行われているか。（政・独委評価の

視点） 

 

○ 実施許諾等に至っていない知的財

産の活用を推進するための取組につい

ての評価が行われているか。（政・独委

評価の視点） 

 

【数値目標】 

○ 職務発明委員会を随時開催するととも 

に、同委員会における審査件数を、中

期目標の期間中に、平成 21 年度に比

べ 20％増加 

    

 

 

 

（２）病院における研究・開発の推進 

 

 

 

（２）病院における研究・開発の推進 

 

 

 

（２）病院における研究・開発の推進 

■評価項目２■ 

研究・開発に関する事項 

（２）病院における研究・開発の推進 

治験等の臨床研究を病院内で

高い倫理性、透明性をもって円滑

に実施するための基盤の整備に努

めること。 

① 臨床研究機能の強化 

治験等の臨床研究の実施体

制の強化のため、薬事・規制要

件の専門家を含めた治験業務に

携わる人材の充実をはじめとし

た、治験等の臨床研究の支援体

制の整備に努める。 

 

 

① 臨床研究機能の強化 

薬事・規制要件の専門家を含

めた治験業務に携わる人材の充

実をはじめとした、治験等の臨床

研究の支援体制の整備に努め

る。 

 

○ 治験等の臨床研究の支援体制の整備

に努めているか。 
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② 倫理性・透明性の確保 

倫理委員会等の機能強化の

ため、臨床研究により発生しうる

有害事象等安全性に関わる課題

に関し、医療安全委員会等との

情報共有等による連携を推進す

る。 

倫理性・透明性確保のため、

臨床研究等に携わる職員に対す

る教育の実施等により、職員の

意識向上のための機会を確保す

る。 

また、臨床研究に参加する患

者・家族に対する説明書・同意

書の内容について、倫理委員会

等において重点的な審査を行

い、臨床研究の趣旨やリスクに関

する適切な説明と情報開示につ

なげる。 

これらの取り組みと併せ、セン

ターで実施している治験等臨床

研究について適切に情報開示

することにより、治験等の臨床研

究を病院内で高い倫理性、透明

性をもって円滑に実施するため

の基盤の整備に努める。 

 

 

② 倫理性・透明性の確保 

臨床研究により発生しうる有害

事象情報等を、倫理・利益相反

委員会と医療安全管理委員会と

で共有するため、情報提供の範

囲や流れ等の手順の作成に着

手する。 

臨床研究等に携わる職員に対

する、各種指針等についての研

修を実施する。 

臨床研究の趣旨やリスクに関

する適切な説明と情報開示を、

患者・家族に対し行うため、院内

で使用する説明書・同意書等の

内容・形式の標準化に着手す

る。 

センターで実施する治験等臨

床研究の情報について、ホーム

ページの活用等により情報開示

を行うとともに、詳細な内容につ

いても、患者・家族等の求めに応

じ、可能な範囲内で情報提供を

行う。 

○ 倫理委員会等の機能強化のため、 

医療安全委員会等との連携を推進し

ているか。 

 

○ 倫理性・透明性確保のため、職員の意 

識向上のための機会を確保しているか。 

 

○ 臨床研究に参加する患者・家族に対 

する説明書・同意書の内容について、

倫理委員会等において重点的な審査を

行い、臨床研究の趣旨やリスクに関する

適切な説明と情報開示につなげている

か。 

 

○ センターで実施している治験等臨

床研究について適切に情報開示する

ことにより、治験等の臨床研究を病

院内で高い倫理性、透明性をもって

円滑に実施するための基盤の整備に

努めているか。 
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資料１－２－② 
国立長寿医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

 

 

 

 

 

（３）担当領域の特性を踏まえた戦

略的かつ重点的な研究・開発の

推進 

 

 

 

 

 

（３）担当領域の特性を踏まえた戦

略的かつ重点的な研究・開発の

推進 

 

 

 

 

 

（３）担当領域の特性を踏まえた戦

略的かつ重点的な研究・開発の

推進 

■評価項目３■ 

研究・開発に関する事項 

（３）担当領域の特性を踏まえた戦

略的かつ重点的な研究・開発の

推進 

これら研究基盤の強化により、詳

細を別紙に示した研究・開発を着

実に推進すること。 

これらの研究基盤の強化により、

高度先駆的医療の開発やその普

及に資する研究・開発を着実に推

進する。 

具体的な方針については別紙１

のとおり。 

これらの研究基盤の強化により、

高度先駆的医療の開発やその普

及に資する研究・開発を着実に推

進する。 

具体的な方針については別紙１

のとおり。 

 

 

 

担当領域の特性を踏まえた戦略的かつ

重点的な研究・開発の推進（別紙） 

担当領域の特性を踏まえた戦略的・重

点的な研究・開発の推進（別紙１） 

担当領域の特性を踏まえた戦略的・重

点的な研究・開発の推進（別紙１） 

 

１．重点的な研究・開発戦略の考え方 １．重点的な研究・開発戦略の考え方 １．重点的な研究・開発戦略の考え方  

加齢に伴って生ずる心身の変化及

びそれに起因する疾患であって高齢

者が自立した日常生活を営むために

特に治療を必要とするもの（以下「加

齢に伴う疾患」という。）を克服するた

め、センターは、病院、研究所の連携

を基盤としながら、国内外の医療機

関、研究機関、学会との共同研究の

一層の推進を図りつつ、認知症や運

加齢に伴って生ずる心身の変化及

びそれに起因する疾患であって高齢

者が自立した日常生活を営むために

特に治療を必要とするもの（以下「加

齢に伴う疾患」という。）を克服するた

め、センターの前身である国立長寿

医療センターにおける研究・開発の成

果を踏まえつつ、研究組織形態の柔

軟化、企業や大学、学会等との連携

疫学研究の成果を基礎研究にフィ

ードバックし、臨床研究に直結させる

ことにより、センター内の各研究分野

の「知」を集合させる取り組みを開始

する。 

加齢に伴う疾患の代表である認知

症、骨・運動器疾患、排尿障害等の

克服のため、研究部門及び臨床部門

の協働により、基礎から臨床応用に至

○ 研究・開発を推進するため、企

業、大学、学会等との連携を図って

いるか。 

 

○ 当該研究センターの研究者がコレ

スポンディング・オ－サーである論

文の被引用総数がどのように推移し

ているか。 

 



国立長寿医療研究センター 評価の視点（案） 
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資料１－２－② 
国立長寿医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

動器疾患等加齢に伴う疾患の発症機

序の解明につながる基礎的研究の推

進や疫学研究等による日本人のエビ

デンスの収集から、予防医学技術の

開発、基礎医学の成果を活用した橋

渡し研究、臨床に直結した研究・開発

までを総合的に進めていくこと。 

その実施にあたっては、中期計画

において、主な研究成果に係る数値

目標を設定するなど、センターが達成

すべき研究成果の内容とその水準を

明確化及び具体化すること。 

の一層の推進を図るとともに、認知症

や運動器疾患等加齢に伴う疾患の発

症機序の解明につながる基礎的研究

や疫学研究等による日本人のエビデ

ンスの収集の推進から、予防医学技

術の開発、基礎医学の成果を活用し

た橋渡し研究、臨床に直結した研究・

開発等を総合的かつ計画的に推進

する。 

また、これらの研究・開発を、長寿

医療分野において発展させるための

手段の一つとして、活発な論文発表

や学会発表等を通じ、その成果を、内

外の研究者や医療関係者に対しての

みならず、社会全体に対し広く発信し

ていく。 

このため、英文・和文の原著論文発

表総数を、中期目標期間に、平成 21

年度に比べ 10％以上増加させる。 

また、国内・国際学会における発表

（講演を含む。）数を、中期目標期間

に、平成 21 年度に比べ 10％以上増

加させる。 

 

る研究・開発にセンター一丸となって

体系的に取り組む。 

特に認知症については、平成２２年

４月、認知症先進医療開発センター

を設置し、認知症対策に資する予防、

診断、治療、介護・支援の先進的か

つ実用化を目指した開発研究をより

一層推進する。 

また、もの忘れセンターを設置し、

認知症疾患センターの全国的なモデ

ルとなることを目指すとともに、認知症

に対する患者・家族の希望を叶えるた

めの具体的な取り組みを実践する。 

 

【数値目標】 

○ 英文・和文の原著論文発表総数を、中

期目標期間に、平成 21 年度に比べ

10％以上増加  

 

○ 国内・国際学会における発表（講演を

含む。）数を、中期目標期間に、平成 21

年度に比べ 10％以上増加 

２．具体的方針 ２．具体的方針 ２．具体的方針  

（１）疾病に着目した研究 （１）疾病に着目した研究 （１）疾病に着目した研究  

① 加齢に伴う疾患の本態解明 

科学技術のイノベーションを常

① 加齢に伴う疾患等の本態解明 

認知症を来す代表的疾患であ

① 加齢に伴う疾患の本態解明 

認知症を来す代表的疾患であ

○ 認知症の発症メカニズムの解明に関す

る研究を行っているか。 
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資料１－２－② 
国立長寿医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

に取り入れ、分子・細胞から個体

に至るものまでを研究対象にす

ることにより、アルツハイマー病や

骨粗鬆症等加齢に伴う疾患のメ

カニズムを解明し、予防・診断・

治療への応用の糸口となる研究

を推進する。 

るアルツハイマー病、血管性認

知症等の予防法及び治療法の

開発に必須となる認知症の発症

メカニズムの解明に関する研究

を行う。 

また、高齢者の代表的運動器

疾患である骨粗鬆症等の発症メ

カニズムの解明に関する研究を

行う。 

その他、加齢に伴って生ずる

心身の変化のメカニズムの解明

を推進するため、生体防御機

能、感覚神経機能、脂肪代謝

機能等の生体機能の加齢に伴

う変化を分子レベル、細胞レベ

ル及び個体レベルで研究す

る。 

るアルツハイマー病、血管性認

知症等の予防法及び治療法の

開発に必須となる認知症の発症

メカニズムの解明に関する研究

を行うこととし、その一環として、

平成 22 年度においては、具体

的に以下の取り組みを行う。 

ア 神経変性モデル細胞を用い

た、加齢に伴う脳の生化学

的、病理学的変化の解明 

イ アミノ酸代謝異常で生ずる神

経毒のアミロイド代謝及びタウ

代謝に与える影響の解析 

ウ アミロイドβ蛋白質代謝の制

御機構の解明 

高齢者の代表的運動器疾患

である骨粗鬆症等の発症メカニ

ズムの解明に関する研究を行うこ

ととし、その一環として、平成２２

年度においては、具体的に以下

の取り組みを行う。 

ア 破骨細胞の分化モデルを用

いた、骨破壊に関わる遺伝子

発現機序の解明 

その他、加齢に伴って生ずる

心身の変化のメカニズムの解明

を推進するため、生体防御機

能、感覚神経機能、脂肪代謝機

○ 運動器疾患である骨粗鬆症等の発

症メカニズムの解明に関する研究を行

っているか。 

 

○ 加齢に伴って生ずる心身の変化のメ

カニズムの解明を推進するため、生体

防御機能、感覚神経機能、脂肪代謝

機能等の生体機能の加齢に伴う変化

を分子レベル、細胞レベル及び個体

レベルで研究しているか。 
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資料１－２－② 
国立長寿医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

能等の生体機能の加齢に伴う変

化を分子レベル、細胞レベル及

び個体レベルで研究することと

し、その一環として、平成２２年度

においては、具体的に以下の取

り組みを行う。 

ア 免疫老化に関連する機能因

子の探索 

イ 細胞老化と細胞の恒常性維

持に関する機序の解明 

ウ 脂肪・骨代謝制御因子の精

製、脂質代謝制御化合物の生

化学的解析 

 

② 加齢に伴う疾患の実態把握 

我が国の加齢に伴う疾患の罹

患、転帰その他の状況等の実態

及びその推移の把握、疫学研究

による加齢に伴う疾患のリスク・

予防要因の究明等、加齢に伴う

疾患の実態把握に資する研究を

推進する。 

② 加齢に伴う疾患の実態把握 

その他の重点的な研究課題と

して、加齢に伴って生じる心身の

変化及び加齢に伴う疾患の実態

を把握するため、加齢変化を医

学、心理学、運動生理学、栄養

学等の広い分野にわたって長期

的に調査・研究する。 

ア 日本人の老化に関するデー

タの収集・公表・提供 

無作為抽出された地域住民

2,400 名の老化に関するデー

タを平成 9 年から 2 年ごとに

調査しており、これらの日本人

② 加齢に伴う疾患の実態把握 

その他の重点的な研究課題と

して、加齢に伴って生じる心身の

変化及び加齢に伴う疾患の実態

を把握するため、加齢変化を医

学、心理学、運動生理学、栄養

学等の広い分野にわたって長期

的に調査・研究することとし、そ

の一環として、平成２２年度にお

いては、具体的に以下の取り組

みを行う。 

ア 第７次長期縦断疫学調査の

開始 

イ 第６次長期縦断疫学調査の

○ 加齢に伴って生じる心身の変化及び

加齢に伴う疾患の実態を把握するため、

加齢変化を医学、心理学、運動生理

学、栄養学等の広い分野にわたって長

期的に調査・研究しているか。 

 

○ 日本人の老化に関するデータの収集

公表・提供に取り組んでいるか。 

 

○ 高齢者のＱＯＬに重点を置いた臨床研

究の推進に取り組んでいるか。 
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資料１－２－② 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

の老化に関する基礎データ収

集を継続的に運用するととも

に、その分析結果等の研究成

果について、国民にわかりや

すい形で提供する。 

イ 高齢者のＱＯＬに重点を置い

た臨床研究の推進 

高齢者総合機能評価（ＣＧ

Ａ）の体系的な実施や、高齢

者コホート調査の確立・運用に

より、高齢者の様々な態様に

応じた、疾患ごとのアウトカムと

して QOL により重点を置いた

臨床研究を推進する。 

 

結果の整理・集計・公表と、横

断的データを活用した認知

症、運動器疾患、感覚器障害

等の老年病罹患の実態の解

明 

 

③ 高度先駆的及び標準的予防、

診断、治療法の開発の推進 

加齢に伴う疾患に対する高度

先駆的な予防、診断、治療法の

開発に資する研究を推進する。 

また、既存の予防、診断、治療

法に対する多施設共同研究等に

よる有効性の比較等、標準的予

防、診断、治療法の確立に資す

る研究を推進する。 

また、高度先駆的な予防・診

断・治療法の開発の基盤となる、

バイオリソースや臨床情報の収

③ 高度先駆的及び標準的予防、

診断、治療法の開発の推進 

認知症や運動器疾患等の加

齢に伴う疾患の予防法の開発を

行うとともに、これら疾患の発生

原因ともなりうる、日常生活の自

立度の低下を防ぐための研究を

行うとともに、既存の予防手法に

ついて、適切な評価指標を用

い、有効性と安全性を検証する

ための研究を行う 

アルツハイマー病等の認知症

の早期診断や治療評価の指標と

③ 高度先駆的及び標準的予防、

診断、治療法の開発の推進 

認知症や運動器疾患等の加

齢に伴う疾患の予防法の開発を

行うとともに、これら疾患の発生

原因ともなりうる、日常生活の自

立度の低下を防ぐための研究を

行うとともに、既存の予防手法に

ついて、適切な評価指標を用

い、有効性と安全性を検証する

ための研究を行うこととし、その

一環として、平成２２年度におい

ては、具体的に以下の取り組み

○ 認知症や運動器疾患等の加齢に伴う

疾患の予防法の開発、日常生活の自立

度の低下を防ぐための研究を行うととも

に、既存の予防手法について、適切な

評価指標を用い、有効性と安全性を検

証するための研究を行っているか。 

 

○ 認知症の早期診断や治療評価の指標

となる画像診断法やバイオマーカー等

の開発を推進するとともに、分子メカニ

ズムに着目した根治的治療法の開発に

資する研究を推進しているか。 
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資料１－２－② 
国立長寿医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

集及びその解析を推進する。 なる画像診断法やバイオマーカ

ー等の開発を推進するとともに、

分子メカニズムに着目した根治

的治療法の開発に資する研究を

推進する。 

また、加齢に伴う運動器疾

患等の治療法の開発に資する

研究を推進するとともに、高

齢者の機能回復のため、高齢

者のＱＯＬを損ねる口腔機能

や排泄機能の障害における再

生・再建医療の研究を推進す

る。 

さらに、高齢者の薬物動態

に応じた投薬量の決定方法の

開発、それらに配慮した臨床

試験・検査の在り方等につい

ての検討を行う。 

また、研究に必要な、バイ

オリソースや臨床情報を収集

し、解析を行う研究を実施す

る等、その有効な活用を図

る。 

を行う。 

ア 認知症、変形性関節症、肺

炎等の血液成分を用いた疾患

特異性バイオマーカーの解析 

イ 疾患モデル動物を用いた、

認知症や骨代謝疾患の血中

マーカーの解析 

ウ 軽度認知機能障害（MCI）高

齢者における認知機能低下抑

制の取り組み 

エ 食事等がアミロイド代謝へ及

ぼす影響の細胞レベルでの検

討と、疾患モデル動物の作製 

オ 地域住民の観察研究をもと

にした、疾患の栄養学的危険

因子の解析 

カ 疾患モデル動物を用いた、

運動時や寝たきり状態での機

械受容や伝導に関係する遺

伝子の解析 

キ 褥瘡ポケットのモデル動物の

作製 

ク 高齢ドライバー運転能力評価

システムの設計 

ケ 在宅介護評価における長時

間モニタリング軽減のための

計測系の小型化 

アルツハイマー病等の認知症

○ 加齢に伴う運動器疾患等の治療法の

開発に資する研究を推進するととも

に、高齢者の機能回復のため、高齢

者のＱＯＬを損ねる口腔機能や排泄

機能の障害における再生・再建医療

の研究を推進しているか。 

 

○ 高齢者の薬物動態に応じた投薬量の

決定方法の開発、それらに配慮した

臨床試験・検査の在り方等について

の検討を行っているか。 

○ 研究に必要な、バイオリソースや臨

床情報を収集し、解析を行う研究を

実施する等、その有効な活用を図っ

ているか。 
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国立長寿医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

の早期診断や治療評価の指標と

なる画像診断法やバイオマーカ

ー等の開発を推進するとともに、

分子メカニズムに着目した根治

的治療法の開発に資する研究を

推進することとし、その一環とし

て、平成 22 年度においては、具

体的に以下の取り組みを行う。 

ア 潜在的認知機能低下の画像

計測指標の策定 

イ アルツハイマー病の早期診

断に関する多施設共同臨床

研究の実施 

ウ 認知症研究のＩＴ基盤の開発

と構築 

エ 新規ＰＥＴ認知症診断薬の安

全性の検討 

オ アルツハイマー病等の認知

症マウスモデルを用いた、早

期診断バイオマーカーの解

析、臨床サンプルの収集 

カ アミロイドβ蛋白質や、神経

原線維変化に結合する低分

子化合物を検出する装置の設

計と試作 

キ 加齢に伴う認知症の細胞モ

デルの解析と、細胞死の原因

やその結果増減する分子の検
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索 

ク 新たな生体分子の解析シス

テムの構築 

加齢に伴う運動器疾患等の治

療法の開発に資する研究を推進

するとともに、高齢者の機能回復

のため、高齢者のＱＯＬを損ねる

口腔機能や排泄機能の障害に

おける再生・再建医療の研究を

推進することとし、その一環とし

て、平成 22 年度においては、具

体的に以下の取り組みを行う。 

ア 実験室での歯槽骨の作製 

イ 疾患モデル動物における象

牙質・歯髄再生法の確立 

ウ 筋再生治療用細胞の作製に

おける、安全性の担保されたヒ

ト筋細胞の分離・培養法の開

発 

エ 骨のカップリング機能を反映

する評価系の開発 

高齢者の薬物動態に応じた投

薬量の決定方法の開発、それら

に配慮した臨床試験・検査の在

り方等についての検討を行う。 

研究基盤の整備のため、研究

に必要なバイオリソースや臨床

情報を収集し、解析を行う研究を



国立長寿医療研究センター 評価の視点（案） 

長寿医療－17 

資料１－２－② 
国立長寿医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

実施する等、その有効な活用を

図る。 

 

④ 医薬品及び医療機器の開発

の推進 

新成長戦略においては、ライ

フ・イノベーションによる健康大

国戦略として、革新的な医薬品、

医療・介護技術の研究開発・実

用化の促進が求められている。 

この趣旨を踏まえ、加齢に伴う

疾患に関する研究成果等を安全

かつ速やかに臨床現場へ応用

するために、医薬品及び医療機

器の治験（適応拡大を含む。）、

特に高度に専門的な知識や経

験が要求される等実施に困難を

伴う治験・臨床研究の実現を目

指した研究を推進する。 

また、海外では有効性と安全

性が検証されているが、国内で

は未承認の医薬品、医療機器に

ついて、治験等臨床研究を推進

する。 

これらにより平成 21 年度に比

し、中期目標の期間中に、臨床

研究実施件数（倫理委員会にて

承認された研究をいう。）及び治

④ 医薬品及び医療機器の開発

の推進 

医薬品及び医療機器の開発

を目指した研究を行う。具体的に

は、認知症関連物質に関わる薬

剤の開発、介護機器の安全性評

価基準の確立等の研究を推進

する。 

また、これらの研究成果を安全

かつ速やかに臨床現場へ応用

するために、医薬品及び医療機

器の治験（適応拡大を含む。）の

実現を目指した研究を推進し、

特に国民の健康への影響が大き

い疾患分野については、より積

極的に推進する。 

さらに、海外では有効性と安

全性が検証されているが、国内

では未承認の医薬品、医療機器

について、治験等臨床研究を推

進する。 

このため、臨床研究実施件数

（倫理委員会にて承認された研

究をいう。）及び治験（製造販売

後臨床試験も含む。）の実施件

④ 医薬品及び医療機器の開発

の推進 

認知症関連物質に関わる薬剤

の開発、介護機器の安全性評価

基準の確立等の研究をはじめと

した、医薬品及び医療機器の開

発を目指した研究を行うこととし、

その一環として、平成２２年度に

おいては、具体的に以下の取り

組みを行う。 

介護支援機器との接触による

人体損傷メカニズムの解析 

これらの研究成果を安全かつ

速やかに臨床現場へ応用するた

めに、医薬品及び医療機器の治

験（適応拡大を含む）の実現を目

指した研究を推進し、特に国民

の健康への影響が大きい疾患分

野については、より積極的に推

進する。 

国内未承認の医薬品、医療機

器の治験等臨床研究を推進する

とともに、臨床研究実施件数（倫

理・利益相反委員会にて承認さ

れた研究をいう。）及び治験（製

○ 医薬品及び医療機器の開発を目指し

た研究を行っているか。 

 

○ 医薬品及び医療機器の治験（適応

拡大を含む。）の実現を目指した研究

を推進しているか。 

 

○ 海外では有効性と安全性が検証されて

いるが、国内では未承認の医薬品、医

療機器について、治験等臨床研究を推

進しているか。 

 

【数値目標】 

○ 臨床研究実施件数（倫理委員会にて

承認された研究をいう。）及び治験（製

造販売後臨床試験も含む。）の実施件

数の合計数を、中期目標の期間中、平

成 21年度に比べ年 10％以上増加 
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資料１－２－② 
国立長寿医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

験（製造販売後臨床試験も含

む。）の実施件数の合計数の

10％以上の増加を図ること。 

数の合計数を、中期目標の期間

中、平成 21 年度に比べ年 10％

以上増加させる。 

 

造販売後臨床試験も含む。）の

実施件数の増加を図る。 

 

（２）均てん化に着目した研究 （２）均てん化に着目した研究 （２）均てん化に着目した研究  

① 医療の均てん化手法の開発

の推進 

関係学会等との連携を図り、

臨床評価指標の開発並びに診

断・治療ガイドライン等の作成及

び普及に寄与する研究を推進す

る。 

長寿医療を担う高度かつ専門

的な技術を持つ人材育成を図る

ため、系統だった教育・研修方

法の開発を推進する。 

① 医療の均てん化手法の開発

の推進 

長寿医療に関する医療の質を

評価する信頼性・妥当性のある

指標の開発を行う。 

 

関係学会等との連携により、高

齢者に特有な疾患を対象とし

た、科学的根拠に基づいた診

断・治療ガイドラインの作成に取

り組む。 

また、長寿医療を担う高度か

つ専門的な技術を持つ人材の

育成を図るため、研究指導、教

育普及の両面から、系統的な教

育・研修方法の開発を推進す

る。 

さらに、在宅医療に関し、地域

における多職種連携の促進・普

及のためのカリキュラム開発や、

家族介護者の介護負担の軽減

に資する研究等を推進する。 

加えて、連携講座にかかる修

① 医療の均てん化手法の開発

の推進 

長寿医療の質を評価する指標

の開発、科学的根拠に基づいた

予防・診断・治療ガイドラインの

作成、系統的な教育・研修方法

の開発、多職種連携の促進・普

及のためのカリキュラムの開発、

介護負担の軽減策等に資する研

究等を行うこととし、その一環とし

て、平成２２年度においては、具

体的に以下の取り組みを行う。 

ア 在宅医療の効果的・効率的

推進に関する調査研究 

イ 認知症患者を含む高齢者の

自立支援と介護に関する文献

的検討と、家族介護者の介護

負担を引き起こす諸要因に関

する国内外の知見の整理 

ウ 災害時における、高齢者の

生活機能低下予防策の実態

把握 

また、これらの長寿医療分野

○ 長寿医療に関する医療の質を評価す

る信頼性・妥当性のある指標の開発を

行っているか。 

 

○ 高齢者に特有な疾患を対象とした、科

学的根拠に基づいた診断・治療ガイドラ

インの作成に取り組んでいるか。 

 

○ 長寿医療を担う高度かつ専門的な技

術を持つ人材の育成を図るため、研究

指導、教育普及の両面から、系統的な

教育・研修方法の開発を推進している

か。 

 

○ 在宅医療に関し、地域における多職種

連携の促進・普及のためのカリキュラム開

発や、家族介護者の介護負担の軽減に

資する研究等を推進しているか。 

 

【数値目標】 

○ 連携講座にかかる修士、博士課程を、

年 3名以上修了。 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

士、博士課程を、年 3 名以上修

了させる。 

における高度な研究開発を行う、

専門的人材の育成を図るため、

連携講座における大学院生の教

育を充実し、修士、博士課程の

修了者数の増加を図る。 

 

② 情報発信手法の開発 

長寿医療に対する正しい理解

を促進し、患者・家族に対する支

援の質を向上させるため、医療

従事者及び患者・国民への啓発

手法の研究を推進する。 

② 情報発信手法の開発 

長寿医療に対する正しい理解

を促進し、患者・家族に対する支

援の質を向上させるため、患者・

家族、国民や医療従事者への啓

発・情報提供手法等の研究を推

進する。 

 

 

ア 患者・家族、国民に向けた啓

発・情報提供手法等の検討 

認知症、骨粗鬆症等の加齢

に伴う疾患の概要や標準的診

断法・治療法の解説、研究成

果の紹介等、情報発信のあり

方に関する研究に取り組む。 

特に患者に対する啓発手法

の研究に当たっては、患者が

高齢であることや、認知機能が

低下傾向にあること等を踏ま

え、対象者及び対象疾患の特

性に合わせた効果的な啓発

② 情報発信手法の開発 

長寿医療に対する正しい理解

を促進し、患者・家族に対する支

援の質を向上させるため、患者・

家族、国民や医療従事者への啓

発・情報提供手法等の研究を推

進することとし、その一環として、

平成２２年度においては、具体的

に以下の取り組みを行う。 

ア 患者・家族、国民に向けた啓

発・情報提供手法等の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 長寿医療に対する正しい理解を促進

し、患者・家族、国民や医療従事者への

啓発・情報提供手法等の研究を推進し

ているか。 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

手法の研究を推進する。 

イ 医療従事者に向けた啓発・

情報提供手法等の研究 

標準的診断法・治療法の解

説、エビデンスデータの提供、

最新の知見の紹介等、長寿医

療の均てん化に資する情報発

信のあり方に関する研究に取

り組む。 

 

イ 医療従事者に向けた啓発・

情報提供手法等の研究 

    

 

 

 

 

２．医療の提供に関する事項 

 

 

 

 

２．医療の提供に関する事項 

 

 

 

 

２．医療の提供に関する事項 

■評価項目４■ 

医療の提供に関する事項 

（１）高度先駆的な医療、標準化に

資する医療の提供 

我が国における長寿医療の中核的

な医療機関として、「高齢社会対策大

綱」（平成 13 年 12 月 28 日閣議決

定）に定める「国民が生涯にわたって

健やかで充実した生活を営むことが

できる豊かな社会」の構築を目指し、

国内外の知見を集約し、高度先駆的

医療の提供を行うこと。 

また、長寿医療の標準化を推進す

るため、最新の科学的根拠に基づい

た医療の提供を行うこと。 

患者・家族に必要な説明を行い、

情報の共有化に努めることにより、患

高齢者に特有な疾患に関する高度

先駆的医療技術を提供するとともに、

高齢者に対する有効性や安全性の向

上を目指した長寿医療の標準化を行

う。 

高齢者に特有な疾患に関する高度

先駆的医療技術を提供するとともに、

高齢者に対する有効性や安全性の向

上を目指した長寿医療の標準化を行

う。 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

者との信頼関係を構築し、また、患

者・家族が治療の選択、決定を医療

者とともに主体的に行うことができるよ

う支援することに加え、チーム医療の

推進、入院時から地域ケアを見通した

医療の提供、医療安全管理体制の充

実、客観的指標等を用いた医療の質

の評価等により、患者の視点に立った

良質かつ安心な医療の提供を行うこ

と。 

認知症患者、家族を支援するため

の医療体制を構築するとともに、医療

と介護の連携を推進すること。 

高齢者の在宅療養生活を支援し、

切れ目のない医療の提供を行うた

め、モデル的な在宅医療支援を提供

すること。 

患者に対するインフォームドコンセ

ント等におけるモデル的な終末期医

療の提供を行うこと。 

 （１）高度先駆的な医療、標準化に

資する医療の提供 

（１）高度先駆的な医療、標準化に

資する医療の提供 

 

 ① 高度先駆的な医療の提供 

センターの研究成果や、国内

外の研究施設及び医療機関等

の知見を集約し、高齢者に特有

な疾患の予防、診断、治療及び

機能低下の回復のための高度

① 高度先駆的な医療の提供 

認知症のアミロイドイメージン

グ、先進的骨画像診断、先進的

骨折治療の提供、褥瘡の病因と

病態診断に基づく治療法の選択

など、高齢者に特有な疾患の予

○ 高齢者に特有な疾患の予防、診

断、治療及び機能低下の回復のため

の高度先駆的医療を提供している

か。 
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国立長寿医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

先駆的医療を提供する。 防、診断、治療及び機能低下の

回復のための高度先駆的医療を

提供する。 

この一環として、平成２２年度

においては、具体的に以下の取

り組みを行う。 

ア 高齢者に特有な疾患の診断

技術の提供 

ａ 認知症の早期診断法の確立 

・ 画像、バイオマーカを用い

た認知症早期診断の取り組

みを開始する 

ｂ 運動器疾患の客観的診断法

の確立 

・ 骨代謝制御に関する細胞

レベルでの検討を開始する 

・ 先進的骨強度評価の取り

組みを開始する 

ｃ 褥瘡の病態診断法の確立 

・ 創表面細胞外蛋白質解析

による病態診断を開始する 

ｄ 感覚機能の客観的診断法の

提供 

・ 高齢期聴力の客観的診断

法の臨床応用を開始する 

・ 大脳皮質感覚野活動性の

疾患による感覚機能変化に

関する臨床研究を開始する 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

ｅ 咀嚼嚥下障害診断治療検

査の臨床応用 

・ 歯科用ＯＣＴ画像診断機器

の開発および臨床応用を開

始する 

イ 高齢者に特有な疾患の治療

技術の提供 

ａ 認知症の臨床治験の推進 

・ 病態修飾薬によるアルツハ

イマー病の臨床治験を行う 

ｂ 運動器疾患の新規治療法の

臨床応用 

・ 椎体形成術の材料の新規

開発の臨床応用を行う 

・ 新しい手術器具、骨折固定

材料、治癒促進薬剤の開発

による新しい骨折治療法を

行う 

ｃ 排尿障害に関する新規治療

法の臨床応用 

・ 括約筋機能不全による腹圧

性尿失禁に対する骨格筋

幹細胞移植による再生医療

を行う 

・ 過活動性膀胱に対するＡ

型ボツリヌストキシン膀胱壁

内注入療法臨床試験を行う 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

 ② 医療の標準化を推進するた

めの、最新の科学的根拠に基

づいた医療の提供 

研究所と病院の連携による臨

床研究の成果を踏まえ、長寿医

療の標準化を推進するため、最

新の科学的根拠に基づいた医

療の提供を行う。 

具体的には、既に有効性が示

されている既存の医療技術につ

いても、高齢者に安全な低侵襲

手技による手術、高齢者に最適

な薬物療法等、高齢者に対する

有効性や安全性の向上を目指し

た長寿医療の標準化を目指す。 

② 医療の標準化を推進するた

めの、最新の科学的根拠に基

づいた医療の提供 

研究所と病院の連携による臨

床研究の成果を踏まえ、長寿医

療の標準化を推進するため、最

新の科学的根拠に基づいた医

療の提供を行う。 

既に有効性が示されている既

存の医療技術についても、骨折

の早期診断法、低侵襲脊椎・関

節手術、低侵襲人工関節手術を

はじめとした、高齢者に安全な低

侵襲手技による手術、高齢者に

最適な薬物療法等、高齢者に対

する有効性や安全性の向上を目

指した長寿医療の標準化を目指

す。 

認知症の治療に関しては、薬

物療法の選択だけでなく、認知

症に対するリハビリテーションの

知見を踏まえた、非薬物療法の

併用を行う。 

転倒・骨折予防に関して、転

倒スコア（Ｆａｌｌ Ｒｉｓｋ Ｉｎｄｅｘ）を

多数例で測定開始するとともに、

スコアの下位項目ごとに転倒予

防の指導を行える転倒手帳の配

○ 長寿医療の標準化を推進するため、 

最新の科学的根拠に基づいた医療の

提供を行っているか。 
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国立長寿医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

布を行い、転倒予防を図る。 

    

  

 

 

 

（２）患者の視点に立った良質かつ

安心できる医療の提供 

 

 

 

 

（２）患者の視点に立った良質かつ

安心できる医療の提供 

■評価項目５■ 

医療の提供に関する事項 

（２）患者の視点に立った良質かつ

安心な医療の提供 

 ① 患者の自己決定への支援 

患者・家族に対する説明に当

たっては、標準的な医療はもとよ

り、高度先駆的な医療技術であ

っても平易な説明に努めることに

より情報の共有化に努め、高齢

者である患者自身やその家族が

治療の選択、決定を医療者ととも

に主体的に行うことができるよう

支援する。 

また、セカンドオピニオン外来

を設置し、患者・家族の相談に対

応する。 

① 患者の自己決定への支援 

患者・家族に対する説明に当

たっては、平易な説明に努めるこ

とにより情報の共有化に努め、高

齢者である患者自身やその家族

が治療の選択、決定を医療者と

ともに主体的に行うことができるよ

う支援する。その一環として、平

成 22 年度は、検体サンプルの

採取・保存に関する説明書・同

意書・ハンドブックを作成する。 

また、認知症、高齢者精神疾

患に関するセカンドオピニオン外

来を設置し、患者・家族の相談に

対応する。 

 

○ 患者・家族に対する説明に当たって 

は、平易な説明に努めることにより情報

の共有化に努め、高齢者である患者自

身やその家族が治療の選択、決定を医

療者とともに主体的に行うことができるよ

う支援しているか。 

 

○ セカンドオピニオン外来を設置 

し、患者・家族の相談に対応してい

るか。 

 ② 患者等参加型医療の推進 

患者等参加型医療及びセル

フマネジメントの推進の観点か

② 患者等参加型医療の推進 

患者の医療に対する理解を支

援する機会を提供する。その一

○ ホームページによる患者向け情報の発

信や、リーフレットの配付等により、患者

の医療に対する理解を支援する機会を
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国立長寿医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

ら、ホームページによる患者向け

情報の発信や、リーフレットの配

布等により、患者の医療に対す

る理解を支援する機会を提供す

る。 

また、定期的な患者満足度調

査の実施、日常的な患者・家族

からの意見収集等をもとに、診療

等業務の改善を行い、患者の視

点に立った良質かつ安心な医療

の提供に努める。 

環として、平成２２年度は、認知

症患者・家族を対象とした「もの

忘れ家族教室」を定期的に開催

する。 

また、平成２２年度は、患者の

意見を運営に反映させるための

患者満足度調査を年１回実施

し、診療等業務の改善を行い、

患者の視点に立った良質かつ安

心・安全な医療の提供に努め

る。 

提供しているか。 

 

○ 患者満足度調査の実施、日常的な患

者・家族からの意見収集等をもとに、診

療等業務の改善を行い、患者の視点に

立った良質かつ安心な医療の提供に努

めているか。 

 

 ③ チーム医療の推進 

医師及びその他医療従事者

等、それぞれの特性を生かした

多職種連携かつ診療科横断によ

るチーム医療を推進し、特定の

職種への過度な負担を軽減する

とともに、質の高い医療の提供を

行う。 

このため、多職種から構成され

る院内診療チームの合同カンフ

ァレンス、合同回診等を、週１回

以上開催する。 

③ チーム医療の推進 

医師及びその他医療従事者

等、それぞれの特性を生かした

多職種連携かつ診療科横断によ

るチーム医療を推進し、特定の

職種への過度な負担を軽減する

とともに、質の高い医療の提供を

行う。その一環として、平成２２年

度は、高齢者に特有な疾患・病

態に対する診療科横断的、多職

種による特殊外来である「もの忘

れセンター」において、薬剤師、

看護師、言語聴覚士、心理士等

が医師・歯科医師とともに評価・

指導にあたる。 

また、多職種から構成される院

内診療チームの合同カンファレ

○ 多職種連携かつ診療科横断によるチ 

ーム医療を推進し、質の高い医療の提

供を行っているか。 

 

【数値目標】 

○ 多職種から構成される院内診療チーム 

の合同カンファレンス、合同回診等を、

週１回以上開催 
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ンス、合同回診等を、週１回開催

する。 

 

 ④ 入院時から地域ケアを見通

した医療の提供 

医療の提供に必要なネットワ

ークの構築に努め、急性期の受

入れから、回復期、維持期、再発

防止まで一貫した包括的なプロ

グラムに基づく医療を提供すると

ともに、患者に対し切れ目なく適

切な医療を提供できるよう、紹介

先医療機関等の確保に努め、入

院から地域ケアまで見通した医

療の提供を行う。 

④ 入院時から地域ケアを見通

した医療の提供 

在宅医療支援病棟や地域医

療連携室の活用等により、医療

の提供に必要なネットワークの構

築に努め、急性期の受入れか

ら、回復期、維持期、再発防止ま

で一貫した包括的なプログラム

に基づく医療を提供するととも

に、患者に対し切れ目なく適切

な医療を提供できるよう、紹介先

医療機関等の確保に努め、入院

から地域ケアまで見通した医療

の提供を行う。 

 

○ 医療の提供に必要なネットワーク 

の構築に努め、急性期の受入れか

ら、回復期、維持期、再発防止まで

一貫した包括的なプログラムに基づ

く医療を提供するとともに、患者 

に対し切れ目なく適切な医療を提供

できるよう、紹介先医療機関等の確

保に努め、入院から地域ケアまで見

通した医療の提供を行っているか。 

 ⑤ 医療安全管理体制の充実 

医療事故報告の有無に関わら

ず、医療安全管理部門が定期的

に病院内の安全管理体制を検

証し、その改善のための対策を

立案し、各部門に対して助言を

行う等、医療安全管理を統括、

監督する体制を充実する。 

また、医療安全管理部門の担

当者は、関係法令、各種指針等

⑤ 医療安全管理体制の充実 

医療事故報告の有無に関わら

ず、医療安全管理部門が定期的

に病院内の安全管理体制を検

証し、その改善のための対策を

立案し、各部門に対して助言を

行う等、医療安全管理を統括、

監督する体制を充実する。その

一環として、平成２２年度は、ヒヤ

リハット事例分析・対策会議を月

○ 医療安全管理部門が病院内の安全管

理体制を検証し、その改善のための対

策を立案し、各部門に対して助言を行

う等、医療安全管理を統括、監督する

体制を充実させているか。 

 

○ 医療安全管理部門の担当者は、関係

法令、各種指針等にのっとって、病院

各部門における医療安全に関わる管理

体制の編成、管理業務、医療事故等の



国立長寿医療研究センター 評価の視点（案） 

長寿医療－28 

資料１－２－② 
国立長寿医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

にのっとって、病院各部門にお

ける医療安全に関わる管理体制

の編成、日常的な医療安全の管

理業務、医療事故等の発生時に

おける初動対応と危機管理等を

統括する。 

２回、医療安全管理委員会を月

１回、医療安全対策のための職

員研修を年２回、それぞれ定期

的に開催する。 

また、医療安全管理部門の担

当者は、医療事故報告制度等な

らびに医療機器・医薬品等安全

情報報告制度をはじめとした関

係法令、各種指針等を遵守し、

病院各部門における医療安全に

関わる管理体制の編成、日常的

な医療安全の管理業務、医療事

故等の発生時における初動対応

と危機管理等を統括する。 

 

発生時における初動対応と危機管理等

を統括しているか。 

 ⑥ 客観的指標等を用いた医療の

質の評価 

患者の視点に立った良質かつ

安心な医療の提供を行うため、

センターで提供する医療につい

て、客観的指標等を用いた質の

評価を行う。 

⑥ 客観的指標等を用いた医療の

質の評価 

患者の視点に立った良質かつ

安心な医療の提供を行うため、

センターで提供する医療につい

て、「生活機能評価」や「主観的

満足感」等の客観的指標等を用

いた質の評価を行う。 

○ 患者の視点に立った良質かつ安心 

な医療の提供を行うため、センター

で提供する医療について、客観的指

標等を用いた質の評価を行っている

か。 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

■評価項目６■ 

医療の提供に関する事項 

（３）その他医療政策の一環とし

て、センターで実施すべき医療
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（３）その他医療政策の一環とし

て、センターで実施すべき医療

の提供 

 

（３）その他医療政策の一環とし

て、センターで実施すべき医療

の提供 

の提供 

① 認知症に関する医療及び包

括的支援の提供 

認知症患者、家族を支援する

医療体制を構築するため、医療

と介護等の連携を推進するととも

に、センターにおいて、地域の医

療施設、介護施設、自治体関係

者等と連携し、認知症に対する

モデル的な医療を提供する。 

このため、医療者、介護者、家

族等を交えたカンファランスの開

催件数を、中期目標の期間中、

平成 21年度に比べ 10％増加す

る。 

① 認知症に関する医療及び包

括的支援の提供 

認知症患者、家族を支援する

医療体制を構築するため、医療

と介護等の連携を推進するととも

に、センターにおいて、地域の医

療施設、介護施設、自治体関係

者等と連携し、認知症に対する

モデル的な医療を提供する。 

その一環として、平成２２年度

には、認知症患者・家族を対象と

した「もの忘れ家族教室」を定期

的に開催し、認知症の精神行動

障害（周辺症状）への対応等に

ついて教育するとともに、地域医

療機関や介護施設とも連携す

る。 

 

○ 認知症患者、家族を支援する医療体 

制を構築するため、医療と介護等の連

携を推進するとともに、認知症に対する

モデル的な医療を提供しているか。 

 

【数値目標】 

○ 医療者、介護者、家族等を交えたカン 

ファランスの開催件数を、中期目標の期

間中、平成 21年度に比べ 10％増加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② モデル的な在宅医療支援の

提供 

患者の在宅療養生活を支援

し、切れ目のない医療の提供を

行うため、全国を代表する在宅

医療関係者等との連携等により、

② モデル的な在宅医療支援の

提供 

患者の在宅療養生活を支援

し、切れ目のない医療の提供を

行うため、在宅医療推進会議に

おける議論を通じ、全国や地域

○ 切れ目のない医療の提供を行うため、

在宅医療関係者等との連携等により、 

モデル的な在宅医療を推進している

か。 

 

○ センターにおいて、在宅医療支援病 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

モデル的な在宅医療を推進す

る。 

また、センターにおいて、在宅

医療支援病棟を中心に、モデル

的な在宅医療支援を提供する。 

このため、在宅医療支援病棟

の新入院患者数を、中期目標の

期間中、平成 21 年度に比べ

20％増加させる。 

を代表する在宅医療関係者等と

の連携等により、モデル的な在

宅医療を推進する。 

センターにおいて、在宅医療

支援病棟を中心に、モデル的な

在宅医療支援を提供するための

検討を行う。その一環として、平

成 22 年度には、在宅医療支援

病棟の需要を計測するためのタ

イムスタディを開始するとともに、

患者数の増加を図る。 

 

棟を中心に、モデル的な在宅医療支援

を提供しているか。 

 

【数値目標】 

○ 在宅医療支援病棟の新入院患者数 

を、中期目標の期間中、平成 21 年度に

比べ 20％増加 

 ③ モデル的な終末期医療の提

供 

終末期医療についての国民の

コンセンサスの形成に資するよ

う、センターにおいて、モデル的

な終末期医療のあり方について

検討し、提供する。 

③ モデル的な終末期医療の提

供 

終末期医療についての国民の

コンセンサスの形成に資するよ

う、センターにおいて、モデル的

な終末期医療のあり方について

検討し、提供する。その一環とし

て、平成２２年度には、高齢者の

癌を中心とした、終末期医療の

具体的医療内容のニーズの調

査を開始する。 

○ 終末期医療についての国民のコン 

センサスの形成に資するよう、セン

ターにおいて、モデル的な終末期医

療のあり方について検討し、提供し

ているか。 

    

 

 

３．人材育成に関する事項 

 

 

３．人材育成に関する事項 

 

 

３．人材育成に関する事項 

■評価項目７■ 

人材育成に関する事項 
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

 （１）リーダーとして活躍できる人

材の育成 

（１）リーダーとして活躍できる人

材の育成 

 

人材育成は、センターが医療政策

を牽引する上で特に重要なものであ

ることから、センターが国内外の有為

な人材の育成拠点となるよう、長寿医

療及びその研究を推進するにあたりリ

ーダーとして活躍できる人材の育成を

行うとともに、モデル的な研修及び講

習の実施及び普及に努めること。 

レジデント等の若手医療従事

者、流動研究員等の若手研究者に

対する教育・指導体制の充実によ

り、長寿医療分野において将来専

門家として活躍する人材の育成を

推進する。 

また、センター職員に対する長

寿医療分野に関する教育機会を確

保する。 

さらに、老年医療に関する医学

生向けセミナー等を、年１回以上開

催する。 

レジデント・看護師等の若手医

療従事者、流動研究員等の若手

研究者に対する教育・指導体制

の充実により、長寿医療分野に

おいて将来専門家として活躍す

る人材の育成を推進する。その

一環として、センター職員に対す

る長寿医療分野に関する教育機

会を確保する。 

また、平成 22 年度には、外部

の医学生に対しても、日本老年

医学会との共催で「老年医学サ

マーセミナー」を開催する。 

 

○ 若手医療従事者、若手研究者に対

する教育・指導体制の充実により、長

寿医療分野において将来専門家とし

て活躍する人材の育成を推進してい

るか。 

 

○ センター職員に対する長寿医療分

野に関する教育機会を確保している

か。 

 

【数値目標】 

○ 老年医療に関する医学生向けセミナ 

ー等を、年１回以上開催 

 （２）モデル的研修・講習の実施 （２）モデル的研修・講習の実施  

 長寿医療の均てん化の推進を目

的として、長寿医療に携わる医療

従事者を対象としたモデル研修・講

習を実施することとし、特に認知症

患者、家族を支援する医療体制を

構築するために、全国各地で認知

症患者の地域支援の調整等に携

わる医師を対象とした研修等によ

り、医療と介護等の連携を推進す

る。 

これにより、医療従事者のニーズ

長寿医療の均てん化の推進を目

的として、長寿医療に携わる医療

従事者を対象とした各種のモデル

研修・講習を実施する。その一環と

して、平成 22 年度は、口腔ケア研

修会を開催するとともに、修了者数

を年２０名以上とする。 

また、認知症看護のモデル研

修・講習のプログラム作成を開始す

る。 

 

○ 長寿医療に携わる医療従事者を対象

としたモデル研修・講習を実施し、医療と

介護等の連携を推進しているか。 

 

【数値目標】 

○ 医療従事者のニーズを踏まえた、医療 

従事者向け研修会を、年１回以上開催

するとともに、修了者数を年 20名以上 
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資料１－２－② 
国立長寿医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

を踏まえた、医療従事者向け研修

会を、年１回以上開催するととも

に、修了者数を年 20 名以上とす

る。 

    

 

 

 

４．医療の均てん化並びに情報の収

集及び発信に関する事項 

 

 

 

４．医療の均てん化と情報の収集・

発信に関する事項 

 

 

 

４．医療の均てん化と情報の収集・

発信に関する事項 

■評価項目８■ 

医療の均てん化と情報の収集・発信に 

関する事項 

 （１）ネットワーク構築の推進 （１）ネットワークの構築の推進  

センター及び都道府県における中

核的な医療機関間のネットワークを構

築し、高度先駆的医療の普及及び医

療の標準化に努めること。 

情報発信にあたっては、医療従事

者や患者・家族が長寿医療に関して

信頼のおける情報を分かりやすく入

手できるよう、国内外の長寿医療に関

する知見を収集、整理及び評価し、

科学的根拠に基づく診断及び治療法

等について、国民向け及び医療機関

向けの情報提供を行うこと。 

長寿医療に携わる医療従事者を

対象としたモデル研修・講習等を通

じ、全国の中核的な医療機関等と

の連携を推進する。 

また、認知症サポート医養成研

修会を、年 5 回以上開催するととも

に、修了者数を年 300 名以上とす

る。 

 

 

 

（２）情報の収集・発信 

医療従事者や患者・家族が長寿

医療に関して信頼のおける情報を

分かりやすく入手できるよう、センタ

ーが国内外から収集、整理及び評

認知症患者、家族を支援する医

療体制を構築するために、全国各

地で認知症患者の地域支援の調

整等に携わる医師を対象とした「認

知症サポート医養成研修会」を開

催する。 

平成 22 年度は、「認知症サポー

ト医養成研修会」を年５回開催する

とともに、修了者数を年３００名以上

とする。 

 

（２）情報の収集・発信 

センターが国内外から収集、整

理及び評価した長寿医療に関する

最新の知見や、センターが開発す

る高度先駆的医療や標準的医療

○ 長寿医療に携わる医療従事者を対象 

としたモデル研修・講習等を通じ、全国

の中核的な医療機関等との連携を推進

しているか。 

 

【数値目標】 

○ 認知症サポート医養成研修会を、年 5 

回以上開催するとともに、修了者数を年

300名以上 

 

 

 

○ センターが国内外から収集、整理及び

評価した長寿医療に関する最新の知見

や、センターが開発する高度先駆的医

療や標準的医療等に関する情報につい
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国立長寿医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

価した長寿医療に関する最新の知

見や、センターが開発する高度先

駆的医療や標準的医療等に関す

る情報について、インターネットの

活用等により国民向け・医療機関

向けの広報を行う。 

等に関する情報について、インター

ネットの活用等により国民向け・医

療機関向けの広報を行う。 

平成 22 年度は、コンテンツの充

実やアクセス数の増加を目指した、

ウェブサイトの全面的な見直しに着

手する。 

て、国民向け・医療機関向けの広報を行

っているか。 

 

    

 

 

 

 

５．国への政策提言に関する事項 

 

 

 

 

５．国への政策提言に関する事項 

 

 

 

 

５．国への政策提言に関する事項 

■評価項目９■ 

国への政策提言に関する事項 

その他我が国の医療政策の推進等に関 

する事項 

医療政策をより強固な科学的根拠

に基づき、かつ、医療現場の実態に

即したものにするため、科学的見地か

ら専門的提言を行うこと。 

 

我が国において、医療政策の企画

がより強固な科学的裏づけを持ち、か

つ、実情に即したものになるよう、国と

連携しつつ、長寿医療分野において

事業に取り組む中で明らかとなった課

題の解決策等について、科学的見地

から専門的提言を行う。 

また、専門的提言の実施に必要な

知見を集積するため、科学的根拠に

基づいた検討の基盤となる社会医学

研究等の推進を図る。 

 

国と連携し、長寿医療分野におけ

る課題の解決策等について、長寿医

療研究開発費等を活用した社会医学

研究による科学的な検討を行い、研

究報告書、論文発表、学会発表等を

通じた専門的提言を行う。 

 

○ 国と連携しつつ、長寿医療分野におい

て事業に取り組む中で明らかとなった課

題の解決策等について、科学的見地から

専門的提言を行っているか。 

 

○ 科学的根拠に基づいた検討の基盤と

なる社会医学研究等の推進を図っている

か。 

６．その他我が国の医療政策の推進

等に関する事項 

６．その他我が国の医療政策の推進

等に関する事項 

６．その他我が国の医療政策の推進

等に関する事項 
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（１）公衆衛生上の重大な危害への

対応 

（１）公衆衛生上の重大な危害への

対応 

（１）公衆衛生上の重大な危害への

対応 

 

公衆衛生上重大な危害が発生し

又は発生しようとしている場合に

は、国の要請に応じ、迅速かつ適

切な対応を行うこと。 

公衆衛生上重大な危害が発生し

又は発生しようとしている場合に

は、国の要請に積極的に協力する

とともに、センターの有する医療資

源（施設・設備及び人材等）の提供

等、協力可能な範囲で迅速かつ適

切に対応する。 

 

公衆衛生上重大な危害に際する国

の要請に積極的に協力することがで

きるよう、センターの有する医療資源

（施設・設備及び人材等）に関する情

報を一元的に管理する等、迅速かつ

適切に対応できるよう準備する。 

 

○ 公衆衛生上重大な危害が発生し又は 

発生しようとしている場合には、国の要

請に積極的に協力するとともに、センタ

ーの有する医療資源（施設・設備及び

人材等）の提供等、協力可能な範囲で

迅速かつ適切に対応しているか。 

（２）国際貢献 （２）国際貢献 （２）国際貢献  

我が国における長寿医療の中核

的機関として、その特性に応じた国

際貢献を行うこと。 

研究成果の諸外国への発表や、

外国人研究者の継続的な受入れ

等、長寿医療分野における我が国

の中核的機関として求められる国

際貢献を行う。 

また、長寿医療に関する国際シ

ンポジウムを、年１回以上開催す

る。 

外国雑誌への論文発表や、国際

学会での発表等による研究成果の

諸外国への発表や、外国人研究者

の継続的な受入れを行う。 

関係団体との共催により、「国立

長寿医療研究センター国際シンポ

ジウム」を開催する。 

 

○ 長寿医療分野における我が国の中核 

的機関として求められる国際貢献を行っ

ているか。 

 

【数値目標】 

○ 長寿医療に関する国際シンポジウム

を、年１回以上開催 

    

 

 

 

第３ 業務運営の効率化に関する事項 

 

 

 

第２ 業務運営の効率化に関する目標

を達成するために取るべき措置 

 

 

 

第２ 業務運営の効率化に関する目標

を達成するために取るべき措置 

■評価項目１０■ 

効率的な業務運営に関する事項 

（１）効率的な業務運営体制 

１．効率的な業務運営に関する事項 １．効率的な業務運営に関する事項 １．効率的な業務運営に関する事項  

 （１）効率的な業務運営体制 (１)効率的な業務運営体制  
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中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

業務の質の向上を目指し、かつ、

効率的な業務運営体制とするため、

定期的に事務及び事業の評価を行

い、役割分担の明確化及び職員の適

正配置等を通じ、弾力的な組織の再

編及び構築を行うこと。 

総人件費については、センターの

果たすべき役割の重要性を踏まえつ

つ、簡素で効率的な政府を実現する

ための行政改革の推進に関する法律

（平成 18 年法律第 47 号）や「経済財

政運営と構造改革に関する基本方針

2006」（平成 18 年 7 月 7 日閣議決

定）に基づいて人件費改革に取り組

むとともに、給与水準に関して国民の

理解が十分得られるよう必要な説明

や評価を受けるものとすること。 

その際、併せて、医療法（昭和 23

年法律第 205 号）及び診療報酬上の

人員基準に沿った対応を行うことはも

とより、国の制度の創設や改正に伴う

人材確保も含め高度先駆的医療の推

進のための対応や医療安全を確保す

るための適切な取組を行うこと。 

また、独立行政法人に関する制度

の見直しの状況を踏まえ適切な取組

を行うこと。 

 

センターとしての使命を果たすこ

とができるよう組織内の企画立案、

調整、分析機能を高めるとともに、

人的・物的資源を有効に活用し、ガ

バナンスの強化を目指した体制を

構築する。 

さらにセンターの使命に応じて、

より効率的に成果を生み出せるよ

う、各部門の再編を行う。 

総人件費については、センター

の果たすべき役割の重要性を踏ま

えつつ、簡素で効率的な政府を実

現するための行政改革の推進に関

する法律（平成 18 年法律第 47

号）に基づき平成 22 年度において

１％以上を基本とする削減に取り組

み、「経済財政運営と構造改革に

関する基本方針 2006」（平成 18 年

7月 7日閣議決定）に基づき、人件

費改革の取組を平成 23 年度まで

継続するとともに、給与水準に関し

て国民の理解が十分得られるよう

必要な説明や評価を受けるものと

する。 

その際、併せて、医療法（昭和

23 年法律第 205 号）及び診療報

酬上の人員基準に沿った対応を行

うことはもとより、国の制度の創設や

センターとしての使命を果たすこ

とができるよう組織内の企画立案、

調整、分析機能を高めるとともに、

人的・物的資源を有効に活用し、ガ

バナンスの強化を目指した体制を

構築する。 

センターの使命に応じて、より効

率的に成果を生み出せるよう、各部

門の再編を行う。 

○ センターとしての使命を果たすことがで

きるよう組織内の企画立案、調整、分析

機能を高めるとともに、人的・物的資源

を有効に活用し、ガバナンスの強化を目

指した体制を構築しているか。 

 

○ センターの使命に応じて、より効率的

に成果を生み出せるよう、各部門の再編

を行っているか。 

 

○ 総人件費改革取組開始からの経過年

数に応じ取組が順調であるかどうかにつ

いて、法人の取組の適切性について検

証が行われているか。また、今後、削減

目標の達成に向け法人の取組を促すも

のとなっているか。（政・独委評価の視

点） 

 

○ 総人件費改革は進んでいるか。（厚労

省評価委評価の視点） 

 

○ 国の制度の創設や改正に伴う人材確

保も含め高度先駆的医療の推進のため

の対応や医療安全を確保するための適

切な取組を行っているか。 

 

○ 独立行政法人に関する制度の見直し

の状況を踏まえ適切な取組を行ってい



国立長寿医療研究センター 評価の視点（案） 

長寿医療－36 

資料１－２－② 
国立長寿医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

改正に伴う人材確保も含め高度先

駆的医療の推進のための対応や

医療安全を確保するための適切な

取組を行う。 

また、独立行政法人に関する制

度の見直しの状況を踏まえ適切な

取組を行う。 

るか。 

 

○ 国家公務員の再就職者のポストの見

直しを図っているか。（厚労省評価委評

価の視点） 

 

○ 独立行政法人職員の再就職者の非人

件費ポストの見直しを図っているか。（厚

労省評価委評価の視点） 

 

 ① 副院長複数制の導入 

特命事項を担う副院長の設置

を可能とするとともに、副院長の

役割と院内での位置付けを明確

化する。 

 

① 副院長複数制の導入 

特命事項を担う副院長の設置

を可能とするとともに、副院長の

役割と院内での位置付けを明確

化する。 

○ 特命事項を担う副院長の設置を可能

とするとともに、副院長の役割と院内で

の位置付けを明確化しているか。 

 

 ② 事務部門の改革 

事務部門については、配置を

見直し、効率的・効果的な運営

体制とする。 

② 事務部門の改革 

事務部門については、配置を

見直し、効率的・効果的な運営

体制とする。 

○ 事務部門については、配置を見直

し、効率的・効果的な運営体制とな

っているか。 

    

  

 

 

 

（２）効率化による収支改善 

 

 

 

 

（２）効率化による収支改善 

■評価項目１１■ 

効率的な業務運営に関する事項 

（２）効率化による収支改善 

電子化の推進 

センターの効率的な運営を図るた センターとしての使命を果たすた 医薬品医療材料等に対する他 ○ 当期総利益（又は当期総損失）の発生



国立長寿医療研究センター 評価の視点（案） 

長寿医療－37 

資料１－２－② 
国立長寿医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

め、以下の取組を進めること。 めの経営戦略や毎年の事業計画

を通じた経営管理により収支相償

の経営を目指すこととし、５年間を

累計した損益計算において、経常

収支率が 100％以上となるよう経営

改善に取り組む。 

法人との共同入札の促進等による

契約単価の見直し並びに業務委託

の適切な活用等及び適切な給与

体系の見直し、診療収入の増加を

図ることにより、可能な限り収支相

償の経営を目指す。 

要因が明らかにされているか。また、当

期総利益（又は当期総損失）の発生要

因の分析を行った上で、当該要因が法

人の業務運営に問題等があることによる

ものかを検証し、業務運営に問題等が

あることが判明した場合には当該問題等

を踏まえた評価が行われているか。（政・

独委評価の視点） 

 

○ 繰越欠損金が計上されている場

合、その解消計画どおり進んでいる

か（政・独委評価の視点） 

 

○ 当該年度に交付された運営費交付金

の当該年度における未執行率が高い場

合において、運営費交付金が未執行と

なっている理由が明らかにされている

か。（政・独委評価の視点） 

 

○ 法人の福利厚生費について、法人の

事務・事業の公共性、業務運営の効率

性及び国民の信頼性確保の観点から、

必要な見直しが行われているか。（政・

独委評価の視点） 

 

○ 法定外福利費の支出は、適切である

か。（厚労省評価委評価の視点） 

 



国立長寿医療研究センター 評価の視点（案） 

長寿医療－38 

資料１－２－② 
国立長寿医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

○ 事業費における冗費を点検し、その削

減を図っているか。（厚労省評価委評価

の視点） 

 

【数値目標】 

○ ５年間を累計した損益計算において、

経常収支率が 100％以上 

 

① 給与水準について、センター

が担う役割に留意しつつ、適切

な給与体系となるよう見直し 

① 給与制度の適正化 

給与水準等については、社会

一般の情勢に適合するよう、民

間の従業員の給与等を踏まえ、

業務の内容・実績に応じたものと

なるよう見直す。 

① 給与制度の適正化 

給与水準については、社会一

般の情勢に適合するよう、民間

の従業員の給与等を踏まえ、業

務の内容・実績に応じたものとな

るよう見直す。 

○ 給与水準等については、民間の従業 

員の給与等を踏まえ、業務の内容・実績

に応じたものとなるよう見直しを行ってい

るか。 

 

○ 国家公務員と比べて給与水準の高い

法人について、以下のような観点から厳

格なチェックが行われているか。 

・ 給与水準の高い理由及び講ずる措

置（法人の設定する目標水準を含む）に

ついての法人の説明が、国民に対して

納得の得られるものとなっているか。 

・法人の給与水準自体が社会的な理解

の得られる水準となっているか。（政・独

委評価の視点） 

 

○ 給与水準が適正に設定されているか

（特に、給与水準が対国家公務員指数

100を上回る場合にはその適切性を厳

格に検証し、給与水準を設定している



国立長寿医療研究センター 評価の視点（案） 

長寿医療－39 

資料１－２－② 
国立長寿医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

か）。（厚労省評価委評価の視点） 

 

○ 国と異なる、又は法人独自の諸手当

は、適切であるか。（厚労省評価委評価

の視点） 

 

② 共同購入等による医薬品医療

材料等購入費用の適正化 

② 材料費の節減 

医薬品、医療材料等の購入方

法、契約単価の見直しにより、材

料費率の抑制に努める。 

 

② 材料費の節減 

材料費率の抑制を図るため、

医薬品の共同購入を行う。 

 

○  医薬品、医療材料等の購入方法、契

約単価の見直しにより、材料費率の抑

制に努めているか。 

 

③ 一般管理費（退職手当を除

く。）について、平成 21 年度に

比し、中期目標期間の最終年度

において 15％以上の削減 

 

③ 一般管理費の節減 

平成 21 年度に比し、中期目

標の期間の最終年度において、

一般管理費（退職手当を除く。）

について、15％以上節減を図

る。 

③ 一般管理費の節減 

平成２１年度に比し、一般管理

費率（退職手当を除く。）の抑制

に努める。 

○ 一般管理費（退職手当を除く。）につ

いて、中期計画に掲げている目標の達成

に向けて取り組み、着実に進展している

か。 

 

【数値目標】 

○ 中期目標期間最終年度において一般

管理費を平成 21年度比 15％以上節減 

 

 ④ 建築コストの適正化 

建築単価の見直し等を進める

とともに、コスト削減を図り、投資

の効率化を図る。 

④ 建築コストの適正化 

建築単価の見直し等を進める

とともに、コスト削減を図り、投資

の効率化を図る。 

 

○ 建築単価の見直し等を進め、コスト削

減を図り、投資の効率化を図っているか。 

④ 医業未収金の発生防止及び徴

収の改善並びに診療報酬請求業

⑤ 収入の確保 

医業未収金については、新規

⑤ 収入の確保 

医業未収金については、新規

○ 医業未収金の新規発生の防止に取

り組むとともに、定期的な督促業務



国立長寿医療研究センター 評価の視点（案） 

長寿医療－40 

資料１－２－② 
国立長寿医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

務の改善等収入の確保 発生の防止に取り組むとともに、

定期的な支払案内等の督促業

務を行うなど回収に努めること

で、平成 21 年度に比して（※）

医業未収金比率の縮減に取り組

む。 

また、診療報酬請求業務につ

いては、院内のレセプト点検体

制の確立等により適正な診療報

酬請求事務の推進に努める。 

※ 平成 21 年度（平成 20 年 4 月

～平成 22 年 1 月末時点）医業

未収金比率 0.07％ 

発生の防止に取り組むとともに、

定期的な支払案内等の督促業

務を行うなど回収に努めること

で、平成２１年度に比して医業未

収金比率の縮減に取り組む。 

また、診療報酬請求業務につ

いては、院内のレセプト点検体

制の確立等により適正な診療報

酬請求事務の推進に努める。 

を行うなど、中期計画に掲げる目標

の達成に向けて取り組み、また、院

内のレセプト点検体制の確立等によ

り適正な診療報酬請求事務の推進に

努めているか。 

 

○ 貸付金、未収金等の債権について、

回収計画が策定されているか。回収計

画が策定されていない場合、その理由

の妥当性についての検証が行われてい

るか。（政・独委評価の視点） 

 

○ 回収計画の実施状況についての評価

が行われているか。評価に際し、ⅰ）貸

倒懸念債権・破産更生債権等の金額や

その貸付金等残高に占める割合が増加

している場合、ⅱ）計画と実績に差があ

る場合の要因分析を行っているか。

（政・独委評価の視点） 

 

○ 回収状況等を踏まえ回収計画の見直

しの必要性等の検討が行われている

か。（政・独委評価の視点） 

 

【数値目標】 

○ 平成 21 年度に比した医療未収金比

率の縮減 

 



国立長寿医療研究センター 評価の視点（案） 

長寿医療－41 

資料１－２－② 
国立長寿医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

２．電子化の推進 ２．電子化の推進 ２．電子化の推進  

 （１）電子化の推進による業務の効

率化 

（1) 電子化の推進による業務の効率

化 

 

業務の効率化及び質の向上を目

的とした電子化を費用対効果を勘案

しつつ推進し、情報を経営分析等に

活用すること。推進にあたっては職員

の利便性に配慮しつつ、情報セキュリ

ティの向上に努めること。 

業務の効率化を図るために職員

に対する通報等の文書の電子化

を、費用対効果を勘案しつつ取り

組むよう努めるとともに、情報セキュ

リティの向上を図る。 

また、電子カルテシステムの円滑

な運用のための具体的な取組を行

う。 

 

業務の効率化を図るために職員

に対する通報等の文書の電子化

を、費用対効果を勘案しつつ取り

組むよう努めるとともに、情報セキュ

リティの向上を図る。 

また、電子カルテシステムの円滑

な運用のための具体的な取組を行

う。 

○ 文書の電子化を、費用対効果を勘案

しつつ取り組むよう努めるとともに、情報

セキュリティの向上を図っているか。 

 

○ 電子カルテシステムの円滑な運用のた

めの具体的な取組を行っているか。 

 （２）財務会計システム導入による

月次決算の実施 

（２）財務会計システム導入による

月次決算の実施 

 

 企業会計原則に基づく独立行政

法人会計基準への移行に伴い財

務会計システムを導入し、月次決

算を行い、財務状況を把握するとと

もに経営改善に努める。 

平成２２年度は企業会計原則に

基づく会計処理の初年度であること

から、４月１日から財務会計システ

ムを導入し、確実に稼働させること

により、企業会計原則による経営状

況が把握可能な体制の確立を図

る。 

また、月次で決算を行い、財務

状況を把握すると共に、毎月評価

会を開催し、その経営状況の分析

を行い、経営改善に努める。 

 

○ 財務会計システムを導入し、月次決算

を行い、財務状況を把握するとともに経

営改善に努めているか。 

 

 

 

 

    



国立長寿医療研究センター 評価の視点（案） 

長寿医療－42 

資料１－２－② 
国立長寿医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

 

 

３．法令遵守等内部統制の適切な構

築 

 

 

３．法令遵守等内部統制の適切な構

築 

 

 

３．法令遵守等内部統制の適切な構

築 

■評価項目１２■ 

法令遵守等内部統制の適切な構築 

法令遵守（コンプライアンス）等内

部統制を適切に構築すること。 

特に契約については、原則として

一般競争入札等によるものとし、競争

性及び透明性が十分確保される方法

により実施するとともに、随意契約の

適正化を図ること。 

法令遵守（コンプライアンス）等の内

部統制のため、内部監査等の組織を

構築する。 

契約業務については、原則として

一般競争入札等によるものとし、競争

性、公正性、透明性を確保し、適正に

契約業務を遂行するとともに、随意契

約については、従前の「随意契約見

直し計画」を踏まえた適正化を図り、

その取組状況を公表する。 

法令遵守（コンプライアンス）等の内

部統制のため、内部監査等の組織を

構築する。 

契約業務については、原則として

一般競争入札等によるものとし、競争

性、公正性、透明性を確保し、適正に

契約業務を遂行するとともに、随意契

約については、従前の「随意契約見

直し計画」を踏まえた適正化を図り、

その取組状況を公表する。 

○ 内部統制（業務の有効性、効率性、

法令等の遵守、資産の保全、財務報

告等の信頼性）に係る取組について

の評価が行われているか。（政・独委

評価の視点） 

 

○ 関連公益法人との関係について、透

明性確保に向けた見直しを図っている

か。（厚労省評価委評価の視点） 

 ※ 独立行政法人会計基準上の関連公

益法人に限らず、すでに批判をされて

いたり、国民から疑念を抱かれる可能性

のある業務委託等について、①当該業

務委託等の必要性、②独立行政法人自

ら行わず他者に行わせる必要性、③①

及び②の必要があるとして、他者との契

約についてその競争性を高める方策等

を検討し、見直しを図っているか等 

 

○ 契約業務については、原則として一

般競争入札等によるものとし、適正に

契約業務を遂行するとともに、随意契

約については、従前の「随意契約見直

し計画」を踏まえた適正化を図り、その



国立長寿医療研究センター 評価の視点（案） 

長寿医療－43 

資料１－２－② 
国立長寿医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

取組状況を公表しているか。 

 

○ 契約方式等、契約に係る規程類につ

いて、整備内容や運用の適切性等、必

要な評価が行われているか。（政・独委

評価の視点） 

 

○ 契約事務手続に係る執行体制や審査

体制について、整備・執行等の適切性

等、必要な評価が行われているか。

（政・独委評価の視点） 

 

○ 個々の契約について、競争性・透明性

の確保の観点から、必要な検証・評価が

行われているか。（政・独委評価の視点） 

 

○ 「随意契約等見直し計画」の実施・進

捗状況や目標達成に向けた具体的取

組状況について、必要な評価が行われ

ているか。（政・独委評価の視点） 

 

○ 契約の締結に当たって、透明性・競争

性等が確保されているか。（厚労省評価

委評価の視点） 

 

○ 契約監視委員会での見直し・点検は

適切に行われたか（その後のフォローア

ップを含む。）。（厚労省評価委評価の



国立長寿医療研究センター 評価の視点（案） 

長寿医療－44 

資料１－２－② 
国立長寿医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

視点） 

    

 

 

 

 

 

 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

 

 

 

 

 

 

第３ 予算、収支計画及び資金計画 

 

 

 

 

 

 

第３ 予算、収支計画及び資金計画 

■評価項目１３■ 

予算、収支計画及び資金計画等 

短期借入金の限度額 

重要な財産を処分し、又は担保に供し 

ようとする時はその計画 

剰余金の使途 

「第３ 業務運営の効率化に関する事

項」で定めた事項に配慮した中期計画

の予算を作成し、当該予算による運営を

実施することにより、中期目標の期間に

おける期首に対する期末の財務内容の

改善を図ること。 

「第２ 業務の効率化に関する目標を

達成するために取るべき措置」で定めた

計画を確実に実施し、財務内容の改善

を図る。 

「第２ 業務の効率化に関する目標を

達成するために取るべき措置」で定めた

計画を確実に実施し、財務内容の改善

を図る。 

 

１．自己収入の増加に関する事項 １．自己収入の増加に関する事項 １．自己収入の増加に関する事項  

長寿医療に関する医療政策を牽引

していく拠点としての役割を果たすた

め、運営費交付金以外の外部資金の

積極的な導入に努めること。 

 

民間企業等からの資金の受け入れ

体制を構築し、寄附や受託研究の受

け入れ等、外部資金の獲得を行う。 

民間企業等からの資金の受け入れ体

制を構築し、寄附や受託研究の受け入

れ等、外部資金の獲得を行う。 

 

○ 民間企業等からの資金の受け入れ体

制を構築し、寄付や受託研究の受け入

れ等、外部資金の獲得を行っているか。 

２．資産及び負債の管理に関する事

項 

２．資産及び負債の管理に関する事

項 

２．資産及び負債の管理に関する事

項 

 

センターの機能の維持、向上を図り

つつ、投資を計画的に行い、固定負

債（長期借入金の残高）を償還確実

性が確保できる範囲とし、運営上、

センターの機能の維持・向上を図り

つつ、投資を計画的に行い、中・長期

的な固定負債（長期借入金の残高）

を償還確実性が確保できる範囲とし、

センターの機能の維持・向上を図りつ

つ、投資を計画的に行い、中・長期的な

固定負債（長期借入金の残高）を償還

確実性が確保できる範囲とし、運営上適

○ センターの機能の維持・向上を図りつ

つ、投資を計画的に行い、固定負債（長

期借入金の残高）を償還確実性が確保

できる範囲とし、運営上適切なものとなる



国立長寿医療研究センター 評価の視点（案） 

長寿医療－45 

資料１－２－② 
国立長寿医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

中・長期的に適正なものとなるよう努

めること。 

運営上適切なものとなるよう努める。 

そのため、大型医療機器等の投資

に当たっては、原則、償還確実性を

確保する。 

（１）予  算 別紙２ 

（２）収支計画 別紙３ 

（３）資金計画 別紙４ 

切なものとなるよう努める。 

平成２２年度については、内部資金の

有効活用により、固定負債（長期借入金

の残高）を減尐させる。 

（１）予  算 別紙２ 

（２）収支計画 別紙３ 

（３）資金計画 別紙４ 

よう努めているか。 

 

○ 大型医療機器等の投資に当たって

は、原則、償還確実性を確保している

か。 

 

○ 資金の運用であって、時価又は為替

相場の変動等の影響を受ける可能性が

あるものについて、次の事項が明らかに

されているか。（ⅱについては、事前に

明らかにされているか。） 

 ⅰ 資金運用の実績 

 ⅱ 資金運用の基本的方針（具体的な投 

資行動の意志決定主体、運用に係る 

主務大臣、法人、運用委託間の責任 

分担の考え方等）、資産構成、運用実 

績を評価するための基準（以下「運用 

方針等」という。）（政・独委評価の視 

点） 

 

○ 資金の性格、運用方針等の設定主体

及び規程内容を踏まえて、法人の責任

について十分に分析しているか。（政・

独委評価の視点） 

 

第４ 短期借入金の限度額 第４ 短期借入金限度額  

１．限度額 １，４００百万円 

２．想定される理由 

１．限度額 １，４００百万円 

２．想定される理由 

○ 短期借入金について、借入理由や借

入額等の状況は適切なものと認められ



国立長寿医療研究センター 評価の視点（案） 

長寿医療－46 

資料１－２－② 
国立長寿医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

（１）運営費交付金の受入遅延等による

資金不足への対応 

（２）業績手当（ボーナス）の支給等、資

金繰り資金の出費への対応 

（３）予定外の退職者の発生に伴う退職

手当の支給等、偶発的な出費増への

対応 

（１）運営費交付金の受入遅延等による

資金不足への対応 

（２）業績手当（ボーナス）の支給等、資

金繰り資金の出費への対応 

（３）予定外の退職者の発生に伴う退職

手当の支給等、偶発的な出費増への

対応 

 

るか。 

第５ 重要な財産を処分し、又は担保

に供しようとする時はその計画 

第５ 重要な財産を処分し、又は担保

に供しようとする時はその計画 

 

なし なし 

 

○ 固定資産等の活用状況等について評

価が行われているか。活用状況等が不

十分な場合は、その原因の妥当性や有

効活用又は処分等の法人の取組につ

いての評価が行われているか。（政・独

委評価の視点） 

 

第６ 剰余金の使途 第６ 剰余金の使途  

決算において剰余を生じた場合は、

将来の投資（建物等の整備・修繕、医療

機器等の購入等）及び借入金の償還に

充てる。 

決算において剰余を生じた場合は、

将来の投資（建物等の整備・修繕、医療

機器等の購入等）及び借入金の償還に

充てる。 

 

○ 利益剰余金が計上されている場合、国

民生活及び社会経済の安定等の公共

上の見地から実施 されることが必要な

業務を遂行するという法人の性格に照ら

し過大な利益となっていないかについて

評価が行われているか。（政・独委評価

の視点） 

 

    



国立長寿医療研究センター 評価の視点（案） 

長寿医療－47 

資料１－２－② 
国立長寿医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

第５ その他業務運営に関する重要事

項 

第７ その他主務省令で定める業務運

営に関する事項 

第７ その他主務省令で定める業務運

営に関する事項 

■評価項目１４■ 

人事システムの最適化 

人事に関する方針 

その他の事項 

１．施設・設備整備に関する事項 １．施設・設備整備に関する計画 １．施設･設備整備に関する事項  

施設・設備整備については、センタ

ーの機能の維持、向上の他、費用対

効果及び財務状況を総合的に勘案し

て計画的な整備に努めること。 

 

中期目標の期間中に整備する施

設・設備整備については、別紙５のと

おりとする。 

平成 22 年度については、内部資金

を活用して、経営状況を勘案しつつ医

療機器等の整備を行う。 

○ 中期計画に掲げる施設・設備整備に

ついて、計画的に進展しているか。 

 

２．人事の最適化に関する事項 ２．人事システムの最適化 ２．人事システムの最適化  

センターの専門的機能の向上を図

るため、職員の意欲向上及び能力開

発に努めるとともに、人事評価を適切

に行うシステムを構築すること。 

また、年功序列を排し、能力・実績

本位の人材登用などの確立に努め、

さらに、優秀な人材を持続的に確保

するため、女性の働きやすい環境の

整備及び非公務員型独立行政法人

の特性を活かした人材交流の促進等

を推進すること。 

職員が業務で発揮した能力、適

性、実績等を評価し、職員の給与に

反映させるとともに、業務遂行意欲の

向上を図る業績評価制度を導入す

る。当該制度の適切な運用を行うこと

により優秀な人材の定着を図り、人事

制度へ活用することにより、センター

全体の能率的運営につなげる。 

非公務員型組織の特性を活かした

人材交流の促進など、優秀な人材を

持続的に確保する観点から人材の適

切な流動性を有した組織を構築する

ため、国、国立病院機構等独立行政

法人、国立大学法人、民間等と円滑

な人事交流を行う体制を構築する。 

女性の働きやすい環境を整備する

職員が業務で発揮した能力、適

性、実績等を評価し、職員の給与に

反映させるとともに、業務遂行意欲の

向上を図る業績評価制度を導入す

る。当該制度の適切な運用を行うこと

により優秀な人材の定着を図り、人事

制度へ活用することにより、センター

全体の能率的運営につなげる。 

非公務員型組織の特性を生かした

人材交流の促進等、優秀な人材を持

続的に確保する観点から人材の適切

な流動性を有した組織を構築するた

め、国、国立病院機構等独立行政法

人、国立大学法人、民間等と円滑な

人事交流を行う体制を構築する。 

女性の働きやすい環境を整備する

○ 職員が業務で発揮した能力、適性、実

績等を評価し、職員の給与に反映させ

るとともに、業務遂行意欲の向上を図る

業績評価制度を導入するとともに、適切

な運用を行うことにより優秀な人材の定

着を図り、人事制度へ活用することによ

り、センター全体の能率的運営につなげ

ているか。 

  

○ 人材の適切な流動性を有した組織を

構築するため、国、国立病院機構等独

立行政法人、国立大学法人、民間等と

円滑な人事交流を行う体制を構築して

いるか。 

 

○ 女性の働きやすい環境を整備するとと



国立長寿医療研究センター 評価の視点（案） 

長寿医療－48 

資料１－２－② 
国立長寿医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

とともに、医師の本来の役割が発揮で

きるよう、医師とその他医療従事者と

の役割分担を見直し、職員にとって魅

力的で働きやすい職場環境の整備に

努める。 

 

とともに、医師の本来の役割が発揮で

きるよう、医師とその他医療従事者と

の役割分担を見直し、職員にとって魅

力的で働きやすい職場環境の整備に

努める。 

もに、医師の本来の役割が発揮できるよ

う、医師とその他医療従事者との役割分

担を見直し、職員にとって魅力的で働き

やすい職場環境の整備に努めている

か。 

 ３．人事に関する方針 ３．人事に関する方針  

 （１）方針 （１）方針  

 良質な医療を効率的に提供して

いくため、医師、看護師等の医療

従事者については、医療を取り巻く

状況の変化に応じて柔軟に対応す

るとともに、経営に十分配慮する。 

 

特に、医師・看護師不足に対す

る確保対策を引き続き推進するとと

もに離職防止や復職支援の対策を

講じる。 

また、幹部職員など専門的な技

術を有する者については、公募を

基本とし、優秀な人材の確保に努

める。 

 

良質な医療を効率的に提供して

いくため、医師、看護師等の医療

従事者については、医療を取り巻く

状況の変化に応じて柔軟に対応す

るとともに、経営に十分配慮する。 

 

特に、医師・看護師不足に対す

る確保対策を引き続き推進するとと

もに離職防止や復職支援の対策を

講じる。 

また、幹部職員など専門的な技

術を有する者については、公募を

基本とし、優秀な人材の確保に努

める。 

○ 医師、看護師等の医療従事者につい

ては、医療を取り巻く状況の変化に応じ

て柔軟に対応し、経営に十分配慮して

いるか。 

 

○ 幹部職員など専門的な技術を有する

者については、公募を基本とし、優秀な

人材の確保に努めているか。 

（２）指標 （２）指標  

センターの平成 22 年度期首に

おける職員数を 434 人とするもの

の、医師、看護師等の医療従事者

技能職について、平成 22 年度

において、２人の純減を図る。 

 

○ 医療ニーズに適切に対応するために、

安全で良質な医療の提供に支障が生じ

ないよう適正な人員配置に努めている



国立長寿医療研究センター 評価の視点（案） 

長寿医療－49 

資料１－２－② 
国立長寿医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

は、医療ニーズに適切に対応する

ために、変動が見込まれるものであ

り、中期目標の期間においては、安

全で良質な医療の提供に支障が生

じないよう適正な人員配置に努め

る。 

特に、技能職については、外部

委託の推進に努める。 

（参考）中期目標の期間中の人件費総

額見込み     １６，０２２百万円 

 

 か。 

 

○ 技能職については、外部委託の推進

に努めているか。 

 

 

３．その他の事項 ４．その他の事項 ４．その他の事項  

中期目標に基づきセンターのミッシ

ョンを理解し、ミッションを実現するた

めに必要なアクションプランとして中

期計画を立て、具体的な行動に移す

ことができるように努めること。また、ア

クションプランやセンターの成果につ

いて、一般の国民が理解しやすい方

法、内容で情報開示を行うように努め

ること。 

ミッションの確認、現状の把握、問

題点の洗い出し、改善策の立案、翌

年度の年度計画の作成等に資するた

め、定期的に職員の意見を聞くよう、

努めること。 

センターのミッションを理解し、ミッ

ションを実現するために必要なアクシ

ョンプランを立て、具体的な行動に移

すことができるように努める。 

また、アクションプランやセンターの

成果について、一般の国民が理解し

やすい方法、内容で情報開示をホー

ムページ等で行うように努める。 

ミッションの確認や現状の把握、問

題点の洗い出し、改善策の立案、翌

年度の年度計画の作成等に資するよ

う、職員の意見をセンター内メール・

システム等にて聴取を行うよう努める。 

センターのミッションを理解し、ミッ

ションを実現するために必要なアクシ

ョンプランを立て、具体的な行動に移

すことができるように努める。 

また、アクションプランやセンターの

成果について、一般の国民が理解し

やすい方法、内容で情報開示をホー

ムページ等で行うように努める。 

ミッションの確認や現状の把握、問

題点の洗出し、改善策の立案、翌年

度の年度計画の作成等に資するよ

う、職員の意見をセンター内メール・

システム等にて聴取を行うよう努める。 

 

○ センターのミッションを理解し、ミッショ

ンを実現するために必要なアクションプ

ランを立て、具体的な行動に移すことが

できるように努めているか。 

 

○ アクションプランやセンターの成果につ

いて、国民が理解しやすい方法、内容で

情報開示を行うよう努めているか。 

 

○ ミッションの確認や現状の把握、問題

点の洗い出し、改善策の立案、翌年度

の年度計画の作成等に資するよう、職員

の意見を聴取するよう努めているか。 

 

○ 法人の業務改善のための具体的なイ

ニシアティブを把握・分析し、評価してい



国立長寿医療研究センター 評価の視点（案） 

長寿医療－50 

資料１－２－② 
国立長寿医療研究センター 

中期目標 中期計画 平成 22年度計画 評価の視点（案） 

るか。（政・独委評価の視点） 

 

○ 業務改善の取組を適切に講じている

か。（業務改善の取組：国民からの苦情・

指摘についての分析・対応、国民が疑

念を抱くことのない開かれた法人運営、

目安箱等職員からの提案を受け付ける

ための仕組みの構築、改善に取り組む

職員を人事上評価しているか等）（厚労

省評価委評価の視点） 

 

○ 国民のニーズとずれている事務・事業

や、費用に対する効果が小さく継続する

必要性の乏しい事務・事業がないか等

の検証を行い、その結果に基づき、見直

しを図っているか。（厚労省評価委員会

の視点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


